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２０２４年フォーミュラ１技術規則 

 
第１条 一般原則 

 

1.1 フォーミュラ１選手権 
 
1.1.1 ＦＩＡは、「ＦＩＡフォーミュラ１世界選手権（以下、選手権という）」を組織し、そのすべての

権利を有する。選手権はドライバーに対する選手権と、コンストラクターに対する選手権の２つの

選手権から成る。フォーミュラ１グランプリレース（以下、競技会）はフォーミュラ１カレンダー

に含まれ、開催国の自動車連盟（以下、ＡＳＮ）とＦＩＡとの間に締結するオーガニゼーションア

グリーメントに署名を行っているオーガナイザーによって開催される。選手権に参加するすべての

団体（ＦＩＡ、ＡＳＮ、オーガナイザー、競技参加者、およびサーキット）は、これら選手権を統

括する規則を遵守し、適用実行する。またドライバー、競技参加者、競技役員、オーガナイザーお

よびサーキットは、ＦＩＡが発給するスーパーライセンスを所持していなければならない。 
 
1.1.2 本選手権およびその各競技は、規則に従い、ＦＩＡによって管理される。 
 
1.1.3 本規則において、人に言及する用語は、性別に関係なく適用される。 
 
1.2 規則の枠組み 
 
1.2.1 本選手権に適用される規則は、国際モーター競技競技規則（以下「国際競技規則」）、フォーミュ

ラ１技術規則（以下「技術規則」）、フォーミュラ１競技規則（以下「競技規則」）、フォーミュ

ラ１財務規則（以下「財務規則」）であり、これらを合わせて「規則」と呼ぶ。 
 
1.2.2 本技術規則はＦＩＡにより発行され、タイトルに言及されているカレンダー年全体およびそのカレ

ンダー年に実施される選手権（「選手権」）に適用される。ＦＩＡが安全を理由にして実施する改

定は事前通告または遅延なく施行される。 
 
1.2.3 技術規則の確定文は英語版とし、その解釈について論争が生じた場合に使用される。本文書の見出

しは，参照を容易にするためのものであり，技術規則の意味に影響を与えない。 
 
1.3 危険な構造 
 

競技審査委員会は、危険とみなされる構造の車両の参加を禁止することができる。セッション中に

関連情報が明らかになった場合、そのような決定は直ちに適用される。 
 
1.4 規則の遵守 
 

フォーミュラ１車両は競技期間中、いかなる時でもこれらの規則に合致していなければならない。 
 
新たな設計あるいはシステムを導入する、または本規定のいかなる解釈においても不明瞭であると

感じた競技参加者は、ＦＩＡフォーミュラ１技術部に解釈を問い合わせることができる。規定解釈

が新しい設計やシステムに関連する場合の連絡文書は以下を含んでいなければならない： 
 

ａ. 設計やシステムについての完全な記述 
 
ｂ. 該当する場合は図面や概略図 
 
ｃ. 提案される新しい設計がその他の車両部品に対して及ぼす直接的影響に関する当該競技参加者

の意見 
 
ｄ. そのような新しい設計やシステムを使用することに起因する考え得る長期的因果関係や新たな

進展に関する当該競技参加者の意見 
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ｅ. 当該競技参加者が、その新しい設計やシステムが車両の性能を向上させると感じる使用方法や

特性の詳細 
 
1.5 新しいシステムまたは技術 
 

本規則で特に定められていない、新しいシステム、手順あるいは技術で、ＦＩＡフォーミュラ１技

術部によって許されると思われるものは、それが導入される選手権終了までのみ許される。それに

続き、フォーミュラ１委員会は当該技術を再検討するよう要請され、委員会がフォーミュラ１一般

にそれが価値を付加しないと判断したならば、当該技術はＦＩＡにより明確に禁止とされる。 
 
このような方法で技術が禁止されたチームは、当該システムあるいは手順についての完全な技術詳

細を公表することが求められる。 
 
1.6 競技参加者の義務 
 

競技参加者は、競技会期間中いかなる時でも自己のフォーミュラ１車両が本規則に完全に合致して

いることをＦＩＡテクニカルデリゲートおよび競技審査委員会に立証する義務がある。 
 
安全に関わる特性を除き、ハードウェアあるいは素材の物理的査察により、車両の設計、構成要素

および機構は、本規則に合致していることが証明される。条項により明確に要求されていない限り、

規則への合致を保証する手段として、ソフトウェアの査察の結果を機械的設計の根拠とすることは

できない。 
 
それらの性質上、電子システムの規則遵守は、ハードウェア、ソフトウェアおよびデータの査察に

よって評価される。規則の遵守状況を確認するために、ＦＩＡがＣＡＤモデルの提供を求めること

がある。そのようなＣＡＤモデルは、ＦＩＡが指定するフォーマットと方法で提供されること。こ

のような場合、ＦＩＡはスキャン技術を用いて、検査されたＣＡＤモデルと実車が同一であること

を確認する。 
 
各競技参加者は、選手権への参加に関連するすべての関係者（従業員、コンサルタント、請負業者、

出向者、その他の正社員または派遣を問わない人員）が、それぞれの責任範囲が競技参加者の規則

遵守に影響を与える可能性があることについて、適切な情報を得ていることを確認しなければなら

ない。 
 
各競技参加者は、規則に関するＦＩＡの倫理・コンプライアンスホットラインがこれらの個人すべ

てに明確に伝達されていることを確認しなければならない。 
 
 

第２条 定 義 

 

2.1 フォーミュラ１車両 
 

サーキットあるいはクローズドコース上で行われるスピードレースのためにのみ設計された自動車

（以下、車両）で、自力で推進し、地表に対する実際上の支えを常時保持して推進し、その推進と

操舵は、乗車したドライバーの直接の制御下にあるものをいう。直線上に並べられていない４つの

コンプリートホイールで走行し、車輪の中心は、直進状態において車両中心面に対して左右対称に

配置され、フロントアクスルとリアアクスルを形成する。 
 
2.2 競 技 
 

競技規則第２条第２項に定義されるとおり。 
 
2.3 コンポーネント分類カテゴリー 
 

第１７条３項から第１７条６項で定義され、本規則全体を通して使用されるＬＴＣ、ＳＳＣ、ＴＲ

Ｃ、およびＯＳＣという用語は、車両のコンポーネントをその設計、知的財産、製造、供給の観点

から分類したものである。 
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2.4 車両質量 
 

競技の行われているすべての期間中で、レース用装備品をすべて着用したドライバーを含めた質量

をいう。 
 
2.5 懸架質量 
 

懸架サスペンションによって完全に支持されている車両のすべての部分。 
 
2.6 非懸架質量 
 

懸架サスペンションを構成する、懸架質量の外側にある、および／または懸架サスペンションによ

って完全に支持されていない車両のすべての部分。この定義の目的としては、懸架および非懸架質

量の境界は、サスペンション部材の車両中心面に近い側（インボード）の取り付け部である。 
 
2.7 パワーユニット 

 
第５条１項２に定義されるとおり。 

 
2.8 パワートレイン 

 
第５条１項１に定義されるとおり。 

 
2.9 幾何学平面 
 
2.9.1 基準面：車両の懸架部の底面に位置する名目上の水平面。ただし、第３条５項９に定義するプラン

クアセンブリは例外とする。 
 
2.9.2 中心面：基準面に垂直で、車両の進行方向に一致する垂直面。中心面は、車両の名目上の対称面で

ある。 
 
2.9.3 平面Ａ－Ａ（「Ａ－Ａ」ともいう）：基準面と中心面の両方に垂直な平面で、第１２条で定義され

るサバイバルセルの前部隔壁上、またはその後方１００ｍｍに位置するもの。 
 
2.9.4 平面Ｃ－Ｃ（「Ｃ－Ｃ」ともいう）：Ａ－Ａに平行な平面で、その位置は第１２条１項４で定義さ

れる。 
 
2.10 基準容積と基準表面 
 

「基準容積」と「基準表面」およびそれらの空間における位置は、付則１で車両の座標系を用いて

定義され、技術規則全体を通じて幾何学的な制約のために使用される。便宜上、基準容積の前に、

＂ＲＶ－＂、基準表面の前に＂ＲＳ－＂という接頭辞を付ける。 
 
2.11 座標系と参照 
 
2.11.1 本規定では、以下のように定義された右手直交座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）を使用する。 

 
ａ. Ｘ軸は後方前後方向で、基準面および車両中心面に平行である。当該規則により、ローカル原

点は異なる場合があり、以下の慣例が用いられる。 
 

i. ＸＡ＝０ｍｍは、平面Ａ－Ａ上と定義する。 
 
ii． ＸＢ＝０ｍｍは、平面Ｂ－Ｂ上と定義する。 
 
iii． ＸＣ＝０ｍｍは、平面Ｃ－Ｃ上と定義する。 
 
iv． 平面ＸＦ＝０およびＸＲ＝０は、第１０条１項４に定める規定車高で、かつ直進状態にお
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いて、第２条１１項３に定める前輪または後輪の座標系の原点をそれぞれ通る平面とする。 
 
v． 第９条６項１に規定するファイナルドライブの出力軸をＸＤＩＦ＝０ｍｍとする。 
 
vi． ＸＰＵ＝０ｍｍは、第５条４項８に定めるパワーユニットとサバイバルセルとの接続用スタ

ッドの 前部取り付け面を通過するものとする。 
 

ｂ. Ｙ軸はＸ軸に垂直で、基準面に平行で、車両の右側を指している。Ｙ＝０ｍｍを車両中心面上

と定義する。 
 
ｃ. Ｚ軸は基準面に垂直で、上方を指す。Ｚ＝０ｍｍを基準面上とする。 

 
2.11.2 その他の規約 
 

ａ. 単位が指定されていない場合，単位はミリメートルであることが暗黙の了解となっている。 
 
ｂ. 接尾辞「Ｌ」は、特定の規則における局所座標に使用してよい。すなわち、ＸＬ、ＹＬ、ＺＬは、

これらの局所軸が局所的に使用するために特定の条件内で定義されている場合である。 
 
ｃ. 平面は、それらが法線となる軸として参照される（例：Ｘ平面またはＸＡ＝３００平面）。 
 
ｄ. 特に指定がない限り、Ｙ軸のプラス側が様々な条文で使用され、車両の反対側にも対称的な規

則が適用されることが暗黙の了解となっている。Ｙ座標に関して使用される「インボード」ま

たは「アウトボード」という用語は、それぞれ車両中心面に近い側または遠い側という意味で

ある。 
 
ｅ. 特に指定のない限り、測定および参照は、車輪を直進させた状態（車輪の回転軸がＸ平面内に

ある状態）とする。 
 
ｆ. 特に指定のない限り、見る方向が記載されている場合、「前方から見て」と「後方から見て」

はＸ軸に平行、「側面から見て」はＹ軸（車両の中心面に向かう方向）に平行、「上方から見

て」、「下から見て」、「平面」はＺ軸に平行であること。 
 
ｇ. 特に指定のない限り、角度、勾配、入射角の方向は、第２条１１項１で定義した右手直交座標

系の文脈でとられる。例えば、Ｙ平面内の正の傾斜は、正のＸ成分およびＺ成分の増加によっ

て特徴付けられる。 
 
2.11.3 各車輪には，次のように定義される直交座標系（ＸＷ，ＹＷ，ＺＷ）が使用される。 
 

ａ. ＸＷ軸は、ホイールリムのインボード平面上にあり、その回転軸を通り、後方の前後方向を指

している。ＸＷ＝０ｍｍは、ホイール回転軸上にあると定義する。ＸＷ軸は、ホイールが直進位

置にあり、かつ、車両が第１０条１項４に定める規定車高にある状態で、車両中心面および基

準面に平行である。 
 
ｂ. ＹＷ軸は、ホイールリムのインボード面に対して垂直であり、車両中心面を指している。ＹＷ＝

０ｍｍは、ホイールリムのインボード面上と定義する。この座標を参照し、「インボード」ま

たは「アウトボード」という用語は、それぞれ車両中心面に近い側または遠い側という意味で

ある。 
 
ｃ. ＺＷ軸は、ＸＷ軸とＹＷ軸の両方に対して垂直であり、上方を指す。ＺＷ＝０はホイール回転軸上

と定義する。 
 
ｄ. 車輪軸系が上記のように一旦定義されると、他のすべてのサスペンション接合点において、サ

スペンションアップライトに対して固定された方向を維持することになる。 
 
2.12 数値の精度 
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本規則にて制限値（ 大値または 小値）として指定されている数値は、引用された小数に関わら

ず、制限値とみなされる。 
 
 
第３条 空気力学的構成要素 

 

3.1 定 義 
 
3.1.1 空力部品またはボディワーク 
 

ａ. 以下の構成部品は、ボディワーク（車体）とみなされる。 
 
i. 第３条に記載されているすべての構成部品。 
 
ii. 冷却するための入口または出口ダクトで、冷却を提供する目的の構成部品までのもの。 
 
iii. エアフィルターまでのパワーユニット用入口ダクト（エアボックス）。 
 
iv. 第７条４項１ ｂ.項に定義される一次熱交換器。 
 

ｂ. 以下の部品は、ボディワークとはみなされない。 
 

i. 第８条１７項に定義されるカメラおよびカメラハウジング。 
 
ii. 第１４条２項に規定されるリアビューミラー。 
 
iii. ＥＲＳステータスライト。 
 
iv. パワートレイン、車輪への動力伝達、ステアリングシステムの機械的機能に確実に関連す

る部品で、いかなる場合も空力的効果を得るために工夫されたものでないこと。 
 
v. ホイールリムおよびタイヤ。 
 
vi. ブレーキディスクアセンブリ、キャリパーおよびパッド。 

 
3.1.2 参照フレーム 
 

あるボディワークが動かないようにしなければならないジオメトリー、構成要素、または構成要素

のグループ。 
 
3.1.3 外気流 
 

空力性能に主な影響を与える、車両の周りの空気の流れ。 
 
3.1.4 凹面および凸面の湾曲 
 

この条文で空力表面の湾曲に言及する場合、空力表面のうち外部の気流と接触している部分を指す。 
 
特定の平面との交点を指定せずに表面の湾曲に言及する場合、任意の点での局所的な湾曲は、その

点での表面に垂直な線を通過する平面と問題の表面の交点の湾曲として定義されることになる。そ

の点での曲面の凹曲率は、交差する平面を法線の周りに１８０度旋回させたときに得られる湾曲の

小の凹曲率半径と定義される。その点での表面の凸曲率は、交差する平面を法線の周りに１８０

度旋回させたときに得られる湾曲の 小の凸曲率半径として定義される。 
 
例として、わかりやすくするために、固体球の空力面は、この球が外部の気流と接触する面であり、

凸面であるとみなされる。 
 
3.1.5 空気力学的表面または曲線の法線 
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ある点における空気力学的表面の法線は，その点における表面に垂直で，局所的な外部空気流の方

を指すベクトルである。 
 
ある点における曲線の法線は、同じ点における曲線を含む表面の法線とみなされる。 

 
3.1.6 接線の連続性 
 

曲線の任意の点または表面の任意の点における接線の連続性は、接線の値が連続的である場合に満

たされる。 
 
２つの曲線または２つの表面の交点における接線の連続性は、交点にある２つの曲線または２つの

表面が互いに接し、かつその法線が互いに一致している場合に満たされる。 
 
隣接する２つの表面が接線連続ではないが、その境界に沿って１ｍｍ以下の１つのエッジ半径を適

用することによって接線連続にすることができる場合、これらの表面は、関連条項に従って１つの

エッジ半径が許可されている限り、１つのエッジ半径を適用するかどうかにかかわらずこの境界で

接線連続とみなされる。 
 
3.1.7 湾曲の連続性 
 

湾曲の連続性は、２つの曲線間、曲線の任意の点、２つの表面間、または表面内で、曲率の値が同

じ方向に連続している場合に満たされる。 
 

3.1.8 オープンセクション（開区間）とクローズドセクション（閉区間） 
 

関連規則の所定の制限の範囲内で、ボディワークを貫通するセクションが定義された平面と交差す

る場合、それ自体が完全な境界を形成していれば、閉じているとみなされ、そうでなければ、開い

ているとみなされる。 
 

3.1.9 フィレットおよびエッジ半径 
 

フィレット半径は、材料を追加するだけで内角（角が１８０度未満を含む）を凹面で丸めることに

よって形成され、エッジ半径は、凸面で外角（角が１８０度超を含む）を材料除去のみで滑らかに

することにより、凸面が形成される。 
 
どちらの場合も結果として得られる表面は、曲率半径が指定された限界値を持つ円弧で、完全に定

義された２つの表面を接線方向に変曲せず、それらの交点に垂直に結ぶもので形成されなければな

らない。。特に指定がない限り、フィレットおよびエッジ両方の半径は定義された境界の周囲で大

きさが変化してもよいが、その変化は連続的でなければならない。 
 
１つのフィレット半径によって接合される部品間の交差部の後縁に接線の不連続性が存在する場合、

閉じた空力的フェアリングを後縁のすぐ後ろに追加することができる。このフェアリングは、前の

フィレット半径およびフィレットにすぐ隣接する後縁よりも断面が大きくなってはならず、後縁の

直前のフィレットに対して、この点での 大フィレット円弧半径の３倍を超えて長くなってはなら

ない。 
 

3.1.10 空気力学的シール 
 

圧力の異なる２つの領域間の流れを実現可能な 小限の大きさに抑える機能。 
 

3.1.11 ガーニー 
 

空力性能を調整するためにプロファイルの後縁に装着される構成部品。プロファイルの後縁に垂直

な任意の平面において，ガーニーは厚さ１ｍｍ以下，所定の高さ（ガーニーの大きさとして定義さ

れる）の平坦部と，長さ２０ｍｍ以下，厚さ１ｍｍ以下の翼表面への接合フランジを含まなければ

ならない．ガーニーのどの部分も、プロファイルの後縁の位置でガーニーが適用されている表面に
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垂直な線よりも後方に突出してはならない。 
 

3.2 一般原則と合法性の確認 
 
3.2.1 第３条の目的 
 

第３条は、他車への追従による空力性能の低下を 小限にとどめ、接近戦を可能にすることを重要

な目的としている。この目的が達成されたかどうかを確認するために、競技参加者は要求に応じて

ＦＩＡに関連情報を提供することを求められることがある。 
 
いかなる場合においても、これらの情報の知的財産権は競技参加者に帰属し、保護され、第三者に

開示されることはない。 
 

3.2.2 空力学的影響 
 

第３条１０条１０に記載されたドライバーが調整可能なボディワーク（その作動にのみ関連する

小限の部品に加えて）および第３条１３項と第３条１４項４で特に認められたフレキシブルシール

を除き、車両の空力性能に影響を与えるすべての空力コンポーネントまたはボディワークは、第３

条３で定義した参照フレームに対して堅く固定され不動でなければならない。さらに、これらの部

品は、いかなる状況においても、均一で強固な、硬く連続した、不浸透性の表面を作り出さなけれ

ばならない。 
 
車両のバネ部分と地面との間のギャップを埋めるための装置や構造は、いかなる状況においても禁

止される。 
 
第３条１０項１０の調整に必要な部品、またはステアリングシステムによる付随的な動きを除き、

ドライバーの動きを車両の空力特性の変更手段として使用する車両のシステム、装置、手順はすべ

て禁止される。 
 
ボディワークとはみなされない構成部品の空力的影響は、その主な機能に付随したものでなければ

ならない。そのような空力的影響を 大化することを目的としたデザインは禁止されている。 
 

3.2.3 対称性 
 

すべてのボディワークはＹ＝０に対して名目上対称でなければならない。その結果、特に指定がな

い限り、第３条における車両の片側に関するいかなる規定も、車両のもう片側に対して有効である

とみなされ、第３条における部品の 大許容数に関する言及も、車両の片側について言及されるこ

とになる。 
 
本条に定める対称性の要件に対する 小限の例外として、非対称な機械部品の取り付け、非対称な

冷却要件、または第３条９項７に定めるフロントフラップの非対称な角度調整については認められ

るものとする。 
 
非懸架質量にかかるボディワークは、そのホイール座標系軸（第２条１１項３に記載）が車両座標

系軸（第２条１項１に記載）と平行になるように各ホイールのサスペンション位置を仮想的に再設

定した場合、本条を尊重しなければならない。 
 

3.2.4 デジタル合法性チェック 
 

車両が空力規則に適合しているかどうかの評価は、チームから提供されたＣＡＤモデルを用いてデ

ジタルで行われる。これらのモデルにおいて： 
 

ａ. コンポーネントは、基準容積の端まで、または正確な幾何学的特徴を伴い、あるいは幾何学的

基準の限界まで設計することができる（ＣＡＤシステムの通常の丸め誤差を除く）が、規則が

ボディワークのある側面をこの限界にまで設計することを特に要求する場合、あるいは設計が

規則に適合するためにこの限界に正確に存在することに依存せずに、実際のボディワークが適

合することが可能であることを実証できる場合のみである。 
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ｂ. 正確な形状、表面、あるいは平面に従わなければならない部品は、ＣＡＤシステムの通常の丸

め誤差を除き、公差なしで設計されなければならない。 
 
3.2.5 物理的な合法性チェック 
 

第３条２項４で述べたＣＡＤモデルへの適合性を確認するため、また基準容積の内側にそれらが収

まっていることを確実とするために、競技中に車両を計測することがある。 
 
ａ. 特に指定がない限り、ＣＡＤの表面に対してのみ、製造上の目的で±３ｍｍの公差が許容され

る。測定された表面がこの許容範囲から外れているが、基準容積内である場合、競技参加者は

規則への適合を証明するために追加情報（例：修正したＣＡＤジオメトリ）の提供を求められ

る場合がある。特別な空力効果や表面仕上げのために意図されたいかなる不一致も認められな

い。 
 
ｂ. 上記ａ.項にかかわらず，基準容積の限界における幾何学的な不一致は，測定された構成部品が

基準容積の内側に留まるようなものでなければならない。 
 
ｃ. フロントウイングボディワーク、リアウイングボディワーク、排気テールパイプ、ＸＲ＝０の

後ろにあるフロアボディワーク、テールの位置公差は±２ｍｍを認める。これは、測定された

ジオメトリーに も合うように、アセンブリを定義する基準容積と基準表面のグループのそれ

ぞれを元の位置から 大２ｍｍまで再調整することで評価される。 
 
ｄ. 上記ｂ.項にかかわらず、Ｚ＝０平面上で－３７５≤Ｙ≤３７５かつＸＲ＝０より前方にある車両

の部分については、Ｚ＝±２ｍｍの公差を認める。 
 
ｅ. ＣＡＤ面からの 小限のずれは，以下の場合にも認められる。 
 

i. 空力部品に施された 小限の修理で、ＦＩＡが承認したもの。 
 
ii. テープ。ただし、第３条で認められていない空力的な効果を得るものではないこと。 
 
iii. ボディワークパネル間の接合部 
 
iv. ボディワーク各部の固定方法 

 
3.2.6 データムポイント（基準点） 
 

すべての車両は、以下の場所で車検のために車両のデータを決定することができる光学標的用の搭

載部を装備しなければならない。 
 

i. サバイバルセル上部の前方部分に１点。 
 
ii. ＸＢ＝０に近いサバイバルセル上部で、Ｙ＝０について対称に配置された２点。 
 
iii. ＸＢ＝０に近いサバイバルセル側面で、Ｙ＝０について対称に配置された２点。 
 
iv. 第２ロール構造体の後部取り付け部に近いサバイバルセル側面で、Ｙ＝０について対称に配置

された２点。 
 
v. 点［ＸＣ＝０，１７５，９７０］と［ＸＣ＝１５０，－１７５，８７０］で定義される内部の対

角線を持つ軸合わせされた立方体で、Ｙ＝０について対称に配置された２点。 
 
vi. ＲＩＳまたはギアボックスのケース上の１つのプローブ点。 

 
すべての場合において、必要なデータムポイントを含むファイルを各サバイバルセルについて供給

しなければならない。 
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たわみ試験の場合、すべての車両は、ＲＩＳに基準アーティファクトを取り付ける手段を提供しな

ければならない。この取り付けは一時的なものでも構わないが、車両の基礎構造に対して剛性があ

るものでなければならない。 
 
要求事項のすべての詳細は技術および競技規則の付則に記載されている。 

 
3.2.7 この条文内のセクションタイトルと条項タイトルは、規則上の価値を持たない。 
 
3.2.8 静圧タッピングは、以下の条件で、表面において許可される。 
 

i. 内径が２ｍｍ以下であること。 
 
ii. 基礎となるジオメトリーと同一平面上にあること。 
 
iii. 圧力センサーにのみ接続されているか、または空きになっており、漏れがないこと。 

 
3.3 コンポーネントの定義 
 

各グループの許容されるボディワークおよび関連する参照フレーム（第３条１項２で定義され、第

３条２項２への準拠を立証するために使用）は、以下の第３条３項１、第３条３項２および第３条

３項３で定義される。 
 
3.3.1 車両の懸架質量の一部であるボディワーク部品 

 
第３条５項から第３条１２項および第３条１項１.ａ.iiからivで定義された懸架質量ボディワークの

みが許可される。懸架質量ボディワークとして分類される車両の各部分の参照フレームは、第２条

第１１項１で定義される座標系とする。 
 
第３条１１項でトリミングまたはフィレット加工されたボディワークは、まず第３条５から第３条

１０で定義されたグループのいずれかに属すると宣言されなければならない。 
 
特に断りのない限り、個々のボディワークグループの第３条への適合性は、第３条１１で言及され

るトリミング、フィレット、組立作業の前に独立して評価され、ＦＩＡは 終組立後に廃棄される

ジオメトリーの確認を要求することができる。 終組立が完了した後、外部気流にさらされないボ

ディワーク表面または内部ダクトは、さらされないままであれば、修正することができる。 
 
3.3.2 ホイールボディワーク 

 
ホイールボディワークは、第３条１３項で定義されたもののみが許可される。第３条１３項７に定

めるホイールカバーを除き、ホイールボディワークとして分類される車両のあらゆる部分の参照フ

レームは、第２条１１項３に定める対応するアップライト構造および対応する座標系とする。 
 
第３条１３項７に定めるホイールカバーの参照フレームは、対応するホイールリムである。 
 

3.3.3 サスペンションフェアリング 
 
サスペンションフェアリングは、第３条１４項で定義されたもののみが許可される。第３条２項２

への準拠を評価するために、サスペンションフェアリングの参照フレームは、それが取り付けられ

ている構造的なサスペンションメンバーとする。 
 

3.4 全体寸法 
 

3.4.1 幅 
 
タイヤ、第１０条７項２のホイールリム、および第３条１３項７のホイールカバーを除き、車両の

どの部分もＹ＝１０００より外側に出てはならない。 
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3.4.2 ホイールベース 
 
ＸＦ＝０とＸＲ＝０の面の間の距離は３６００ｍｍを超えてはならない。 
 

3.4.3 フロントホイール位置 
 
平面ＸＦ＝０は、ＸＡ＝１００より後方であってはならない。 
 

3.5 フロア 
 

3.5.1 フロアボディ 
 
「フロアボディ」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＦＬＯＯＲ－ＢＯＤＹの中にあること。 
 
ｂ. 下から見て、ＲＳ－ＦＬＯＯＲ－ＰＬＡＮおよびＲＳ－ＣＡＳＳＥＴＴＥが完全に見えないこ

と。 
 
ｃ. 横から見て、ＲＳ－ＦＬＯＯＲ－ＲＥＡＲが全く見えないこと。 
 
ｄ. 下から見て、ＲＳ－ＦＬＯＯＲ－ＭＩＤの境界内にある場合、基準面上にあること。 
 
さらに 
 
ｅ. その完全な表面は、任意のＸ平面と交差するとき、連続的で、閉じていて、その部分のすべて

が上か下のどちらかから見える単一の部分のみを生成しなければならない。 
 
ｆ. その完全な表面は、任意のＹ平面と交差するとき、連続した、閉じた、上または下から見える

部分のすべての部分を持つ単一のセクションのみを生成しなければならない。ただし、Ｙ＝５

９５のアウトボード（車両中心面に遠いところ）には、そのようなセクションが２つ許可され

る。ただし、以下を条件とする： 
 

i. これら２つのセクションは、どのＹ平面上でも互いに５０ｍｍ以上離れていないこと。た

だし、１つのセクションと２つのセクションの間の移行が、１０ｍｍまでの間隔で２つの

Ｙ平面に含まれる場合はこの限りではない。 
 
ii. 前セクションの 後部点がＸＦ＝１７００より後方にあること。 

 
ｇ. その完全な表面は接線連続でなければならず、凹の曲率半径は２５ｍｍ以上でなければならな

い。ただし、点［ＸＲ，Ｙ，Ｚ］＝［－３５０，４９５，５］から６０ｍｍ以内で、上から見

えるその表面部分は例外とする。 
 
ｈ. 表面全体が接線連続であること、凸の曲率半径が２５ｍｍ以上であること。ただし、その表面

の以下の領域は例外とする。 
 

i. 点［ＸＲ，Ｙ，Ｚ］＝［－３５０，４９５，５］から６０ｍｍ以内にあり，下から見える

こと。 
 
ii. 平面視で、フロアボディの境界から５ｍｍ以内。３４５＜ＸＲ＜４４０の領域では、この

例外はＺ＝６５以下でのみ適用される。 
 
iii. 上方から視認でき、かつ、第３条１５項７.ｃに規定する荷重適用位置から１０ｍｍ以内に

あること。このような特徴は、同条で要求される荷重を適用するために必要 小限のもの

でなければならない。 
 
ｉ. その表面のうち、Ｙ＝５００よりアウトボードでＸＦ＝１７００より前方の、上から見えるす
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べての領域は、横から見えるものでなければならない。 
 
ａ.からｉ.までの規定に従ってフロアボディとして定義された表面は、局所的な流れの付着を助ける

目的で、フロアボディの表面に追加のボディワークを取り付けることが許可される。ａ.からｉ.まで

の規定に従う必要はないが、これらのアイテムはフロアボディの一部とみなされ、必ず装着されな

ければならず、以下の通りでなければならない： 
 
ｊ. フロアボディの表面から全体に１０ｍｍ以内にあるもので、下から見えるもの。 
 
ｋ. 車両中心面から全体に１００ｍｍ以内かつＸＲ＝－５５０より後方であること。 
 
ｌ. Ｘ方向に測定したときに５０ｍｍ以下の範囲にまとめて存在すること。 
 
車両の両側を考慮する場合は、ｅ.項、ｇ.項、ｈ.項の要件を満たさなければならない。 
 

3.5.2 フロアフェンス 
 
「フロアフェンス」として宣言されたボディワークは、「ＲＶ－ＦＬＯＯＲ－ＦＥＮＣＥ」内に位

置しなければならない。さらに： 
 
ａ. 各フロアフェンスについて、まず仮想サーフェイスを定義しなければならず、それは以下の通

りでなければならない： 
 

i. 開口部のない単一の表面であること。Ｙ軸に一致する直線は、仮想サーフェイスと１回以

上交わってはならない。 
 
ii. 任意のＺ平面と交差するとき、１つ以上の曲線を生成しない。この曲線の接線はいかなる

点においても、Ｘ軸に対して５０°を超える角度を持つことはできない。ＲＳ－ＦＬＯＯ

Ｒ－ＦＥＮＣＥを隠すために使用される仮想サーフェイスでは、同じ角度は４０°以下で

なければならない。 
 
iii. 任意のＸ平面と交差するとき、１つ以上の曲線を生成しない。この曲線の接線がいかなる

点においても、Ｚ軸に対して２５°を超える角度を持つことはできない。この曲線は、フ

ロアボディの上から見える表面と交差してはならない。この曲線がＸＦ＝９６０より後方

にある場合、フロアボディと正確に一度だけ交差しなければならず、この交差点より上部

の曲線はフロアボディの内部になければならない。 
 
iv. 他のフロアフェンスの仮想サーフェイスに対して、どの点においても１０ｍｍ以上接近し

てはならない。 
 
ｂ. 仮想サーフェイスが一旦定義されたら、関連するフロアフェンスは以下のようにしなければな

らない： 
 

i. 仮想サーフェイスを全体に完全に囲む。 
 
ii. どの点においても、仮想サーフェイスから４ｍｍ以上離れてはならない。 

 
ｃ. 車両中心面の両側には４つまでフロアフェンスを置くことができ、そのうちの１つは横から見

たときにＲＳ－ＦＬＯＯＲ－ＦＥＮＣＥを完全に覆い隠すものでなければならない。このフェ

ンスに関連する仮想サーフェイスとフロアボディが交差してできる曲線は、上から見たときに

フロアボディの境界線から完全に５ｍｍ以内に収まっていなければならない。 
 
ｄ. 各フロアフェンスが完全に定義された後、フロアボディとの境界に曲率半径５０ｍｍ以下のフ

ィレットを適用することが許される。そのようなフィレットは、関連するフロアフェンスの一

部とみなされる。 
 
ｅ. フロアボディ、各フロアフェンス、及び各関連のフィレットが完全に定義された後、下から見
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たとき、ＸＦ＝１２９０とＸＲ＝－７００の間の組み立てられたボディワークの境界線は、Ｚ＝

３５以下でなければならない。 
 

3.5.3 フロアエッジウイング 
 
「フロアエッジウイング」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならな

い： 
 
ａ. ＲＶ－ＦＬＯＯＲ－ＥＤＧＥの範囲内にあること。 
 
ｂ. 開口部のない単一の容積であること。 
 
ｃ. その完全な表面は、任意のＸ平面と交差したとき、連続的で閉じた単一のセクションのみを生

成し、断面積は２０００ｍｍ２以下でなければならない。この断面は，フロアボディと同じＸ

平面との交点で生じる曲線から、 も近いところで５ｍｍ以上２０ｍｍ以下の距離を有してい

なければならない。 
 
ｄ. その完全な表面は、任意のＺ平面と交差するとき、連続的で閉じた単一のセクションのみを生

成しなければならない。 
 
ｅ. その完全な表面は接線連続でなければならず、凹の曲率半径は２５ｍｍより大きくなければな

らない。 
 
フロアエッジウイングとフロアボディを構造的に接続する目的でのみ、片側６個までのサポートブ

ラケットを追加することが許される。これらのブラケットはａ.～ｅ.項に適合する必要はないが、フ

ロアエッジウイングの一部とみなされ、以下でなければならない： 
 
ｆ. 全体がフロアボディから４０ｍｍ以内、フロアエッジウイングから３０ｍｍ以内であること。 
 
ｇ. 厚さは５ｍｍ以下とすること。ブラケットがブラケットを接続している構成部品に接合する部

分には４ｍｍ以下のフィレット半径が許容される。 
 
ｈ. Ｘ方向の寸法が４０ｍｍ以下であり、６０ｍｍを超える寸法はないこと。 
 
ｉ. 他のそのような支持ブラケットと、いかなる点においても５０ｍｍ以上離れてはならない。 
 
ｊ. 下から見えないこと。 
 

3.5.4 ビブ（Bib） 
 
「ビブ（Bib）」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＢＩＢの範囲内もあること。 
 
ｂ. 開口部のない単一の容積であること。 
 
さらに、車両の両側面を考慮する場合、その完全な表面は次のようでなければならない： 
 
ｃ. 任意のＸ平面と交差するとき、連続的で閉じた単一セクションのみを生じ、その断面のすべて

の部分が上からも下からも見える。 
 
ｄ. 下から見たときに凹んだ曲率半径がない接線連続であり、上から見たときに凹んだ曲率半径が

１５ｍｍより大きくなければならない。 
 
ｅ. 曲率半径が１５ｍｍ以下の凸面を含まないこと。ただし、Ｚ＝５以下の表面のうち、上から見

たときにビブの境界線上にある任意の点から５ｍｍ以内の領域は例外とする。 
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3.5.5 ビブとフロアボディの組み立て 
 
ビブとフロアボディが一旦完全に定義されたら、ビブとフロアボディを互いにトリミングして、重

なり合う表面を残さないように一体化させなければならない。これらの表面間の交差部分には、５

０ｍｍ以下のフィレット半径を適用することができる。このフィレットは，第３条５項４に準拠す

る必要はないが，それでもビブの一部とみなされる。 
さらに、フィレットの領域では、車両の前部が地面に接触したときにフロントフロア構造体が遵守

できるよう、 小限の柔軟性が認められる。フィレットが適用された後、ビブとフロアボディの隣

接するセクションの境界の外面は、Ｘ、Ｙ、あるいはＺ平面において連続性と接線性の両方を維持

しなければならない。 
 

3.5.6 フロアボディワークグループ 
 
第３条５項１から第３条５項５までの規定で定義する構成部品が、それらの条項に従い製作され、

第３条５項で規定されたサブアッセンブリーのそれに続く操作が行われた後、その結果生じる、こ

れらの構成要素の結合体を「フロアボディワーク」と定義する。 
 

3.5.7 フロアの付属部品 
 
フロアボディのすべてのパーツが完全に定義された後、以下を使用することができる： 
 
ａ. フロアボディワークと第１３条７項に記載された後部衝撃吸収構造体との間の剛性支持として

機能する片側１個のステー。装着される場合、このステーは以下の条件を満たさなければなら

ない： 
 

i. インボード取付け点が後部衝撃吸収構造体のＸＤＩＦ＝１５０とＸＤＩＦ＝３２５の間である

こと。 
 
ii. インボードとアウトボードの取り付け部分や調整用の 小限のディテールを除いて、直径

５ｍｍ以下の円形断面であること。 
 
ｂ. 前部フロア構造体とサバイバルセルの間にある単一の装置。装着されている場合、外部の気流

と接触するこの装置のすべての部品は、以下のようでなければならない： 
 

i. 完全にＲＶ－ＢＩＢ－ＳＴＡＹの範囲内にあり、Ｙ＝０に対して対称に配置されているこ

と。 
 
ii. どのＺ平面においても、クローズドセクションを１つだけ含むこと。 

 
ｃ. ＸＲ＝０より前方のフロアボディワークの間のサポートとして機能する片側１本のステー。こ

のステーは、引張り荷重のみを受けるように設計されていてもよい。装着する場合、このステ

ーは以下の条件を満たさなければならない： 
 

i. ＸＲ＝－８５０とＸＲ＝０の間に完全に存在すること。 
 
ii. そのアウトボード取り付け部がフロアボディワーク上にあること。 
 
iii. インボード取付け部が車両の完全な懸架部分にあること。 
 
iv. インボードとアウトボードの取り付け部、または調整用の 小限のディテールを除いて、

直径５ｍｍ以下の円形断面であること。 
 
これらの構成部品のうち、外部の気流にさらされる部分は、フロアボディワークグループの一

部とみなされる。 
 

3.5.8 開口部 
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フロアボディワークのすべてのパーツが完全に定義された後、以下の開口部を追加することができ

る： 
 
ａ. ＸＦ＝６５０の前方およびＺ＝１００以上の領域における付属部品（電気部品など）の冷却の

みを目的とするもの。このような開口部の総面積は、車両の片側あたり７５０ｍｍ２を超えて

はならない。 
 
本条に記載されたすべての面積は、トリミングされていないフロアボディワークの表面で測定され

る。 
 

3.5.9 プランクアセンブリ 
 
フロアボディの中央面下には、プランク、スキッド、取付部からなるプランクアセンブリを取り付

けなければならない。車両の両側面を考慮した場合、本条項の要件を満足しなければならない。 
 
プランクアセンブリには、以下の規定が適用される。 
 
ａ. プランクアセンブリの上面はＺ＝０であり、フロアボディやビブ下面との間に空気が通らない

こと。 
 
ｂ. プランクアセンブリは、Ｙ＝０を中心として対称に配置されなければならない。 
 
ｃ. プランクアセンブリの前方端は、ＸＦ＝４３０に位置しなければならない。 
 
ｄ. プランクアセンブリの 後端部は、ＸＲ＝－６００に位置していなければならない。 
 
ｅ. プランクアセンブリの厚さは、下面の法線方向に１０ｍｍ±０.２ｍｍであり、新品の状態で均

一でなければならない。摩耗のため、 低９ｍｍの厚さが許容される。この規定への適合は、

指定された穴の周辺部で確認される。 
 
ｆ. プランクアセンブリには、ＲＶ－ＰＬＡＮＫで指定された４つの穴が正確に配置されていなけ

ればならない。使用後のプランクアセンブリの適合性を確認するため、プランクまたはスキッ

ド材の有無にかかわらず、これらの穴の位置でのみ厚さを測定する。 
 

事故データ記録装置をサバイバルセルに固定するボルトにアクセスするためだけであれば、さ

らに４つの直径１０ｍｍの穴が許可される。 
 
プランクには、以下の規定が適用される： 
 
ｇ. プランクのジオメトリーはＲＶ－ＰＬＡＮＫに準拠し、一般製造公差は±０.５ｍｍ、厚さは上

記ｅ.に規定する公差を満足しなければならない。 
 
ｈ. プランクの材質は自由であるが、比重が１.３〜１.４５の均質なもの、またはポケット付きの

場合は、上部０.５ｍｍの比重が１.３〜１.６５で、ポケットを除く残りの部分が比重１.３〜１.
４５の均質な材質からなる接着組立品からなるものでなければならない。 

 
ｉ. プランクは３枚以下で構成され、そのうちの前方の１枚は長さが９００ｍｍ以下であってはな

らない。 
 
ｊ. ＸＦ＝６３０とＸＣ＝－８００の間およびＸＣ＝－４００の後方では、プランクの下部９.５ｍｍ

を上からポケットにすることが許される。ポケットの深さは、新品時の基準面より低い 下面、

または本条ｋ.からｒ.で許可されたスキッドを取り付けるために必要な凹みの下面のいずれか

らも、残りのプランクの厚さを２ｍｍ未満にすることはできない。さらに、基準面に平行な水

平面におけるポケットの周縁は、プランクの端部またはプランクの穴もしくは凹部のいずれか

から１０ｍｍ以上離さなければならない。内部ポケットのフィレット半径は、垂直断面では

３ｍｍ以上、水平断面では１０ｍｍ以上でなければならない。ポケットには、比重０.２５以下

の材質のみを充填することができる。 
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スキッドについては、以下の規定が適用される。プランクの下面には、フラッシュマウントされた

金属製のスキッドを取り付けることができる。それらは： 
 
ｋ. プランク材の代わりにのみ取り付けることができる。 
 
ｌ. 下から見たときの総面積が２４０００ｍｍ²以下であること。 
 
ｍ. 下から見たときに、個々の面積が４０００ｍｍ²以下であること。 
 
ｎ. 下から見て下面全体が見えるように取り付けられていること。 
 
ｏ. 平面視において、外周部の断面積が厚さ１５ｍｍ以上であること。 
 

内部固定穴とスキッドの外部境界の間の 小肉厚は、７.５ｍｍ以上でなければならない。 
 
ｐ. 上面が基準面より３ｍｍ以上下にあってはならない。 
 
ｑ. 本条ｔ.からｗ.に記載された留め具（ファスナー）を使用して車両に固定され、下から見たと

きにスキッドのどの部分もそのスキッドを通過するファスナーの中心線から５０ｍｍ以上離れ

ていないように設計されていなければならない。 
 
ｒ. チタン合金製でなければならない（焼きなまし状態のＡＭＳ４９２８またはＡＭＳ４９１１に

よる）。さらに、それらは固体から機械加工されたものでなければならず、機械加工の前また

は後に加工（鍛造、圧延、溶接、熱処理またはコーティングなど）を行ってはならない。 
 
ｓ. Ｙ＝１２０より完全にインボードに位置し、ＸＦ＝４２５とＸＦ＝６２５の間にある場合は、自

由度ゼロで前方フロア構造体に直接固定されなければならない。 
 
プランクとスキッドの取り付けには、以下の規定が適用される。プランクとスキッドは、以下のよ

うなファスナーを使用して車両に固定されなければならない： 
 
ｔ. Ｍ６より小さくなく、グレード１２.９または１０.９のスチール製であること。 
 
ｕ. スキッドを車両に取り付ける時に使用する場合は、スキッドの面積１,０００ｍｍ２あたり少な

くとも１個のファスナーを使用しなければならない。 
 
ｖ. スキッドを車両に取り付けるために使用する場合、チームはファスナーのシャンク（直径

６ｍｍ以上）がスキッドの車両への取り付けにおいて も弱い点であることを計算によって示

すことができなければならない。 
 
ｗ. 必要に応じて荷重分散用ワッシャを使用してもよい。 
 
ファスナーおよびファスナーとともに使用される荷重分散ワッシャーの下から見た面積の合計は、

７,５００ｍｍ２未満でなければならない。単一のファスナーとその荷重分散ワッシャーの面積は、

５００ｍｍ²を超えてはならない。 
 
ファスナーまたは荷重分散ワッシャーのいかなる部分も、基準面より８ｍｍ以上下にあってはなら

ない。疑義を避けるため、本条項ｋ.からｓ.に言及されるスキッドは、荷重分散ワッシャーとして扱

われない。 
 

3.6 フロントボディワーク 
 

3.6.1 ノーズ 
 
「ノーズ」と宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
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ａ. ＲＶ－ＣＨ－ＮＯＳＥの範囲内にある。 
 
ｂ. どのＸ平面においても、外側に凹んだ曲率半径を持たない１つのクローズドセクションしか含

まないものでなければならない。ＸＦ＝－９５０とＸＡ＝０の間で、この断面のうち上から見え

る部分は、以下の通りでなければならない： 
 
i. 接線連続曲線であること。 
 
ii. 外周でＺ軸に接すること。 
 
iii. ＸＡ＝０において曲率半径が４５ｍｍ以下であり、ＸＡ＝０より前方では 小曲率半径が２

０ｍｍに減少してもよい。 
 
車両の両側面を考慮する場合は、本条項を満たさなければならない。 

 
ｃ. いずれのＹ平面においても、単一のセクションのみを含み、Ｙ＝１５０よりインボードの場合

は、オープンでなければならない。 
 
ｄ. 上から見たとき、ＲＳ－ＣＨ－ＮＯＳＥのどの部分も見えないように配置されていること。 
 
ただし、次の場合はこの限りではない： 
 
ｅ. 第８条１７項７に規定されるカメラ（位置２）および取付ブラケット。 
 
ｆ. 車両の両側面を考慮する場合、ドライバーの冷却を目的とした単一の開口部。この開口部は、

トリミングされていないノーズで測定した場合の 大表面積が１５００ｍｍ２であり、第１３

条６項１ａ.に言及する部分の前方に位置している。 
 
ｇ. フロントサスペンションメンバーの 小限の開口部。 
 

3.6.2 フォワードシャシー 
 
「フォワードシャシー」と宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ内に位置し、ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ－ＭＩＮを完全に包囲している

こと。 
 
ｂ. 車両の両側面を考慮した場合、どのＸ平面においても、２５ｍｍ以下の凸半径または２０

０ｍｍ以下の凹半径を含まないこと。 
 
これらの要件が満たされた後、機械部品へのアクセスおよび移動のために 小限の開口部を適用す

ることができる。 
 

3.6.3 ミッドシャシー 
 
ミッドシャシーと宣言されたボディワークは、ＲＶ－ＣＨ－ＭＩＤの中に収まっていなければなら

ない。 
 

3.6.4 ミラーハウジング 
 
ａ. 「ミラーボディ」として宣言されたボディワークは、ＲＶ－ＭＩＲ－ＨＯＵ内に収まっていな

ければならない。 
 
ｂ. 「ミラーインナーステイ」として宣言されたボディワークは、ミラー本体とミッドシャシーを

接続するもので、以下の条件を満たさなければならない： 
 

i. ＲＶ－ＭＩＲ－ＨＯＵのインボード面の前方および後方の端に位置する２つのＸ平面の間
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にあること。 
 
ii. ＲＶ－ＭＩＲ－ＨＯＵの下側の面に平行で上方に２５ｍｍオフセットした平面より上、ま

たはＺ＝５５０より下には存在しないこと。 
 
iii. ＲＶ－ＭＩＲ－ＨＯＵのインボード面より内側に位置する。 
 
iv. Ｚ平面またはＹ平面と交差する部分には、１つを超えるセクションを形成しないこと。 

 
ｃ. ミラーボディは、「ミラーリアステー」として宣言されたボディワークによって、サイドポッ

ドに接続することができる。存在する場合、このボディワークは以下の条件を満たさなければ

ならない： 
 

i. Ｙ＝４４０と Ｙ＝６３０の間にあること。 
 
ii. ＲＶ－ＭＩＲ－ＨＯＵの前方の面にある平面の後方に位置すること。 
 
iii. 任意のＸ平面で切断したとき、Ｚ方向に５０ｍｍ以下、Ｙ方向に１０ｍｍ以下の単一の断

面を形成すること。 
 
iv. 平面ＸＦ＝１３００の前方に位置し、Ｚ＝４００とＺ＝７２０の２つのＺ平面の間に位置

する。 
 

ｄ. ミラーインナーステイとミラーリアステイ（それがある場合）が完全に一旦定義されたら、ミ

ラーボディにトリミングし、１つの容積を生成しなければならない。これらの容積の交差点に

は、半径１０ｍｍ以下のフィレットを適用することができる。その結果出来上がった容積は、

ミラーハウジングと定義される。 
 
ｅ. 一旦完全に定義された後、ミラーハウジングは、それが接続する以下のすべてのボディワーク

構成要素にトリミングされなければならない。ミッドシャシー、サイドポッド、および第３条

１１項１で定義されたフィレット。ミラーハウジングとこれらの構成部品との交差点には、半

径１０ｍｍ以下のフィレットを適用することができる。 
 

3.6.5 ドライバー冷却スクープ 
 
ドライバー冷却を目的としたスクープは、フォワードシャシーの上面に追加することができる。 
 
「ドライバー冷却スクープ」として宣言されたボディワークは、ＸA＝１００からＸA＝５２５の間

に位置し、平面Ｙ＝０から１００ｍｍ未満でなければならない。 
 
外部の気流にさらされるスクープのいかなる部分も、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. どの点においても曲率半径が１０ｍｍ以上であること。 
 
ｂ. 車両の両側面を考慮した場合、どのＸ平面においても、２５ｍｍ以下の凸半径または２０

０ｍｍ以下の凹半径を含まないこと。 
 
ｃ. 表面上のどの点もフォワードシャシーから１５ｍｍ以上離れていないこと。 
 
ｄ. Ｚ軸に沿って見ると上から全体が見えること。 
 
ドライバー冷却スクープが完全に定義されたら、単一の容積を作るようにフォワードシャシーを使

用してトリミングされなければならない。半径１０ｍｍ以内のフィレットを交差部に沿って適用で

きる。 
 
ドライバー冷却スクープをフォワードシャシーに合わせてトリミングしたら、次のような単一の入

口開口部を追加しなければならない： 
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ｅ. フォワードシャシーから材料を除去しない。 
 
ｆ. ２０ｍｍ以下の間隔で２つのＸ平面の間にある周囲を持つ。 
 
ｇ. Ｘ平面にＸ方向に投影したときの面積が２０００ｍｍ2未満。 
 
ｈ. Ｘ軸に沿って、正面から見ると全体が見える。 
 

3.6.6 フロントボディワークグループ 
 
第３条６項１から第３条６項４に定める構成部品をこれらの条文に従って製作され、さらにこれら

の条文に定めるサブアッセンブリーのそれに続く操作が行われた後、結果として生じる、これらの

構成部品の結合体を「フロントボディワーク」と定義する。 
 

3.6.7 連続性 
 
フロントボディワークのすべてのパーツが完全に定義されたら、ノーズ、フォワードシャシー、ミ

ッドシャシーのボディワークの隣接するセクションの境界の外面は、どのＹまたはＺ平面において

も連続性と接線性を保たなければならない。 
 

3.7 リアボディワーク 
 

3.7.1 サイドポッド 
 
「サイドポッド」と宣言されたボディワークには、以下でなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＢＷ－ＳＰＯＤの範囲内にあること。 
 
ｂ. 任意のＸまたはＹ平面と交差するとき、その表面には２つを超える曲線が形成されず、それぞ

れの曲線は接線連続かつオープンでなければならない。さらに： 
 

i. 任意のＸ平面上で評価され、車両を横から見たときに全体的または部分的に見えるそのよ

うな曲線は、以下の要件に従うものとする： 
この曲線のうち、車両中心面（Ｙ軸と平行に見る）から見え、側面からは見えない部分は、

５０ｍｍ以下の凹曲線半径（第３条１項４で定義）を含んではならない。 
この曲線の他のすべての部分は、２００ｍｍより小さい凹状の半径を含んではならない。 

 
ii. 任意のＹ平面で評価され、車の正面から見て２つのそのような曲線が見える場合は常に、

どちらの曲線も凹曲率半径が２００ｍｍより小さくなってはならない。 
 
iii. 競技参加者が定義した直径５０ｍｍの球体内では、i.とii.への適合は要求されない。 

 
ｃ. どのＺ平面においても、ボディワーク断面はその表面で単一の曲線を形成し、接線連続かつオ

ープンでなければならない。 
 

3.7.2 コークパネル 
 
「コークパネル」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＢＷ－ＣＯＫＥの範囲内にあること。 
 
ｂ. いかなる点もＲＶ－ＦＬＯＯＲ－ＥＤＧＥから５０ｍｍ以上離れてはならない。 
 
ｃ. 側面から見たとき、ＲＳ－ＲＢＷ－ＥＣのＲＶ－ＲＢＷ－ＣＯＫＥ内にある部分が見えないよ

うに配置する。 
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3.7.3 エンジンカバー 
 
「エンジンカバー」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＢＷ－ＥＣの範囲内にあること。 
 
ｂ. 側面から見たとき、ＲＶ－ＲＢＷ－ＥＣ内にあるＲＳ－ＲＢＷ－ＥＣのどの部分も見えないよ

うに配置されていること。 
 

3.7.4 コークパネルとエンジンカバーの形状 
 
車両の各側面において、コークパネルとエンジンカバーの結合された外部表面は以下の通りでなけ

ればならない： 
 
ａ. 任意のＸ断面において，１つの接線連続曲線を形成する。さらに 
 

i. Ｙ＝２５よりアウトボードでは、そのような部分の曲率半径が凸の場合は７５ｍｍ以上、

凹の場合は５０ｍｍ以上でなければならない。ただし、平面視で（ＸＣ＝２０，１２５）

と（ＸＣ＝１５０，３７５）で囲まれた矩形領域は曲率半径が２５ｍｍ以上でなければな

らず、また第１３条５.１に定める側方衝撃吸収構造体の下側から２０ｍｍオフセットされ

た範囲以内では曲率半径が１０ｍｍ以上でなければならない。 
 
ii. Ｙ＝５からＹ＝２５までの区間は、その様な部分の曲率半径が２５ｍｍ以上でなければな

らない。 
 
ｂ. 第３条７.６で許可されたものを除き、ＸＲ＝－５５より前方にいかなる開口部も含まないこと。 
 
ｃ. ＸＲ＝－５５の前方でＸ平面に平行な面を含まないこと。 
 
ｄ. ＸＲ＝－３００より後方でＺ＝３５０以下、かつ開口部を追加する前に、側面から見えるボデ

ィワーク外面の法線のＸ成分は負であってはならない。 
 
第８条１７項８に定めるカメラ（位置３）および取付ブラケットは、本条による制限を受けない。 
 

3.7.5 ボディワークブリスター 
 
第３条７項１から第３条７項４に従ってリアボディワークの表面を完全に定義した後、片側あたり

１個のボディワークブリスターを追加することができるが、その条件は以下の通りである： 
 
ａ. ＸＲ＝５０とＸＲ＝－６００の間、Ｚ＝５５０より下、Ｙ＝２５０のインボードに完全に存在す

ること。 
 
ｂ. リアボディワークの表面とその５０ｍｍ外側オフセットの間に完全に存在すること。 
 
ｃ. 側面から見て、長さ３５０ｍｍ、高さ１２０ｍｍの軸合わせされた長方形内に全体が収まって

いること。 
 
ｄ. リアボディワーク表面の全周に渡って交差していること。 
 
ｆ. その表面には、Ｘ平面に対して２０°を超える角度を持つ負のＸ成分を持つ法線が存在しない

こと。 
 
ボディワークブリスターの表面が完全に定義されたら、ボディワークブリスターとリアボディワー

クの表面が重ならないように、互いにトリミングしなければならない。これらの表面の交差点には、

２０ｍｍ以上のフィレット半径を付けなければならない。 
 

3.7.6 開口部 
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第３条７項１から第３条７項５に従ってリアボディワーク表面を完全に定義した後、以下の開口部

を追加することができる： 
 
ａ. サスペンションメンバー、それらのフェアリング、ドライブシャフトをボディワークから突出

させる目的で、開口部を追加した結果、第３条７項４の意図が損なわれない限り、サスペンシ

ョンメンバーおよびドライブシャフトごとに１つの開口部を追加することができる。そのよう

な開口部の面積は１２,０００ｍｍ２を超えてはならない。開口部のどの点も、開口部の他の点

から２００ｍｍ以上離れてはならない。個々の開口部は互いに隣接していても、重なっていて

もよい。第１０条１項４で定義された規定車高において、開口部は、そのフェアリングを含む

サスペンションメンバー、またはＸＲ＝－５５より前方の部品のドライブシャフトを囲むもの

でなければならない。 
 
ｂ. 冷却流の出口を確保する目的でのみ、ＲＶ－ＲＢＷ－ＡＰＥＲＴＵＲＥ内であることを条件に

開口部を追加することができる。そのような開口部の総面積は（車の片側あたり）１５０,００

０ｍｍ２以下でなければならない。さらに、追加される開口部は、上から見たときに開口部を

通してＲＳ－ＲＢＷ－ＡＰＥＲＴＵＲＥのどの部分も見えないように配置されなければならず、

開口部の適用によって露出する車両の下地部分は、トリミングされていない表面の法線から５

０ｍｍ以上離れてはならない。疑義を避けるため、開口部の適用により露出する車両のいかな

る部分も、トリムされていない表面の外側にあってはならない。 
 
ｃ. 冷却流の出口を確保する目的でのみ，Ｙ＝２５のインボードに開口部を追加することができる。

そのような開口部の総面積は，車両の片側あたり３０,０００ｍｍ２を超えてはならない。 
 
ｄ. 付属部品（電気部品など）の冷却のみを目的として、ＸＦ＝１３００より前方またはＺ＝１０

０より下方に開口部を追加することができる。そのような開口部の総面積は、車両の片側あた

り５,０００ｍｍ２を超えてはならない。 
 
本条に記載されたすべての面積は、トリミングされていないリアボディワークの表面で測定される。 
 

3.7.7 リアボディワークグループ 
 
第３条７項１から第３条７項６の規定で定義する構成部品をこれらの条文の規定に従って製作し、

これらの条文に記載されたそれに続くサブアッセンブリーの操作を適用した後、その結果生じる、

これらの構成部品の結合体が「リアボディワーク」と定義される。 
 

3.7.8 連続性 
 
フロントボディワークとリアボディワークが一旦完全に定義されたら、フロントボディワーク、サ

イドポッド、コークパネル、エンジンカバー、ボディワークブリスターパーツの隣接するセクショ

ン間の境界の外面は、Ｘ、Ｙ、Ｚのどの平面においても連続性を保たなければならない。 
 
さらに、サイドポッド、コークパネル、エンジンカバー、ボディーワークブリスターパーツの隣接

する部分の境界の外表面は、Ｘ、Ｙ、Ｚのいずれかの平面において接線を維持していなければなら

ない。 
 

3.8 テールおよび排気テールパイプ 
 

3.8.1 テール 
 
「テール」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＴＡＩＬの範囲内にあること。 
 
ｂ. ＸＲ＝４４０より後方のＸ平面において、車両の両側面を考慮した場合、単一のクローズドセ

クションのみを含む。 
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ｃ. ＸＲ＝４４０より前方で、下から見えないことおよびフロアボディが存在すること。 
 
以下の場合は上記から除外される： 
 
ｄ. 車両の両側を考慮する際に、電気構成部品を冷却する目的の１つの開口部。このような開口部

の面積は、テールのトリムされていない表面で測定したときに２５０ｍｍ2以下でなければなら

ず、ＸＲ＝４５０ よりも後方になければならない。 
 
 

3.8.2 排気テールパイプ 
 
「排気テールパイプ」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＴＡＩＬとＲＶ－ＴＡＩＬ－ＥＸＨの組合わせの範囲内にあること。 
 
さらに、車の両側面を考慮した場合： 
 
ｂ. 後の１５０ｍｍにおいて、排気テールパイプは単一のテールパイプとその 小限のサポート

から構成されていなければならない。 
 
ｃ. 後の４５０ｍｍにおいて： 
 

i. すべてのタービン排出流体が通過するタービンテールパイプは、１００ｍｍから１３

０ｍｍの間で一定の直径を持つ円形の内部断面を有していなければならない。 
 
ii. すべてのウェストゲート排出流体が通過する一切のウェストゲートテールパイプは、 

１５００ｍｍ2未満の内部断面を有し、すべての外部表面は外部空気流に対する空力的影響

が 小でなければならない。 
 
iii. 排気テールパイプの内側は、すべてのボディワークグループの 終組み立て後も、障害物

がなく、本条項に完全に準拠した状態でなければならない。 
 
ウェイストゲートテールパイプとタービンテールパイプの結合を可能にするためだけの 小限

の例外は、排気テールパイプ出口から 大１００ｍｍおよび１５０ｍｍを超える軸方向の長さ

で許可される。 
 
ｄ. 排気テールパイプは、その 後の１５０ｍｍにおいて、軸がＹ＝０に位置し、Ｘ軸に対して０

度から５度の間の角度を成す直円筒の内面を有していなければならない（テールアップ）。 
 
ｅ. 排気テールパイプは、全周がＸＲ＝５５０からＸＲ＝５６５の間にあり、かつＺ＝３５０より上

にある出口を有していなければならない。 
 
ｆ. 排気テールパイプの壁は、 小限の外部、局所的な補強を除き、一定の厚さの薄肉でなければ

ならない。 
 

3.9 フロントウイング（ＦＷ） 
 

3.9.1 フロントウイングプロファイル 
 
「フロントウイングプロファイル」として宣言されたボディワークは、ＲＶ－ＦＷ－ＰＲＯＦＩＬ

ＥＳの範囲内になければならない。 
 
いずれのＹ平面においても、以下の条件が適用される： 
 
ａ. クローズドセクションは４つ以下でなければならない。 
 
ｂ. クローズドセクションには５０ｍｍ未満の凹状の曲率半径がであってはならない。 
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ｃ. 隣接するセクション間の距離は、 も近い位置で５ｍｍから１５ｍｍの間でなければならない。 
 
ｄ. すべてのクローズドセクションの 後点は、下から見たときに見えるようにしなければならな

い。 
 
ｅ. 後部のクローズドセクションを除いて、すべてのクローズドセクションの 後部のポイント

は、上から見たときに見えてはならない。 
 
ｆ. 各クローズドセクションを独立に評価すると、下から見たときに見えるクローズドセクション

は、凹状の曲率半径を含んではならない。 
 
ｇ. 各クローズドセクションの 後点から４０ｍｍ以内では、下から見えるセクションのどの部分

の接線も正の勾配を有していなければならない。この線の勾配はＹ平面で考慮される。 
 
ｈ. 各クローズドセクションの 後点から４０ｍｍ以内では、上から見えるセクションのどの部分

も、下から見える断面から、Ｙ＝５００よりアウトボードの場合は１０ｍｍ以上、Ｙ＝５００

よりインボードの場合は１５ｍｍ以上離れてはならない。 
 
ｉ. Ｙ＝３００のインボードで， も前方にある２つのクローズドセクションは，Ｚ方向に測った

ときに 大厚さが２５ｍｍ以上でなければならない。 
 
さらに，プロファイル全体を考慮した場合，以下の条件が適用される： 
 
ｊ. プロファイル表面のどの点に対する法線も， 前部の２つのプロファイルについてはＲＳ－Ｆ

Ｗ－ＳＥＣＴＩＯＮに垂直な垂直面に対して２５°、その他のプロファイルについては３０°

より大きい角度をとってはならない。 
 
ｋ. すべてのクローズドセクションの 後点は、基準面にＺ方向に投影したとき、曲率半径が２０

０ｍｍ未満の単一接線連続曲線でなければならない。 
 
ｌ. フロントウイングプロファイルは、下から見たときにＲＳ－ＦＷ－ＰＲＯＦＩＬＥＳのどの部

分も見えてはならないように配置されなければならない。 
 
フロントウイングプロファイルが一旦完全に定義された後、 後部上面の後縁に１０ｍｍまでのガ

ーニーを取り付けることができる。これらのガーニーはフロントウイングプロファイルの一部とみ

なされ、ｂ.項およびｈ.項、ならびに も内側のガーニーの内端部および も外側のガーニーの外端

部についてはｊ.項を除き、本条項の規定を満たさなければならない。 
 

3.9.2 フロントウイングエンドプレートボディ 
 
「フロントウイングエンドプレートボディ」として宣言されたボディワークは、ＲＶ－ＦＷ－ＥＰ

内に位置し、以下のプロセスで構築されなければならない： 
 
ａ. まず仮想サーフェイスが定義されなければならない。それは以下のとおりでなければならな

い： 
 

i. 任意のＺ平面と交差するとき、１つを超える曲線を生成してはならない。この曲線のどの

点においても、接線はＸ軸に対して１０°を超える角度を持ってはならない。 
 
ii. 任意のＸ平面と交差したとき、１つを超える曲線を生成してはならない。この曲線のどの

点においても、接線がＺ軸に対して１０°を超える角度を持つことはできない。 
 
ｂ. 仮想サーフェイスが一旦定義されたら、フロントウイングエンドプレートボディは以下の通り

でなければならない： 
 

i. 仮想サーフェイス全体を完全に囲む。 
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ii. どの点においても仮想サーフェイスから１０ｍｍ以上離れてはならない。同じＺ平面上の

前方点からＸ方向に１５０ｍｍ以上離れた領域は、どの点でも仮想サーフェイスから

６ｍｍ以上離れてはならない。 
 

ｃ. 一旦完全に定義されたなら、フロントウイングエンドプレートボディは、側面から見たときに

ＲＳ－ＦＷＥＰ－ＢＯＤＹの一部が見えないように配置されなければならない。 
 
ｄ. フロントウイングエンドプレートボディの表面はフロントウイングアセンブリが完成した後、

外部の気流と接触しない部分を除き、完全な 終表面は接線連続でなければならず、凹状の曲

率半径は１００ｍｍより大きくなければならない。 
 

3.9.3 フロントウイングチップ 
 
「フロントウイングチップ」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければなら

ない： 
 
ａ. ＲＶ－ＦＷ－ＴＩＰの範囲内にあること。 
 
ｂ. 開口部のない単一の容積であること。 
 
さらに 
 
ｃ. Ｚ＝１７０以下のフロントウイングチップの領域と、Ｘ－整列軸［Ｙ，Ｚ］＝［９００，１７

０］を含む任意の平面との交点には、以下が適用されなければならない： 
 

i. クローズドセクションは４つ以下でなければならない。 
 
ii. クローズドセクションは、２０ｍｍ未満の凹状の曲率半径のを含んではならない。 
 
iii. 隣接するセクション間の距離は、 も近い位置で１５ｍｍ以下でなければならない。 
 
iv. 隣接する２つのセクションについて、前方セクションの後縁は、後方セクションの前縁よ

りもＸ－整列軸から大きな距離をとっていなければならない。 
 
v. Ｘ方向で測定したとき、各セクションは５０ｍｍより大きくなければならず、そのうちの

３０ｍｍ以上は、同じ平面上の他のセクションとＸ方向で重なってはならない。 
 
ｄ. フロントウイングチップとＺ＝１７０からＺ＝１８０までの間のＺ平面との交点は、４つ以上

のクローズドセクションを作ってはならず、Ｚ＝１８０以上は１つを超えるクローズドセクシ

ョンを作ってはならない。 
 
ｅ．ｃ.項およびｄ.項の区間において、Ｘ方向で測定した 前方点及び 後方点は、それぞれ以下の

ように定義される一式のうち、一対の平面の間に位置しなければならない： 
 
i.  すべての平面は垂直であり、Ｘ平面とＲＳ－ＦＷ－ＳＥＣＴＩＯＮとの間の鋭角によって

定義される角度範囲内を向いていなければならない。 
ii.  各ペアは、距離が３５ｍｍ以内にある平行な２つの平面から構成されなければならない。

ただし、ＲＶ－ＦＷ－ＴＩＰとの交点が も前方にある組と も後方にある組は、 
５０ｍｍ以下の間隔でなければならない。 

 
iii.  平面の組の総数は、ＦＷ ＴＩＰと平面Ｙ＝９００の交点が作り出すクローズドセクショ

ンの数に１を足した数と等しくなければならない。 
 
iv.  ２つの平面は互いに一致してはならず、ＲＶ－ＦＷ－ＴＩＰのいかなる部分も、これらの

平面の組のうち２つ以上の組の範囲内に入ってはならない。 
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ｆ. フロントウイングチップの表面のうち、フロントウィングプロファイルとフロントウィングエ

ンドプレートとで組み立てた結果、外気流に接触しない領域を除いて、フロントウイングチッ

プと任意のＸ平面との交差によって生じる曲線は、以下の条件を満たさなければならない： 
 

i. 接線連続であり、半径が２０ｍｍ以下であること。 
 
ii. 側面または下方から見える表面から形成される場合、１０００ｍｍ未満の凹状の半径を含

まないこと。ただし、Ｚ＝１７０以上のカーブの領域については、 小２００ｍｍの凹み

半径が認められる。 
 
ｇ. 次の領域では、ｆ.項への準拠は要求されない： 
 

i. Ｚ＝１６０より上に位置し、かつ互いに５０ｍｍ以上離れていなければならない 大３ 

つの「接合点」から３５ｍｍ以内にあること。これらの領域でｆ.項の適用を除外される面

は、Ｚ＝１５０より上であり、かつ上方から見てＺ＝２００におけるフロントウィングチ

ップのアウトボード面の３ｍｍ外側のオフセットよりもインボードになければならない。 
 
ii. ｃ.およびｄ.項に記載された各クローズドセクションの 前方点から１０ｍｍ以内。 
 
iii. ｃ.およびｄ.項に記述された各クローズドセクションの 後点から３ｍｍ以内、このセク

ションが 後面である場合は６ｍｍ以内。その点がＺ＝１７０より上の場合、 後部セク

ションについては１０ｍｍ以内。 
 

3.9.4 フロントウイングダイブプレーン 
 
「フロントウイングダイブプレーン」と宣言されたボディワークは、ＲＶ－ＦＷ－ＤＰの範囲内に

あり、以下の手順で製作されなければならない： 
 
ａ. 初に仮想サーフェイスを定義しなければならない。それは以下の通りでなければならない： 
 

i. 任意のＹ平面と交差したとき、１つを超える曲線を生成してはならない。この曲線の 後

方点は、その 前方点より少なくとも７５ｍｍ上に位置しなければならない。 
 
ii. 任意のＸ平面と交差したとき、１つを超える曲線を生成してはならない。この曲線のいず

れの点での接線も、Ｙ軸に対して２５°を超える角度を持ってはならない。 
 
ｂ. 仮想サーフェイスが定義されたら、フロントウイングダイブプレーンは以下の通りでなければ

ならない： 
 
i. 仮想サーフェイス全体を完全に囲む。 
 
ii. どの点においても仮想サーフェイスから６ｍｍ以上離れてはならない。 

 
ｃ. 一旦完全に定義された後フロントウイングダイブプレーンは、上から見たときにＲＳ－ＦＷ－

ＤＰのどの部分も見えてはならないように配置されなければならない。 
 
ｄ. 完全かつ 終的な表面は接線連続でなければならず、凹状の曲率半径は５０ｍｍより大きくな

ければならない。 
 

3.9.5 フロントウイングエンドプレート 
 
フロントウイングダイブプレーンおよびフロントウイングエンドプレートボディが完全に定義され

たら、フロントウイングダイブプレーンはフロントウイングエンドプレートボディに合わせてトリ

ミングし、重なり合う面をなくして一つの容積にしなければならない。フロントウイングダイブプ

レーンのボディワークがフロントウイングエンドプレートボディのインボードに残っている場合は、

すべて取り除かなければならない。これらの容積の交差部分に沿って、１０ｍｍ以下のフィレット

半径を付けることができる。さらに、トリミングが完了したら： 
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ａ. 統一された容積のＸ平面を通る断面は、すべて１つのクローズドセクションだけを含むもので

あること。 
 
ｂ. 車両の中心平面から見たとき、フロントウイングダイブプレーンの一部が見えてはならない。 
 
ｃ. 他車へのタイヤ損傷を防ぐため、フロントウイングエンドプレート全体の厚さは、少なくとも

１０ｍｍでなければならない（あらゆる方向から表面の法線を測った場合の 小距離であるこ

と）。この厚さを評価する場合、フロントウイングチップの隣接する部分も考慮することがで

きる。さらに、フロントウイングエンドプレートのＲＶ－ＦＷ－ＥＰとＲＶ－ＦＷ－ＴＩＰの

共有境界上にある部分を除いて、すべての端部にエッジ半径５ｍｍを適用しなければならない。 
 

3.9.6 フロントウイングアセンブリ 
 
フロントウイングエンドプレート、フロントウイングプロファイル、およびフロントウイングチッ

プが一旦完全に定義されたら、それらを互いにトリミングし、重なり合う表面をなくして一つの容

積にしなければならない．さらに，フロントウイングエンドプレート、フロントウイングプロファ

イル、およびフロントウイングチップの隣接するセクションの境界の外表面は，Ｘ、Ｙ、Ｚのどの

平面でも連続性と接線性を維持しなければならない。 
 

3.9.7 フロントウイングの調整可能性 
 
フロントウィングアセンブリが第３条９項６ ａ.項に従って定義されたら、 後尾または 後尾の２

つのプロファイルのいずれか（それに剛性的に取り付けられたガーニーを含む）の連続した部分は、

フロントウィングの空力負荷を調整することだけを目的に調整可能である。このフロントウイング

プロファイルの調整可能な部分をＦＷフラップと呼ぶことにする。 
 
ウイングの調整可能な部分の回転軸は、以下の通りでなければならない： 
 
ａ. 以下の点ＡおよびＢを通過すること： 
 

i. 点ＡはＦＷフラップの容積内にあり、このＹでその も前方にある点から２５ｍｍ以内、

Ｙ＝２００からＹ＝４００の間にある。 
 
ii. 点ＢはＦＷフラップの容積内にあり、このＹでその も前方にある点から２５ｍｍ以内、

Ｙ＝８２５とＹ＝８５０の間にある。 
 

ｂ. 点Ａと点Ｂの間のどの点でもＦＷフラップから７０ｍｍ以上離れてはならない。 
 
ｃ. 回転軸ＡＢが一旦定義されたら、２つの回転面を定義しなければならない。これらの面は以下

の通りでなければならない： 
 

i. 軸ＡＢを回転軸とし、それぞれ点Ａ（一方の面）または点Ｂ（他方の面）を通過すること。 
 
ii. ＦＷフラップの翼弦全体に延長し、フロントウィングプロファイルの調整不可能な部分と

の境界を明確に定義すること。 
 
iii. 元の設計位置（第３条９項１に従って定義される）におけるＦＷフラップとの交差部に渡

り、Ｙ軸に対して３０°を超える角度を持たない法線を有すること。 
 
さらに： 
 
ｄ. これらのプロファイルの元の位置（第３条９項１条に従って定義される）と比較して、調整は

第３条９項１.ｇ.に定義される勾配の入射角の増加のみが許され、これらのプロファイルの任

意の点の元の位置からの 大偏差は４０ｍｍを超えてはならない。ＦＷフラップがこれらの制

限を超えて調整されるのを防ぐために、物理的なストップを設けなければならない。 
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ｅ. ウイングのプロファイルに関する第３条９項１の幾何学的基準に対する 小限の例外は、必要

なレベルの密閉性を確保するために、調整可能な部分と調整不可能な部分の間の接合部におい

て行うことができる。このような部分は，２つの回転面の一方から３ｍｍ以内になければなら

ず，その 大サイズは、全可動範囲にわたってプロファイルの調整可能部分と調整不可能部分

の間に２０ｍｍの重なり合いを達成するために必要な 小限の量でなければならない。 後部

要素の後縁がトリミングされる場合、残される部分がトリミングされた後縁の後方に２０ｍｍ

を超えないことを条件に、 小限の例外を除き、そのような部品はトリミングせずに残すこと

ができる。 
 
疑義を避けるため、本条項で許可された調整は、車両が静止しているとき、工具を使用し、競技規

則に従った場合にのみ許可される。 
 
さらに、そのような入射角の変動は、第３条９項１を除くすべてのボディワーク規定への準拠を維

持しなければならない。 
 

3.9.8 フロントウィング付属部品 
 
フロントウィングアセンブリに加え、以下の部品が許可される。 
 
ａ. ＦＷフラップのピボット軸を定義し、必要な動きを可能にする 大３つのブラケット。これら

のブラケットは以下の条件を満たさなければならない： 
 

i. すべての調整範囲において、車両の片側あたりＦＷフラップから全体が４０ｍｍ以内であ

ること。 
 
ii. 厚さが５ｍｍ以内で、距離が１０ｍｍ以内の平行な２つの平面の中にあること。 
 
iii. ８０ｍｍを超える寸法を有さないこと。さらに、Ｘ平面上にＸ方向で投影したとき、各セ

パレーターの面積が７５０ｍｍ２未満でなければならない。 
上記の要件を満たした上で、ブラケットが２つのプロファイルを結合する部分には、

４ｍｍを超えないフィレット半径が許可される。 
 
ｂ. 連続するＦＷプロファイル間の構造的な接続を提供するスロットギャップセパレータブラケッ

トは、車両片側面あたり８個までとする。これらのブラケットは以下の通りでなければならな

い： 
 

i. 支える２つのプロファイルの両方から、互いに対して全体が４０ｍｍ以内であること。 
 
ii. 厚さが６ｍｍ以内で、距離が１０ｍｍ以内の平行な２つの平面の中にあること。 
 
iii. ７０ｍｍを超える寸法を有さないこと。さらに、Ｘ平面上にＸ方向で投影したとき、各セ

パレーターの面積が７５０ｍｍ２未満でなければならない。 
上記の要件を満たした上で、ブラケットが２つのプロファイルを結合する部分には、

４ｍｍを超えないフィレット半径が許可される。 
 
ｃ. 第３条９項７で定義されたＦＷフラップの一部の角度調整のための、フェアリング付きまたは

フェアリング無しの機構。この機構とフェアリングは、幅２５ｍｍ、長さ６０ｍｍ、 
高さ６５ｍｍの立方体に収まらなければならない。この立方体は空間的に自由な方向を持つこ

とができるが、調整の全範囲において、プロファイルの固定部分と調整部分の両方に交差して

いなければならない。 
 
ｄ. タイヤ温度センサーを１個搭載したフェアリング。フェアリングとセンサーの全体は、以下の

条件を満たさなければならない： 
 

i. 幅１５ｍｍ、長さ６０ｍｍ、高さ５０ｍｍの立方体と、底面の直径３０ｍｍ、高さ６

０ｍｍの円柱の２つの立方体の間に収まっていること。円柱の軸は、立方体の１５ｍｍ×

６０ｍｍの面のうちの１つの主軸と一致しなければならない。 
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ii. 立方体の５０ｍｍ×６０ｍｍの面に平行な面について対称であること。 
 
iii. 第３条９項１に定めるフロントウィングプロファイルまたは第３条９項２に定めるフロン

トウィングエンドプレートボディいずれかと交差する。この交差部分には５ｍｍ以下のフ

ィレット半径が許される。 
 
さらに、上記のすべての部品は、下から見えないように配置され、第３条９項２ａ.に定義された仮

想サーフェイスのアウトボードに出ないようにしなければならない。 
 
追加部品の要求があった場合、競技参加者はＦＩＡに説明、デザイン、計算された空力的効果を明

記し、承認を得なければならない。このような連絡は、これまで考慮されていなかった新しい側面

をカバーしているとみなされた場合、ライバルの競技参加者にも回される。 
 

3.9.9 フロントウイングボディワークグループ 
 
第３条９項１から第３条９項８までの規定に定義される構成部品がこれらの規定に従って一旦製作

され、それらの規定範囲に記載されるそれに続くサブアセンブリの操作が適用された結果生じた、

これらの構成部品の結合体を「フロントウイングボディワーク」と定義する。 
 

3.10 リアウイング 
 

3.10.1 リアウイングプロファイル 
 
「リアウィングプロファイル」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければな

らない： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＷ－ＰＲＯＦＩＬＥＳの範囲内にあること。 
 
ｂ. 任意のＹ平面において 
 

i. 正確に２つのセクションを含む。 
 
ii. 「ＲＷフラップ」として知られる 後尾のセクションは、隣接するセクションの翼弦より

小さい翼弦を有していなければならない。 
 
iii. ＲＷフラップに第３条１０項１０に記載された作動システムを取り付けるための 小限の

修正を除き、そのセクションは１００ｍｍより小さい凹状の曲率半径のを含んではならな

い。 
 
iv. ２つのセクションの間の距離は、 も近い位置で１０ｍｍから１５ｍｍの間でなければな

らない。 
 
さらに 
 
ｃ. Ｙ１００よりアウトボードでは，プロファイル表面のどの点に対する法線も、Ｙ平面に対して

２０°より大きい角度をとってはならない。 
 
ｄ. ＲＷ Ｆｌａｐが一旦完全に定義されたら、２０ｍｍまでのガーニーを後縁に取り付けてもよ

い。このガーニーはリアウイングプロファイルの一部とみなされ、ｂ.項iii.とｃ.項を除き、本

条項を満たさなければならない。 
 

3.10.2 パイロン 
 
「リアウイングパイロン」と宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＷ－ＰＹＬＯＮの範囲内にあること。 
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ｂ. どのＺ平面においても、車両の両側面を考慮した場合、 大総面積５０００ｍｍ２の２つ以下

の対称的なクローズドセクションのみを含む。ただし、セクション全体が第３条８項２に定め

る排気テールパイプから３０ｍｍ以内にある場合は、この限りでない。ＲＶ－ＴＡＩＬ－ＥＸ

Ｈの外側にある完全なクローズドセクションの場合、各セクションの厚さはＹ方向で測定して

２５ｍｍを越えてはならない。 
 
リアウイングパイロンとリアウインプロファイルが完全に決まったら、リアウイングパイロンをリ

アウイングプロファイルに合わせ、重なる面がないようにトリミングしなければならない。これら

のサーフェイスの交点に沿い、 大１０ｍｍのフィレット半径を付けることができる。 
 

3.10.3 リアウィングビーム 
 
「リアウィングビーム」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならな

い： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＷ－ＢＥＡＭの範囲内にあること。 
 
ｂ. 第３条８項２に従って完全に定義された後、いかなる点でも排気テールパイプとの距離が１

０ｍｍ未満であってはならない。 
 
ｃ. 任意のＹ平面内では： 
 

i. ２つを超えるセクションを含まないこと。 
 
ii. セクションは、５０ｍｍより小さい凹状の曲率半径を含んではならない。 

 
さらに 
 
ｄ. リアウィングビームは、上から見たときに、車両の片側あたり８０,０００ｍｍ２以上のＲＳ－

ＲＷ－ＢＥＡＭが見えないように配置されなければならない。 
 
ｅ. Ｙ＝１７５のアウトボードでは、プロファイル表面のどの点においても、法線がＹ平面に対し

て１５°を超える角度を有してはならない。Ｙ＝１７５ｍｍのインボードでは、プロファイル

表面のどの点における法線も、Ｙ平面に対して６０°を超える角度を有していてはならない。 
 
プロファイルが完全に定義された後： 
 
ｆ. も後方のプロファイルの後縁に２０ｍｍまでのガーニーを取り付けることができる。このガ

ーニーはリアウィングビームの一部とみなされ、ｃ.項ii.およびｅ.項を除く本条項を満足しなけ

ればならない。 
 
ｇ. ｃ.項で規定された２つのクローズドセクションが存在する場合、スロットギャップセパレータ

ーブラケットは、車の片側あたり２つまで許可される。これらのブラケットは以下の条件を満

たさなければならない： 
 

i. その全体が、支持する２つのプロファイルの両方から、互いに対して３０ｍｍ以内である

こと。 
 
ii. 厚さが６ｍｍ以下であること。これらのブラケットが２つのプロファイルを結合する部分

には、２ｍｍを超えないフィレット半径が許容される。 
 
iii. ６０ｍｍを超える寸法を有さない。 
 
iv. リアウィングビームプロファイルがある状態で、下から見えないこと。 

 
3.10.4 リアウィングエンドプレートボディ 



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  29 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
「リアウィングエンドプレートボディ」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさな

ければならない： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＷＥＰ－ＢＯＤＹの範囲内にあること。 
 
ｂ. 開口部のない単一のボリュームであること。 
 
ｃ. 任意のＸまたはＺ平面において、１つだけクローズドセクションを含む。さらに、任意のＸま

たはＺ平面上のそのようなセクションは、１００ｍｍより小さい外側の凹状の曲率半径を含ん

ではならない。 
 

3.10.5 リアウィングチップ 
 
「リアウィングチップ」として宣言されたボディワークは、以下の条件を満たさなければならな

い： 
 
ａ. ＲＶ－ＲＷ－ＴＩＰの範囲内にあること。 
 
ｂ. 開口部のない単一のボリュームであること。 
 
さらに： 
 
ｃ. Ｚ＝６７０以上のリアウィングチップの領域と、Ｘ－整列軸［Ｙ，Ｚ］＝［４８０，６７０］

を含む任意の平面との交点には、以下が適用されなければならない。 
 

i. クローズドセクションが２つ以上あってはならない。 
 
ii. 隣接するセクション間の距離は、 も近い位置で１５ｍｍ以内でなければならない。 
 
iii. Ｘ方向に測定する場合、各個々のセクションは１００ｍｍ以上でなければならず、完全な

交差部のうちの４０ｍｍを超えて、同じＸ座標を持つ２点を超える点を含むことはできな

い。 
 
ｄ. リアウイングチップとＺ＝６６０ｍｍからＺ＝６７０ｍｍまでの任意のＺ平面との交点は、単

一のクローズドセクションを生成しなければならない。 
 
ｅ. その完全な表面は接線連続でなければならず、いかなる凹状の曲率半径も２０ｍｍより大きく

なければならない。さらに、側面または上方から見える表面は、５０ｍｍより小さい凹状の曲

率半径を含んではならない。 
 
ｆ. リアウイングチップと任意のＸ平面との交点によって生じる曲線は、以下の条件を満たさなけ

ればならない： 
 

i. 接線連続であり、ＸＲ＝５５０より前方には２０ｍｍ未満の半径を含んではならない。 
 
ii. 側面から見える表面、または上方から見えるＸＲ＝５５０より前方の表面で形成された場

合、１０００ｍｍ未満の凹状半径を含まないこと。 
 
リアウイングチップ外側表面の唯一の目的は、リアウイングプロファイルとリアウイングエンドプ

レートボディの間に、不連続性のない滑らかな移行部を形成することである。この目的が守られ、

かつ、この移行部分を作るために使用される部分の前縁と後縁にのみ、以下が使用されるのを条件

に： 
 
ｇ. リアウイングチップの以下の領域については、本ｆ.項の遵守を要しない： 
 

i. ｃ.項およびｄ.項に記載された各クローズドセクションの 前点から１０ｍｍ以内。 
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ii. ｃ.項およびｄ.項に記載された各クローズドセクションの 後点から３ｍｍ以内。 

 
ｈ. リアウイングチップの以下の領域については、本ｅ.項およびｆ.項への適合を要求されない： 
 

i. リアウィングアセンブリが完成した後、外部の空気の流れに接触しない領域。 
 
ii. 単一の「接合点」から３０ｍｍ以内。このジャンクションポイントはＺ＝６７０以上でな

ければならない。 
 

3.10.6 リアウィングセパレータ 
 
リアウィングプロファイルとリアウィングチップが完全に定義された後、第３条１０項１ｂ.と第３

条１０項５ｃ.の２つのクローズドセクションは３組の硬い不浸透性支持体で橋渡しされなければな

らない。一対の支持体はＹ＝０に配置され、残りの支持体は車両中心面に対して対称に配置され、

全体としてＹ＝±４７０からＹ＝±４９０の間に配置されなければならない。これらの支柱の組は、

２つのクローズドセクションとその間の関係が、第３条１０項１０に従って車両が走行中の間だけ

変化するように設計、配置されなければならない。また、以下の条件を満たしていなければならな

い： 
 
ａ. ２つのセクションが互いに隣接し、 後尾の要素が閉位置にある 小限の局所的変化を除いて

それらが固定されているセクションと一致する内部プロファイル、および１５ｍｍ以下の内部

プロファイルのオフセットである外部プロファイルを有し、側面視で１０ｍｍより小さい半径

を組み込んではならない（ただし「ガーニー」タイプのトリムタブはサポートの間に装着する

ことができる）。 
 
ｂ. ２つのセクションの間の距離を も近づけたとき、少なくとも４０ｍｍ2にわたってベアリング

を提供するように、一対として整列すること。 
 
ｃ. リアウィングプロファイルまたはリアウィングチップに凹みがないこと（ここで凹みとは、Ｙ

軸に対して４５°以上の割合で断面が減少していることと定義される）。 
 
ｄ. 水平面内でのみ湾曲するように配置されていること（ただし、第３条１０項１０に従ってボデ

ィワークを調整する場合を除く）。 
 
ｅ. リアウィングプロファイルとリアウィングチップが存在する場合、下方から見えないこと。 
 
ｆ. 一対のうち も前方に位置する部分の寸法が１５０ｍｍを超えないこと。 
 
ｇ. 一対のうち も後方に位置する部分の寸法が３０ｍｍを超えないこと。 
 
ｈ. 厚さが２ｍｍ以上６ｍｍ以下であること。 
 
ｉ. それぞれのセクションに堅く固定されていること。固定されている場合、支持体とリアウィン

グプロファイルまたはリアウィングチップとの間に４ｍｍを超えないフィレット半径が認めら

れる。 
 
ｊ. ５０ＧＰａを超える弾性率を有する材質で構成されていること。 
 

3.10.7 リアウィングエンドプレート 
 
リアウィングエンドプレートボディとリアウィングチップが完全に定義されたら、それらを結合し

て重なり合う残りの面をなくし、一つの容積を作り出さなければならない。その結果、リアウィン

グエンドプレートと呼ばれる容積は、車両の側面から見たとき、ＲＳ－ＲＷ－ＲＷＥＰのどの部分

も見えてはならないように配置されなければならない。さらに、リアウィングエンドプレートボデ

ィとリアウィングチップの隣接する部分の境界の外面は、Ｘ、Ｙ、Ｚ平面において連続性と接線性

の両方を維持しなければならない。 



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  31 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
3.10.8 連続性 

 
リアウイングエンドプレートが完全に定義されたら、リアウイングエンドプレートの隣接する部分

とリアウイングプロファイルの境界の外面は、Ｘ、Ｙ、Ｚ平面のいずれにおいても連続性と接線性

の両方を維持しなければならない。 
 

3.10.9 リアウィングビームの組み立て 
 
リアウィングエンドプレートとリアウィングビームが完全に定義されたならば、リアウィングビー

ムをリアウィングエンドプレートに合わせ、重なる面が残らないようにトリミングされる。リアウ

ィングエンドプレートのアウトボードに残っているリアウィングビームのボディワークは全て廃棄

しなければならない。これらの容積の間の交差部には、１０ｍｍ以下のフィレット半径を付けるこ

とができる。さらに、トリムが完了したら、横から見たときにリアウィングビームの一部が見えて

はならない。 
 

3.10.10 ドラッグリダクションシステム（ＤＲＳ） 
 
第３条１０項１のＲＷフラップ全体（装着されている場合はガーニーを含む）、第３条１０項５の

リアウィングチップのうちＸ－整列軸［Ｙ，Ｚ］＝［４８０，６７０］を含む平面と交わるところ

に正確に２つのセクションのある部分のうち も後方にある部分、および第３条１０項６のリアウ

ィングセパレータのこれらの部品に取り付けられた部分は、車両走行中に固定軸周りに回転させる

ことが出来る。回転させられるすべてのボディワークは、「ＤＲＳボディワーク」と呼ばれるもの

とする。 
 
さらに： 
 
ａ. 「ＤＲＳボディワーク」のいかなる部分もＹ＝４９０よりアウトボードに出してはならない。 
 
ｂ. ＲＷフラップの回転軸は、常にＲＶ－ＲＷ－ＰＲＯＦＩＬＥＳの上端より２０ｍｍ以下、かつ

後端より前方２０ｍｍ以下に位置し、固定されていなければならない。 
 
ｃ. ＤＲＳボディワークを構成する部品間に相対的な動きがあってはならない。 
 
ｄ. そのような入射角の変化は、第３条１０項１と第３条１０項５を除くすべてのボディワーク規

定への準拠を維持する。 
 
ｅ. 第３条１０項１および第３条１０項５で認められている隣接するセクション間の距離の変更以

外、直接的または間接的にダクトの形状を変更するために使用することはできない。 
 
ｆ. システムの故障により、 上部のクローズドセクションが通常の高入射位置に戻るような設計で

あること。 
 
ｇ. 上部クローズドセクションの入射角の一切の変更は、ドライバーの直接入力による指令と第

８条３項に定める制御電子機器による制御のみとする。 
 
ｈ. どのＹ平面においても、 も近い位置にあるリアウィングプロファイルの２つのセクションの

間の距離は、１０ｍｍから８５ｍｍの間でなければならない。 
 
上記の調整を実現するために、作動装置機構とそれに関連するあらゆる 小限のフェアリングは、

上方から見たとき、Ｙ＝２５のインボードにあり、Ｚ＝９４０より下にあり、前方または後方方向

にＲＶ－ＲＷ－ＰＲＯＦＩＬＥＳを超えて広がってはならない。さらに、ＤＲＳボディワークの調

整に関連する追加の 小ボディワークは、Ｙ＝４６５のアウトボードに位置し、側面から見てＲＶ

－ＲＷ－ＰＲＯＦＩＬＥＳの上面より下になければならず、下から見えてはならず、幅３０ｍｍ、

長さ６０ｍｍ、高さ３０ｍｍの立方体に収まっていなければならない。この立方体は空間的に自由

な方向を持つことができるが、その幅はＲＷフラップの回転軸と一致させなければならない。 
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3.10.11 リアウイングボディーワークグループ 
 
第３条１０項１から第３条１０項１０に規定する構成部品をこれらの条文の規定に従って製作し、

これらの条文に記載されたそれに続くサブアセンブリの操作を適用し、その結果として得られるこ

れらの構成部品の結合体は「リアウィングボディワーク」と定義される。 
 

3.11 ファイナルアッセンブリー 
 
本条は、第３条５項から第３条１０項で定義された隣接するボディワークグループ間の接合部に関

する追加情報を提供する。 
 

3.11.1 フロントボディワークおよびリアボディワーク 
 
コンプリートのフロントボディワークとリアボディワークの両方が完全に定義されたら、フロント

ボディワークおよびリアボディワークは、重なる面が残らないように互いにトリミングされなけれ

ばならない。これらの表面の交差部には、５０ｍｍ以下の 大フィレット半径を適用することがで

きる。 
 

3.11.2 フロントおよびリアのボディワークアセンブリとフロアボディーワーク 
 
第３条１１項１で定義された完全な前後ボディワークアセンブリとフロアボディワークの両方が完

全に定義された後、前後ボディワークアセンブリおよびフロアボディワークは、重なり合う面が残

らないように互いにトリミングされなければならない。さらに、トリミングを行う前に、フロアボ

ディより下に残っているミッドシャシーやリアボディワークは取り除かなければならず、残りの表

面とフロアボディワークが形成する交差部は、１つを超える曲線であってはならない。これらの表

面の交差部には、 大半径５０ｍｍ以下のフィレット半径を施すことができる。そのような全ての

フィレットはＲＶ－ＦＬＯＯＲ－ＥＤＧＥから１ｍｍ以上離さなければならない。さらに、すべて

の面のトリミングされ、フィレット加工された後、ミッドシャシー、リアボディワーク、リアボデ

ィとフロアボディワーク間のフィレット、ミッドシャシーとフロアボディワーク間のフィレットの

部分は、一切下側から見えてはならない。 
 
フロントボディワークとリアボディワークをフロアボディワークに組み付けた後、タイヤ温度セン

サーからタイヤを確認できるようにするためだけに、フロントタイヤ用とリアタイヤ用の 大２つ

の開口部を車の各側面に追加することができる。その場合、個々の開口部は、組み立てられたトリ

ミングされていない表面で測定した場合、１５００ｍｍ２を超えない面積でなければならない。 
 

3.11.3 テールおよびフロア／ボディワークアセンブリ 
 
第３条１１項２で作成したコンプリートのテールおよびフロア／ボディワークアセンブリの両方が

完成したら、テールおよびフロア／ボディワークアセンブリを互いにトリミングし、重なる面が残

らないようにしなければならない。これらの表面の交差部には、５０ｍｍ以下のフィレット半径を

適用することができる。 
 

3.11.4 フロントウィングボディワークからのノーズ 
 
コンプリートのフロントウィングボディワークおよび第３条１１項２アセンブリの両方が完全に定

義されたら、いかなるガーニーも無視して、フロントウィングボディワークおよびノーズは、重な

る面が残らないように互いにトリミングされなければならない。これらの面の交差部には、 大２

５ｍｍまでのフィレット半径を適用することができる。いかなるガーニーも無視して、すべての面

をトリミングし、フィレットを付けた後、ＲＳ－ＣＨ－ＮＯＳＥの直上には、ノーズボディーワー

クとフィレットのみとし、いかなるガーニーも無視して、フロントウィングボディワークのいかな

る部分も残してはならない。 
 

3.11.5 リアウイングボディワークからのテール 
 
コンプリートのリアウイングボディワークおよびテールが完全に定義されたら、リアウイングボデ

ィワークおよびテールボディワークは、重なり合う面が残らないように互いにトリミングしなけれ
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ばならない。これらのサーフェイスの交差部には、１０ｍｍまでのフィレット半径を付けることが

できる。 
 

3.12 第３条５項から第３条１１項で定義されていないボディワーク 
 
第３条５項から第３条１１項で定義され規制されるボディワークに加えて、以下の構成部品が許可

される： 
 

3.12.1 コックピット開口部の前面には、透明なウインドウスクリーンを固定し、ＲＶ－ＣＨ－ＭＩＤより

上方に延長することができる。 
 
3.12.2 アンテナ及びピトー管は、コックピット開口部前方のサバイバルセル上面に取り付けられ、ＲＶ－

ＢＯＤＹ－ＦＲＯＮＴより上方に延びることができる。 
 
3.12.3 第１２条４項２に定める第２ロール構造体、または第８条１０項３および第８条１７項６に定める

カメラには、以下のフェアリングを取り付けることができる： 
 

ａ. 第２ロール構造体に接着されたフェアリングで、以下のもの： 
 

i. 第２ロール構造体または高速カメラから２０ｍｍのオフセットの範囲内に全体があり、Ｚ

＝６９５ｍｍ以上でＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＨＥＬＭＥＴの外側になければならない。 
 
ii. ２ｍｍ未満凸状の半径がの部分があってはならない。 

 
ｂ. 第２ロール構造体前方取付け部及び第８条１７項６に規定されたカメラの周囲に追加されたフ

ェアリングは： 
 

i. 点［ＸＣ＝－１０６６，－２５，６００］と［ＸＣ＝－８３５，２５，７０５］で定義され

る１つの内側の対角線を持つ、軸の揃った立方体で定義される容積に存在しなければなら

ない。 
 
ii. フィレット半径１０ｍｍ以下でフロントボディワークに接合することができる。 

 
3.12.4 ダクト（第３条１項１に規定）および一次熱交換器。車両外側から、Ｘ軸に直角な任意の角度で見

たときに見えないことを条件とする。これは、第３条５から第３条１１で規定されたボディワーク

が存在し、第３条５項８、第３条６項１ ｆ.、第３条７項６で認められた開口部を適用する前の状態

で評価されるものである。 
 
3.12.5 スリップセンサーとその 小限のフェアリングは、車両中心面から２５ｍｍ以内、Ｚ＝１２０以上、

５０＜ＸＦ＜４５０の範囲にある場合に限り、フォワードシャシーの下に取り付けることができる。

スリップセンサーとフェアリングを合わせた外形は、任意のＺ平面と交差したときに１つの曲線を

形成していなければならない。 
 

3.13 ホイールボディワーク 
 

3.13.1 一般原則 
 
「フロントホイールボディワーク」および「リアホイールボディワーク」として宣言されたジオメ

トリーは、第３条１３項２から第３条１３項７に記載されているすべての構成要素で構成されてい

なければならない。 
 
個別に参照される場合、これらの構成要素には、構成要素の名称に「フロント」または「リア」の

文字が付加される。 
 
視認性の基準は、バネ上質量、サスペンション、ＲＳ－ＦＷＨ－ＤＲＵＭアセンブリ、ドラムとホ

イールのシールおよびコンプリートホイールが取り除かれていることを前提とし、ホイールの直交

フレーム（ＸＷ，ＹＷ，ＺＷ）において考慮さる。 
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ホイールカバー及びサスペンションメンバーとホイールとの空力的な密閉性を維持することのみを

目的とする 小限の柔軟な部品を除いて、ホイールボディは、以下の通りでなければならない： 
 
ａ. 剛体であり、サスペンションのアップライトに剛性的に固定されていること（剛性的に固定さ

れているとは、いかなる自由度もないことをいう）。 
 
ｂ. 懸架部材に強固に固定されていないこと。 
 

3.13.2 ドラム 
 
フロントドラムとリアドラムは、それぞれＲＳ－ＦＷＨ－ＤＲＵＭとＲＳ－ＲＷＨ－ＤＲＵＭで規

定されたジオメトリーに作られなければならない。 
 
各ドラムについて、ドラムと車軸の間の大きな空力的または熱伝達の流れを防ぐために、２つの注

釈付き容積のうちアウトボードに、円周に連続した（３６０°の円弧の周りに）均一な空力シール

が取り付けられていなければならない。 
 
オプションの空力シールは、ドラムとホイールリムの間の２つの注釈付き容積のインボードに装着

することができる。装着する場合、このシールは円周に連続した（３６０°の円弧の周りに）均一

なものでなければならない。 
 
この仕様指定にかかわらず、ＹＷ＝－５のインボードに以下の改造が許される： 
 
ａ. サスペンションメンバーまたはサスペンションフェアリングがドラムの表面と交差する開口部。

これらの開口部は、サスペンションシステム（フロントではステアリングシステムも）の完全な

連結を可能にするために、 小限の大きさでなければならない。さらに、他の開口部からの空気

の流入を防ぐために、内部で密閉されていなければならない。 
 
ｂ. 第３条１３項５および第３条１３項６に記載されているドラムディフレクタの取り付けを可能

にするための細かな固定方法。 
 
ｃ. 第３条１３項３に規定されるスクープとドラムとの交差部分の外周範囲内に設けられる開口部。 
 
ｄ. ＺＷ＝１５５からＺＷ＝２３０の間のフロントドラムの小改造。ただし、アウトボードサスペン

ションをアップライトに接続することのみを目的とし、元の表面から外部の空気の流れに突出

しないもの。 
 

3.13.3 スクープ 
 
フロントスクープおよびリアスクープはそれぞれＲＶ－ＦＷＨ－ＳＣＯとＲＶ－ＲＷＨ－ＳＣＯの

範囲内になければならない。 
 
スクープは外部の空気の流れに接する部分は接線連続でなければならず、インボードからＹＷ軸に平

行に見たときに完全に見えるものでなければならない。これらの基準は、ｃ.項、ｄ.項、およびｆ.
項に詳述されている開口部を追加する前に評価される。 
 
さらに、ＸＷ＝０より後方のリアスクープ面を除いて、スクープは以下の基準を満たさなければなら

ない： 
 
ａ. インボードからＹＷ軸に平行に見たときに見えるスクープ表面の部分について、曲率半径が２

０ｍｍ以上であること。 
 
ｂ. ＹＷ平面との交差は、フロントスクープのための単一のクローズドセクションとリアスクープ

のための単一のセクションのみを生成しなければならない。 
 
フロントスクープおよびリアスクープが定義されたら、それぞれＲＳ－ＦＷＨ－ＤＲＵＭとＲＳ－
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ＲＷＨ－ＤＲＵＭにトリミングされなければならず、その境界には２０ｍｍ以下のフィレット半径

を適用することができる。 
 
フロントスクープおよびリアスクープがそれぞれのドラムにトリミングされた後、以下の開口部を

追加することができる： 
 
ｃ. 単一の入口開口部で、その周縁は以下の通り： 
 

i. それぞれＲＶ－ＦＷＨ－ＳＣＯおよびＲＶ－ＲＷＨ－ＳＣＯの範囲内にあり、ＺＷで測定

した場合に２００ｍｍを超えてはならない。 
 
ii. ＸＷで測定したとき、開口部周縁の他のどの点からも５０ｍｍを超える点がなく、ＸＷ＝－

１００より後方に点がないこと。 
 
ｄ. 単一の出口開口部であって、その周縁が以下のものであること： 
 

i. それぞれＲＶ－ＦＷＨ－ＳＣＯおよびＲＶ－ＲＷＨ－ＳＣＯの範囲内にあり、後方から完

全に見え、ＺＷ＝－５０より上になければならない。 
 
ii. フロントスクープについては、ＸＷで測定したときに開口部周縁の他のどの点からも７

５ｍｍを超える点がなく、ＸＷ＝１００より前方に点がないこと。 
 
iii. リアスクープについては、ＸＷ＝１００よりも前方の開口部周縁に点がないこと。 

 
リアスクープを一旦定義し、そのドラムにトリミングし、ｃ.項とｄ.項で許可された開口部を適用し

た後、次のジオメトリーを追加することができる： 
 
ｅ. ＲＶ－ＲＷＨ－ＬＩＰ内に位置しなければならない単一のリアスクープリップ。さらに 
 

i. その完全な表面は接線連続でなければならず、どのＸＷ平面においても１つを超えるセク

ションを含んではならない。 
 
ii. インボードからＹＷ軸に平行に見たときに見えるリアスクープリップの表面の部分につい

ては、曲率半径が２０ｍｍより大きくなければならない。ただし、インボードからＹＷ軸

と平行に見たときにリアスクープリップの境界から５ｍｍ以内の部分は例外とする。 
 
iii. リアスクープリップが完全に定義されたら、リアスクープとリアドラムに重なる面が残ら

ないようにトリミングされなければならず、それらの境界には２５ｍｍ以下のフィレット

半径を適用することができる。フィレット半径を適用した後、リアスクープリップとリア

スクープおよびリアドラムの隣接するセクションの境界の外面は、ＸＷ、ＹＷまたはＺＷ平

面において接線の連続性を維持しなければならない。 
 

ｆ. 上記ｅ.項の要件が満たされた後、スクープインレットを破片の侵入から保護することのみを目

的として、リアドラムとスクープを組み合わせた表面に追加ジオメトリーを加えることができ

るが、このジオメトリーは以下の基準を満たすものであることを条件とする： 
 
i.  表面全体がＲＶ－ＲＷＨ－ＬＩＰ、またはＲＶ－ＲＷＨ－ＳＣＰのいずれかに収まってい

る。 
 
ii. ボディがリアスクープ、リアリップまたはリアドラムにトリミングされる前に、追加ジオ

メトリーは、ＸＷ、ＹＷおよびＺＷ平面のいずれにおいてもオープンセクションを含んでは

ならない。 
 
iii.  いかなるＹＷ平面上においても、一切の個々のクローズドセクションは、境界における

５ｍｍ以下のフィレット半径を除き、８ｍｍ２未満の断面積を有しなければならない。 
 
フロントスクープとリアスクープが定義され、それぞれのドラムにトリミングされ、ｃ.項とｄ.項で



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  36 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

許可された開口部が適用され、リアホイールボディワークの場合は、リアスクープリップが完全に

定義されてリアスクープとリアドラムにトリミングされたら、以下の追加開口部を追加することが

出来る： 
 
ｇ. サスペンションメンバーまたはサスペンションフェアリング用の開口部。これらの開口部はサ

スペンションシステム（フロントではステアリングシステムも）の完全な連結を可能にするた

め、 小限のサイズでなければならない。さらに、別の開口部からの空気の流入を防ぐために、

内部で密閉されていなければならない。 
 

小限の偶発的な漏れを除き、ｃ.項で述べた入口開口部に入る空気はすべて、またそれのみがｄ.項
で述べた出口開口部から出なければならない。さらに、入口と出口を結ぶ流路は、電気部品冷却用

のダクトを除き、ＹＷ＝－５０のアウトボードにあるＹＷ平面を通過しなければならない。 
 
明確にするために、この条項で言及される開口部は、第３条１３項３に従って構築された表面と一

致し、その周縁で拘束される数学的表面とみなされる。本条でいう視認性の基準は、これらの面を

非透過と見なす。 
 

3.13.4 内部冷却ダクト 
 
ドラムとスクープによって定義された容積内にあるボディワークは、内部冷却ダクトの一部とみな

され、ＬＴＣとして分類される。 
 

3.13.5 フロントドラムデフレクター 
 
フロントドラムデフレクターは、ＲＳ－ＦＷＨ－ＤＥＦＬで定義されたジオメトリーで製作されな

ければならない。 
 
ＸＷ＝－３０より前方のフロントドラムデフレクターの構成要素を局所的流れの条件に適合させるた

めに、その入射角について公差±６°が認められる。このような回転は、点［ＸＷ＝－２６０，ＹＷ

＝－１０］を通るＺＷ－整列軸を中心になされなければならない。 
ＺＷ＝－１１０より上と下の許容される構成部品の部分は、別々の剛体として、異なる量だけ調整さ

れてもよい。結果として得られるフロントドラムデフレクターの部品が互いに滑らかに調和するよ

うに、調整角度は、ＺＷ＝－１１０とＺＷ＝－７０の間の領域と、ＺＷ＝１１０とＺＷ＝１５０の間の

領域で変化してもよい。この２つの領域内では、調整角度はＺＷに沿って単調に変化しなければなら

ない。 終的なサーフェースは、これらの領域のすべての境界で、連続性と接線性を維持しなけれ

ばならない。ＺＷ＝１５０では、フロントドラムとの連続性と接線性を維持しなければならない。 
 
フロントドラムデフレクターの構成部品をさらに適合させるために、ボディワークを追加すること

ができる。そのようなボディワークの条件は以下の通り： 
 
ａ. 以下の容積のいずれかに収まること。各ボリュームは、ＹＷ＝０上の以下の点を頂点とし、ＹＷ

に沿って所定の値まで押し出された４辺単純多角形で定義される： 
 

i. ［ＸＷ，ＺＷ］＝［－１９５，－１３０］、［－１９５，－１１５］、［－１５５，－１１

５］、［－１５５，－１３０］、ＹＷ＝５０に押し出される． 
ii. ［ＸＷ，ＺＷ］＝［－８５，－１８２］、［－８５，－１７０］、［－７０，－１７０］、

［－７０，－１８２］、ＹＷ＝１００に押し出される． 
iii.［ＸＷ，ＺＷ］＝［２７，－１７６］、［４１，－１３６］、［８１，－１６７］、［７７，

－１７９］、ＹＷ＝５６に押し出される． 
iv. ［ＸＷ，ＺＷ］＝［７９，－１４４］、［８８，－１００］、［１３５，－１２６］、［１

３２，－１３９］、ＹＷ＝６０に押し出される． 
v. ［ＸＷ，ＺＷ］＝［２８，－１８９］、［３２，－１４５］、［９２，－１５３］、［８８，

－１９３］ＹＷ＝１０６まで押し出し、ＹＷ＝５５よりアウトボードの領域は削除された。 
 

iii.項、iv.項、およびv.項で定義されたボリューム内のフロントドラムデフレクターの既存領域

は、トリムされることにより生じる新表面が、本条に基づく追加ボディワークの適用後に外部

空気流と接触しないことを条件に、トリムすることができる。 
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ｂ. フロントドラムデフレクターの後部構成部品に整流された前縁を追加すること、または前部構

成部品に整流されたステーを追加することのみを目的とするものでなければならない。 
 
ｃ. 車両の中心面から見て、フロントドラムディフレクターのどの部分も不明瞭でないこと。これ

はａ. i.項またはａ. ii.項で定義された容積内のボディワークのみに適用される。 
 
ｄ. 任意のＹＷ平面において： 
 

i. 残りのフロントドラムデフレクターの表面との連続性と接線性を維持すること。これは

ａ.i.項およびａ.ii.項で定義されたボリューム内のボディワークには適用されない。 
 
ii. ａ.項で定義された各ボリュームに１つ以下のクローズドセクションを含む。 
 
iii. 上から見える部分のうち、下から見える部分と１５ｍｍ以上離れている部分がないこと。

ただし、ａ. v.項で定義された容積内のボディワークには適用されない。 
 
iv. ａ. iii.項、ａ. iv.項、またはａ. v.項、で定義された各ボリュームにおいて、同じボリュー

ム内の残りのフロントディフレクター表面と組み合わせたときに、ＸＷ寸法が少なくとも

３０ｍｍであること。ただし、ａ.項で許可されたトリミング前の元のジオメトリーがこの

小寸法を下回っている場合は、この限りではない。 
 
v. ＸＷ寸法が２０ｍｍ以下であること。これは、ａ. i.項で定義された容積内のボディワーク

のみに適用される。 
 
追加されたボディワークは本条項に従って定義された後、ＲＳ－ＦＷＨ－ＤＲＵＭにトリミングさ

れ、ａ.i.項およびａ.ii.項で定義されたボリュームに追加されたボディワークは、フロントドラムデ

ィフレクターにトリミングされ、これらの表面の交差部に５ｍｍ以下のフィレット半径を追加する

ことができる。この結果生じた、成形体はフロントドラムデフレクターの一部とみなされる。 
 

3.13.6 リアドラムデフレクター 
 
リアドラムデフレクターは、ＲＳ－ＲＷＨ－ＤＥＦＬにより定義されたジオメトリーに作られなけ

ればならないが、ＲＳ－ＲＷＨ－ＤＥＦＬの注釈付き曲線「トリムライン」の下の面は、トリムす

ることが可能である。ＲＳ－ＲＷＨ－ＤＥＦＬの注釈付き曲線「シングルセクションライン」より

下の、トリムされた結果生じたリアドラムデフラクターの部分は、ＺＷまたはＸＷ平面と交差したと

きに単一断面でなければならない。 
 
リアドラムデフレクターを局所的な流れ条件に合わせるため、ＺＷの位置は±１０ｍｍの公差、ＲＳ

－ＲＷＨ－ＤＥＦＬの注釈付き軸に対する入射角は±５°の公差が許容される。ＺＷの移動は回転軸

を含み、回転の前に適用される。 
 
ドラムディフレクターは、その仕様に従って位置決めと調整が行われた後、リアドラムにトリミン

グされ、これらの表面の交差部に沿って５ｍｍ以下の 大フィレット半径が適用することができる。 
 

3.13.7 ホイールカバー 
 
１つのホイールにつき１つのホイールカバーが、接続されるホイールと同じ回転速度を持ち、ホイ

ールリムに対して空気力学的シールを形成するように、ホイールリムに堅く固定されなければなら

ない。ホイールカバーのアウトボード面は、前輪についてはＲＳ－ＦＷＨ－ＣＯＶで、後輪につい

てはＲＳ－ＲＷＨ－ＣＯＶで定義されるジオメトリーに作られなければならない。 
 
ホイールカバーは、ＳＳＣに分類される。 
 

3.14 サスペンションフェアリング 
 
3.14.1 サスペンションフェアリングは、円形断面のものを除き、第１０条３項６で定義されたすべてのサ
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スペンション部材に装着されなければならない。 
 

各サスペンションフェアリングは以下の通りでなければならない： 
 
ａ. 対応するサスペンションメンバー、および油圧ブレーキライン、電気配線、ホイールテザー

（これらはすべてサスペンションメンバーに支持されていなければならない）など、サスペン

ションメンバーに支持されている他の構成部品を、外部の気流にさらされるスパンにおいて完

全に覆っていること。 
 
ｂ. 剛性があり、サスペンションメンバーに堅く固定されていること（堅く固定されているとは、

自由度が一切ないことをいう）。 
ただし、第１０条３項３に適合するサスペンションの場合は、 小限の変形は許容される。そ

のような場合、サスペンショントラベルの範囲内で、関連するサスペンションメンバーの公称

ミスアライメントを収容するために、共有カバーセクションは、 小限の変形または連結をし

てよい。 
 

さらに、第１０条３項６ ａ.項に定める荷重線に垂直な方向から見たとき、各サスペンションフェア

リングの外部断面に囲まれた表面は、以下のとおりでなければならない： 
 
ｃ. 荷重線と交差していること。ただし、ステアリングを完全にロックした状態でのホイールリム

との 小クリアランスを確保することのみを目的とした、局所的なフロントサスペンション要

素を除く。 
 
ｄ. 少なくとも一つの対称軸を有し、そのうちの大きい方を「主軸」と呼ぶ。 
 
ｅ. １００ｍｍを超える寸法、またはサスペンションメンバーに加えてドライブシャフトを覆うた

めに片側１つのフェアリングを使用する場合のみ１５０ｍｍを超える寸法を有してはならない。 
 
ｆ. 片側あたり２つまでのサスペンションフェアリングは、ドライブシャフトを通すためにトリミ

ングすることができる。そのような場合、ドライブシャフトを通すためにどうしても必要なフ

ェアリング材を除去する前に、本条項の残りの部分に準拠していることを証明しなければなら

ない。 
 
ｇ. アスペクト比が３.５：１以下であること。アスペクト比とは、主軸の法線方向で測定した 大

厚さに対する主軸の比と定義される。さらに、どの寸法も主軸から５ｍｍを超えて大きくして

はならない。 
 
ｈ. 入射角（第１０条１項４に定める規定車高における主軸とＺ＝０との間の角度と定義される）

が次の範囲内にあること： 
 
i. フロントサスペンションフェアリングについては、１０°（ノーズダウン）～０°の間。 
 
ii. リアサスペンションフェアリングについては、１０°（ノーズダウン）～－１０°（ノー

ズアップ）の間。 
 

3.14.2 取り付けポイントを共有するサスペンションメンバーのフェアリングは、個別のコンポーネントに

仮想的に分解することで検討する。そのようなフェアリングは、第３条１４項１ ｄ.項、ｇ.項、お

よびｈ.項に対し局所的な 小限の例外が、第１０条４項１に定義されたロッカーにインボードで接

続されたサスペンションメンバーの通過を可能にする 小限のカットアウトを含み、サスペンショ

ンメンバーの接合部付近で許可される。そのようなカットアウトを適用した後でも、出来上がった

フェアリングは外部の気流からフェアリングの内部容積を密閉していなければならない。 
 
3.14.3 サスペンションフェアリングの表面の任意の点の法線と、対応するサスペンションメンバーの荷重

線に垂直な平面との間の角度は、１５°を越えてはならない。この制約に対する正当な例外は、内

側と外側の取り付け部の近く、または取り付け部を共有するサスペンションメンバー間の接合部の

近くで認められる。 
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3.14.4 空気力学的密閉性を維持しながらサスペンションの移動を可能にするため、サスペンションフェア

リングと以下の構成部品との間に 小限の柔軟な部品を取り付けることができる： 
 
ａ. 第３条６項に規定されたフロントボディワーク。 
 
ｂ. 第３条８項に規定されたテールボディワーク。 
 
ｃ. 第３条１３項に規定されたホイールボディワーク。 
 
ｄ. 第９条１項７に規定されたギアボックスケース。 
 
ｅ． 第１０条４項１に規定されたロッカーにインボードで接続されたサスペンション部材を覆うサ

スペンションフェアリング。 
 
車両が規定車高にある状態で、これらの柔軟な構成部品は、以下を満たさなければならない： 
 
ｆ. シールするコンポーネント間のフィレット半径が３０ｍｍ以内であること。 
 
ｇ. 上記のフィレット半径以外に、互いにシールしている２つの部品のどちらかの形状制限に適合

していること。わかりやすくするため、これらの部品の一部をフレキシブル部品に置き換える

ことができる。 
 
ｈ. 車両が走行中、サスペンションを合法的な車高以外の位置にした状態で、可能な限りその形状

の完全性を維持するように設計されていること。 
 
ｆ.項とｇ.項の 小限の例外は、サスペンションフェアリングとフロントホイールのボディワークの

間、およびフロントトラックロッドのフェアリングとフロントボディワークの間で認められる。こ

れらの例外は、フレキシブルコンポーネントの構造的完全性を損なうことなくステアリング連結を

可能にするために、フレキシブルコンポーネントにプリーツを導入することのみを目的とする。サ

スペンションを規定車高にし、車輪を直進させた状態で、これらのプリーツは上記ｆ.項で言及され

たフィレット半径で囲まれた容積の中になければならない。 
 

3.15 空力コンポーネントの柔軟性 
 
3.15.1 負荷／偏向試験の導入 

 
ＦＩＡは第３条２項２の要件が遵守されることを確実にするため、車両の走行中に動きがあるとみ

られる（あるいはそのように疑われる）ボディワークのいかなる部分に対しても負荷／偏向試験を

行う権利を留保する。 
 
3.15.2 負荷／偏向直線性 

 
すべての負荷偏向試験は、特に断りのない限り、名目上線形な弾性関係を持たなければならない。 

 
3.15.3 リアウィングスキン 

 
リアウィング要素のスキンは、エレメントの法線方向およびエレメントから離れる方向に６０Ｎの

力を加えたときに、２ｍｍを超えない範囲でたわむことができる。 
 
力は直径５０ｍｍの真空カップで加え，たわみはカップの外径で測定する。 
 

3.15.4 フロントウィングボディワークの柔軟性 
 
フロントウィングボディワークの柔軟性は，［ＸＦ，Ｙ，Ｚ］＝［－８００，±８００，２５０］ま

たは［－１０００，±８００，２５０］の位置に［０，０，－１０００］Ｎの負荷を加えることに

よって試験される。 
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Ｘ方向３５０ｍｍ、Ｙ方向１５０ｍｍの長方形のアダプターに直径５０ｍｍのラムを取り付け、下

向きに荷重をかける。このアダプターはチームによって提供されなければならず、 
 
ａ. 頂部は陥没のない平坦な表面でなければならない。 
 
ｂ. 試験箇所でボディワークに対して負荷すべてがかかり、試験される部品の剛性を向上させるこ

とのないよう取り付けられなければならない。 
 
ｃ. 内周面がＹ＝０から７２５ｍｍの位置にあること。 
 
ｄ. 前方の面がＸＦ＝－１１００ｍｍとなるように設置する。 
 
ｅ. 上面がＺ＝２５０になるように配置する。 
 
ｆ. 質量が２ｋｇ以下であること。 
 
歪みは、負荷軸に沿って、サバイバルセルとの関係について計測される。 
 
荷重が車両の両側面に対称にかかる場合、垂直方向のたわみは１５ｍｍ以下でなければならない。 
 
片側だけに荷重がかかる場合、垂直方向のたわみは２０ｍｍ以下でなければならない。 
 

3.15.5 フロントウイングフラップの柔軟性 
 
フロントウイングフラップの後縁のどの部分も、フラップの法線方向に６０Ｎの点荷重を加えたと

き、荷重軸に沿って測定して５ｍｍ以下のたわみしか生じないこと。 
 

3.15.6 フロントフロアの柔軟性 
 
ボディワークの柔軟性は，ロードセルとジンブルインターフェースで接続された直径５０ｍｍのパ

ッドを用いて垂直上方に荷重を加えることで試験する。パッドの中心位置はＦＩＡによって与えら

れ、［ＸＦ＝４６０，５０］、［ＸＦ＝６１０，６５］、［ＸＦ＝６１０，－６５］、［ＸＦ＝４６０，

－５０］を頂点とする四辺形の領域内のプランクの下面におく。たわみは荷重軸に沿って測定され

る。 
 
試験中常に、所与のたわみ量における荷重は、次の座標を順に結んで定義される直線グラフで与え

られる荷重を超えなければならない：（０ｍｍ，０Ｎ）（１ｍｍ，０Ｎ）（５ｍｍ，４０００Ｎ）

（２５ｍｍ，６０００Ｎ）。これは、たわみが増加する場合、減少する場合、一定に保たれる場合

のいずれであっても同じでなければならない。ＦＩＡからこの限界を超えた挙動を調査するよう特

別な要請がない限り、試験は 大荷重８０００Ｎまたは 大たわみ量１５ｍｍ（どちらか先に到達

した方）を超えないものとする。 
 
荷重とたわみの関係は、たわみの増加と減少の両方を伴う厳密に単調なものでなければならない。 
 

3.15.7 アウトボードフロアの柔軟性 
 
ａ. ボディワークは、ＸＲ＝－４５０とＸＲ＝－５００の間、Ｙ＝±４５０の間で競技参加者が選

んだ位置で［０，０，－５００］Ｎの荷重を加えた時、垂直方向に５ｍｍを超えて歪んではな

らない。荷重は直径５０ｍｍのラムと同サイズのアダプタを使用してかけられる。このような

テストが必要と判断された場合、チームは後者を用意しなければならない。 
 
ｂ. ［ＸＲ，Ｙ］［－４５０，±６００］または［－１３００，±６７０］の位置に［０，０，５

００］Ｎの荷重を加えた時、ボディワークは垂直方向に２０ｍｍを超えて歪んではならない。

荷重は直径５０ｍｍのラムと同じサイズのアダプタを使用して、上方向または下方向にかけら

れる。このような試験が必要と判断された場合、チームは後者を用意しなければならない。 
 
ｃ. フロアボディワークグループのアウトボード端部は、［０，０，－６００］Ｎの分布荷重を車
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両の両側に加えたとき、ＸＲ＝－１２６０とＸＲ＝－３５０の間のどの点においてもＺ方向に

８ｍｍを超えて歪んではならない。 
 

荷重は車両の両側の６点、次の公称値で同時にかけられる：［ＸＲ，Ｙ］＝［－４８０，６５

２.２］、［－６３５，６８６.３］、［－７９０，７１４.４］、［－９４５，７３６.７］、 

［－１１００，７５３.３］、および［－１２５５，７６４.２］。製造上の理由により、位置

の公差は２ｍｍまで認められる。 
 
上方から見て、第３条５項６で完全に定義されたフロアボディワークグループが配置されてい

る場合、荷重適用点から１５ｍｍ以内にボディワーク以外のものが見えてはならない。この要

件を満たさない荷重適用点は、Ｘ方向および／またはＹ方向に、要件を満たすために必要な

小限の量だけ移動することができる。ＦＩＡは、ＦＩＡの見解により、負荷位置または床形状

がフロアの未試験領域において、アウトボードフロアの柔軟性を高めるために特別に設計され

ている場合、負荷位置の移動を要求することができる。 
 
荷重をかける位置が完全に決まったら、チームはボディワークの上面に荷重をかける適切な手

段を用意しなければならない。荷重は、直径２.３ｍｍのロッドを通して適用される。この配置

の詳細は、技術規則および競技規則の付則に記載されている。ロードスプレッダーの車体への

接触は、直径２５ｍｍの円筒の中にあり、荷重を加える軸と同軸でなければならない。チーム

の希望する方法が貫通穴を必要とする場合、その穴は、車両がサーキットにいる間常に、およ

び荷重をかける場所の上からの視認性を評価する間、上面および下面のいずれかまたは両方に

塞がれなければならない。 
 
これらのロッドには２段階に分けて荷重がかかる： 
 
i. ［０，０，－５０］Ｎを各荷重適用点にかけ、片側３００Ｎとする。 
 
ii. ［０，０，－１００］Ｎを各荷重適用点にかけ、片側６００Ｎとする。 
 
たわみは、各荷重をかける段階で、車体のレーザースキャンによって測定される。 

 
3.15.8 セントラルフロアの柔軟性 

 
ａ. ＲＶ－ＰＬＡＮＫ内のボディワークは、ＸＦ＝１０８０のプランクにある２つの穴で２ｍｍ以

下、 後尾の穴で２ｍｍ以下、ドライバーなしの車両をこれらの位置で支持した時にたわむこ

とができる。車両は穴の中心にある直径７０ｍｍのパッドで支持され，プランクアセンブリの

下面にのみ接触している。変位は各穴の中心にある基準面を基準として，支持部で測定する。 
 
さらに、前項で定義されたたわみを超える変位に対する剛性は１５ｋＮ／ｍｍを下回ってはな

らない。 
 
競技参加者は、これら３つの穴のそれぞれの周辺領域について、局所的な垂直剛性およびスキ

ッドとプランクの設計上の設置をＦＩＡに示すことが要求される。第３条５項９.ｅ.への適合

性は、周辺部の も硬い部分の少なくとも９０％以上の剛性を持つ領域においてのみ評価され

る。外周のこれらの領域を摩耗から保護することを意図したデザインは認められない。 
 
競技参加者は、ＣＡＤと物理的な設置物の両方の詳細な査察、および有限要素解析によって、

これらの規定への適合性の証明を求められる。 
 
ｂ. 基準面上のボディワークは，ドライバーなしの車両をＸＦ＝１０８０のプランクにある２つの

穴とプランクの 後尾の穴で支えたときに０.２ｍｍを超えてたわんではならない。車両は穴の

中心にある直径４０ｍｍのパッドで支持され，基準面上ではボディワークにのみ接触する。Ｘ

Ｆ＝１０８０の２つの穴の変位は，第３条２項６に詳述するサバイバルセルのデータムポイン

ト（基準点）に対する支持部で測定する。 後尾の穴については，変位は支持部において、第

５条４項８に詳述されているトランスミッション取付スタッド 上部のパワーユニットに対す

る位置で測定される。 
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3.15.9 リアウイングメインプレーンの柔軟性 
 
ａ. リアウィングプロファイルには，それぞれ［０，０，－１０００］Ｎの２つの荷重を同時に加

えた時、ボディワークは荷重軸に沿って６ｍｍ、Ｙ平面で１.０°を超えてたわんではならない。

荷重は［ＸＲ＝３７５，±３００，９１０］の位置で加えられる。 
 
ｂ. リアウィングプロファイルにそれぞれ［３２４，０，－９４０］Ｎの２つの荷重を同時に加え

た時、ボディワークは荷重軸方向に６ｍｍ、Ｙ平面方向に１.０°を超えてたわんではならない。

荷重は［ＸＲ＝３２５，±３００，９００］の位置でかけられる。 
 
ａ.項とｂ.項の荷重は，Ｙ＝０から２５０ｍｍから３５０ｍｍの間、ＸＲ＝９０から少なくともＸＲ

＝５００の間にあるチーム支給のアダプタを介して加えられる。各アダプタの上面はＺ＝９１０に

位置しなければならず、ｂ.項の荷重を加えるために直径５２ｍｍのカウンターボア穴が必要である。 
 
角度たわみはリアウィングプロファイルの［ＸＲ，Ｙ］［３５０，±１５０］と［３５０，±４５０］

で、後部衝撃吸収構造体の相対位置で測定される。チームはトラッキングターゲットをサポートす

るために４つのパッドを用意しなければならない。ターゲットの詳細は、技術および競技規則の付

則に記載されている。 
 
この条文で定義されたテストは、ＲＷフラップを取り外して行うこともできる。その場合、許容さ

れる偏向はａ.項とｂ.項で定義されたものよりも２５％高くなる。 
 

3.15.10 リアウィングフラップの柔軟性 
 
ＲＷフラップは、５００Ｎの荷重を加えた時、水平方向に７ｍｍを超えてたわんではならない。荷

重は平面Ｚ＝８７５において，車両中心面より５０ｍｍ以内、およびその両側２７０ｍｍの３点の

うちいずれか１点にかかる．荷重は、関連チームが用意する２５ｍｍ幅のアダプタを使用して後方

方向に加えられる。 
 
たわみは荷重軸に沿って測定され、同じＹステーションでリアウィングメインプレーンの前方部分

と相対的に測定される。 
 

3.15.11 リアウイングメインプレーン後縁 
 
リアウイングプロファイルの 前部のエアロフォイル要素は、下面に２００Ｎの法線荷重を加えた

時、荷重をかけた線に沿って３ｍｍ以内のたわみしか生じてはならない。荷重は、Ｙ＝０、Ｙ＝±

１２５、またはＹ＝±３７５において，エレメントの後縁と一直線上に加えられる。 
 
たわみは、同じＹステーションにおけるリアウイングメインプレーンの前方部分と相対的に測定す

る。 
 
荷重は、関連チームから提供される適切なアダプタを使用して加える。アダプターは： 
 

i. 幅５０ｍｍ以下であること。 
 
ii. 後縁から１０ｍｍ以内前方へ延びるもの。 
 
iii. 下側に８ｍｍの雌ねじを含む。 

 
3.15.12 ビームウィングの柔軟性 

 
ＲＶ－ＲＷ－ＢＥＡＭ内のどの要素も、その後縁に１５０Ｎの荷重を、その要素の下面に垂直な方

向に加えたとき、３ｍｍを超えてたわむことはできない。Ｙ＝２７０とＹ＝２７０で、局部の後縁

から５ｍｍ前方（下面に沿って測定）に１５０Ｎの２つの荷重を同時にかける。 
 
たわみは、荷重をかけた線に沿って、後部衝撃吸収構造体を基準として測定する。 
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荷重は、関連チームから提供された幅６０ｍｍ以下のアダプターを使用して適用される。これらの

アダプターは、技術および競技規則の付則に記載されている仕様に適合していなければならない。 
 

3.15.13 リアウィングエンドプレートの柔軟性 
 
第３条１０項４に記載されたエンドプレートは、直径１５ｍｍの球状のチップを用いて、［ＸＲ，Ｚ］

＝［６３５，５８５］において、車両中心面に対して内向き垂直に５０Ｎの点荷重を加えた時、荷

重軸に沿って測定して１０ｍｍ以下のたわみしか生じないようにしなければならない。この測定で

は，ウィングアセンブリ全体の剛体回転の寄与は除去される。 
 

3.15.14 フロントドラムの柔軟性 
 
ＲＳ－ＦＷＨ－ＤＲＵＭで規定されるボディワークは、［ＸＷ＝０，ＹＷ＝－１００，ＺＷ＝４２５］

の位置に６０Ｎの荷重を垂直下向きにかけた時、垂直方向に５ｍｍ以内のたわみしか生じてはなら

ない。荷重はＦＩＡが用意するアダプターを使用して掛けられる。 
 

3.15.15 リアウィングスロットギャップのたわみ量 
 
油圧システムが作動し、ＤＲＳが展開した状態で、ＲＶ－ＲＷ－Ｐｒｏｆｉｌｅｓ内の２つの要素

の間のギャップに球状のゲージが通過してはならない。ゲージは直径８５ｍｍ＋０.００／－０.０
５ｍｍで、テスト中は１０Ｎの荷重がかけられる。 
 

3.15.16 その他の診断項目 
 
リアウイングの挙動を車載カメラで監視するため、ＲＶ－ＲＷ－ＰＲＯＦＩＬＥＳ内およびＲＶ－

ＲＷ－ＢＥＡＭ内のボディワークには、対照的なマーカーを付けなければならない。これらのマー

カーとその位置の詳細は、技術および競技規則の付則に記載されている。 
 

3.16 空力コンポーネントの構造 
 

3.16.1 フロントウィングエンドプレート 
 
第３条９項５でフロントウィングエンドプレートとして宣言されたボディワークは、ラミネートＰ

Ｌ－ＡＮＴＩ－ＳＰＬＩＮＴＥＲで製作されなければならない。 
フロントウィングエンドプレートをプロファイルに取り付けるためのファスナーおよび関連するイ

ンサートは、エンドプレートの前縁から少なくとも後方３０ｍｍに配置されなければならない。 
 

3.16.2 サスペンションフェアリング 
 
第３条１４項に定めるサスペンション・フェアリングは、ラミネートＰＬ－ＳＵＳ－ＦＡＩＲＩＮ

Ｇで製作されなければならない。必要に応じて、このラミネートに追加の強化プライを追加しても

よい。 
 

3.16.3 第３条１２項に定義される第２ロール構造体フェアリングはラミネートＰＬ－ＨＡＬＯで製作され

なければならない。 
 

3.16.4 フロア 
 
以下の領域では、金属構成部品または金属インサートは許可されない： 
 
ａ. フロアボディとして宣言されたボディワークの部分で、ＸＲ＝－３５０の前方、Ｙ＝５００ 

の外側にあり、Ｚ軸に沿って見て、このボディワークの外側の端から５０ｍｍ以内にあるもの。 
 
ｂ.  Ｙ＝３５０の外側、Ｚ＝７５の下方、ＸＲ＝０の後方にある、フロアボディとして宣言された

ボディワークの部分。 
 
ｃ. フロアエッジウィングと宣言されたボディワーク。 
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ｄ.  Ｚ＝７５の下にあるフロアフェンスとして宣言されたボディワークの部分。 
 
次の例外が許可される： 
 
ｅ.  第３条５項３ｆ.からｊ.に記載されているブラケットおよび関連する留め具。ブラケットの質

量は０.１kgを超えてはならず、これらのブラケットの合計質量は車両の各側部で０.５kgを超

えてはならない。 
 
ｆ.  第３条５項７ｃ.に記載されているステー用のブラケットおよび関連する留め具。ブラケットの

質量が０.１kgを超えてはならない。 
 
ｇ.  直径２ｍｍ以下のワイヤーまたはロッド、およびこれらを所定の位置に保持する目的で必要な

小寸法のブラケット。 
 
ｈ.  以下の場合に限り、摩耗保護のために金属構成部品が追加される： 
 

i. 質量が０.０３kgを超える構成部品が一切ないこと。 
 
ii. 隣接する構成部品が、互いに、または第３条５項３に記載されているフロアエッジウィン

グ支持ブラケットに接着されたり、機械的に固定されたりしていないこと。 
 
iii. すべての構成部品は床構造に接着され、機械的に固定されていなけれればならない。 
 
iv. これらの構成部品の合計質量は、車両の各側部で０.３kg以下であること。 

 
 

第４条 質量（MASS） 
 
4.1 最低質量 

 
燃料を除いた車両の質量は、競技期間中常に７９８ｋｇを下回ってはならない。 
 
検査が要求された際、車両にドライ天候用タイヤが装着されていない場合、ＦＩＡテクニカルデリ

ゲートが選択したドライ天候用タイヤ１セットで質量を決定する。 
 

4.2 質量配分 
 
車両を水平面に置いた状態でフロントアクスルとリアアクスルの質量を測定し、第４条１項で規定

された質量をそれぞれ０.４４６と０.５３９の率で計算される値を予選の全行程で下回ってはならな

い。０.５kg単位で四捨五入する。 
 
検査が要求された際、ドライ天候用タイヤが装着されていない車両は、ＦＩＡテクニカルデリゲー

トが選択したドライ天候用タイヤで質量を決定する。 
 

4.3 タイヤの質量 
 
第４条１に定める重量制限および第４条２に定める率は、タイトルに言及されるカレンダー年に行

われる選手権およびその前の年の選手権で使用されたドライ天候用タイヤの合計セットおよび個々

のアクスルセット重量との差（第４条１については も近い１kgに切り上げ）に応じて上下に調整

される。 
 
4.4 バラスト 
 

バラストは、その取り外しに工具を必要とするような方法で固定されているならば、またその全体

が懸架質量に関して不動を保つ場合に使用することができる。ＦＩＡテクニカルデリゲートによっ

て必要とみなされた場合には、封印を施すことができるようなものでなければならない。 
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バラストは第４条６項２に明記されるドライバー重量を達成する目的にのみ指定され、以下でなけ

ればならない： 
 
ａ. コックピット入口型板の前後の広がりの間で、その全体が車両に配置される。 
 
ｂ. サバイバルセルにしっかりと取り付けられ、ＦＩＡにより封印される。 
 
ｃ. 明確に識別できる。 
 
そのような公称１０kgのウェイトが第１３条２項に記述される衝撃試験に提出されること。 

 
4.5 レースまたはスプリントセッション中の追加 
 

圧搾ガスを例外として、レースまたはスプリントセッション中はいかなる物質をも車両に加えては

ならない。レースまたはスプリントセッション中、車両の何らかの部分を交換する必要が生じた場

合、新たに取り付ける交換部分の重量が元の部分の重量を超えてはならない。 
 
4.6 ドライバーの質量 

 
4.6.1 ドライバーの座席および運転装備品を含めたドライバーの質量は、選手権の第１戦にてＦＩＡテク

ニカルデリゲートが確定する。この参照質量は選手権シーズン中いつでも、ＦＩＡテクニカルデリ

ゲートが必要とみなす場合に修正できる。この参照質量はドライバーと下記第４条６項２に言及さ

れるバラストの 低質量を確立するために使用される。 
 
4.6.2 ドライバーの参照質量は、その目的のために指定された一切のバラストの質量に追加され、競技期

間中は如何なる時も８０kg未満となってはならない。 
 
 
第５条 パワーユニット 
 
5.1 定 義 

 
5.1.1 パワートレイン 

 
ドライブシャフトを含まないドライブシャフトまでの、パワーユニットおよび関連のトルク伝達装

置。 
 
5.1.2 パワーユニット（ＰＵ） 

 
付属品と共に完成される内燃エンジン、およびターボチャージャー、エネルギー回生システムすべ

て、およびそれらを常に機能させるために必要なすべての作動システムおよびＰＵ制御エレクトロ

ニクス。 
 
5.1.3 エンジン（ＩＣＥ） 
 

付属品を含む内燃エンジン、およびその正常な機能に必要な作動システム。 
 
5.1.4 ターボチャージャー（ＴＣ） 

 

エンジンの圧力充填に使用されるコンプレッサー、エンジンの排気系に接続されコンプレッサーを

駆動するためのタービン、コンプレッサーとタービンの間の駆動系、およびそれぞれのハウジング

とベアリングのアセンブリ。 

 

5.1.5 エネルギー回生システム（ＥＲＳ） 
 

車両からエネルギーを回収し、そのエネルギーを貯蔵し、車両の推進にそれを利用できるよう設計

され、また任意で、その正常な機能に必要な一切の付属品および作動システムを動かすようにも設
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計された装置。 
 
5.1.6 モータージェネレーター運動ユニット（ＭＧＵ－Ｋ） 

 
モータージェネレーター運動ユニットは、ＥＲＳの一部としてドライブトレインに機械的につなげ

られた電気機械である。 
 
5.1.7 モータージェネレーター熱ユニット（ＭＧＵ－Ｈ） 

 
モータージェネレーター熱ユニットは、ＥＲＳの一部として過給装置の排気タービンに機械的につ

なげられた電気機械である。 
 
5.1.8 エネルギー貯蔵（ＥＳ） 

 
エネルギーを貯蔵するＥＲＳの部分で、その安全制御電子機器と 小限のハウジングを含む。 

 
5.1.9 エンジン気筒容積 
 

エンジンの気筒内でピストンの運動により排出される容積をいう。この容積は、立法センチメート

ル（cm³）で表わされる。エンジンの気筒容積を算出する場合のパイ（π）の数値は、３.１４１６

とする。 

 

5.1.10 燃焼室 
 

燃焼が行われるポペット弁の開閉によって制御されるエンジンシリンダ内の密閉空間。 

 

5.1.11 気筒内圧センサー 
 

燃焼室内の圧力を測定する機能を持ったセンサー。 

 

5.1.12 燃料噴射装置 
 

混合気を供給する装置またはコンポーネント。 

 

5.1.13 高圧燃料ポンプ 
 

高圧噴射に必要な圧力にまで燃料を加圧することを唯一の目的とした機械装置。電子制御式も可能。 

 

5.1.14 燃料流量計 
 

通過する燃料の流量を測定する機能を持つセンサー。 

 

5.1.15 イグニッションコイル 
 

スパークプラグに高電圧を供給するための誘導コイルを含むアセンブリ。 

 

5.1.16 付属品 
 

メインシステムの主要な活動をサポートすることで、その動作を可能にする機能を持つコンポーネ

ント。 

 

5.1.17 過給 
 

何らかの方法により、燃焼室内に充填される燃料／空気の混合気の重量を（吸気系統および／また

は排気系統内において通常の大気圧、ラム効果、および力学的効果により引き起こされる重量に対

して）増加させる装置をいう。燃料の加圧噴射は過給とはみなされない。 
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5.1.18 コンプレッサーインレット 
 

一切のコンプレッサーに流入する燃焼用空気すべてが通過するクローズドセクションを持つダクト

を含む構成部品。ダクトは、第５条１０項にて認められている可変ジオメトリー装置の一切の部分

の上流に伸張していなければならない。 

 

5.1.19 コンプレッサーアウトレット 
 

各々が１つのコンプレッサーから出る燃焼用空気すべてが通過するクローズドセクションを持つダ

クトを含む、1つまたは複数の構成部品。 
 
5.1.20 エンジンプレナム 

 

燃焼するための空気が入る燃焼室の上流にある加圧された容器。この容器（含複数）は、いくつか

の構成部品で構成される。一般的に理解されているように、コンプレッサーからエンジンに空気を

搬送するパイプは、エンジンプレナムの一部ではない。 

 

5.1.21 ＥＳセル 
 

電気化学反応によって電気を生成・蓄積する、ＥＳの根本となる部分。 

 

5.1.22 ＤＣ-ＤＣコンバータ 
 

自動車やパワーユニットの電気・電子部品で使用するために、直流（ＤＣ）のソースをある電圧レ

ベルから別の電圧レベルに変換する、エネルギーを消費することのみが可能な電子回路または電気

機械装置。 
 
5.1.23 補助オイルタンク（ＡＯＴ） 

 

補助オイルタンク（ＡＯＴ）はエンジンにつながれた単一の容器で、その機能は唯一エンジン潤滑

システムの補充のためのエンジンオイルを保持することにある。 

 

5.1.24 パワーユニット制御電気系（ＰＵ－ＣＥ） 
 

パワーユニット・サブシステムを制御するために使用され、プログラム可能な半導体または高電力

開閉装置を含む構成部品。 

 

これには、ＭＧＵ－Ｋ制御ユニット、ＭＧＵ－Ｈ制御ユニット、インジェクター制御ユニット、点

火制御ユニット、ＤＣ－ＤＣが含まれるが、これらに限定されない。 

 

ＦＩＡ標準ＥＣＵ、ＦＩＡセンサー、ＥＳ安全制御電気系は除外される。 

 

5.1.25 エンジン排気システム 
 

シリンダーヘッドからタービンおよび/またはウエストゲートまで（それら自体は含まない）のエン

ジン排気ガスを運ぶ部品のアッセンブリ。タービンやウエストゲート出口のテールパイプ（含複数）

は含まれない。システム一式は、左と右のアセンブリで構成される。 

 

5.1.26 ＥＳメインエンクロージャー 
 

少なくとも第５条１３項６に掲げる要素を囲い、それらをサバイバルセル内に設置できる外部構造

物。連続した閉じた容積を形成するよう剛体的に連結された要素で構成されてもよい。 

 

5.1.27 バッテリー管理システム（ＢＭＳ） 
 

ＢＭＳは、ＥＳの重要な安全システムの一つである。ＢＭＳは内部故障を検知し、ＥＳが安全でな
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いとＢＭＳが判断した場合、バッテリーから／への電力供給を削減するか、ＥＲＳを停止させなけ

ればならない。 

 

5.1.28 高電圧 
 

大使用電圧がＡＣ３０ＶｒｍｓまたはＤＣ６０Ｖを超える電気部品または回路の分類。 

 

5.1.29 危険な電気ショック 
 

人体を通過する２ｍＡを超える電流によって生じる生理的な反応。 

 

5.1.30 車両の主アース接地 
 

車両のすべての導電性部分の電気的基準電位で、通常ＩＣＥブロックにある。 

 

5.1.31 露出した導電性部分 
 

ＩＰ２Ｘに従って試験指が触れることができ，通常は活電ではないが，単一故障条件下では活電と

なる可能性のある電気機器の導電部分。 

 

5.1.32 活電部 
 

通常使用の高電圧部品または回路に属し，絶縁抵抗が１００Ω／ＶＤＣ，および５００Ω／ＶＡＣ

未満の導電性部品。 

 

5.1.33 基本絶縁 
 

活電部品に適用される絶縁で，接触した場合に危険な電気ショックに対する保護を提供するもの。 
 

5.1.34 付加絶縁 
 

故障時の危険な電気ショックから保護するために、基本絶縁に加えて施される独立した絶縁。 

 

5.1.35 二重絶縁 
 

基本絶縁と付加絶縁の両方からなる絶縁。二重絶縁は、２つの異なる故障モードを持つ２層の絶縁

体で構成される。その２つの層は別々に試験することができる。 

 

5.1.36 強化絶縁 
 

二重絶縁と同等の電気ショックに対する保護等級を提供する危険な活電部品の絶縁。 

 

5.1.37 最大動作電圧 
 

１００μｓ未満のＤＣ電圧の残留変動を無視して、製造者の仕様に従って通常の動作条件下で発生

する可能性のあるＡＣピーク間電圧またはＤＣ電圧の 大値。 

 

5.1.38 バルブステム 
 

バルブステムは、動作時にバルブガイド内を摺動する構成部品の部分である。 

 

5.1.39 ウエストゲート 
 

排気バルブの下流およびタービンホイールの上流の任意の場所で、完全な排気システムから排気流

体を放出するために使用される装置。 
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5.1.40 ポップオフバルブ 
 

コンプレッサホイールの下流でインレットバルブの上流にある、エンジンインレットシステムから

空気を放出し再循環させるために使用される装置。 

 

5.2 エンジンの仕様 
 
5.2.1 レシプロピストンによる４ストロークエンジンのみ認められる。 
 
5.2.2 エンジンの気筒容積は、１６００ccでなければならない（＋０／－１０cc）。 
 
5.2.3 燃料質量流量は、１００kg/hを超えてはならない。 
 
5.2.4 燃料質量流量は、１０,５００rpmより下で、Ｑ（kg/h）＝０.００９Ｎ（rpm）+５.５を超えてはな

らない。 
 
5.2.5 パーシャル負荷において、燃料質量流量は、下記で定められる制限曲線を超えてはならない。 

－ エンジンパワーが -５０ｋWを下回っている時に、Ｑ（kg/h）＝１０ 
－ エンジンパワーが -５０ｋWを超えている時に、Ｑ（kg/h）＝０.２５７×エンジンパワー(kW)＋２２.８５ 

 
5.2.6 過給は、エンジンクランクシャフトに平行なＹ＝２５のインボードにあるシャフトアッセンブリに

よって、１つのみのシングルステージ排気タービンにつなげられる、単一のインレットを持つ唯一

のシングルステージ圧縮器の使用によってのみ、発生させることができる。そのシャフトは、シャ

フトアッセンブリ、圧縮器およびタービンが常に共通の軸について、同じ角運動速度で回転するこ

とを確実にするよう設計されていなければならず、モータージェネレーター熱ユニット（ＭＧＵ－

Ｈ）はそれに直接連結することができる。シャフトはその他いかなる装置とも機械的につながるこ

とはできない。ＦＩＡ技術部が承認した部品のみを使用することができる。ＦＩＡ技術部の承認は、

ＰＵ製造者が選手権シーズン中に当該部品を使用する場合、当該部品の供給元と独占契約を締結し

ないことを条件とする。承認申請書は、前年の１１月１日までにＰＵ製造者からＦＩＡに送付され

なければならない。 
 

当該部品の供給者（ＰＵ製造業者を含む）とＰＵ製造業者との間で締結された、当該供給者の以下

の可能性を制限する目的及び／又は効果を有する契約は，独占契約として扱われるものとする。 
 
ａ. 他のＰＵ製造者からの要請を検討すること、および／または 
 
ｂ. 合理的な商業的条件の下で、申請者の仕様を満たす部品を供給すること。 

 
5.2.7 すべてのエンジンは、６気筒９０°Ｖ型でなければならず、各シリンダーの正常断面形状は真円で

なければならない。 
 
６つの気筒すべては等しい容量のものでなればならない。 

 
5.2.8 エンジンは各シリンダーにつき２つの吸気バルブと２つの排気バルブを有していなければならない｡ 

 
軸方向変位量を伴うレシプロ・ポペットバルブのみが許される。 
 
可動バルブ構成部品と不動のエンジン構成部品との間の接触シール面は真円でなければならない。 
 

5.2.9 エンジンの排気ガスは、シリンダーボア中心線の外側の出口からのみシリンダーヘッドの外へ出す

ことができ、”Ｖ”中心範囲から出すことはできない。 
 
5.2.10 クランクシャフトは、コネクティングロッド・ベアリングジャーナルを３つのみ有することができ

る。 
 
5.2.11 ＰＵコンポーネント内のインサートは、 小限で取り外し不可能な部品であり、その機能はこのコ

ンポーネントの機能を局所的にサポートするのみである。コンポーネント内のインサートの総容積

は、コンポーネントの総容積の１０％を超えることはできない。 
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5.2.12 すべてのパワーユニットのブリーザー液は、大気に通気することのみができ、ＸＲ＝０の後ろ、Ｙ＝

１００のインボード、Ｚ＝４００の下にある単一のオリフィスを通過しなければならない。ブリー

ザー液はパワーユニットに再び入ることはできない。 
 
5.2.13 継ぎ目からの偶発的な漏れ（システムの内外を問わず）を除き、圧縮機吸入口に入る空気はすべて、

または、その空気のみが燃焼室に入らなければならない。 
 
5.2.14 原動機ユニットは、 大２つのウエストゲートと２つのポップオフバルブを装備することができる。 
 
5.2.15 エンジンオイルの消費量は、通常の運転状態で決して０.３０ℓ／１００ｋｍを超えてはならない。 
 
5.3 その他の推進手段およびエネルギー回生 
 
5.3.1 上記第５条２項に規定されているエンジンおよび１つのＭＧＵ－Ｋ以外は、車両を推進するいかな

る装置の使用も禁止される。 
 
5.3.2 エネルギーの流れ、パワーおよび充電限度のＥＳ（エネルギー貯蔵）状態は、下記のエネルギーフ

ロー図解に定義されている。 

 

パワーユニットエネルギーフロー 

凡例：エンジン - ＥＲＳ - その他 

 
 
（図内）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
エネルギー貯蔵（ＥＳ） 
（第５条１項８） 
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ＥＳの最大と最小充填状態の差は、車両が走路上にある時常に４ＭＪを超えることはできない。 
いかなるＥＳに貯蔵されるエネルギー量も、車両が予選中ピットレーンあるいはガレージで、あるいはレースのピットストッ

プで静止状態にある間、１００ｋｊ以上増大させることはできない。 
 
無制限 
ＭＧＵ制御ユニット 
無制限 
最大貯蔵５００Ｊ 
１ラップにつきＥＳからＭＧＵＫへ最大４ＭＪ 
１ラップにつきＭＧＵＫからＥＳへ最大２ＭＪ 
 
無制限 
非ＥＲＳエネルギー貯蔵 
単一ＥＲＳの外部で車両に貯蔵されるエネルギーは最大３００ＫＪ 
２ｋｗより大きな割合で最大２０ＫＪ回収される 
 
単一ＭＧＵＨ 
第５条１項７ 
 
単一ＭＧＵＫ 
第５条１項６ 
 
無制限         過給装置        無制限 
           第５条２項６ 
 
大＋１２０ｋｗ（放出モード） 小－１２０ｋW（回生モード） 

ピットレーンからレースをスタートあるいは再開する車両は例外とし、ＭＧＵＫはスタンディングスタートの

間車両速度が１００km/hに達した時点でのみ使用できる。 
 
エンジン 
（第５条１項３） 
燃料質量流は１００kg/hを超えてはならない 
（第５条２項３） 
 
１０５００rpm未満では、燃料質量流はＱ（kg/h）＝０.００９ Ｎ（rpm）＋５.５を超えてはならない。 
（第５条２項４） 
 
無制限 
 
エンジン付属品 
（第５条１４項） 
 
その他の付属品 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

車両が走路上にある時は、周回計測は、計時ラインを連続して通過するごとに実施されるが、ピッ

トに入る時に周回は終了し、次の周回はピットレーンのスタート時より開始される（競技規則に規

定される通り）。 

 

エネルギーと電力の要件が守られていることを確認するため、すべての車両はＦＩＡが指定した供

給業者が製造し、ＦＩＡが定めた仕様で較正された電気式ＤＣセンサーを取り付けなければならな

い。これらのセンサーは、ＰＵ－ＣＥの密閉された外周の外側にのみ設置することができ、以下の

ように使用される： 
 
ａ. センサー１個は、エネルギー貯蔵装置に出入りするすべての電気エネルギーを測定するために、

ＥＳマイナスＤＣ極に接続されなければならない。 
 
電圧検知線は、ＥＳプラスＤＣ極センサーの専用測定ポイントに接続されなければならない。 
 
センサーのデータは、競技参加者が利用できるようにする。 
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ｂ. センサー１個は，ＥＳプラスＤＣ極に接続しなければならない。 

 
電圧検知線は、ＥＳマイナスＤＣ極センサーの専用測定ポイントに接続しなければならない。 
 
センサーのデータは、ＦＩＡのみで使用可能とする。 

 
ｃ. ＭＧＵ－Ｋに流入・流出するすべての電気エネルギーを測定するため、ＣＵ－ＫプラスＤＣ極

にセンサを１つ接続しなければならない。 
 
電圧検知線は、ＣＵ－ＫマイナスＤＣ極センサーの専用測定ポイントに接続しなければならな

い。 
 
センサーのデータは競技参加者が利用できるようにする。 

 
ｄ. ＣＵ－ＫマイナスＤＣ極にセンサーを１つ接続しなければならない。 

電圧検知線は、ＣＵ－ＫプラスＤＣ極センサーの専用測定ポイントに接続しなければならない。 
 
センサーのデータは、ＦＩＡのみで使用可能となる。 

 
ｅ. ＤＣ極が２つ以上あるＣＵ－Ｋ設計の場合、センサーは追加のＤＣ極それぞれに接続されなけ

ればならない。 
 
電圧検出線は、ＣＵ－ＫプラスまたはマイナスＤＣ極センサーの専用測定点に接続されなけれ

ばならない。 
 
センサーのデータは、ＦＩＡのみで利用可能である。 

 
ｆ. ＭＧＵ－Ｈに出入りする全ての電気エネルギーを測定するため、１つのセンサーをＣＵ－Ｈマ

イナスＤＣ極に接続しなければならない。 
 
センサーのデータは競技参加者が利用できるようにする。 

 
ｇ. ＤＣ－ＤＣコンバーターで消費されるすべての電気エネルギーを測定するため、１つのセンサ

ーをＤＣ－ＤＣコンバーターのプラスＤＣ極に接続しなければならない。 
 
センサーのデータは競技参加者に提供される。 

 
電気エネルギーは、先に挙げた１つ以上のセンサーによって直接測定されることなく、消費箇所間

を流れてはならない。これは、設計により保証され、検査により検証可能でなければならない。 
 
ＥＲＳの設計と電気式ＤＣセンサーの設置は、ＦＩＡの承認を得なければならない。 
 
ＭＧＵ－Ｋの 大出力を監視するために、０.９５の固定効率補正が使用される。 
 

5.3.3 ＭＧＵ－Ｋは、メインクラッチの手前でパワートレインに恒久的に機械的にのみつなげられなけれ

ばならない。この機械的連結は、エンジンクランクシャフトに対しての速度比が固定したものでな

ければならない。 

 
このリンクには、動的トルクのオーバーシュートから部品を保護する目的でのみ速度比を一時的に

変化させる、インラインの受動的な散逸エネルギーによるトルク制限装置を組み込んでもよい。こ

の装置は、クランクシャフト回転数を基準とした場合、２２０Ｎｍ以上でのみ作動する。 
 
ＭＧＵ－Ｋの回転速度は、５０,０００rpmを超えてはならない。 
 
ＭＧＵ－Ｋの重量（本規則付則３の１２欄に定義される通り）は、７kg未満となってはならない。 
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ＭＧＵ－Ｋの出力は、１２０ｋＷを超えてはならない。ＭＧＵ－Ｋの 大トルクは、２００Nmを

超えてはならない。このトルクは、クランクシャフト速度を基準とし、第５条３項２に規定される

固定される効率補正が、ＭＧＵ－Ｋ 大トルクを監視するために使用される。 
 
ＭＧＵ－Ｋの積層厚は、０.０５mm未満であってはならない。 
 

ＭＧＵ－Ｋには、ＦＩＡが定めた仕様でＦＩＡ指定業者が製造・較正したトルクセンサーを装着し

なければならない。ＭＧＵ－Ｋのトルクセンサーの取り付けは、ＦＩＡが承認したものでなければ

ならない。 
 
5.3.4 ＭＧＵ－Ｈは、過給システムに機械的にのみ、つなげられなければならない。この機械的連結は、

排気タービンに対しての速度比が固定したものでなければならない。 
 

ＭＧＵ－Ｈの回転速度は、１２５,０００rpmを超えてはならない。 
 
ＭＧＵ－Ｈの重量（本規則付則３の１４欄に定義される通り）は、４kg未満となってはならない。 

 
5.3.5 車両には、上述の要件が遵守されていることを証明するために、ＦＩＡのデータロガーに必要なす

べてのシグナルを提供する公認されたセンサーが取り付けられなければならない。 
 

5.3.6 ＦＩＡ技術部が承認したセルのみが、ＥＳに使用できる。ＦＩＡ技術部の承認は、ＰＵ製造者が選

手権シーズン中に当該部品を使用する場合、当該部品の供給元と独占的な契約を結ばないことを条

件とする。承認申請書は、前年の１１月１日までにＰＵ製造者からＦＩＡに送付されなければなら

ない。 
 

当該部品供給者（ＰＵ製造者を含む）とＰＵ製造者との間で締結された、当該供給者の以下の可能

性を制限する目的および／または効果を有する契約は、独占契約として扱われる： 
 
ａ. 他のＰＵ製造者からの要請を検討すること、および／または 
 
ｂ. 合理的な商業的条件の下で、申請者の仕様を満たす部品を供給すること。 
 

5.3.7 非ＥＲＳ型エネルギー貯蔵装置およびその供給するコンポーネントは、付属品とみなされ、第５条

１４項１に従うものとする。 
 

5.4 パワーユニットの寸法 
 
5.4.1 シリンダーボアの直径は８０mm（±０.１mm）でなければならない。 
 
5.4.2 クランクシャフト中心線は、Ｙ＝０、Ｚ＝９０（±０.５ｍｍ）に位置し、Ｘ軸と平行でなければな

らない。パワーユニットは、クランクシャフトと同軸でなければならない、単一の出力シャフトに

よりギアボックスへトルクを伝達することのみができる。この出力シャフトは、車両を前から見た

時に、時計方向に回転しなければならない。 
 
5.4.3 バルブ軸直径は、４.９５mm未満となってはならない。 
 
5.4.4 クランクシャフトのメインベアリングジャーナルの直径（クランクシャフト上で計測して）は４３.

９５mm未満となってはならない。 
 
5.4.5 クランクシャフトのクランクピン・ベアリングジャーナルの直径(クランクシャフト上で計測して)

は、３７.９５㎜未満となってはならない。 
 
5.4.6 エンジンの気筒は、１８.０を超える幾何学的圧縮比を有することはできない。 
 
5.4.7 本規則付則３に記載の表の当該欄に明記されるパワーユニットのすべての要素は、以下の２つの容

積の結合体内に設置されなければならない： 
 

ａ. ＸＰＵ＝０とＸＰＵ＝７００にある２つのＸ平面の間の容積。 
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ｂ. ＸＰＵ＝－１５０とＸＰＵ＝０の２つのＸ平面の間の容積で、Ｙ＝１２５のインボードでＺ＝８０

０より下にあるもの。 
 
5.4.8 エンジン（ＩＣＥ）の取り付け部は、サバイバルセルへの連結に使用されるＭ１２スタッド６つと

トランスミッションの連結に使用されるＭ１２スタッド４つまたは６つでのみ構成できる。これら

のスタッドは、サバイバルセル、エンジン、あるいはトランスミッションに取り付けることができ

る。スタッドの取り付け終端部はＭ１２でなければならず、フリーエンドは異なる直径であってよ

い。すべてのスタッドは１００ｋＮ以上の引張強度を有していなければならない。 
 
サバイバルセルへの連結に使用されるスタッド６つの取り付け面は、［ＸＰＵ，Ｙ，Ｚ］＝［０，±

２１５，１５］、［０，±３４０，２６０］、［０，±１７５，４２０］に位置しなければならな

い。これら６つすべてのスタッドが使用されなければならない。 
 
トランスミッションへの連結に使用されるスタッドの４箇所の取り付け面は、［ＸＰＵ，Ｙ，Ｚ］＝

［４８０，±１００，１５］と［４８０，±２５５，３４５］に位置しなければならない。これら

のスタッドは４つすべてを使用しなければならない。任意で、座標が［ＸＰＵ，Ｙ，Ｚ］＝［４８０，

±１５０，１４０］であることを条件に、さらに２つのスタッドを使用することができる。 
 
公差±０.２mmが、上記寸法、スタッドの中心を参照するすべての寸法に認められる。本条項の寸

法はすべて、車両中心面に対して対称に装着されたスタッドのものである。 

 

サバイバルセルからギアボックスへの追加の負荷経路を提供するエンジンへの連結を伴う一切の部

品は、その主たる目的に偶発的に生じるものである場合にのみ、そのような提供をしてよい。 

 

5.5 質量および重心 
 
5.5.1 パワーユニットの総質量は 低１５１kgでなければならない。 
 
5.5.2 パワーユニットの重心は、Ｚ＝２００の上になければならない。 

 
5.5.3 エネルギーを貯蔵するＥＳの部品の総質量、つまりセル（取り付け板含む）およびセルの電気的連

結部は、２０kg以上２５kg以下でなければならない。 
 

5.5.4 ピストンの質量（ピストンピン、ピストンピン保持装置およびピストンリングを伴い）は、 
３００g未満となってはならない。 

 
5.5.5 コネクティングロッドの質量（留め具、スモールおよびビッグエンドベアリングを伴い）は、 

３００g未満となってはならない。 
 
5.5.6 前後のメインベアリングジャーナル中間位置の間の、完全なクランクシャフトの組み立て品の質量

（バランスマス、ボルト、栓、境界線の間のＯリングを含め）は、５,３００g未満となってはなら

ない（付則２第１図参照）。 
 
5.5.7 本規則第５条５項１、第５条５項２および付則４に対する適合性を確立するにあたり、公認された

パワーユニットの範囲は、本規則付則３に示される表に従って定義される。 
 

5.6 パワーユニットのトルク要求 

 

5.6.1 ドライバーが駆動輪への加速トルクを制御できる唯一の方法は、サバイバルセル内に取り付けされ

た単一フット（アクセル）ペダルによるものである。 
 

5.6.2 アクセルペダルの作動範囲の中で特定の位置を見つけることのできる、あるいはドライバーがある

位置にペダルを留めるのを支援する設計は認められない。 
 

5.6.3 所与のエンジン回転数すべてにおいて、ドライバーのトルク要求マップは、アクセルペダル位置の

増加に対して単調に増加しなければならない。 
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5.6.4 ４,０００rpmを超える所与のアクセルペダル位置すべてにおいて、ドライバートルク要求マップは

－（マイナス）０.０４５Nm／rpm未満の勾配を有してはならない。 
 
5.7 パワーユニット制御 
 
5.7.1 ＦＩＡ ＡＤＲあるいはＦＩＡ標準ＥＣＵに記録された各々の信号から計算されたアクセルペダル

位置入力信号とそれに対応する出力要求値との間で認められる 大遅延は、５０msである。 
 
5.7.2 チームは、ＦＩＡ標準ＥＣＵが利用するパワーユニット環境設定の正確性を立証することを求めら

れる場合がある。 
 
5.7.3 パワーユニット制御はクラッチの位置、動きあるいは操作によって影響を受けてはならない。 
 
5.7.4 アイドル回転数制御の目標値は、４,０００rpmを上回ることはできない。 
 
5.7.5 いくつかのパワーユニット保護がＦＩＡ標準ＥＣＵで使用可能である。 

予選中と決勝レースまたはスプリントセッション中に使用可能なパワーユニット保護には、 低９

秒のホールドタイムを設定しなければならない。各チームが 高の安全レベルを達成できるよう、

エアトレイ火災検知およびスロットル・フェイルセイフの仕様は、例外的に制限されない。 
 

5.7.6 パワーユニットは、ＦＩＡ標準ソフトウェアのトルク要求を達成しなければならない。 
 
5.7.7 パワーユニットによって発生するトルクを測定するために，次のセンサーを取り付けなければなら

ない： 
 

a. 各ドライブシャフトには、ＦＩＡによって承認された公認トルク測定システムが装着されてい

なければならない。 
 
b. パワーユニット出力シャフトには、ＦＩＡが指定した供給業者によって製造され、ＦＩＡが定

めた仕様で較正されたトルクセンサーが取り付けられていなければならない。 
 
これらのトルクセンサーの装着およびＦＩＡ標準ＥＣＵへの接続は、ＦＩＡの承認を受けなければ

ならない。 
 
5.7.8 エンジンプレナム空気温は、大気温度より１０℃以上高くなければならない。この規則への適合を

評価するとき、空気の温度は、予選およびレースまたはスプリントセッションの各周回の間、エン

ジンプレナム内のＦＩＡ認可の場所に配置されたＦＩＡ認定の封印されたセンサーによって記録さ

れた周回の平均となる。レースまたはスプリントセッションの 初の周回、セーフティカーの出動

中に行われた周回、その走行セッションの 速ラップより少なくとも２０％遅いタイムの周回、ピ

ット・インとアウトの周回、および明白に通常ではない周回（テクニカルデリゲートの判断による）

は、平均温度を評価するためには使用されない。大気温度は、ＦＩＡ指定の気象サービス提供者が

記録した気温とする。この情報はタイミングモニターにも表示される。 
 
5.8 エンジンの高回転数制限 
 

エンジン高回転数制限は、条件の差異により変化させることができるが、すべてが７５０rpmの回

転域内に入ることを条件とする。しかしながら、以下の場合には低い回転数制限を使用できる： 
 
ａ. ギアボックスがニュートラルあるいは後退である。 
 
ｂ. ストール防止機能が作動している。 
 
ｃ. ドライバーのクラッチ操作が、ドライバーのクラッチ作動装置の利用可能な全作動範囲の９

５％を超えている場合で、ドライバーエラーからエンジンを保護するためにのみ使用できる。 
 
ｄ. エンジン保護機能が作動している。 



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  56 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
ｅ. バイトポイント検知機能が作動中である。 
 
ｆ. セーフティカー導入中であるか、あるいはフォーメションラップ中である。 

 
上述の条件を除き、パワーユニットアクチュエーターは、人為的にパワーユニット回転数を制御す

るため、あるいは 終回転数制限値より下で７５０rpmより上の回転域にてパワーユニットレスポ

ンスを変更するために使用することはできない。 
 
5.9 排気流体 
 
5.9.1 接合部（システムの中へあるいは外へ）およびパワーユニットのブリーザー液の偶発的な漏れを除

き、コンプレッサーインレットおよび燃料噴射装置へ入る、すべてのおよび唯一の液体はエンジン

排気システムから出なければならない。 
 
5.9.2 すべてのタービン出口およびすべてのウエストゲート排気流体は、第３条８項２ ｂ.項に定義された

「テールパイプ」を通過しなければならない。 
 
5.9.3 第３条８項２.ｂに定義された排気テールパイプを通過する流体の総質量流量は、吸気要求量と噴射

燃料量の合計が１０００ｋｇ／ｈを超える場合にのみ、その値を超えることができ、「吸気要求量」

とは、指定条件下でトルク要求を達成するために燃焼に厳密に必要となる吸気質量流量とする。 
 
5.10 可変ジオメトリーシステム 
 
5.10.1 過給システムの制御に必要な装置を除き、可変ジオメトリー排気システムは認められない。可変ジ

オメトリータービン（ＶＧＴ）あるいは可変ノズルタービン（ＶＮＴ）のいかなる形態も、または

タービンホイールインレット地点のガス通過区間を調整する一切の装置も認められない。 
 
5.10.2 可変バルブタイミングおよび可変バルブリフトプロフィールシステムは認められない。 
 
5.11 燃料システム 
 
5.11.1 燃料インジェクターに供給される燃料圧力は５００barを超えることはできない。 
 
5.11.2 シリンダーにつき１つの燃料インジェクターのみが認められ、吸気バルブの下流あるいは排気バル

ブの上流に一切の燃料インジェクターがあってはならない。ＦＩＡ技術部に承認された部品のみが

使用できる。ＦＩＡ技術部の承認は、同一ボディの燃料インジェクターが、すべての競技参加者に

対して非独占的に、かつ通常の商業条件で入手可能であることが条件となる。承認申請書は、前年

の１１月１日までにインジェクター供給会社からＦＩＡに送付されなければならない。 
 
5.11.3 すべての車両には２つの燃料流メーターが、燃料タンクにその全体的が配置される状態で取り付け

られなければならない。そのセンサーはＦＩＡが決定する仕様通りにＦＩＡの指定した供給業者に

よって製造、較正され、ＦＩＡ技術部により規定されているようにのみ搭載し、使用することがで

きる。さらに、パワーユニットに供給されたすべての燃料は、これらの公認されたセンサーを通過

しなければならず、第５条１１項２に記載された燃料インジェクターによってすべて燃焼室に供給

されなければならない。 

 
5.11.4 燃料インジェクターに供給される燃料の圧力、温度を直接計測する公認されたセンサーが取り付け

られなければならず、これらの信号はＦＩＡのデータ記録装置に提供されなければならない。 
 
5.11.5 計測点通過後の流率を増加させる、あるいは燃料を貯蔵およびリサイクルする目的および／あるい

は効果のある一切の装置、システム、あるいは手順も禁止される。適合性を確認するため，燃料系

統の各副回路の追加測定が要求される場合がある。燃料流量が９０kg/hを超える場合，燃料圧力は

各副回路で一定に保たれなければならない。 
 
5.11.6 すべての車両は、ＦＩＡ世界モータースポーツ評議会が指定した単一供給業者が、ＦＩＡ技術部が

決定した仕様で製造した高圧燃料ポンプを装着しなければならない。 
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5.11.7  サバイバルセルの外には、 大０.２５リットルの燃料を保管することができるが、エンジンの通常

運転に必要なものに限られる。 
 
5.12 点火システム 
 
5.12.1 点火は、シリンダー毎の単式点火コイルと単一スパークプラグによるもののみが許される。 

シリンダーにつき 大５つのスパークが、１つのエンジンサイクルに認められる。 
 
プラズマ、レーザーあるいはその他の高周波数点火技術は禁止される。 
 
ＦＩＡ技術部に承認された点火コイルのみが使用できる。ＦＩＡ技術部の承認は、当該点火コイル

が非独占的かつ通常の商業条件ですべての競技参加者に使用可能であることを条件とする。承認申

請書は、前年の１１月１日までに点火コイル供給会社からＦＩＡに送付されなければならない。 
 
5.12.2 電極間の高電圧放電により機能する従来型のスパークプラグのみが認められる。 

スパークプラグは第５条１７項および１８項に記載された材質制約に従う必要はない。 
 
5.13 エネルギー回生装置（ＥＲＳ） 
 
5.13.1 ＥＲＳの一切の外部の部品あるいは手の届く部品またはＭＧＵ制御ユニットに属するコンデンサに

高電圧をかけることができない場合、そのシステムは停止状態にあるとみなされる。 
 
ＥＲＳは下記の方法で停止できなければならない： 
 
ａ. 第８条８項１により要求されるスイッチ 
 
ｂ. 第８条８項２により要求されるスイッチ 
 
ｃ. 第９条４項により要求されるスイッチあるいはボタン 
 
停止プロセスは、起動から２秒以上かかってはならず、第８条８項１および第８条８項２に記載さ

れたいずれかの手段によりイグニッションへの電気回路が遮断された場合に直ちに開始されなけれ

ばならない。 
 
5.13.2 ＥＲＳは、ＦＩＡ標準ＥＣＵがストール防止エンジン遮断を起動した時に停止しなければならない。 
 
5.13.3 すべての車両は２つのＥＲＳ状態表示ライトが取り付けられていなければならず、そのライトは： 
 

ａ. ＦＩＡ指定の製造者によって供給され、本技術規則および競技規則付則の指示に従って取り付

けられる。 
 
ｂ. 車両の主要な油圧、空気圧あるいは電気式システムが作動しなくなった場合にも、競技会中常

に作動状態を保つこと。 
 
ｃ. 車両のエンジンが停止して、車両が停止状態になった場合に、少なくとも１５分間動力供給が

されている状態を保つこと。 
 
ｄ. ＩＳＯ３８６４基準に従い、 小三角辺が３０mmの「高電圧”ＨＩＧＨ ＶＯＬＴＡＧＥ”」

のシンボルで照明から５０mm以内の位置でマーキングされていること。 
 

5.13.4 すべての車両は、ＥＲＳ状態表示ライトのコントロールを手助けするために、車両の操作および絶

縁状態に関する信号をＦＩＡ ＡＤＲに提供しなければならない。 
 
5.13.5 車両の 大ピーク電圧は、決して１０００Ｖを超えてはならない。 
 
5.13.6 パワーユニットの次の要素は、全体がサバイバルセル内に設置されなければならない。 
 

ａ. 本規則の付則２の１６列と１７列に定義されているＥＳ要素。 
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ｂ. ＥＳ ＨＶ ＤＣバスに接続された一切のＤＣ－ＤＣコンバータ。アクティブ部品、エンクロ

ージャー、ブラケットおよびサポートを含む。 
 
ｃ. ＣＵ－Ｋ。アクティブ部品、エンクロージャー、ブラケットおよびサポートを含む。 
 
ｄ. ＣＵ－Ｈ。アクティブ部品、エンクロージャー、ブラケットおよびサポートを含む。 
 
ｅ.ＥＳとＣＵ－Ｋ／ＣＵ－Ｈ／ＤＣ－ＤＣコンバータ間のＨＶ ＤＣ接続。すべての導体、絶縁、

ＥＭＣスクリーニング、機械的および熱的シールドが含まれる。 
 
これらの部品群の容積と質量の 小値は、それぞれ２２.０ｌと３１.０ｋｇである。これらの値を決

定するために使用される手順は、技術および競技規則の付則に記載される。 
 
5.14 エンジンの付属品 
 
5.14.1 別段の定めがない限り、付属品は機械的に、または電気的に駆動することができる。電気駆動の付

属品は、パワーユニットを含む、いかなるドライブトレインにも機械的に接続させることはできな

い。付属品は車両の推進に使用することはできない。 
 

ＥＲＳの起動・停止の操作時に安全および制御目的で使用される総容量１００ｋＪ未満のバッテリ

ーを除き、通常のＥＲＳ運転ではエネルギー供給ができないようにしなければならない；電気エネ

ルギーは付属品からＥＲＳ高圧ＤＣバスのどのＤＣ極の方向へも流れてはならない。これは設計で

保証され、検査で検証可能でなければならない。 
 
ＤＣ－ＤＣコンバーターからＥＳに電気エネルギーが流れないように、ＤＣ－ＤＣコンバーターの

正極に直列にダイオード１つを取り付けなければならない。 
 
5.14.2 １０barＧを超える供給を行うすべての燃料ポンプ、冷却ポンプ、スカベンジポンプ、オイル／空気

分離器、および油圧ポンプは、固定された速度レシオで、エンジンおよび／あるいはＭＧＵ‐Ｋに

直接機械的に運転されなければならない。 
 

5.14.3 パワーユニットが常に正しく機能することを保証するために必要な流体の圧力（冷却液、オイル、

燃料、空気を含むがこれらに限定されない）を測定するために使用される圧力センサーは、ＦＩＡ

世界モータースポーツ評議会で指定された単一供給業者によって、ＦＩＡ技術部が決定する仕様に

製造されなければならない。シリンダー圧力センサーは、この要件から除外される。 
 

5.14.5 ＦＩＡ技術部が承認したシリンダー圧力センサーのみを使用することができる。ＦＩＡ技術部の承

認は、当該センサーが非独占的に、かつ通常の商業条件ですべての競参加技者が利用できることを

条件とする。承認申請書は、センサー供給会社からＦＩＡに前年の１１月１日までに送付されなけ

ればならない。 
 
5.15 エンジンの吸気 
 
5.15.1 吸気システム内の接合部あるいは冷却ダクトからの偶発的な漏出（システム内へか、あるいはその

外でのどちらか）を除き、エンジンに入るすべての空気は、ＸＣ＝－８５０からＸＲ＝－５００の間

の単一Ｘ面上に位置し、Ｚ＝２００より上方に配置される 大２つの吸気口を経由してボディワー

クに入らなければならない。 
 
さらに、そのような吸気口はすべて、車両にドライバーが着座していない状態で、第２ロール構造

体とそれに取り付けられた一切の部品を取り除き（第１２条４項２参照）車両を前から見た場合に、

全体が見える状態でなければならない。 
 
5.15.2 第５条１１項３に規定される通り、燃料以外の物質の燃焼用空気への追加は禁止される。排気ガス

の再循環は禁止される。 
 
5.16 材質および構造 － 定義 
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5.16.1 Ｘ基合金（例：ニッケル基合金）－ Ｘはその合金に％ｗ／ｗベースで も豊富に含まれる組成要素

でなければならない。要素Ｘの 低可能重量率は、合金に含まれるその他の個々の組成要素の 大

可能重量率を常に上回っていなければならない。 
 

5.16.2 Ｘ－Ｙ基合金（例：アルミニウム－銅基合金）－ Ｘは上記第５条１６項１と同様に も豊富に含ま

れる組成要素でなければならない。さらに要素Ｙは、合金のＸの含有量に次いで第２番目に多く含

まれている組成要素（％ｗ／ｗ）でなければならない。Ｙの平均含有値およびその他の合金要素が、

第２番目に高い合金組成要素（Ｙ）を決定するのに使用されなければならない。 
 

5.16.3 金属間化合物材質（例：TiAl、NiAl、FeAl、Cu3Au、NiCo）－ これらは金属間化合物相、つまり

材質の基質の５０％ｖ/ｖを超える部分が金属間化合物相（含複数）から成るものを基礎とした材質

である。金属間化合物相は、部分的にイオン性または電子対を共有するものであるか、あるいは長

距離相関によって結合する金属の何れかを呈する、化学比において短距離構成の２つ以上の金属間

の固容体である。 
 

5.16.4 複合材質 － これらは材質の基質が連続あるいは非連続相の何れかで強化されている材質である｡基

質は、金属、セラミック、重合体またはガラスを基礎としたものであることができる。強化は長繊

維（繊維の長さが１３mmを超える）あるいは、短繊維とすること、非連続的なものではウイスカ

ーおよび素粒子であることができる。ナノスケールの強化材質は、複合材質であるとみなされる。

（強化の寸法すべてが１００mm未満である場合は、強化がナノスケールであるとみなされる）。 
 

5.16.5 金属基複合材質（MMC’s） － これらは、金属基質の融点より１００℃高い温度で液体相にて溶性

でない他のセラミック、金属、炭素、あるいは金属間層の０.５ｖ/ｖ％以上を含む金属基質を伴う複

合材質である。 
 

5.16.6 セラミック材質（例：Al2O3、SiC、B4C、Ti5Si3、SiO2、Si3N4）－ これらは、無機、非金属固体材

質である。 
 
5.16.7 ナノ材質 － １００ｎｍ未満の１つ以上の寸法（例：長さ、幅、高さ、直径）を持つ、意図的に作ら

れた物体である。（１ｎｍ＝１×１０－９メートル）。 
 

5.17 材質および構造 － 一般 
 
5.17.1 特定の適用について明確に許されていない限り、以下の材質はパワーユニットのいかなる場所にも

使用されてはならない。 
 

ａ. マグネシウムを基礎とした合金 
 
ｂ. 金属基質の融点より１００℃高い温度で液体相にて溶性でない他のセラミック、金属、炭素、

あるいは金属間層を２.０％ｖ/ｖを超えて含む金属基複合材質（MMC’s） 
 
ｃ. 金属間化合物材質 
 
ｄ. 重量の５％を超えるプラチナ、ルテニウム、イリジウム、あるいはレニウムを含む合金。 
 
ｅ. ２.７５％を超えるベリリウムを含む、銅を基礎とした合金。 
 
ｆ. ０.２５％を超えるベリリウムを含む、その他一切の合金系。 
 
ｇ. タングステンを基礎とした合金。 
 
ｈ. セラミックおよびセラミックマトリックス複合材質。 
 
ｉ. ２.５重量％を超えるリチウムを含むアルミニウム基合金。 
 
ｊ.  ナノマテリアルを含む材質。 
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ｋ.  非結合ナノ材質を含む断熱材。 
 

5.17.2 特定の用途で明示的に許可されていない限り、ＦＩＡ技術部が承認した材質のみをパワーユニット

に使用することができる。ＦＩＡ技術部の承認は、当該材質が非独占的かつ通常の商業条件ですべ

ての競技参加者が利用できることを条件とする。２０１８年に公認されたＦ１ ＰＵに存在した材質

には適用されない。承認申請書は、前年の１１月１日までにＰＵ製造者からＦＩＡに送付されなけ

ればならない。 
 
5.17.3 第５条１７項１の制約は、被覆に適用されない。ただし、被覆の総肉厚がすべての軸において基礎

となる材質の断面肉厚の２５％を超えないことを条件とする。すべての場合において、第５条１７

項４ ｂ.項の場合を除き、当該被覆は０.８mmを超えてはならない。 
 
被覆が、金、プラチナ、ルテニウム、イリジウム、あるいはレニウムを基礎としたものである場合、

被覆の肉厚は０.０３５㎜を超えてはならない。 
 
5.17.4 第５条１７項１ ｈ.項の制約は以下の適用には適用されない： 

 
ａ. 第一の目的が電気あるいは熱絶縁である一切の部品。 
 
ｂ. 第一の目的が排気システム外側の熱絶縁である一切の被覆。 

 
5.17.5 マグネシウムを基礎とした合金で、それが認められているところでは、競技参加者に非独占ベース

で通常の商的条件にて入手可能でなければならない。ＩＳＯ１６２２０あるいはＩＳＯ３１１６に

よって扱われるこれらの合金で、ＦＩＡに承認されているもののみ使用できる。 

 
5.17.6 第５条１７項１ ｂ.項の制限は、アルミニウム－銅ベースの材質のＴｉＢ２精製には適用されない。

結晶粒微細化のためのＴｉＢ２の添加は、 大５％ｖ/ｖまで許容される。 

 
5.18 材質および構造 － 構成部品 
 
5.18.1 ピストンは、第５条１７項を遵守しなければならない。チタニウム合金は認められない。 

 
5.18.2 ピストンピンは、鉄ベースの合金により製造されていなければならず、素材単体から機械加工され

なければならない。 
 

5.18.3 コネクティングロッドは、鉄あるいはチタニウムベースの合金により製造されていなければならず､

溶接や接合部のある組み立てのない素材単体から機械加工されていなければならない（ボルト付き

の大きなエンドキャップや干渉用の小さなエンドブッシュを除く）。 
 

5.18.4 クランクシャフトは、鉄ベースの合金で製造されていなければならない。 
フロントとリアの主ベアリング・ジャーナルの間では溶接が禁止される。 
クランクシャフトには１８,４００kg/㎥を超える密度の材質を組み入れてはならない。クランクシ

ャフトに組み入れられるこれらの部品はタングステンを基礎とする材質で製作できる。 
 

5.18.5 カムシャフトは、鉄ベースの合金で製造されていなければならない。 
各カムシャフトとローブは、素材単体から機械加工されなければならない。 
フロントとリアのベアリング・ジャーナルの間では溶接が禁止される。 

 
5.18.6 バルブは金属間材質、あるいはアルミニウム、鉄、ニッケル、コバルトまたはチタニウムベースの

合金で製造されていなければならない。中空バルブ（冷却のためにナトリウムあるいは類似のもの

が充填されているなど）も認められる。しかし、作られる主な空洞は、一定の直径を持つ円筒形で

なければならない。 
 

製造や組み立てを容易にするために、主な空洞の上下に機械加工を施すことができるが、そのよう

な加工は、バルブの中心線上に配置された、主な空洞の直径よりも１.０mm大きい実質上のプレー

ンシリンダーを超える容積を作ってはならない。 
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さらに第５条１７項３および第１５条１項２に詳細のある制約はバルブには適用されない。 
 

5.18.7 往復および回転運動を行う構成部品 
 

ａ. 往復および回転運動を行う構成部品は、グラファイト基、金属基複合材質あるいはセラミック

材質から製造されてはならない。この制約はクラッチおよび一切のシール部には適用されない。 
 
ｂ. ローラーベアリングの回転要素は、鉄ベースの合金あるいはセラミック材質で製造されていな

ければならない。 
 
ｃ. クランクシャフトとカムシャフト（ハブを含む）の間のすべてのタイミング・ギアは鉄ベース

の合金で製造されていなければならない。 
 
ｄ. 高圧燃料ポンプの要素は、セラミック材質で製作できる。 
 
ｅ. ねじりダンパーの要素は、タングステンをベースとした素材で製作できる。 

 
5.18.8 静止構成部品 

 
ａ. それらの中の挿入物を除き、サンプ、シリンダーヘッド、およびシリンダーヘッドカムカバー

を含むエンジンのクランクケースおよびシリンダーヘッドはアルミニウム合金、あるいは鉄合

金で製造されていなければならない。 
 

構成部品の全体またはその一部分であっても、複合材質または金属基複合材質は認められない。 
 
ｂ. 上記ａ.項に一覧される以外の部品で、第５条２３の下でペナルティを受けないで変更できない

静止部品には、マグネシウムをベースとした合金が認められる。 
 
ｃ. エンジンの内部で潤滑あるいは冷却を維持するための機能を第１とするあるいは第２とする一

切の金属性構造は、鉄ベースの合金、アルミニウム合金、あるいは第５条１８項８ ｂ.項で認め

られる場合にはマグネシウムベースの合金により製造されていなければならない。 
 
ｄ. すべてのねじ付きファスナー類は、以下の２つの例外を除き、コバルト、鉄あるいはニッケル

を基礎とした合金により製造されていなければならない。例外は： 
 

i. 第一の機能が、セラミックあるいはポリマー材質で製作することのできる、電気絶縁体と

なることが求められるファスナー。 
 
ii. 電子制御装置の中に使用されるアルミニウムまたは銅を基礎とした合金またはポリマー

（プラスチック）材質で製作できるファスナー。 
 
複合素材は認められない。 
 

ｅ. バルブシート挿入物、バルブガイドおよびその他一切のベアリング構成部品は、強化用に使用

されていないその他の相と共に金属性浸透予備形成品から製造することができる。 
 
ｆ. バラストはタングステンベースの素材で製作することができる。 
 
ｇ. シリンダーヘッドにおいて、直接燃焼にさらされる部分の投影表面のうち、１気筒あたり 低

１２００ｍｍ２がインサートで構成されてはならない。 低表面積は、ボア中心線に沿った火

面の投影で、同じ軸を中心とした直径８０ｍｍの円内で、バルブを閉じた状態で評価される。 
 

5.19 材質および構造 － 過給および排気システム 
 
5.19.1 パワーユニット排気システムのすべての構成部品（シリンダーヘッドからタービンハウジングある

いはウエストゲート出口ハウジングを含むそれらまで）で、主要排気ガス流に接しているものは、

コバルト、鉄あるいはニッケルをベースとした合金で製作されなければならない。一切のガスケッ

トあるいはシールはこの制約から除外される。 
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5.19.2 コンプレッサー内（コンプレッサーインレットからコンプレッサーアウトレットまで）のすべての

回転および往復運動を行う構成部品は、アルミニウム、チタニウムあるいは鉄をベースとした合金

で製作されなければならない。 
 
5.19.3 排気システムの中にも、コンプレッサー配管の中にもない静止構成部品は、鉄ベース合金、アルミ

ニウム合金あるいはチタニウム合金で製作されなければならない。 
 
5.19.4 コンプレッサーハウジング（コンプレッサーインレットからコンプレッサーアウトレットまで)は、

アルミニウムあるいはマグネシウムをベースとした合金で製作されなければならない。 
 
5.19.5 タービンホイールが損傷した場合にそれにより生じる一切のかなりの破片がタービンハウジングに

よりその内部に納まるように対策がなされなければならない。ただし，軸故障の場合は、タービン

ハウジングおよび/またはテールパイプアッセンブリー内に破片を収めなければならない。 
 
5.20 材質および構造 － エネルギー回生、貯蔵システムおよび電子システム 
 
5.20.1 エネルギー回生および貯蔵システムのすべての金属製ケースは、鉄、アルミニウムあるいはチタニ

ウムベースの合金で作成されなければならず、金属マトリックス複合材質が使用可能な動力電子冷

却ベースプレートのためのものを除き、第５条１７項のすべての条件に適合しなければならない。 
 
5.20.2 エネルギー回生および貯蔵システムの金属製ケースを除き、電子システムのすべての金属製ケース

は、鉄、アルミニウム、チタニウムあるいはマグネシウムベースの合金で作成されなければならい。 
 
5.20.3 エネルギー貯蔵装置は、第５条１７項１ ａ.項、ｂ.項、ｃ.項およびｈ.項に従う必要なく、第５条１

７項３の規制も受けない。 
 
5.20.4 電気機械内部の永久磁石は、第５条１７項１ ａ.項、ｂ.項、ｃ.項およびｈ.項に従う必要なく、第５

条１７項３の規制も受けない。 
 
5.20.5 電子ユニット内の電子構成部品は、一切の材質に関する制約を受けない。 
 
5.20.6 ＥＳセル材質は、第５条１７項１ ｊ.項の対象とはならない。 
 
5.21 エンジンの始動 
 

チームの指定ガレージ内、ピットレーン内およびグリッド上においてエンジンを始動させるために、

車両に一時的に連結する補助的装置を使用することができる。 
 
5.22 ストール防止システム 
 

ストール防止システムを装着している車両の場合、事故を起こした時にエンジンのかかった状態の

まま放置されることがないよう、すべてのそのようなシステムは起動後１０秒以内でエンジンを切

るよう設定されていなければならない。 
 
このようなシステムの唯一の目的は、ドライバーが車両の制御を失った場合にエンジンがストール

するのを防ぐことである。システムが作動している時に車両がセカンド以上のギアにある場合、複

数段ギアチェンジはファーストギアあるいはニュートラルの何れかになり、その他のすべての状況

下ではクラッチのみを作動できること。 
 
このようなシステムが起動する度に、クラッチは完全に切り離されなければならず、ドライバーの

クラッチ作動装置の利用可能な全動作範囲の９５％を超える要求により、ドライバーが手動でクラ

ッチを操作することよってシステムの機能を止めるまで、その状態を維持しなければならない。 
 

5.23 パワーユニット部品の交換 
 

本規則付則２の表を参照。 
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上記表内で”ＥＸＣ”と表示される部品は、Ｆ１競技規則の第２３条３に規定されているペナルテ

ィを受けることなく交換できる。これらの部品の何れかが変更され、封印を破損することになる場

合、それは認められるが、ＦＩＡの監督の下で実施されなければならない。変更された部品は、Ｆ

１競技規則の付則４に従い、公認された部品によってのみ置き換えができる。 
 

5.24 オイルおよび冷却液装置と給気冷却 
 
5.24.1 冷却液ヘッダータンク：水を基礎とした冷却材を入れた車載の一切のヘッダータンクには、ゲージ

の 大圧力が３.７５barＧに設定されたＦＩＡ承認の圧力解放バルブが装着されていなければなら

ない。圧力解放バルブの詳細は、本技術および競技規則の付則に掲載されている。ヘッダータンク

が取り付けられていない車両では、代替の位置がＦＩＡにより承認されていなければならない。 
 
5.24.2 冷却装置：パワーユニットの冷却装置は、燃焼用の空気も含め、いかなる液体の潜在的な気化熱も

意図的に利用してはならない。ただし、第５条１０.３に示されるようなエンジン内の通常の燃焼を

目的とする燃料は除く。 
 
5.24.3 メインオイルタンクレベル測定：メインオイルタンクのオイルレベルの測定結果は、ＦＩＡに常に

提供されなければならない。メインオイルタンクは、油圧ポンプの入口でエンジンオイルフィード

に直接接続されているオイルタンクである。 
 
5.24.4 オイル噴射：ＰＵのいかなる部分とエンジン吸気との間に、アクティブ制御弁を使用することは禁

じられている。 

 

5.24.5 補助オイルタンク（ＡＯＴ） 
 

ａ. ＡＯＴは１つのみを車両に取り付けることができる。 
 
ｂ. ＡＯＴおよびそのエンジンとの接続部の総容積は、２.５リットル以下でなければならない。Ａ

ＯＴとエンジンの間のオイルの移動は、ソレノイドにより制御されなければならない。 
 
5.25 一般的な電気安全 
 
5.25.1 原則 
 

ａ. 電気系統またはＥＲＳの単一故障により、人が活電部品にさらされるようなことがあってはな

らない。 
 
ｂ. 使用されている部品は、通常の運転中であろうと、合理的に予見可能な誤動作の場合であろう

と、いかなる状況や条件の下でも人身事故を引き起こすことはできない。 
 
ｃ. 単一の故障が複数の故障を予測的に発生させる場合、それらは単一故障点として考慮されなけ

ればならない。 
 

5.25.2 ケーブル、配線、コネクター、スイッチ、電気機器の保護 
 

ＥＳメインエンクロージャーの外部にある、またはアクセス可能な、高電圧で動作するすべての電

気部品について、以下の設計手法を遵守しなければならない： 
 
ａ. 基本絶縁と等電位ボンディング、二重絶縁、強化絶縁による電気ショックに対する保護； 
 
ｂ. 機械的損傷のリスクに対する保護； 
 
ｃ. 部品が応力（機械的、振動、熱）にさらされる場合は、ケーブルガイド、エンクロージャ、コ

ンジットを用いて固定すること； 
 
ｄ. 各ケーブルは、それぞれの回路電流に対する定格でなければならず、環境および動作条件に対

して適切に絶縁されていなければならない； 
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ｅ. 高電圧配線を含む配線器のセクションは、オレンジ色に着色すること； 
 
ｆ. コネクターは、未接続時はＩＰ２Ｘで、接続時はＩＰ６５でなければならない； 
 
ｇ. コネクタープラグは、物理的に、手の届く範囲にある正しいソケット１個にのみ接続可能でな

ければならない； 
 
ｈ. ＩＥＣ－６０６６４に基づく沿面距離と空間距離に準拠すること。ガレージで開かれるコネク

ターは、ＰＤ２以上と見なされなければならない； 
 

沿面距離とクリアランスの要件は、ＩＥＣ－６０６６４－１セッション６で提案された安全試

験で確認することができる。 
 

5.25.3 ＥＳメインエンクロージャー、ＭＧＵ－Ｈ、ＭＧＵ－Ｋおよび高圧接合ボックスには、ＩＳＯ７０

１０に準拠した「高電圧危険」のシンボルを表示しなければならない。 
 

5.25.4 ＥＳメインエンクロージャーの外部にある、ＥＲＳ高圧ケーブルはすべて以下を装備していなけれ

ばならない： 
 

ａ. ケーブルが接続されていない、または正しく接続されていない場合に高電圧を防止するシステ

ム。これらの状態が検出された場合、安全な操作を確保するために直ちにアクションを起こさ

なければならない。その処置のリストは、各競技参加者がＦＩＡに提出する故障モード影響解

析で事前に定義されなければならない。スプリアス検出を避けるため、 大１秒のソフトウェ

アデバウンスを使用することができる。 
 
b. 絶縁不良または損傷した高電圧線を絶縁監視システムで検出できるようにするシステム。 
 

5.25.5 高電圧が車両の低電圧システムに交流結合されるリスク故障モードを軽減するため、配線、ケーブ

ル、ハーネスが接続される、または近接して通過し、交流結合によって電流を流すことができるシ

ステムコンポーネントには、ボンディングが必要とされる。 
 
ボンディングは、絶縁不良によって発生する短絡電流や容量性カップリングによって発生する低電

流から保護しなければならない。これは、適切な寸法の配線または導電性部品を用いて実現するこ

とができる。 
 
等電位ボンディングが必要な部品はすべて車両のメインアースに接続され、等電位パスの抵抗は５.
０Ωを超えてはならない。 
 
さらに、高電圧システムの任意の２つの露出した導電性部分の間で測定された抵抗は、０.１Ωを超

えてはならない。 
 

5.25.6 絶縁監視システムは、車両のメインアースと導電接続された高電圧システム全体の間の絶縁抵抗を

測定するために使用されなければならない。これは接触器のＥＳ側に接続されなければならない。 
 

5.26 ＥＳの設計および設置 
 
5.26.1 オフボード充電器が接続されていない場合、ＥＳメインエンクロージャーとＥＳオフボード充電コ

ネクタの間に高電圧が存在してはならず、またいかなる合理的な方法によってもアクセス可能であ

ってはならない。 
 
5.26.2 噴射および点火の目的のみ、またはオフボード充電器が接続されてＥＳを充電または放電する場合

を除き、ＥＳメインエンクロージャーの外側には６０Ｖ以上のＤＣ電圧は存在してはならない。 
 
5.26.3 ＥＳは、ＢＭＳを備えなければならない。 
 
5.26.4 ＥＳは、短絡時にシステムを保護するために、ヒューズを装備しなければならない。ヒューズは、
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可能な限りセルの近くに配置されるものとする。 
 
ヒューズは、現実的な負荷のケースで動作することが試験され実証されていなければならない。 

 
5.26.5 ＥＳは、シャットダウン処理開始後にＥＳの高電圧部分を絶縁する、正極と負極につき１つずつ、

少なくとも２つのコンタクター（電磁接触器）を備えなければならない。 
 

コンタクターは、以下の絶縁耐力を提供しなければならない： 
 

ａ. 制御回路と高電圧接点との間。および 
 
ｂ. 高電圧回路が開いているとき、高電圧接点間。 
上記のａ.項とｂ.項の各々について： 
 
ｃ. 少なくともＥＳの 大ＤＣ電圧に１２００Ｖを加えたＤＣ電圧で，誘電体耐電圧試験を実施す

ること。デバイスは，漏洩電流が１ｍＡ未満でフラッシュオーバーすることなく，６０秒間Ｄ

Ｃ電圧に耐えなければならない。 
 
ｄ. 回路を開いた状態でＤＣ５００Ｖの直流電圧を加えて測定した電気抵抗は，５０ＭΩ以上でな

ければならない。 
 
一旦開くように指令されたら、コンタクターは高電圧回路を開いたままにしておかなければならな

い。 
 
コンタクターは、技術および競技規則の付則に記載されているように、現実的な負荷ケースで動作

することをテストして実証しなければならない。 
 
 
第６条 燃料装置 
 
6.1 燃料タンク 
 
6.1.1 燃料タンクはＦＩＡ基準ＦＴ５-１９９９の仕様に合致するか、それを上回る仕様の単一のラバーブ

ラダでなければならない。しかしながらタンク内の発泡フォームの取り付けは義務付けられない。

許可される素材の一覧が技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 
6.1.2 第５条１１項７で許可されたサバイバルセルからの燃料を除き、すべての車載燃料は、以下の制限

内で貯蔵されなければならない： 
 

ａ. ＸＰＵ＝０の前方。 
 
ｂ. ＲＳ－ＦＷＤ－ＦＵＥＬ－ＬＩＭＩＴより後方。 
 
ｃ. Ｙ＝４００のインボード。 

 
6.1.3 製造日から５年以上経過したラバーブラダを使用してはならない。 
 
6.1.4 すべての燃料タンクは、過圧を防止するための圧力解放バルブ、および第６条６項４の図に規定さ

れた燃料タンク圧力センサーを備えなければならない。ＦＩＡは、燃料タンクのすべての関連部品

の仕様および周辺構造の強度が、圧力開放バルブが設定される圧力と一致していることを証明する

よう競技参加者に要求する場合がある。 
 
6.1.5 燃料ブラダーにかかる 大内圧は、１.０ｂａｒＧを超えてはならない。 
 
6.2 取り付けと配管 
 
6.2.1 燃料ブラダーの開口部の総面積は３５,０００ｍｍ²を超えてはならない。 
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直径３５ｍｍ未満の円形開口部は、開口部の全径に１本のネジ式ファスナーを固定した取り付け部

品で閉じることができるが、このネジ式ファスナーには機械的な二次ロックが備わっていることが

条件となる。 
 

燃料ブラダーの他のすべての開口部は、以下の条件を満たすハッチまたは取り付け部品によって閉

じられなければならない： 
 

i. ブラダーの内側に接着された金属製のボルトリングに固定されていること。 
 
ii. ボルト穴の端が、ボルトリング、ハッチ、または取り付け部品の端から５ｍｍ以上離れて

いること。 
 
iii. 燃料ブラダーに直接取り付けられ、閉鎖部分にサバイバルセル構造体の一部が含まれてい

ないこと。 
 
iv. 複数のファスナーで固定し、ファスナーが一つ欠けてもクロージャーの安全性が損なわれ

ないようにすること。 
 

6.2.2 燃料ブラダーがサバイバルセルに取り付けられている場合、取り付け部品がサバイルセルから引き

離されても、燃料ブラダーの完全性を損なわずに、固定が機能しなくなるように設計されていなけ

ればならない。この評価では、取り付け部品の引き抜き荷重は、取り付け部品とブラダー（ブラダ

ーの片面）の間のクランプ面積から計算される。クランプ面積が、１,６５０ｍｍ２以上９,５０

０ｍｍ２以下の場合、荷重は点（１,６５０ｍｍ２，１１ｋＮ）と点（９,５００ｍｍ２，３７.５ｋＮ）

の間の直線補間となる。クランプ面積１,６５０ｍｍ２以下は、１１ｋＮとする。クランプ面積が９,
５００ｍｍ２以上の場合、荷重は３７.５ｋＮとして計算される。クランプ面積が６００ｍｍ２未満の

取り付け部品は使用できない。 
 
6.2.3 燃料タンクとエンジンの間にあるすべての燃料配管は、自動閉鎖・分離バルブを備えなければなら

ない。このバルブは、燃料配管の取り付け部を破損したり、燃料タンクから燃料ラインを引き抜く

のに必要な荷重の５０％を下回る負荷で分離するようになっていなければならない。 
 
6.2.4 燃料の入った配管がコクピットを通過してはならない。 
 
6.2.5 すべての配管は、漏れが生じた場合でもコクピット内に燃料が溜まらないように取り付けられてい

なければならない。 
 
6.2.6 １０barを超える圧力のかかった燃料を収容するすべての構成部品は、燃料タンクの外側に配置され

なければならない。 
 
6.3 燃料タンクの給油口 
 

燃料タンク給油口はボディワーク外板より突出してはならない。燃料タンクと外気とを結ぶブリー

ザーパイプは走行時に液体の漏れがないように設計されていなければならず、その排気口はコクピ

ットの開口部から２５０mm以上離されていなければならない。 
 
すべての燃料タンク給油口およびブリーザーは、燃料補給後の不完全なロックや衝突によって偶発

的に開く危険を少なくするために、十分なロック機能を確保するように設計されていなければなら

ない。 
 
6.4 燃料補給 
 
6.4.1 給油コネクターは車両がトラック上を走行中は常時カバーで覆われていなければならない｡カバーと

その取付具は、万一事故が発生した際に開いてしまわないように、十分な強度を有していなければ

ならない｡ 
 
6.4.2 車載の燃料温度は、競技参加者の指定されたガレージエリアを出た後、車両が走行する際に常に、

大気温より摂氏１０度以上低くなってはならず、または摂氏１０度より低くなってはならない。 
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遵守状況を評価する場合： 
 
ａ. 大気温度は、一切のフリー走行セッションおよび予選セッションの１時間前、またはレースも

しくはスプリントセッションの３時間前に、ＦＩＡが指定した気象サービス供給業者が記録し

たものとし、タイミングモニターに表示される。 
 
ｂ. 燃料の温度（ＴＦＦＭＦｕｅｌ）は、「チームＦＦＭ」と呼ばれるプライマリー燃料流量計が

車内で記録したものである。 
 
6.4.3 燃料の温度を下げるための車載装置を使用することは、いかなる装置であっても禁止される｡ 
 
6.4.4 レースあるいはスプリントセッション中に車両に燃料を追加したり、取り除いたりすることはでき

ない。 
 
6.4.5 給油の手続きは、競技規則第３６条の規定を尊重しなければならない。 
 
6.5 燃料の排出およびサンプル抽出 
 
6.5.1 競技参加者は車両からすべての燃料を排出させる方法を提供しなければならない。 
 
6.5.2 競技参加者は、競技期間中常に車両から１.０リットルの燃料サンプルを抽出できる状態を確保しな

ければならない。 
 

フリー走行および予選セッション、スプリントセッション、およびレースの終了後に当該車両が自

力でピットに走行して戻らなかった場合、上述のサンプル量に加えて、ピットに戻るのに消費され

たであろう燃料の量をも提供するよう要求される。追加の燃料量はＦＩＡによって決められる。 
 
6.5.3 燃料サンプル抽出を容易にするため、すべての車両は２インチの'Symetrics'オス型取付具１つを装

着していなければならない。燃料を取り除くために車載の電気ポンプを使用することができない場

合は、燃料サンプルが抽出されていることが明らかであることを条件に、外側に接続されているポ

ンプを使用することができる。外側のポンプが使用される場合は、それにＦＩＡサンプル抽出ホー

スを接続させることができなければならず、車両とポンプの間のホース部は直径３インチで長さは

２mを超えてはならない。燃料のサンプル抽出ホースの詳細は、本技術規則の付則に掲載されてい

る。 
 
6.5.4 サンプル抽出手順は、エンジンを始動させることやボディワーク（ノーズボックス・アセンブリお

よびいかなる給油コネクターのカバーを除く）を取り外すことを必要とするものであってはならな

い。 
 
6.6 燃料系油圧レイアウト 
 
6.6.1 付則５のセクション６Ａおよび６Ｅに記載されている部品は、ＯＳＣに分類される。 
 
6.6.2 プライマーポンプ、高圧ポンプ、燃料流量計、圧力・温度センサーは、ＦＩＡが義務付け、技術お

よび競技規則の付則に規定されているとおり、ＳＳＣとする。 
 
6.6.3 プライマーポンプと高圧ポンプ間のすべてのフレキシブルパイプとホース、およびそれらの取り付

け部品は、ＦＩＡによって義務付けられたＳＳＣである。その仕様は、技術および競技規則の付則

に記載されている。プライマーポンプと分離バルブの間のシステム内のフレキシブルホースの長さ

は、合計で１０００ｍｍを超えてはならない。分離バルブと高圧燃料ポンプの間のシステム内のフ

レキシブルホースの総延長は、５００ｍｍを超えてはならない。ＦＩＡ燃料流量計の入口までは、

フレキシブルホースの代わりに硬質パイプ、マニホールドおよびその取り付け部品を使用すること

ができる。 
 
6.6.4 燃料システムの油圧レイアウトは、機能的に下記の図面に示された回路図に適合していなければな

らない。追加構成部品（コレクター加圧システムなど）は、システムの適切な動作のために必要で
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あると考えられる場合、ＦＩＡの承認を得て許可される。 
 
さらに、燃料電池の加圧システム，充填／排出ホースなどの燃料電池構成部品は，示されたシステ

ムを機能的に阻害しない限りにおいて，許可される。 
 

 

 
 
6.6.5 燃圧ダンパーが取り付けられている場合、それは第５条１１項３に記載されている両方の燃料流量

メーターの上流に取り付けられていなければならない。 
 
6.6.6 コレクター内の燃料の圧力は、リフトポンプおよび／または以下のいずれかによって燃料セル容積

内の圧力に 対して上昇させることができる： 
 
i. 燃料の自由表面に作用する空気圧。あるいは 
 
ii. ピストンに作用する油圧オイルまたは空気圧。 

 
すべての場合において、コレクター内の圧力の増加は、プライマーポンプの入口圧力をキャビテー

ションポイントより上方に維持することのみを目的としなければならない。また、この目的のため

に使用される流体は、燃料の組成を変更するために使用されていないことを、ＦＩＡが納得するよ

うに証明しなければならない。 
 
*プライマーポンプ、ＮＲＶ、ダンパー、フィルタおよびＮＲＶ下流のＰＲＶは、コレクターの内部

又は外部に設置することができる。 
 
 
第７条 オイルおよび冷却液装置と給気冷却 
 
7.1 オイルタンクの位置 
 

すべてのオイル貯蔵タンクは、ＸＦ＝０とＸＤＩＦ＝１５０の間に設けられていなければならず、サバ

イバルセルの側端のアウトボードより出てはならない。 
 
7.2 オイルシステムの位置 
 

オイルを含むすべての部分は、リアコンプリートホイールＸＤＩＦ＝１５０の後方、またはＹ＝７５

０のアウトボードにあってはならない。 

任意 

ｺﾚｸﾀｰ 

任意 

圧力ｾﾝｻｰ 
任意 

ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻｰ 
基本供給 

構成部品(SSC) 

SSC がﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 

もしくは OSC 

ｵｰﾌﾟﾝｿｰｽ 

構成部品(OSC) 

ﾁｰﾑﾘｽﾄ構成部品（LTC) 

ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰへ 

FIA 

ｻﾝﾌﾟﾙ 
ｺﾚｸﾀｰ 

補充/排出 

ﾎﾟｰﾄ 

ｺﾚｸﾀｰ 

高圧燃料 

ﾎﾟﾝﾌﾟ 

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾎﾟﾝﾌﾟ* 

任意予備 

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾎﾟﾝﾌﾟ* 

任意 

ﾌｨﾙﾀｰ 

任意

ﾌｨﾙﾀｰ

任意 

p/T 

燃料ﾌﾟﾗｲﾏｰ 

任意 

ﾌｨﾙﾀｰ 

任意 

ﾌｨﾙﾀｰ 

ﾌﾞﾚｰｶｳｴｲﾊﾞﾙﾌﾞ 

FIA 

燃料流量 

ﾒｰﾀｰ 

ﾁｰﾑ 

燃料流量 

ﾒｰﾀｰ 

p/T 

FFM ｱ排出 

p/T 

FFM 吸入 任意 

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

ﾘﾌﾄ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾌｨﾙﾀｰ 
任意 PRV/ 

稼働時排出 

燃料セル 
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7.3 オイルおよび冷却液配管 
 
7.3.1 冷却剤や潤滑オイルが通過する配管は一切コクピット内を通過してはならない。 
 
7.3.2 すべての配管は、液体が漏れた場合にその液体がコクピット内に溜らないよう取り付けられていな

ければならない。 
 
7.3.3 油圧液配管の取り外し可能な連結部はコクピット内にあってはならない。 
 
7.4 熱交換器 
 
7.4.1 定義 
 

第７条４項および第１７条の内容については，次の定義が適用される： 
 

ａ. 熱交換器：２種類以上の流体の間で熱を移動させるための装置。 
 
ｂ. 第１次熱交換器：車両の上または中を流れる空気を利用して流体を冷却する熱交換器で、コア、

パイプ、ヘッダープレート、ヘッダータンク、フィンのすべてを含む。 
 
ｃ. 第２次熱交換器：車両の上または中を流れる空気以外の流体を使用して、別の流体を冷却する

熱交換器。 
 
ｄ. コア：流体の１つが複数の流路に分けられ、熱交換器の主要な機能が達成される熱交換器の任

意の部分。２つ以上のそのような構成要素が車の同じ側にあり、Ｙ＝２００よりアウトボード

にある場合、または２つ以上のそのような構成要素がＹ＝０平面の周りに集中しており、同じ

供給源からの流入液体、または同じ目的地に行く流出液体を有する場合、これらは同じコアの

一部と見なされる。同じ供給源からの流入液体も同じ目的地に向かう流出液体も共有しないそ

のような構成要素は、たとえ個々の構成要素が構造上の目的で互いに統合されていても、別々

のコアを形成すると見なされる。 
 
ｅ. パイプ：コアの中にある、流体の１つが流れる密閉された流路。 
 
ｆ. ヘッダープレート：ヘッダータンクのコアに隣接する面であり、それを通じてパイプが通過し、

パイプが密閉される。 
 
ｇ. フィン：対流および／または接触面積の増加により熱交換レベルを向上させる機能を持つ、管

と管の間又は管内の装置。 
 
7.4.2 第１次熱交換器の仕様と技術 
 

車両に使用される第１次熱交換器のコストを削減するために，以下の制限が適用される： 
 

ａ. コアとヘッダータンクはアルミニウム合金製でなければならない。 
 
ｂ. コアは積層造形で製造されてはならない。 
 
ｃ. パイプの肉厚は０.１８ｍｍ以上でなければならない。 
 
ｄ. パイプの内部断面は、構造補強リブおよび下記ｅ.項の内部フィンを考慮せず、少なくとも１

０ｍｍ２の面積を有していなければならない。 
 
ｅ. パイプ内に装着されるフィンの厚さは０.０６ｍｍ以上でなければならない。パイプ間のフィン

は、０.０５ｍｍ以上の厚みがなければならない。 
 
液体－気体・第１次熱交換器においては、以下の追加制限を適用する。 
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ｆ. そのコアは２つ以上の部分に分割することができ、各部分は平面でなければならず、すべての

部分は互いに平行でなければならない。管は直線で平行でなければならない。 
 
ｇ. ヘッダープレートは、パイプとエアフィンの平面で測定したとき、コアの面に対して垂直でな

ければならない。ヘッダープレートとパイプの交点における角度は６０°以上でなければなら

ない。さらに、１枚のヘッダープレートにつき２つまでの鋭い角を除いて、パイプ用の穴を開

ける前のヘッダープレートの曲率半径は５０ｍｍ未満となることはできない。 
 
7.4.3 第２次熱交換器の仕様と技術 
 

第２次側熱交換器は、シールや接着を除き、金属材質で構成されなければならない。 
 
7.4.4 新しい熱交換器技術 
 

現在、第７条４項で禁止されている技術であっても、性能の向上、質量の低減、部品寿命の向上を

もたらすものは、現在認められている技術より著しく高価でない限り、本規則の将来のバージョン

で考慮される。このような技術に対応するために第７条を変更する場合は、事前にすべての競技参

加者に相談されるものとする。 
 
 
第８条 電気装置 
 
8.1 定義 
 
8.1.1 電子的に制御されたもの 
 

半導体または熱電子技術を利用したコマンドシステムまたはプロセス。 
 
8.1.2 制御 
 

センサー、アクチュエーター、配線束またはユニットは、入力処理、入力障害検出または記録のみ

に使用される機能以外のオンボード戦略によって使用される場合、「制御」と称される。 
 
これには、例えば制御ループ、保護装置、ドライバー情報などで使用されるユニット、センサー、

アクチュエーター、配線束が含まれる。 
 
8.1.3 電子制御ユニット（ＥＣＵ） 
 

１つまたは複数の車両サブシステムを制御するプログラム可能な組み込みシステム。 
 
8.1.4 ＦＩＡ標準ＥＣＵ 
 

ＦＩＡが定めた仕様に基づき、ＦＩＡが指定した供給業者によって製造されたＥＣＵまたはＥＣＵ

とそのサブコンポーネントのセット。 
 
ＦＩＡ標準ＥＣＵは、少なくともマスターコントロールユニットと、ドライバー情報およびドライ

バー入力装置とのインターフェースに使用されるモジュールで構成される。 
 
8.1.5 ＦＩＡ事故データ記録装置（ＦＩＡ ＡＤＲ） 
 

ＦＩＡが定める仕様に基づき、ＦＩＡが指定する供給業者によって製造されたＥＣＵ。 
ＦＩＡ ＡＤＲの主な目的は、以下の事項を監視、記録または制御することである： 
 

ａ. 事故や事件に関連するデータ 

 

ｂ. マーシャリングおよび安全システムの管理。 

 

8.1.6 テレメトリー 
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遠隔でのデータ無線通信。 
 

8.2 ソフトウェアおよび電子装置の査察 
 
8.2.1 各シーズン開始前に車両の電気および電子系統がすべて調査され、すべての車載および通信ソフト

ウェアは、ＦＩＡ技術部による査察がなされなければならない。 
 
8.2.2 何らかの変更が行われる場合は、それが実施される予定の競技前に変更内容についてＦＩＡに通知

しなければならない。 
 
8.2.3 再プログラミング可能なすべてのマイクロデバイスは、ロードされているソフトウェアのバージョ

ンをＦＩＡが正確に確認することができる機能を備えていなければならない。 
 

プログラムされたソフトウェアを照合する解決策として受け入れられるものは、本技術および競技

規則の付則に掲載されている。 
 
8.2.4 プログラミング装置を含むすべての電子ユニットで、競技に使用される予定のあるものは各競技の

前に確認がなされるようＦＩＡに提出されなければならない。 
 
8.2.5 すべての車載されたソフトウェアのバージョンは、使用される前にＦＩＡに登録されていなければ

ならない。 
 
8.2.6 ＦＩＡは競技期間中いかなる時でも、義務付けられている電子安全装置の作動をテストできなけれ

ばならない。 
 
8.2.7 競技参加者は、第８条３項１に記載されたＥＣＵの内部または外部でホストされる制御アプリケー

ション用に、ＦＩＡから公認を受けたカスタムソフトウェアのみを実行することができる。 
 
公認プロセスの詳細は、技術および競技規則の付則に記載されている。 

 
8.2.8 １つの選手権シーズンで使用されるバージョンの数は、以下の表に示すように制限される。数値は

カスタムコントロールアプリケーションごとに記載されている。 
 2022 2023 2024 2025 

ECU チームアプリケーション 5 5 5 5 

ECU PU アプリケーション 5 1 1 1 

ERS & PU-CE アプリケーション 5 1 1 1 

 
車両のタイミングトランスポンダーがピットレーンを離れたことを示した時点で、そのバージョン

が使用されたとみなされる。 
 
信頼性、バグフィックス、標準または他のカスタムアプリケーションとの互換性のため、またはＦ

ＩＡからの要請による変更のみの場合、バージョンカウンターは増加しない。 
 

8.3 制御電子系 
 
8.3.1 パワーユニット、燃料系、トランスミッション系、ブレーキ系、タイヤ空気圧監視システム、およ

びＤＲＳのすべての構成部品は一切の付属のアクチュエーターに加え、ＦＩＡ標準ＥＣＵによって

制御されなければならない。 
 

そのＦＩＡ標準ＥＣＵは、ＦＩＡ承認のソフトウェアと共にのみ使用が認められ、ＦＩＡが詳細に

指定した方法でのみ、制御装置配線器、センサー、アクチュエーターに連結することができる。 
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ＦＩＡ標準ＥＣＵソフトウェアのバージョンおよびセットアップに関する追加情報は、本技術およ

び競技規則の付則に掲載されている。 
 
8.3.2 すべてＥＣＵ、制御センサー、アクチュエーターおよびＦＩＡ監視センサーはＦＩＡによって公認

される。公認手順の詳細は、本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 
制御装置の各構成部品はすべて封印され独自に識別され、それらの同一性について寿命サイクルを

通して追跡される。 
 
これらの構成部品およびユニットはいかなる方法であっても分解あるいは改造してはならず、封印

および識別は完全な状態で読み取りできるよう維持されなければならない。 
 
8.3.3 制御装置配線の連結性については、ＦＩＡの承認を受けなければならない。 
 

すべての配線束は、各制御センサーおよび各制御アクチュエーターが、ロギングのみのセンサーか

ら電気的に絶縁されていることを保証するように製作されていなければならない。 
 
一般的に、制御用配線束には、能動（アクティブ）あるいは受動（パッシブ）電子コンポーネント

があってはならない。例外（例えば、終端抵抗器）については使用の前にＦＩＡの承認を受けなけ

ればならない。 
 
追加の配線ガイドラインは、本技術および競技規則の付則に掲載されている。 

 

8.3.4 センサーの故障あるいはエラーがドライバーまたは車載のソフトウェアによって検知された場合は､

バックアップセンサーを使用することができ、異なるセッティングを手動あるいは自動で選択でき

る。しかしながら、バックアップセンサーやこのようにして選択された新たなセッティングの一切

は車両の性能を向上させるものであってはならない。スタートロックアウト中に行われたドライバ

ーの初期設定すべては、スタートロックアウト中、終了前に消すことはできない。 
 
8.3.5 空気圧式バルブの圧力は、受動性機械調整装置を介してか、またはＦＩＡ標準ＥＣＵから制御され

ることのみできる。また、その作動状況はＦＩＡ標準ＥＣＵによって監視される。 
 
8.4 スタートシステム 
 
8.4.1 レースのスタート合図が出される瞬間を検知する目的および／または効果のあるシステムは一切禁

止される。 
 
8.4.2 ＦＩＡ標準ＥＣＵは、パワーユニットおよびトランスミッションに関わるいくつかの機能を凍結あ

るいは機能しなくする各決勝レーススタート後あるいはピットストップ後の「ロックアウト」期間

を実行する。手順の詳細は、本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 
8.5 データ収集 
 
8.5.1 車両検査の補助として、ＦＩＡはすべての走路走行セッションの前、間および後において、以下の

ＦＩＡ標準ＥＣＵ情報に制限なくアクセスできるよう要求する： 
 
ａ. アプリケーションパラメーターの環境設定 
 
ｂ. 記録されたデータおよび事象 
 
ｃ. リアルタイムテレメトリーデータおよび事象 
 
競技の間を通じ、記録メモリと事象バッファデータは、ＦＩＡエンジニアのみが消去できるものと

する。 
 
ＦＩＡはＦＩＡラップトップを利用して、チーム提供の独立型装置経由でＦＩＡ標準ＥＣＵに接続

する手段を有していなければならない。チームは競技の間、常にジャンプバッテリーを利用可能と

すること。 



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  73 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
チームは、ＦＩＡが要求するとおりに、またＦＩＡ定形フォーマットにて、ＦＩＡネットワークに

リアルタイムでテレメトリーデータおよび事象を転送すること。 
 
レースあるいはスプリントセッションの前に、ＦＩＡ標準ＥＣＵデータ記録装置は、少なくとも２

時間１５分の間、記録メモリのサイズを超えることなくデータの記録ができるような仕様となって

いなければならない。 
 
8.5.2 ＦＩＡ標準ＥＣＵおよびＦＩＡ ＡＤＲにより提供されるものに追加されるすべてのデータ収集シ

ステム、テレメトリーシステムあるいは関連するセンサーは、すべての制御電子系から物理的に分

離され電気的に絶縁されたものでなければならない。ただし、以下は例外とする： 
 

ａ. 第１次調整ボルテージ供給 
 
ｂ. 車両システムアース接地 
 
ｃ. ＦＩＡ標準ＥＣＵ、テレメトリーユニットとＦＩＡ ＡＤＲに接続される通信接続 
 
ｄ. 電力供給装置。ただし、それらが制御系電子装置、制御センサーあるいはアクチュエーターに

電力供給するために使用されていないことを条件とする。 
 

ｅ. 時間同期配線 

 

ｆ. パワーユニット同期配線 

 

ｇ. 車両が走行しているときにコネクターが接続されないままとなっている連結配線束 

 

ＦＩＡによって承認されない限り、接合器あるいは分配器は、ＦＩＡ標準ＥＣＵシステムとチーム

のデータ収集装置とで共有することはできない。 

 

カップリングの使用は、それが配線による接続、磁気、光学的、あるいは信号の伝達を可能にする、

その他の接続である場合、本条項の文脈では適切な絶縁とは見なされない。 
 
8.6 テレメトリー 

 
8.6.1 すべての車両には、ＦＩＡが決定する仕様通りにＦＩＡの指定供給業者によって製造された車両か

らチームへのテレメトリーシステムが取り付けられなければならない。 
 

8.6.2 テレメトリーシステムはＦＩＡが承認した周波数で作動しなければならない。 
 
8.6.3 チームから車両へのテレメトリーは、以下を除き禁止される。 
 

ａ. 第８条１２項に定義されるＦＩＡマーシャリングシステム。 
 
ｂ. 第８条６項１に定義された車両からチームへのテレメトリーシステムが要求するハンドシェイ

ク通信。 
 

8.7 ドライバー入力および情報 

 
8.7.1 音声無線通信を除き、ドライバー情報やドライバー入力デバイスに関連する信号はすべてＦＩＡ標

準ＥＣＵで生成されなければならない。 
 
8.7.2 スイッチ、ボタン、パドルあるいはペダルを含むがそれらに限らない、ドライバーが利用するすべ

ての単一入力装置は、ＦＩＡ標準ＥＣＵの単一アナログ、あるいはデジタル入力に接続されなけれ

ばならない。 
  
 例外は、以下を操作するものとみなされる： 
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ａ. 予備のクラッチパドルセンサー 
 
ｂ. 予備のアクセルペダルセンサー 
 
ｃ. アクセルペダルが全作動域を超えて故意に押されたことを示す、独立した”キックダウン”セ

ンサー 
 
ｄ. 多重送信シフト信号 
 
ｅ. 予備のブレーキ圧およびペダルセンサー 
 
そのようなドライバーが操作する装置とＦＩＡ標準ＥＣＵとの間にあるインターフェースすべては、

ＦＩＡの承認を受けなければならない。 
 

8.7.3 ドライバーの制御についての一切の修正は、ドライバーによる直接の、意図的な、 初の行動によ

ってのみ命令することができる。 
 

ＦＩＡ標準ＥＣＵ入力から記録された未処理信号は、ドライバーの実際の行為を表すものでなけれ

ばならない。 
 

8.8 マスタースイッチ 

 
8.8.1 ドライバーは、安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に着座した状態で放電防

止つきサーキットブレーカースイッチを操作することによって、イグニッション、すべての燃料ポ

ンプおよびリアライトへの電気回路を遮断できなければならない。 
 
このスイッチはダッシュボード上に設けなければならず、白い縁取りをした青の三角形の中に赤の

スパークを描いた標識で表示されていなければならない。 
 
8.8.2 離れた場所からフックにより操作されることができる２つの水平ハンドルを設けなければならない。

これらのハンドルは車両両側の主要ロールオーバー構造体の基部に設けられ、第８条８項１に記載

のスイッチと同じ機能を有していなければならない。 
 

8.9 ドライバー無線 

 
8.9.1 すべての車両は、ＦＩＡが定める仕様でＦＩＡ指定供給業者によって製造された音声無線通信システ

ムを装着しなければならない。 
 
8.9.2 車両とピットをつなぐ一切の音声無線交信システムは、ＦＩＡ標準ＥＣＵへの承認された接続を除

き、独立型でなければならず、その他のデータを送信または受信してはならない。そのようなすべ

ての交信は、ＦＩＡおよび放送者にも傍受可能で利用できるものでなければならない。 
 

8.10 事故分析 

 
事故分析およびドライバーの救助のため、複数のチームが参加する各競技およびすべてのテストに

おいて、各車両は以下を装備しなければならない： 
 
ａ. ＦＩＡ ＡＤＲを１台； 
 
ｂ. 外部５００Ｇ加速度計２個； 
 
ｃ. 高速度カメラ１台； 
 
で、以下を各ドライバーが装着しなければならない： 
 
ｄ. インイヤー型加速度センサー； 
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ｅ. 生体認証グローブ。 
 
チームは、これらの部品が常に正常に作動するよう 善の努力を払わなければならない。 
 

8.10.1 ＦＩＡ ＡＤＲ 

 
以下の通り、ＦＩＡ ＡＤＲを装着し、機能しなければならない： 
 
ａ. ＦＩＡの指示に従うこと。 
 
ｂ. その中心面がＹ＝０から２５ｍｍ以内であり、上面が上向きであること。 
 
ｃ. １２個の辺は、第２条第１１項１に定める座標系に平行であること。 
 
ｄ. Ｚ＝３００以下であること． 
 
ｅ. コックピット内で、プランクや床を取り外すことなく、常にコックピット内から容易に手の届

く位置にあること。 
 
ｆ. 装置全体がＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＤＲＩＶＥＲの後方で、ＸＣ＝－４５０からＸＣ＝５０の間

に位置するようにすること。 
 
ｇ. 防振取付け部を介し、他のすべての物体に対して５ｍｍの間隔をあけること。 
 
ｈ. コネクタを前方に向けた状態。 
 
ｉ. ドライバーが通常に着席している状態で、ボディワークを取り外すことなく、ダウンロードコ

ネクタに容易にアクセスできること。 
 
ｊ. 供給業者が指定する動作範囲内、特に 高温度範囲内であること。 
 
ＦＩＡ ＡＤＲは、車両の電子システムに電力が供給されている時、および車両システムのスイッ

チが切られているが充電バッテリーあるいは連結物が接続している状態の時、常に内部バッテリー

が再充電できるように、公称電圧１２Ｖの電源から電力を得なければならない。 
 
ＦＩＡ ＡＤＲへの接続の詳細は、本技術および競技規則の付則に記載されている。 

 

8.10.2 外部加速度計 

 
ＦＩＡ ＡＤＲは、ＦＩＡが定める仕様でＦＩＡ指定供給業者によって製造された２つの５００Ｇ

外部加速度計につなげられなければならない。 
 
加速度計は、サバイバルセルに４本の４ｍｍのボルトを使用して車両中心平面上に堅牢に留められ

なければならない。１つは車両の公称重心に実施可能な限り近く配置し、もう１つはサバイバルセ

ルの中でできる限り前方に配置しなければならない。前方の加速度計は先端表面の下側に搭載する

ことができるが、サバイバルセルの構造部分に堅牢にボルト留めされることを条件とする。 
 
加速度計に関する詳細は、本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 

8.10.3 高速カメラ 

 
各車両にはＦＩＡが決定する仕様通りにＦＩＡの指定した供給業者によって製造された高速事故カ

メラが取り付けられなければならない。 
 
カメラはＦＩＡの指示に従って取り付けられなければならず、その詳細は技術および競技規則付則

に掲載さている。 
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8.10.4 インイヤー型加速度計 

 
各ドライバーは、ＦＩＡが指定した供給業者がＦＩＡの定める仕様で製造したインイヤー型加速度

計を装着しなければならない。 
 

8.10.5 生体認証装置 

 
ドライバーの救助を助けるため、ＦＩＡにより免除措置が認められない限り、ＦＩＡが定めた仕様

でＦＩＡが指定した供給業者が製造した生体認証装置を着用しなければならない。 
 

8.11 事故データ 

 
競技参加者は、事故または事件の後、いつでもＦＩＡ ＡＤＲをＦＩＡに提供し、アクセスできる

ようにしなければならない。事故または事件に関連するデータがレコーダーからアップロードされ

る際、当該チームの代表者が立ち会うことができる。その際、データのコピーはチームに提供され

る。 
 
事故原因に関する結論、または事故に関連するデータは、当該チームとＦＩＡの間で合意された報

告書の形式でのみ公表することができる。 
 

8.12 ＦＩＡマーシャリングシステム 

 

すべての車両は、ＦＩＡが指定した供給業者がＦＩＡの定める仕様で製造した、カーポジショニン

グシステムとレースコントロールと車両の双方向通信システムから成るマーシャリングシステムを

装着しなければならない。 

 

ＦＩＡが同様の機能を果たすと判断した部品は、いかなる車両にも装着することができない。 

 

マーシャリングシステムの詳細は、本技術および競技規則の付則に記載されている。 

 

8.13 コース信号情報表示 

 
すべての車両には、コース信号あるいはコース状況に関する情報をドライバーに伝えるための、赤

色、青色および黄色の、ＦＩＡ標準ＥＣＵの一部として供給されるコクピット灯火が装備されてい

なければならない。その灯火は、ドライバーの通常の視界に直接入るように取り付けられなければ

ならない。 
 

8.14 メディカルウォーニングシステム 

 
レスキュー隊員に事故の重度を直ちに知らせることができるように、各車両にはＦＩＡ ＡＤＲに

つながれた警告灯が装着されていなければならない。 
 
警告灯は上向きに、サバイバルセルの頂部の凹所に設置され、Ｙ＝１５０のインボード、ＸＣ＝－

１１５０の後方に、第９条４に記述のあるクラッチ解放装置に実用可能な限り近くに配置されなけ

ればならない。 
 
警告灯とその制御システムの詳細は、本技術および競技規則の付則に記載される。 

 
8.15 電気装置および構成部品の搭載 
 
8.15.1 例外として、以下を条件として、各車両はＰ１、およびＰ２中に、技術規則第３条に合致しない

大５つのテストセンサー搭載を装備することができる： 
 

ａ. それらのセンサーが、第１３条に規定されている衝突試験のいずれの結果にも実質的に影響を

及ぼすことができないこと。 
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ｂ. 点［ＸＦ＝－１３５０，－１０００，－２００］および点［ＸＤＩＦ＝１０００，１０００，１１

００］で囲まれた対角線を持つ軸合わせ立方体内に完全に存在するものであること。 
 
ｃ. どのセンサーのいかなる部分も頂点が［ＸＣ＝－２００，０，６５５］、［ＸＦ＝－１３５０，

１３５０，６５５］、［ＸＦ＝－１３５０，－１３５０，６５５］にある三角形の表面より上

に出てはならない。 
 
ｄ. 車載カメラの撮影を妨げることがないこと。 

 
このようなテストセンサー搭載は、一切公認される必要はない。 

 
ＦＩＡテクニカルデリゲートは、センサーが 初に使用される競技の前に、使用予定のテストセン

サー搭載について連絡を受けなければならない。 
 
8.15.2 競技参加者はＦＩＡ指定装置あるいは構成部品の搭載に関する指示事項についての一切の変更を、

前年シーズンの３月１日までに通知しなければならない。 
 

8.15.3 第８条１５項１の規定にかかわらず、第１０条に適合しない方法で車高を調整するように設計され

たシステムをテストで使用することは禁止される。 
 

8.16 計時トランスポンダー 
 

すべての車両は、公式に指定されたタイムキーパーが提供する２つの計時トランスポンダーを装着

しなければならない。これらのトランスポンダーは、本技術および競技規則の付則に詳述されてい

る指示に厳密に従って取り付けられなければならない。チームは、トランスポンダーが常に正常に

作動するよう 善の努力を払わなければならない。 

 

8.17 カメラおよびカメラハウジングの搭載 

 
8.17.1 すべての車両は、競技中常にカメラあるいはカメラハウジングの取り付けが可能な位置を７箇所装

備していなければならない。付則２第２図について、すべての車両は、 
 

ａ. 位置４および５にカメラを、 
 
ｂ. 位置１、２（両側）、および３にカメラあるいはカメラハウジングを搭載しなければならない。 
 
ｃ. ドライバーのヘルメットに装着され、前方を向いているカメラを搭載しなければならない。 

 
8.17.2 すべてのカメラに関する技術仕様詳細は、本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 
8.17.3 ドライバーのヘルメットの位置を除き、カメラハウジングが使用される場合は、カメラと同じ位置

に取り付けられなければならず、すべての関連する規定を満たさなければならない。それらはカメ

ラの代わりとして、カメラと同じサイズ、形状、質量のものでなければならず、該当する競技参加

者が提供するものでなければならない。すべてのカメラハウジングの形状と質量に関する詳細は、

本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 

その位置にカメラを搭載するか、あるいはカメラハウジングを搭載するかについては、当該競技参

加者と商業権保持者との合意に任される。 
 
競技参加者がドライバーのヘルメットにカメラを装着する必要がない場合、取り外された部品と同

じ質量のバラストをヘルメットカメラ処理ユニットの位置にしっかりと取り付けなければならない。 
 
8.17.4 カメラやトランスポンダーの設置方法の変更については、前シーズンの６月３０日までに競技参加

者に通知されなければならない。 
 
8.17.5 付則２第２図の２、３あるいは４の位置に取り付けられたすべてのカメラは、その主軸が基準面に

対して１°を超えず、その横方向軸が車両中心平面に垂直になるように搭載されなければならない。 
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8.17.6 １の位置に取り付けられた一切のカメラは、サバイバルセルの上方で、コクピット開口部の前、第

１２条４項２に記述の第２ロール構造体の前方取り付け部の後方で、車両中心平面に左右対称に、

ドライバーに向けて取り付けなければならない。このカメラの電子調整ユニットは、サバイバルセ

ル内に置かれ、本技術および競技規則の付則に従っていなければならない。 
 
8.17.7 ２の位置に取り付けられるカメラの全体は、ＲＶ－ＣＡＭＥＲＡ－２の範囲内になければならない。 

 

付則２第２図に示される左側の位置２に取り付けられるカメラの一切はカメラレンズの中心を通過

する際の主軸が、カメラの前方にある車両のどの部分とも交差しないように搭載されなければなら

ない。 
 
競技参加者が位置２にあるカメラを正しく調整する目的で提供する如何なる部品も、カメラの一部

と見なされるが、それが幅２５mmを超えず、その目的でのみ取り付けられることを条件とする。 
 
8.17.8 位置３に取り付けられるカメラは、その 前点がＸＣ＝０からＸＣ＝３００の間かつＺ＝８６５から

Ｚ＝９００の間となるように搭載されなければならない。カメラ装置の内側面は車両中心平面から

Ｙ＝１２０からＹ＝１５０の間となるようにすること。 
 

競技参加者が位置３にあるカメラを正しく調整する目的で提供する如何なる部品も、カメラ装置プ

ロファイルの突起でなければならない。 大１０mmの半径がその構成部品がボディワークあるい

はサバイバルセルと接するところで許可される。 
 
8.17.9 位置４に取り付けられるカメラは、その 前端がＸＣ＝８０の前となるように搭載されなければなら

ない。 
 
8.17.10 位置５に取り付けられるカメラは、Y＝０に左右対称に、またレンズの中心がＸＣ＝－１２５０より

前方で、下面が平面Ｚ＝０に対して６°以下の角度を持つように搭載されなければならない。 
その３６０°イメージに影響しないよう、いかなる覆いあるいは切り抜きも、本技術および競技規

則の付則に定める通り、「肩Ｘ」より高くしないこと。 
 
8.18 使用されない条項 
 
8.19 電磁波 
 

２.０～２.７ＧＨｚの電磁波は、ＦＩＡの書面による同意がある場合を除き、禁止されている。 
 
8.20 車両運動解析 
 

車両運動解析のため、すべての車両にＦＩＡ指定サプライヤーがＦＩＡの定める仕様で製造した加

速度計を装着しなければならない。 
 
加速度計の出力は、ＦＩＡが指定する方法でＦＩＡ標準ＥＣＵに接続されなければならない。 
 
加速度計の詳細および取り付け要件は、技術および競技規則の付則に記載されている。 

 
8.21 センサー信号 
 

ＦＩＡが規則遵守を証明するために使用するセンサーの測定値または信号を変化させるような方法

が考案または操作が施されているシステム、装置、設置は禁止される。 
 
 
第９条 伝達装置 
 
9.1 定義 
 
9.1.1 ギアボックス 
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第５条４項２に記載するパワーユニット出力軸から駆動軸（駆動軸は、懸架質量から非懸架質量に

駆動トルクを伝達する部品と定義する）にトルクを伝達するパワートレイン内のすべての部品。そ

れには、動力伝達またはギアの機械的選択を主目的とするすべての構成部品、これらの構成部品に

関連するベアリング（第９条１項２から第９条１項４に記載）およびこれらが収容されたケーシン

グ（第９条１項５から第９条１項７に記載）が含まれる。 
 

9.1.2 ドライブラインコンポーネント 

 
ギアボックスの入力軸とドライブシャフトの間でトルクを伝達する回転部品。ギア、シャフト、ド

グリング、ディファレンシャル、差動制御機構の回転部品が含まれる。これらの部品とカセットの

間のベアリングもこの定義に含まれる。 
 

9.1.3 ギヤチェンジコンポーネント 

 
前進ギアを選択する機械的なコンポーネント。バレルおよび関連するベアリング、セレクターフォ

ーク、セレクターレール、戻り止め機構、油圧アクチュエータなど。 
 

9.1.4 補助コンポーネント 

 
ドライブライン部品やギアチェンジ部品には含まれないが、これらの部品と直接相互作用し、ギア

ボックスの機能にとって不可欠な部品。これには，油圧ポンプ、スカベンジポンプ、リバースギア

アイドラーおよびそのアクチュエーター、デファレンシャルアクチュエーター、電子センサーおよ

びアクチュエーターが含まれる。 
 

9.1.5 カセット 

 
ドライブラインコンポーネントとギアチェンジコンポーネントを、関連するすべてのカバーを含め

て直に囲むハウジング。ギアボックスケースと一体化している場合もあれば、独立したハウジング

の場合もある。 
 

9.1.6 一体型カセット 

 
カセットは、主にギアボックスケースと同じ材質で構成され、恒久的に固定されている場合、一体

型とみなされる。ドライブラインコンポーネントとギアチェンジコンポーネントを囲む 小限の構

造は、カセットとみなされる。 
 

9.1.7 ギアボックスケース 

 
カセットを支持し、後部衝撃構造体を取り付け、サスペンション荷重と空力荷重を受け、第５条４

項８に定義されるスタッドを通してパワーユニットに伝達する構造。 
 

9.1.8 競技規則第２９条を遵守するために含まれない部品 

 
競技規則第２９条に関連してのみ、以下の部品はギアボックスの一部とはみなされず、同条の規定

に基づくペナルティを受けることなく変更することができる。これらの部品の交換がＦＩＡが適用

しているシールの破壊を伴う場合は、これを行うことができるが、ＦＩＡの監督のもとで行わなけ

ればならない： 
 
ａ. クラッチアッセンブリーとパワーユニットアウトプットシャフト。ただし、これはエンジンか

らの機械的な減速の前に配置されるのを条件とする。 
 
ｂ. クラッチアクチュエーターおよびクラッチレリーズベアリング。 
 
ｃ. インボードドライブシャフトのジョイントおよびシール。ただし、ハウジングがギアボックス

出力シャフトと一体であり、従って懸架質量の一部である場合は、そのハウジングを除く。 
 
ｄ. 油圧アクチュエーターによってギア選択機構の機械的な動きを直接発生させる前の油圧システ
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ム。 
 
ｅ. オイル、オイルポンプ、オイルフィルター、オイルシール、オイルクーラーおよび関連するホ

ースやパイプ。 
 
ｆ. 電気センサー、アクチュエーター、サーボバルブおよび配線。 
 
ｇ. サスペンションまたはスプリングサスペンションの機能に関連する部品で、ギアボックスのケ

ーシングに取り付けられているもの。 
 
ｈ. 後部衝撃構造体（ギアボックスケーシングから分離可能な場合）。 
 
ｉ. ケーシングに取り付けられているその他の部品で、主な目的が動力の伝達またはギアの選択と

関係ないもの。 
 

9.2 基本規定 
 
9.2.1 トランスミッションの方式 
 

トランスミッションは、後輪２輪のみを駆動することができる。 
 
9.2.2 トラクションコントロール 

 
ドライバーのトルク要求パワーの下で駆動輪がスピンすることを防ぐ、あるいは過度の要求を補正

することのできるシステムあるいは装置を車両に装備することはできない。 
 
ホイールスピンの開始をドライバーに知らせる装置あるいはシステムは一切認められない。 

 
9.3 クラッチコントロール 
 

以下については、主要ドライブトレインクラッチあるいはクラッチ（含複数）にのみ適用され、Ｅ

ＲＳの部品として専用に使用される一切のクラッチについては適用が免除される。 
 
9.3.1 クラッチ操作装置はパドル形式でなければならず、それは次の原理に合致するものである： 
 

ａ. 装置は、いかなる状況でも直接アクセスできるよう、ステアリングホイール上に 大２つを搭

載すること。 
 
ｂ. 装置は、ドライバーの方へパドルを引いた時にクラッチが開く、プルタイプであること。 
 
ｃ. それらの移動は、ステアリングホイールの面に名目上垂直な平面内にあり、 終停止位置間と

のドライバーの接触面の 大変位は８０mmであること。 
 
ｄ. 自由度は１つだけとすること。 
 
ｅ. ２つのパドルが取り付けられている場合、左右のペアで、機能と人間工学的に同一であり、ス

テアリングホイールのセンタープレーンの両側に対称的に反対の方法で取り付けられているこ

と。疑義を避けるため、それらは同一の機械的動程特性を有し、まったく同じようにマップさ

れていなければならない。 
それらの間、または関連するＦＩＡ ＥＣＵ入力間の相互作用は許可されない。さらに、競技参

加者は各パドルが片手でしか操作できないことを疑いもなく証明できなければならない。 
 

ｆ. ＦＩＡ標準ＥＣＵが使用する信号が、ドライバーの行為を代表するものであることを保証する

ために、各競技参加者は、ＦＩＡ標準ＥＣＵによって計算されたパドルのパーセンテージが、

使用可能な範囲全体のパーセンテージとして測定された操作デバイスの物理的な位置から±

５％以上逸脱していないことを示す必要がある。 
そのような状況では、パドルの物理的な位置は、指で操作された場所として測定される。 
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9.3.2 クラッチ操作装置の動程範囲に沿って、ドライバーが特定の点を確認できる、またはドライバーが

ある位置を保持できるよう支援する設計は禁止される。 
 

クラッチパドルとその他のドライバー制御装置間の相互作用を防ぐために、以下の手配の少なくと

も１つを順守しなければならない： 
 

ａ. クラッチパドルを 大移動位置まで引いても、いかなる位置にある他のパドル、レバー、また

はスイッチのドライバーの接触面の位置よりも遠くに到達しないこと。 
 
ｂ. クラッチパドルは、その取り付け点からドライバーの接触面によってその外縁まで測定された

外側の６０％部分は、他のパドル、レバー、またはスイッチからの全移動範囲で 小５０mm
離れていること。 

 
ｃ. クラッチパドルは、物理的な停止によって隣接するパドル、レバー、またはスイッチから分離

する必要があり、ドライバーによるそれらの間の実際的な相互作用を防止する。このようなス

トップは、パドル操作中に基準点として使用できないような大きさと形状にすること。 
 
さらに、ステアリングホイールまたはシャシーの他の部分は、ドライバーが特定の位置を識別また

は保持するための基準点として実際に使用できないこと。 
 
9.3.3 クラッチ操作装置の 小および 大動程位置は、クラッチが完全につながった通常の静止位置と完

全に解放された（どの様な使用できるトルクも伝達できない）位置のそれぞれに対応していなけれ

ばならない。 
 
9.3.4 ＦＩＡ標準ＥＣＵの要求するクラッチの噛み合いを調節する、またはその逆に噛み合いの量や率に

影響するよう設計されたあるいはその効果のある、クラッチの典型的な固有の液圧および機械式特

性に追加される設計あるいは方式は禁止される。 
 
9.3.5 クラッチの掛かり量は以下を除き、ドライバーのみが直接制御しなければならない： 
 

ａ. ストール防止 
 
ｂ. ギアシフト 
 
ｃ. ブレーキ圧、ホイール速度およびドライバーのクラッチ要求セーフガードが使用されている、

バイトポイント検知 
 
ｄ. クラッチ解放保護 
 
ｅ. 一切のスタートロックアウト中の走路外でのドライブトレイン保護あるいはストール防止機能

作動の直後のみ 
 
ｆ. 車両がガレージシステムに接続されている時にのみ送信されるテスト信号。 
 

ドライバーの指示により、クラッチの掛かり量は５〜９５％のクラッチパドル位置に５２０

０Nm/９０％のゲインを適用することにより、ＦＩＡ標準ＥＣＵで後車軸のトルクとして表さ

れる。 
 
その場合、ＦＩＡ標準ＥＣＵに実施されているクラッチトルクコントローラーを使用しなけれ

ばならない。発進時のクラッチトルク要求の 初のステップに続く 初の７０msを除いて、パ

ワーユニットの出力シャフトトルクセンサーで計算された制御エラーは、後車軸で変換された

時に±１５０Nmの帯域に含まれなければならない。 
 
9.3.6 クラッチ操作装置がその 大作動位置から解放された時、装置は５０ms以内にその静止位置に戻ら

なければならない。 
 

ＦＩＡ ＡＤＲあるいはＦＩＡ標準ＥＣＵによって記録され、各信号から計算された、クラッチド
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ライバー制御入力信号と対応する出力要求値との間で許される 大遅延は５０msである。 
 
9.3.7 クラッチのスリップあるいは掛かりの量をドライバーに知らせる装置あるいはシステムは一切認め

られない。 
 

9.4 クラッチの解放 
 
すべての車両はエンジンが停止し静止状態となった際に 低１５分間クラッチを切るための手段を

備えていなければならない。このシステムは、車両の主要油圧、空気圧、または電動式システムが

機能しなくなった場合も競技中を通じて動作可能な状態に保たれなければならない。このシステム

は、車両に取り付けられた一切のＥＲＳシステムの接続をも切断しなければならない。 
 
ドライバーあるいはマーシャルがそのシステムを５秒未満で起動させることができるように、その

システムを操作するためのスイッチあるいはボタンは： 
 
ａ. 表を上向きにしてサバイバルセル頂部の凹所に、Ｙ＝１５０のインボード、ＸＣ＝－１１５０

の後方となるように設置されなければならず、 
 
ｂ. マーシャルが偶発的にクラッチを再びつないでしまうことのないよう設計されていなければな

らず、 
 
ｃ. 直径が 低５０mmの、少なくとも２mmの幅で赤く縁取られた白い円の内側に、少なくとも

４０mmの高さで線の幅が 低４mmの“Ｎ”の文字を赤で書いたマークで表示しなければな

らない。 
 
9.5 公認ギアボックスおよびコンポーネントの分類 

 
カセット、ドライブラインコンポーネント（ただし、第９条７項２の規定が適用されるギア比は除

く）、ギアチェンジコンポーネントおよび補助コンポーネントの設計は、２０２２年シーズンの開

始前に各ギアボックス供給業者によって公認されていなければならず、２０２２年、２０２３年、

２０２４年および２０２５年シーズン中は、例外的な状況を除いて変更されてはならない。この４

年間は、連続する２つの選手権シーズンの間のみ、ギアボックスの仕様のアップグレードが１回許

可される。これは供給する競技参加者が選手権で使用できる唯一のギヤボックス設計とする。この

アップグレードは、顧客である競技参加者にも提供されなければならない。顧客は、オリジナルの

仕様を継続し、翌年にアップグレードすることを選択することができる。 
 
以下の場合、公認されたギアボックスに改造を加えることができる： 
 
ａ.  信頼性の問題を解決するため。 
 
ｂ.  コスト削減のため、各シーズンの開始時に行う。 
 
ｃ.  材料、工程、独自の特許部品が使用できなくなった場合、または健康や安全上の理由で使用が

制限された場合。 
 
すべての場合において、変更を正当化する明確な文書を提出し、ＦＩＡから事前の承認を得なけれ

ばならず、その変更はいかなる性能上の利点も与えてはならない。変更内容の概要は、ＦＩＡから

全チームに配布される。 
 
競技規則第４０条３項を参照し、予選セッションの後にギアボックス部品が、本第９条５項で許可

された１つ以上の変更のみが異なる別のものと交換された場合、交換されたギアボックス部品は、

設計が同じで、質量、慣性、機能において類似するとみなされる。 
 
チームがカセット一体型のギアボックスケースを使用している場合、以下の条件で新しいシーズン

の開始前にギアボックスケースを修正することができる： 
 
ａ. ドライブラインコンポーネント、ギアチェンジコンポーネント、補助コンポーネントのレイア
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ウトは、グループとしてＸに変換される以外は変更されない。 
 
ｂ. カセットとみなされる部分は、Ｘでの変換を除き、変更されない。 
 
改造の承認は、ＦＩＡが行わなければならない。 
 
第９条１項１に定めるギアボックスは、ＴＲＣに分類される。 

 
9.6 ギアボックスの外形寸法 

 
9.6.1 レイアウト 

 
プライマリ（レイ）シャフトはＰＵクランクシャフトの中心線と同心でなければならず、同じ速度

で駆動されなければならない。 
 
セカンダリ（メイン）シャフトは、プライマリシャフトの上のＹ＝０に位置し、それと平行でなけ

ればならない。プライマリとセカンダリの軸は９０ｍｍから１００ｍｍ離れていなければならない。 
 
ギアチェンジ・バレルの軸は、セカンダリシャフトの軸より上になければならない。 
 

前の前進ギア比ペアの前側ギア歯面と 後の前進ギア比ペアの後側ギア歯面との間の距離は、少

なくとも１７５ｍｍでなければならない。この 小距離は、プライマリ（レイ）シャフトの歯車と

セカンダリ（メイン）シャフトの歯車の両方が尊重しなければならない。 
 
ファイナルドライブの軸（ＸＤＩＦ＝０の時）は、ＸＲ＝－６０～ＸＲ＝６０、Ｚ＝２５０～Ｚ＝２６

０の間であり、 前前進ギア比ペアの両ギアの前側ギア歯面より４１５ｍｍ～４５０ｍｍ後方でな

ければならない。 
 
ファイナルドライブギアの先端直径は２０５ｍｍ以上でなければならない。 
 

9.6.2 質量 
 
ドライブラインとギアチェンジのコンポーネントの合計質量は、少なくとも２２ｋｇでなければな

らない。 
 

9.6.3 ギアボックスケース 
 
ギヤボックスケースは、ＲＶ－ＣＡＳＳＥＴＴＥを完全に囲っていなければならない。いかなる状

態でもＲＶ－ＣＡＳＳＥＴＴＥの内部にサスペンション部品があってはならない。 
 
9.7 ギアレシオ 
 
9.7.1 前進ギアレシオの 大数は８である。無段変速機の使用は認めない。 
 
9.7.2 各競技参加者は、自身のギアボックス内に採用する前進ギアレシオ（エンジンクランクシャフトか

らドライブシャフトまで）を指定しなければならない。これらの指定内容は、選手権の 初の競技

かそれ以前にＦＩＡテクニカルデリゲートに申告しなければならない。 
 
競技参加者がＴＲＣとして他の競技参加者からギアボックスを入手した場合、顧客の競技参加者が

前シーズンの選手権で使用したギア比を継続することを選択しない限り、使用するギア比はその２

つの競技参加者の間で同じでなければならない。 
 
疑義を避けるため、本条に基づく前進ギア比の変更は、第９条７項３に定義されるギア比ペア、ま

たはファイナルドライブのいずれかを変更することができる。 
 

9.7.3 前進ギアレシオのペアは： 
 

ａ. 歯の付け根部分の直径あるいは歯の付け根部分の直径から１ｍｍ上か下の何れかの点にてギア
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の歯に渡って計測した時、幅が１２ｍｍを下回らないこと。この領域の上方ではギアの歯の両

側を片側 大１０°の面取りができる。さらに、２．０ｍｍ以下の面取りあるいは半径を側面

および歯の先端に適用することができる。 
 
ｂ. 質量が６００ｇを下回らないこと（統合されたシャフトやカラーは除く）。統合シャフトやカラーが除外

される場合、この質量は、ギアの幅が１２ｍｍでありシャフトジオメトリーがギア上のスライドが使用さ

れているところと同じであると想定した計算によって示される。 
 
9.7.4 ギアレシオは鉄製でなければならない。 
 
9.8 リバースギア 
 

すべての車両は、競技期間中のいかなる時にもドライバーが後退させることができなければならな

い。 
 
9.9 ギアチェンジ 
 
9.9.1 オートマチック式ギアチェンジはドライバー補助とみなされ、従って認められない。 

ギアチェンジを目的としてクラッチとパワーユニットのトルクはドライバーの制御下である必要は

ない。 
 
9.9.2 ギアチェンジは以下の間、制限される： 
 

レースあるいはスプリントセッションがスタートした後、車両速度が８０km/hに達するまでの間に、

１回のギアチェンジが認められるが、車両に取り付けられたあらゆるギアが、少なくとも１５,００

０rpmで８０km/hを達成する能力があることを条件とする。 
 

9.9.3 車両が走行中にドライバーが選択できる 小可能ギアは固定されていなければならない。 
 
各個々のギアチェンジは、ギアボックスの機械的制約の範囲以内で、ドライバーによって個別に開

始されなければならず、要求されたギアは、要求されたギアシフトを拒否するためにオーバーレブ

保護が使用されていない限り、直ちに変速されなければならない。一旦ギアチェンジ要求が了承さ

れたならば、 初のギアチェンジが完了するまで、更なる要求を了承することはできない。 
 
複数段ギアチェンジは、第５条２２の下にて、あるいはドライバーの要求に続いてギアボックスへ

のシフトがニュートラルにされた場合にのみ実施できる。 
 
オーバーレブ保護策が利用されている場合、これは目的のギアの掛かりを回避できるだけものであ

り、５０msを超える遅延を引き起こしてはならない。このようにしてギアチェンジが拒否された場

合、ドライバーが新たな別個の要求をした後でのみ、ギアを変速することができる。 
 
ドライバーのギアチェンジ要求を調節するために利用される、一切のデバウンス時間は固定されな

ければならない。 
 

9.9.4 ギアダウンおよびギアアップに認められる 大時間は各々３００msおよび２００msである。後者

に認められる 大遅延は、ドライバーが元のギアを切る要求をした時から８０msである。 

 
ギアチェンジ時間は、要求がなされた時点から、すべてのギアチェンジ行程が終了した時点までと

定義される。いかなる理由であろうとも、ギアチェンジがその時間内に完了できない場合は、車両

はニュートラルか元のギアに残されなければならない。 
 
9.9.5 距離チャンネルあるいは走路位置は、ギアボックス制御に受け入れられる入力とは見なされない。 
 
9.10 トルクトランスファーシステム 

 

9.10.1 回転の遅いホイールから回転の早いホイールにトルクを転送するあるいは転換することを可能とす

る設計のシステムあるいは装置は一切禁止される。 
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9.10.2 ２つのフロントホイールの主要回転軸の間でトルクを転送することを可能とする装置は一切禁止さ

れる。 
 
9.11 ドライブシャフト 

 

ドライブシャフトはスチール製でなければならない。両端から１５０ｍｍ以上のボアは定径でなけ

ればならない。片方の端では、 後の１５０ｍｍの内径は、定径部のボアの直径と同じかそれ以上

でなければならない。 
 
 
第１０条 サスペンション、ステアリング装置、ホイールおよびタイヤ 
 
10.1 定義 
 
10.1.1 懸架・サスペンション 

 
すべてのコンプリートホイールがバネ媒体によって懸架質量から吊り下げられている手段。 
 

10.1.2 コンプリートホイール 
 

ホイール、膨らんだタイヤ、ホイールリムカバーおよび第１０条７項３で許可されているアイテム。

コンプリートホイールはサスペンションシステムの一部とみなされる。 
 

10.1.3 ホイールまたはホイールリム 
 

リム（リップおよびバレルを含む）、スポークおよびセンターハブ。 
 

10.1.4 規定車高 
 

技術規則への適合を評価するための、懸架質量に対する非懸架質量の姿勢。 

 

規定の車高で、車輪が直進位置にあるとき、車輪の座標系の原点は、前輪はＺ＝３１０とＺ＝３４

０の間に、後輪はＺ＝２００とＺ＝３００の間になければならない。 

 

10.1.5 マスダンパー 
 

懸架質量に対して自由度を持つ質量またはシステムで、他の機能を果たさないか、または他の正当

な機能を果たしながら、その安全で信頼できる動作に必要なものを超える迎合性効果を有するもの。 
 
10.2 懸架・サスペンション 
 
10.2.1 車両は懸架・サスペンションを取り付けていなければならない。 
 
10.2.2 各車軸（フロントとリア）のサスペンションシステムは、他の車軸から独立しており、その車軸の

車輪にかかる荷重の変化のみによって応答するように配置されていなければならない。 
 
10.2.3 サスペンション装置は、次のもので構成される： 

 

ａ. アウトボード・サスペンション：直立部を懸架質量に連結するサスペンション部材、直立部と

取り付け付属品、車輪軸とベアリング、車輪ファスナー、およびコンプリートホイール。 
 
ｂ. インボードサスペンション：車輪にかかる荷重の変化に対してサスペンションシステムの垂直

方向のサスペンショントラベルの応答を提供する構成要素の機械的配置。 
 
インボードサスペンションは懸架質量の一部と見なされ、アウトボードサスペンションは非懸架質

量の一部と見なされる。 
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10.2.4 サスペンションシステムの構成を変更したり、その性能に影響を与えたりすることができる動力装

置は禁止されている。 

 

10.2.5 走行中は、いかなるサスペンションシステムの調整も行ってはならない。 

 

10.2.6 各車軸において、そのサスペンションシステムの状態は、その２つのロッカーの角度位置と角速度

によって独自に定義されなければならない。慣性効果およびヒステリシス効果は、付随的なもので

あれば許容される。 

 

また、以下のシステムまたは構成は認められない： 

 

ａ. 車体の加速度および／あるいはロッカーの角加速度に対してサスペンション要素が反応するも

の（例：イナーター、マスダンパー、ダンパー内の加速度感応バルブなど）。 

 

ｂ. サスペンションシステムとブレーキシステムまたはステアリングシステムの結合。さらに、サ

スペンションジオメトリーの運動特性による車高の変動は、前輪の主回転軸とＸ平面の間で測

定した±１２°の範囲において２ｍｍを超えてはならない。車両を規定車高に設定し、外面球

面、直径７１０ｍｍ、中心点ＸＷ＝０、ＹＷ＝－１７８、ＺＷ＝０の剛体セットアップ用ホイー

ルを使用してＣＡＤで適合性を実証しなければならない。 

 

疑義を避けるため、「アンチダイブ」、「アンチスクワット」、「アンチリフト」のようなコ

ンタクトパッチ力の反応に影響を与える固定サスペンション運動学的ジオメトリーは許容され

る。 

 

ｃ. セルフレベリングシステムまたはフィードバックループによるあらゆる形態の車高制御または

変更。 

 

ｄ. 第１０条４項３ ｂ.項に準拠したパッシブダンピングを除き、走路応答をトリガーとして生じ

るサスペンション特性のあらゆる変更。 

 

ｅ. 車輪にかかる荷重の変化に対する反応に、非偶発的な非対称性（ヒステリシス、時間依存性な

ど）をもたらすような、遅延展開および／あるいはサスペンションシステムのためのあらゆる

手段によるエネルギーの蓄積。 

 

ｆ. ある要素の状態が他の要素の応答を変化させるために使用されるような、サスペンション要素

間の結合。 

 

ｇ. スプールバルブ、スイッチ、ラチェットなど、異なる状態間でサスペンションエレメントの特

性を変化させることを目的としたシステム。サスペンションダンパー要素内のバルブは、第１

０条４項３ ｂ.項に適合しながら、ダンパー力応答を受動的に変化させる機能のみであれば、

許容される。 

 

ｈ. 第１０条１項５に定義されるマスダンパー。 

 

10.3 アウトボードサスペンション 

 

10.3.1 ステアリングホイールが固定された状態で、各ホイール中心位置とその回転軸の方向は、サスペン

ションの主要垂直方向トラベルの機能により完全にまた独自に定義されなければならない。ただし、

さらに自由になる度合いを故意に提供することのない合理的な迎合性効果については除く。 
 

さらに、第２条１１項３で定義された輪軸システムが適用されると、側面視において、ステアリン

グホイールの回転を固定した状態で、ＺＷ軸とＺ軸の間の角度はサスペンションの垂直方向の移動範

囲において５°を超える変動があってはならない。ＣＡＤを用いて適合を実証すること。 

 

10.3.2 各サスペンションアップライトと懸架質量をつなぐサスペンションメンバーは６本でなければならな

い。 
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冗長なサスペンションメンバーは認められない。 
 

フロントアクスルでは、ホイールごとに１つのサスペンションメンバーが操舵システムに接続され

ていなければならない。 

 

10.3.3 共有取り付け点を有するサスペンションメンバーは､分離したメンバーに解体した仮想図によって考

慮される。 
 
10.3.4 各サスペンションメンバーのアウトボード取り付け点（サスペンションメンバーと隣接するアップラ

イトとの間の相対回転を可能にする接合部の運動学的回転中心として定義される）は、以下の位置に

なければならない： 
 

ａ. ＹＷ＝０のアウトボードにあること。 

 

ｂ. ＺＷ＝－４０より上。 

 

ｃ. 第３条１３項２で定義されたドラムの内側。 

 

例外的に、インボードで第１０条４項１に規定されるロッカーに、アウトボードで他のサスペンシ

ョンメンバーに直接接続されたサスペンションメンバーのアウトボード取り付け点は、本条項を満

たさなくてもよいが、いかなる場合も次を満たさなければならない： 

 

ｄ. ＹＷ＝５０のアウトボードにあること。 

 

ｅ. 取り付けようとするサスペンションメンバーの荷重線から２５ｍｍ以内であること。 

 

ｆ. 同じサスペンションメンバーのインボード取り付け部と共に、前方から見て、取り付けるサス

ペンションメンバーの同じ側に位置していること。 

 

10.3.5 フロントアクスル上のみ、アップライトに連結された６本のサスペンションメンバーを考慮し、操舵

システムにインボードで、または第１０条４項１に定義されたロッカーに連結されたメンバーは除外

して、それらはそれぞれインボード取り付け点がＸにおいて３００ｍｍ以上、Ｚ＝２５０ｍｍより上

に離れている独立した２対のメンバーを形成しなければならない。さらに、各サスペンションメンバ

ーは、ＺＷにおいてアウトボードに も近い取り付け点を持つサスペンションメンバーを伴って１対

を形成していなければならない。 
 

10.3.6 各サスペンションメンバーの構造部分は，次のとおりでなければならない： 
 

ａ. 荷重線（メンバーの内側と外側の取り付け点の中心を結ぶ直線として定義される）に対する任

意の正常断面において、２つの直交する対称軸を有すること。メンバーの全長にわたって、断

面の大きさ、形状、および法定車高で評価した場合の基準面への入射角が一定でなければなら

ない。 
 
さらに、ステアリングをフルロックした状態でホイールリムとの 小クリアランスを確保する

目的だけのための局部的なフロントサスペンション要素を除いて、重心は荷重線から５ｍｍ以

上離れてはならない。 
 
フロントアップライトを操舵システムに接続するサスペンションメンバーの場合、この寸法は

大１０ｍｍまでであってよい。 
 
以下の場合は、 小限の例外が認められる。 
 
i. 静的な車高、キャンバー、またはトー調整用部品。 
 
ii. 油圧ブレーキライン、配線束、またはホイールテザーの通過。 
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iii. フレクサー部、ロッドエンド、あるいはベアリングの取り付け。 
 
iv. 互いに構造的に接続されているメンバー間の接合面に沿ったもの。 
 
v. インボード端でロッカーに接続されたサスペンションメンバーの通過を可能にするための

切り抜き部（第１０条４項１） 
 
vi. ひずみゲージシステムの設置 

 
ｂ. 荷重線方向に測定したときに円形の断面でない限り、外部空気流と接触していないこと。 
 
ｃ. ａ.項の断面の主軸と基準面がなす角度が、サスペンションの垂直上下動作範囲では±５°、ス

テアリング動作範囲では±１°を超えて変化してはならない。 
 
ｄ. 片側６本のリアサスペンションメンバーのうち１本は、上記ａ.項部分の適用を免除することが

できる。 
 

10.3.7 フロントホイールの主回転軸とＸ平面との間に、 低＋２３°／－２１°（正の角度はトーインを意

味する）の角度を達成することが可能でなければならない。必要に応じて、操舵システムをサスペン

ションメンバーから切り離したり、ステアリングアームを変更したりして、この要件を確認すること

ができる。 小角度の達成は、規定車高で行うことを意図しており、第３条１３項３、第３条１３項

４、第３条１３項５に規定するボディワークは取り外すことができる。 
 

10.3.8 車両との連結を保つすべてのサスペンションメンバー連結部が破損した場合にホイールが外れるの

を防ぐのを助けるため、第１４条４項１に規定された柔軟性のあるホイール拘束ケーブルが取り付

けられなければならない。このホイール拘束ケーブルの目的は、ホイールが車両から離れるのを防

ぐためだけであり、それ以外の機能がないこと。 
 
10.3.9 サスペンションメンバーがＸＡ＝２５０の後方でサバイバルセルに取り付けられている場合、チーム

は、脚部の軸に沿って、脚部の圧縮破壊荷重の１.２５倍の荷重が取り付け部にかかる場合にサバイバ

ルセルに損傷がないことを示す計算を提供すること。 
 
10.4 インボードサスペンション 

 

10.4.1 フロントとリアの車軸のインボードサスペンションは、車輪ごとに単一のロッカーによってのみ作動

し、各ロッカーには単一のアウトボードサスペンション接続部のみが存在しなければならない。 
 
ロッカーとは、懸架質量に固定的に支持され、懸架質量上の固定軸を中心に回転し、他の相対的自由

度を持たない機械装置である。 
 

10.4.2 サスペンション要素は、以下の制限のもと、ロッカーまたは懸架質量にのみ接続することができ、そ

のような接続はノード（節点）として分類される： 
 
ａ. それらのノードにおいてのみ、相対的な回転を許容する。 
 
ｂ. 複数の要素が物理的に単一部品として結合され、かつ／または物理的に一致するノードを共有

する場合であっても、サスペンション要素が他の要素に対してのみ並行して機能するように配

置されなければならない。 
 
ｃ. 各要素の端のノード間の自由度は１つだけである。例えばサスペンションシステムの他の部分

に対するフィードバック信号を得るために、要素の他の部分との機能的な接続を使用してはな

らない。 
 
ｄ. データを提供することのみを目的とするセンサーを除き、他のいかなる装置もノードに接続し

たり、ロッカーに作用させてはならない。 
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10.4.3 許容されるサスペンション要素は以下の通り： 
 
ａ. スプリング － その主な目的は、ノード間の相対的なたわみに対して単調に増加する負荷関係で

エネルギーを吸収および放出することである（または、ねじれに対してトルクを増加させる）。

複数のスプリングを直列または並列に組み合わせ、ノード間で１つのスプリングを構成すること

も可能であるが、ノードで測定した結果が上記の単調な要件に適合し、設計のどの部分もこの関

係を変更する目的および／または効果を持たないことを条件とする。流体媒体を使用したスプリ

ングエレメントは許可されない。 
 
ｂ. ダンパー － その主な目的は、ノード間の相対速度の機能として運動方向と反対の力を発生させ

ることによってエネルギーを散逸させることである。第１０条２項６に反する目的および／また

は効果のために、大きく非対称な減衰力を利用することは認められない。ダンパーエレメントの

機能の一部として、アンチキャビテーションを目的としたガススプリングは、ノード間で測定し

たスプリングレートが１０Ｎ／ｍｍを超えない限り、許容される。 
 
ヒステリシスは、付随的なレベルであり、本来の目的に対してエレメントの応答を変えるために固有

のヒステリシスを利用しようとしない限り、エレメントに許容される。 
 
ロッカーから離れた場所に取り付けられたサスペンションエレメントを作動させるためにリンクを使

用してもよいが、第１０条２項６の要件を回避したり覆したりするために使用することはできない。

そのようなリンクは、リンク機構を実現するために、剛性が高く、 小限の質量と設計でなければな

らない。流体媒体を使用したリンクは認められない。 
 

10.5 ステアリング 
 
10.5.1 操舵システムは、ステアリングコラムの要求を、２つのフロントホイール（操舵されたホイール）

のみを再調整するためのアウトボードサスペンション位置制御に変換する、懸架質量の上にありそ

の一部である機械システムである。 
 
10.5.2 操舵輪の再アライメントは、１つの軸を中心とした１つの操舵輪の回転の単調機能で独自に定義さ

れる必要がある。さらに、操舵システムに接続されたサスペンションメンバーのインボード取り付

け点は、互いから一定の距離を保ち、Ｙ方向にのみ並進することができなければならない。 

 
10.5.3 パワーステアリングシステムは、電子的制御がなされることあるいは電気的動力を得ることはでき

ない。そのようなシステムは、車両を操舵するのに必要な肉体的負担を軽減させるという目的以外

の機能を実行することはできない。 
 
10.5.4 ステアリングホイール、ステアリングコラム、それらに装着された部品のいずれも、ステアリング

ホイールリムの後端全体で形成される平面よりもドライバーに近い所にあってはならない｡ステアリ

ングホイールに固定されるすべての部品は、ドライバーの頭部がホイール組み立て部のどこかに接

触した場合、怪我の危険性を 小限にとどめるように取り付けがされていなければならない。 
 
10.5.5 ステアリングホイール、ステアリングコラム、およびステアリングラックアセンブリーは、衝突試

験（試験手順詳細は第１３条８に記載）に合格しなければならない｡ 
 

10.6 サスペンションアップライト 
 
10.6.1 アップライトは、アウトボードサスペンションの構造部品であり、車輪軸をサスペンションメンバ

ーのアウトボード取付け部に物理的に取り付け、運動学的拘束および荷重経路を提供し、さらにブ

レーキキャリパー荷重をサスペンションに反作用させるものである。 
 

サスペンションアップライトは、コンプリートホイール１個につき１個しか存在してはならない。 
 
10.6.2 サスペンションメンバーおよびホイールベアリングからの負荷は、個々に、また全体的にサスペン

ションアップライトによって支えられなければならない。例外的に、３つまでのサスペンションメ

ンバーを、それらの負荷がアップライトへと通過する手前で、チタニウム、アルミニウム合金ある

いは金属構成要素によって、共につなげることができる。そのような部品はいかなる場合でもアッ
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プライトアセンブリーの一部とみなされる。 
 
10.6.3 ただし、第１０条３項４ ａ.からｃ.項に適合するサスペンションメンバーのアウトボード取り付け

点を、取り付け点を中心に半径２５ｍｍの球体よりもインボードに食い込まないようにアップライ

トに取り付け、アップライトアセンブリー部品は固定するための部品を除き、ＹＷ＝０よりインボー

ドにあってはならない。 
 
10.6.4 サスペンションアップライトは、ＵＮＳ Ａ９２０１４、ＵＮＳ Ａ９２６１８、ＵＮＳ Ａ９７０７

５あるいはＥＮ／ＡＡ７０２２アルミニウム合金製でなければならない。 
 

10.7 ホイールリム 
 
10.7.1 ホイールリムの材質 
 

ホイールリムは、外観や保護のための表面処理は除き、ＡＺ７０またはＡＺ８０のマグネシウム合

金材質で造られていなければならない。 
 
10.7.2 ホイールの寸法 
 

フロントホイールのリム主要寸法は： 
 タイヤ取り付け幅＝３３５.３ｍｍ±０.５ｍｍ。 
 外側リップ径＝４９０.６ｍｍ±１ｍｍ。 
 
リアホイールのリムの主要寸法は： 
 タイヤ取り付け幅＝４２９.３ｍｍ±０.５ｍｍ。 
 外側リップ径＝４９０.６ｍｍ±１ｍｍ。 

 
10.7.3 ホイールリムに装着する部品 
 

タイヤに加えてホイールに物理的に取り付けることのできる唯一の部品は、外観のための表面処理

および保護材、タイヤガス充填および排出のためのバルブ、ホイール留め具、バランスウエイト、

ドライブペグ、標準供給タイヤ圧および温度の監視センサー、第３条１３項７のホイールカバー、

および同軸のためのすべてのホイール上の同一仕様のインボード取り付け面上に付けられるスペー

サーである。 
 
すべての車両は、ＦＩＡが指定した供給業者がＦＩＡが定めた仕様に製造した、タイヤ空気圧およ

び温度モニタリングセンサーを装着しなければならない。 
 
ホイールリム、タイヤ空気圧および温度センサーは、本技術および競技規則の付則で定義されたコ

ーナーカラーリングとラベリングスキームに従って表示されなければならない。 
 
10.7.4 ホイールリムの供給 
 

ＦＩＡは、第１７条４項の規定に従い、ホイールリムの標準供給業者を指定し、競技参加者はその

リムを使用することを求められる。 
 
フロントホイールリムアセンブリは、FIA-000000664 - 標準F1フロントホイールアセンブリ - 
RE2016の図面によって定義されたものとする。 
 
リアホイールリムアセンブリは、 FIA-000000667 - 標準 F1 リアホイールアセンブリ - RE2017の図

面またはFIA-000003062 - 標準F1リアホイールアセンブリ - RE2069によって定義されたものとする。 
 
競技中に使用されるリアホイールリムアセンブリは、FIA-000003062 - 標準 F1 リアホイールアセン
ブリ - RE2069の図面によって定義されたものとする。 
 

10.8 タイヤ 
 
10.8.1 タイヤの寸法 
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ａ. タイヤの幅および直径は、新品のタイヤを装着し，１.４ｂａｒの空気圧で，ホイール回転軸に

平行および垂直な平面で測定する。 
 
ｂ. タイヤ幅は、フロントに装着された場合は３４５ｍｍから３７５ｍｍの間、リアに装着された

場合は４４０ｍｍから４７０ｍｍの間でなければならない。 
 
ｃ. タイヤの直径は、ドライ天候用タイヤで７２５ｍｍ、ウェット天候用タイヤで７３５ｍｍを超

えてはならない。 
 
10.8.2 タイヤの供給 

 
ａ. すべてのタイヤは製造者が供給した通りの状態で使用されなければならず、切除、溝付けある

いは溶剤や軟化剤の使用は禁止される。これは、ドライ天候用、インターミディエイト、ウェ

ット天候用に適用される。 
 
ｂ. 指定のタイヤ供給業者およびＦＩＡテクニカルデリゲートの判断で、選定されたタイヤ仕様が

技術的に不適切であるとされた場合、審査委員会は異なる仕様のタイヤを追加使用することを

許可できる。 
 
ｃ. 現在のサーキット安全水準を維持するために、ＦＩＡがタイヤグリップを削減することを必要

とみなした場合、ＦＩＡは、タイヤ供給業者がフロントとリアのタイヤの接地面積の許容値の

助言を行うことができる、またはＦＩＡの目的を達成するような助言がない場合は、その許容

値を指定できるような規則を導入する。 
 
10.8.3 タイヤの仕様 

 
タイヤの仕様は、構造については前年シーズンの９月１日までに、選手権シーズン中に使用される

コンパウンドの範囲については１２月１５日までに、ＦＩＡの合意を得てタイヤ供給業者によって

決定される。このようにして一旦決定されたタイヤ仕様は、フォーミュラ１委員会の合意なくして

は変更されることはない。 
 
上述の規則にも関わらず、ＦＩＡは安全上の理由により、事前通知を行うことなく、あるいは遅滞

なく、選手権シーズン中に仕様変更を決定することができる。 
 
10.8.4 タイヤの処理 
 

ａ. タイヤを膨張させることができるのは、空気、あるいは窒素のみである。 
 
ｂ. タイヤ内部の湿度量および／あるいはそれを膨張させているガスを減らす目的を持ついかなる

操作も禁止される。 
 
ｃ. コンプリートホイールは、１つの固定された内部ガス容量を内包していなければならない。バ

ルブ、ブリード、透過性の膜は、車両が停止中にタイヤを膨張させるあるいは収縮させる目的

以外で使用できない。 
 
ｄ. タイヤを温める装置のタイプとして唯一認められるものは、第１０条８項５に記載の設計に関

する指示に合致する加熱ブランケットとする。 
 
ホイール、ハブ、ブレーキを外気温度以上に加熱する、または既に温められている場合はその

温度を維持することを目的とした、かつ／またはその効果のある、その他の装置、システム、

手順（車両の運転は除く）は禁止されている。 
 
10.8.5 タイヤ加熱システムの設計に関する指示 
 

ａ. タイヤ加熱装置は、抵抗発熱体のみを使用し，タイヤ外面に作用させなければならない。 
 
ｂ. １つのタイヤブランケットに、３つを超える温度制御可能な部分が存在してはならない。 
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ｃ. 温度制御部は， 大でも１つの発熱体（作動部）およびブランケットにしっかりと固定された

１つ以上の温度センサーで構成される。 
 
ｄ. ブランケット温度センサーは，ＦＩＡによって承認された単一入力単一出力（ＳＩＳＯ）フィ

ードバック制御方式を用いて，アクチュエーターの出力を制御するために使用することができ

る。温度制御にその他のセンサーを使用してはならない。 
温度制御可能なゾーンに複数の温度センサーが含まれる場合、ＳＩＳＯフィードバック制御ル

ープで使用する前に、ソフトウェアで信号を解決しなければならない。追加のソフトウェア設

計ガイドラインは、本技術および競技規則の付則に記載されている。 
 
ｅ. 競技期間中、常に加熱システムは、以下を実施できる機構を備えていなければならない： 

 
i. 過去９６時間の正確な運転記録を記録し、ダウンロードすること。 
 
ii. すべての制御および解決戦略の較正、入力および出力をリアルタイムで正確に表示するこ

と。 
 
iii. ＦＩＡがタイヤ加熱装置の作動をテストできるようにすること。 

 
ｆ. すべてのソフトウェア、ハードウェア、および配線は、以下のとおりでなければならない： 
 

i. 競技で使用する前に、ＦＩＡの承認と公認を受けていること。 
 
ii. ＦＩＡが競技中いつでも、使用されているバージョンと公認書類に提示されているバージ

ョンを識別し比較できるような、独自的で明確な識別法を提供すること。 
 
追加の詳細は本技術および競技規則の付則に記載されている。 

 
10.9 ホイールの取付けおよび保持 
 
10.9.1 ホイールは、１つの留め具を使用して車両に取り付けられなければならない。留め具の外径は１０

５mmを超えてはならず、軸の長さは７５mmを超えてはならない。ホイール留め具は、第１０条７

項に規定されるホイールアセンブリー以外、車両のいかなる部分にも取り付けあるいは搭載するこ

とはできない。 
 
10.9.2 手動式トルクレンチを除き、予選セッション、スプリントセッションまたはレース中のピットスト

ップでホイール留め具の取り付けあるいは取り外しに使用する装置は、圧縮空気あるいは窒素によ

るもののみ認められる。 
 
いかなるセンサーシステムも受動的にのみ作動できる。 

 
10.9.3 車両には、自力走行中ホイール留め具が、完全に固定された位置から、また留め具がアクスルスレ

ッドに掛かり始める前の角度位置からのどちらからでも、ゆるんだ際それが脱落しないよう保持す

るための二段式装置を備えなければならない。 
 

10.9.4 各チームはすべてのデュアルステージ保持装置が、以下を可能としなければならないことを立証す

る実験結果を提供しなければならない： 
 

ａ. ホイールナットがスレッドから完全に外れる間に、車の中心線から離れる方向にホイールナッ

トに作用する２０kNの軸方向引っ張り力に耐える。 
 
ｂ. ホイールナットがスレッドに部分的に掛かっている間、ホイールナットに巻き戻し方向に作用

する３００Nmのトルクに耐える。 
 
10.9.5 さらに、デュアルステージ保持装置は、ホイール操作員／フィッターが不正確に取り付けられた留

め具を目視確認できるような方法を組み込んでいなければならない。 
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10.10 寸法 
 
10.10.1 サスペンション幅 
 

前輪軸システムの原点は、車両が車検に提示されたときにＹ＝６３５から外側に出てはならない。 
 
後輪軸システムの原点は、車両が車検に提示されたときにＹ＝５４８から外側に出てはならない。 

 
 
第１１条 制動装置 
 
11.1 制動回路および圧力配分 
 
11.1.1 すべての車両には、パワーユニット１つを除いて、１つの制動装置のみが装備されていなければな

らない。このシステムは、２つのマスターシリンダーを操作する１つのペダルで構成されなければ

ならない。マスターシリンダーの出口側では、システムは２系統の油圧回路で構成されなければな

らず、一方のマスターシリンダーからの１つの回路は２つのフロントホイールを操作し、他方のマ

スターシリンダーからのもう１つの回路は２つのリアホイールを操作するためにある。第１１条６

項に記載のリアブレーキ制御システムは、リアホイールを操作する回路の一部とみなされる。この

システムは、１つの回路に損傷が生じた場合でもペダルがもう一方の回路でブレーキを操作するよ

うに設計されていなければならない。 
 

２つのリアホイールおよび２つのフロントホイールに働くマスターシリンダーの直径は、互いに

２mm以内でなければならず、同じ作動可能範囲でなければならない。同様の原則がマルチステー

ジマスターシリンダー設計に適用されなければならない。 
 
11.1.2 制動装置は、各回路内でブレーキパッドに働く力が常に同一になり、ブレーキディスク上で対にな

って作用するようによう設計されていなければならない。 
 
11.1.3 制動装置の仕様構成を変更する、あるいは性能に影響を及ぼすことが可能な動力装置は、それが装

置のどの部分であっても、第１１条６に定められるシステムを除き、一切禁止される。 
 
11.1.4 車両が走路上にある間に制動装置の変更あるいは調整をすることは、ドライバーの直接的入力行為、

あるいは第１１条６に定められるシステムによりなされなければならず、事前に設定できない。 
 
11.2 ブレーキキャリパー 
 
11.2.1 ブレーキキャリパーは、ブレーキディスク、ブレーキパッド、キャリパーピストン、第１１条６に

規定されたシステムに直接関連する部品、ブレーキホースおよび取り付け部品以外の、制動圧を受

けた際に応力がかかるサバイバルセル外の制動システムの部品と定義される。取り付けに使用され

るボルトやスタッドは、ブレーキキャリパーの一部とはみなされない。 
 
11.2.2 すべてのブレーキキャリパーは、８０Gpa以下の弾性率のアルミニウム材質で製作されなければな

らない。 
 
11.2.3 各ブレーキキャリパーを車両に固定するのに使用できる取り付け部は２箇所までとする。 
 
11.2.4 各ホイールに、 大６つのピストンを伴うキャリパー１つが許される。 
 
11.2.5 各キャリパーピストンの断面は円形でなければならない。 
 
11.3 ブレーキディスクおよびパッド 
 
11.3.1 各ホイールにつきブレーキディスク１枚が許される。ディスクは連結されるホイールと同一の回転

速度を有していなければならない。 
 
11.3.2 すべてのディスクは、 大３２mmの肉厚を有していなければならない。 
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11.3.3 ディスクの直径は、フロントが３２５ｍｍから３３０ｍｍで、リアが２７５ｍｍから２８０ｍｍである。 
 
11.3.4 ディスクの冷却孔の 小直径は３ｍｍである。 
 
11.3.5 各ホイールに２つまでのブレーキパッドが許される。パッドには冷却孔は認められない。 
 
11.4 ブレーキ圧の調整 
 
11.4.1 制動装置は、ドライバーがブレーキペダルに圧力を加えた時にホイールがロックしないような設計

であってはならない。 
 
11.4.2 制動装置は、すべての状況下で、ドライバーがブレーキペダルにかけることにより達成される圧力

以上にブレーキキャリパーの圧力を増すような設計がなされていてはならない。 
 
11.5 液体冷却 

 
ブレーキの液体冷却は禁止される。 

 
11.6 リアブレーキ制御装置 

 
リアブレーキ回路内の圧力は以下を条件として動力制御システムによって供給できる： 
 
ａ. ドライバーのブレーキペダルが、動力システムが作動しないようにされている場合に、リアブ

レーキ回路に適用できる圧力源を発生する油圧マスターシリンダーにつなげられている。 
 
ｂ. 動力システムが、第８条３に規定されている制御電子系によって制御されている。 

 
11.7 ブレーキ摩擦材およびブレーキシステム油圧部品の供給 

 
第１１条３項のブレーキディスクおよびパッド、第１１条２項のブレーキキャリパー、第１１条１

項のマスターシリンダー、第１１条６項のリアブレーキコントロールシステムは、第１７条６項の

規定に基づきＯＳＣに分類される。 
 
 
第１２条 車両の構造およびサバイバルセル（シャシー） 
 
12.1 定義および一般要件 
 
12.1.1 コクピット 
 

ドライバーを収容する容積をいう。 
 
12.1.2 サバイバルセル 
 

燃料タンクとコクピット、および第５条３項６に一覧されるＥＳの部品を収容する連続した閉鎖構

造体をいう。 
 
エネルギー貯蔵アセンブリーの下部プレートは、サバイバルセルの一部と考えられている。 

 
12.1.3 コクピットのパッド 
 

ドライバーの居住性および安全性の向上のみを目的としたコクピット内の非構造部品をいう。この

材質はすべて、即座に取り外しが可能なものでなければならない。 
 
12.1.4 標準プレーン 
 

ａ. Ａ－Ａ：ＸＡ＝０の平面 
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ｂ. Ｃ－Ｃ：ＸＡ≧１８３０で競技参加者が定義する平面 
 
ｃ. Ｂ－Ｂ：ＸＣ＝－８７５の平面 

 

12.1.5 公認 
 

サバイバルセルは、第１３条の規定に従って公認されていなければならない。 
 

12.1.6 計算によるデモンストレーション 
 

規則により、チームが構成部品や構造の強度を計算で実証することが要求される場合、金属製構成

部品は極限的破損で、複合材は第１層破損で、準備率１.０を使用しなければならない。 

 

ＦＩＡは、これらの計算に使用されたモデルや材質特性の提出をチームに求め、検査を行うことが

できる。 

 

12.2 サバイバルセル仕様 

 

12.2.1 コックピット開口部 
 

ドライバーがコックピットにアクセスするための開口部の大きさを確保するため、ステアリングホ

イール、ステアリングコラム、シャシーマウントＰＣＵ８ディスプレイユニット、シートおよび第

１２条６項１に定めるすべてのパッド（ 前部の固定具を含む）を除き、サバイバルセルまたはボ

ディワークのどの部分もＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＥＮＴＲＹ内に置いてはならない。 

 

第２ロール構造体が取り除かれたＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＥＮＴＲＹは真上から完全に見えるよう

にしなければならない。 

 

サバイバルセルの形状は、車両の両側から見たときに、この容積のどの部分も見えないようなもの

でなければならない。 

 

ドライバーの頭部の両側に位置するサバイバルセルの部分の間隔は５５０ｍｍ以下でなければなら

ない。 

 

12.2.2 サバイバルセルの寸法 
 

第１２条２項１、第１２条２項４および第１２条２項５で許可された開口部および凹部を設ける前

に、Ｙ＝０について対称で連続し、開口部を持たない単一の容積を、以下のａ.～ｄ.項に示す条件に

従って定義しなければならない。このため，第１２条３項２および第１２条３項３に規定するパネ

ルは，サバイバルセルの一部とみなす。 
 
ａ. ＸＡ＝０からＸＣ＝０の間のサバイバルセルの 小寸法は、ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ－ＭＩＮと

ＲＶ－ＣＨ－ＭＩＤ－ＭＩＮを合わせたもので定義される。 
 
ｂ. ＸＡ＝０とＸＢ＝０の間のサバイバルセルの 大寸法は、ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴとＲＶ－ＦＬ

ＯＯＲ－ＢＯＤＹのＸＢ＝０より前方でＹ＝２１０より内側にある部分を合わせたもので定義

される。 
 
ｃ. 上記ａ.およびｂ.項で定義された容積の前方上部から材質を除去することができる。そのため

には、ＸＣ＝１６００より前方のすべてのＸ平面において、ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ－ＭＩＮ

のその下の残りの部分が少なくとも２５０ｍｍの高さになるようなＺ平面を定義しなければな

らない。このＺ面より上、ＸＣ＝－１６００より先の材質は、次の２段階に分けてのみ除去す

ることができる： 
 
i. 第一段階の材質除去の後、ＸＣ＝－１５９０より前方のサバイバルセルの外面は、ＸＡ＝０
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より前方のサバイバルセルの一部を含み、規定車高でインボードフロントサスペンション

のすべての機械部品と関連するブラケットを囲んでいなければならない。さらに、この外

面の法線は、前部衝撃吸収構造体の構造部分によって覆われる領域を除いて、Ｘ平面に対

して２５°を超える角度を有してはならない。 
 
ii. 第二段階では，上記で定義したＺ面までさらに材質を除去することができる。各Ｘ平面に

おいて，第一段階の材質除去で作られた表面から累積合計１５０ｍｍの幅が残っていなけ

ればならない。 
 
Ｚ平面より上方でＸＣ＝－１６００より前方にある構造体は、［５０、０、－３０］ｋＮの荷

重に耐えられることが計算により証明される留め具であれば、取り外すことができる。 
 

ｄ. フロントサスペンション部材のための 小限の開口部及びタイミングトランスポンダのための

凹部を除き，サバイバルセルの外表面及び前部衝撃吸収構造体の構造部分の外表面は，その前

部隔壁においてサバイバルセルの全周囲にわたって一致していなければならない。 
 

12.2.3 識別トランスポンダー 

 
すべてのサバイバルセルは、その識別を目的とするＦＩＡ供給の３つのトランスポンダーを組み入

れなければならない。３つのトランスポンダーはサバイバルセルの恒久的部品とされ、第２図に記

載されている通りに配置され、常に確認検査がしやすい状態でなければならない。 
 
12.2.4 サバイバルセルの開口部 

 
サバイバルセルはドライバー用に第１２条２項１に規定する寸法の開口部を有していなければなら

ない。サバイバルセルの他のすべてのダクトあるいは開口部は、以下のみでなければならない： 
 

ａ. 機械要素に接することができるようにする目的だけのための必要 小限の大きさでなければな

らない。正面から見て、これらの開口部は、規定車高において、フロントサスペンションのあ

らゆる機械的部品の露出部分を２０００ｍｍ２以上増加させてはならない。前部衝撃吸収構造

体の構造部分によって覆われた開口部は、この評価では考慮されない。 
 
ｂ. ドライバー、または機械的あるいは電気的構成部品を冷却することのみを目的としていなけれ

ばならず、そのような一切のダクトあるいは開口部の面積は３,０００㎟を超えてはならない。 
 
ｃ. 配線束、ケーブルまたは液体を収容する配管を通すことのみを目的としていなければならず、

そのような開口部の合計面積は７,０００mm²を超えてはならない。 
 
12.2.5 サバイバルセルの最小容積の凹み 

 
第１２条２項２で定義されたサバイバルセル 小容積には、以下の場合に凹みが許される。 

 
ａ. 第１３条５項１に従って側方衝撃吸収構造体およびその取り付け部を設置することのみを目的

とする。各側方衝撃吸収構造体用のそのような凹みの面積は、Ｙ平面に投影したときに８００

０ｍｍ²を超えてはならない。 
 
ｂ. 第１２条４項２および第３条１２項３ ｂ.項に従った第２ロール構造体のフロント固定とフェア

リングの取り付けのみを目的とする場合。そのような凹部の総面積は、５０,０００ｍｍ²を超

えてはならない。 
 
ｃ. 搭載が義務付けられている構成要素の取り付けのみを目的とした 小限の凹み。タイミングト

ランスポンダー、ＰＤＭ－Ｆ１ユニット、Ｆ１ＭＳアンテナ、位置５のカメラ、メディカルラ

イト、データムターゲットシート、ＥＲＳステータスライト、クラッチ切り離しボタンなどを

含むがこれらに限定されない。 
 
ｄ. チームが指定した部品を取り付けることのみを目的とした 小限の凹み。サスペンションブラ

ケット、サスペンションフェアリング、スリップアングルセンサー、ビブステー取り付け、ア
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ンテナを含むがこれらに限定されない。 
 
さらに 
 
ｅ. 深さ３ｍｍ以下の凹部のステップ面は、第１２条２項２ ｃ.ｉ.項の角度制限に準拠する必要は

ない。 
 
ｆ. 第１２条３項１「侵入防止ラミネート」の適用範囲にある凹部は、同等の侵入強度を維持する

ための同条項の要件に適合しなければならない。 
 
12.2.6 ドライバー後方の構造 

 
ドライバーのすぐ後ろのサバイバルセルで、コックピットを車両の燃料タンクから分離する部分は、

ＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＤＲＩＶＥＲの外になければならない。 
 
ドライバーが通常の運転ポジションに着座した状態で、着用しているヘッド＆ネックサポートは、

車両の構造部分から２５ｍｍ以内であってはならない。 
 
12.2.7 フロントフロア構造体 

 
サバイバルセルの下には，「フロントフロア構造体」と呼ばれる構造物が取り付けられていなけれ

ばならない。 
 
フロントフロア構造体は： 
 
ａ. ＲＶ－ＢＩＢ範囲内に位置し、第３条５項６で規定されたフロア本体で完全に囲まれ、どの部

分も外部の気流に接触してはならない。 
 
ｂ. 少なくとも４個の留め具を用いてサバイバルセルに堅固に取り付けられなければならない。 
 
ｃ. 地面に衝突した場合にのみ変形するものでなければならない。 
 
なお、第３条５項７ ｂ.項に規定するフロントフロア構造体及びフロア付属構成部品は： 

 

ｄ. 時間、速度、加速度、温度によって特性が変化する部品、機構、構造を組み込んではならない。

粘性ダンピング、ヒステリシスダンピング、油圧システム等を含むが、これらに限定されない。 

 

ｅ. 組織的または日常的に永久変形を示す可能性のある部品を組み込んではならない。 

 

ｆ. サーキット上にある状態で第３条１５項６に記載された試験中に測定された同一の荷重たわみ

関係以外を示す可能性のある部品、機構または構造を設計または組み込んではならない（慣性

によるものなど小さな付随的効果を除く）。 

 
12.2.8 シャシーデータムポイント 

 
車検のための車両の位置合わせのために、サバイバルセルは、第３条２項６で定義された関連する

合法のデータムポイントを正確に位置決めするために、必要な精密に機械加工された細部を備えて

いること。 
 
12.3 貫入保護 

 
衝撃時に運転者と燃料電池を保護するため、サバイバルセルの側面および下面は、以下の要件に適

合していなければならない。 
 
12.3.1 侵入防止用ラミネート 

 
サバイバルセルの側面および下面は、第１５条６項に規定されるラミネートＰＬ－ＣＨＡＳＳＩＳ
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－ＳＩＤＥで構成されるものとする。 
 
このラミネートにはプライ（層）を追加することができる。コアの厚みや密度を大きくしたり、コ

アをソリッドインサートで置き換えたりしてもよい。 
 
ＸＢ＝－１００からＲＶ－ＣＨ－ＭＩＤ－ＳＴＲＵＣＴの後方１００ｍｍまでの間は、コアを別の補

強方法で補うか置き換えることができる。 
 
すべての場合において、ＦＩＡテクニカルデリゲートは、そうすることによって構造の全体的な強

度が改善され、本技術および競技規則の付則に定義されている、＂側方貫通試験方法０２／０５＂

によって与えられる試験に合格する能力が維持されていることを納得しなければならない。 
 
このラミネートは、Ａ－Ａからサバイバルセルの後部まで縦方向に伸びていること。 
 
ラミネートは以下をカバーすること： 
 
ａ. Ａ－ＡからＢ－Ｂまで、ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ－ＭＩＮの上または外側にあり、側面から見

て、この容積の上端曲線より下方５０ｍｍ以上のすべての面。第８条１６項で要求されるタイ

ミングトランスポンダを覆うパネルは、この要求から除外される。 
 
ｂ. ＢＢからサバイバルセルの後方まで、Ｚ＝５５０以下、Ｚ＝１００以上のすべての面。 

 
12.3.2 ６.２ｍｍザイロンパネル 

 
厚みが６.２mm以上の１６層ザイロンと２層カーボンにより（正確なレイアップ製法は本技術およ

び競技規則の付則に記載される）製作された２枚のパネルを下方にあるサバイバルセル各側に、取

り付け表面全体に適用される適切な接着剤で恒久的に取り付けなければならない。 
 
このパネルは、側面から見て、Ｂ－Ｂ、Ｚ＝１００ｍｍとＺ＝５７０ｍｍの２本の直線と、その２

本の水平線の間でＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＤＲＩＶＥＲの 後部のＹ＝０との交点に対して後方５

０ｍｍにオフセットし法線をなす曲線の間にある、Ｙ＝０から１４０ｍｍ以上の面をすべて覆わな

ければならない。さらに、横から見たとき、パネルがＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＥＮＴＲＹを覆って

いなければならない。 
 
パネルの前方境界および後方境界に５０ｍｍの線形逓減部が含まれることができ、ＸＣ＝－３７５の

後ろでパネルの上部境界に２０ｍｍの線形逓減部が含まれることができる。逓減部の寸法は、境界

線に垂直な方向から測定される。 
 
側方衝撃構造体周囲への取り付け、第１２条２項４に規定されるサバイバルセルの開口部、データ

ムターゲットシートおよび必須の取付具のため、片側で合計５０,０００mm²の切抜き部をこれらの

パネルに作ることが許される。 
 
第１２条２項５で認められたパネルの凹みは、外側の４枚のザイロンプライのみに限られ、総面積

は片側７５,０００ｍｍ２以下とすることができる。 
 
12.3.3 ３ｍｍザイロンパネル 

 
厚さが３.０mm以上の７層ザイロンと２層カーボンにより（正確なレイアップ製法は本技術および

競技規則の付則に記載される）製作された 大４つの部分から成るもうひとつのパネルを下方にあ

るサバイバルセルに重複接合部を含めて取り付け表面全体に適用される適切な接着剤で恒久的に取

り付けなければならない。 
 
このパネルは、その下方にあるサバイバルセル構造体の外側被膜を以下の範囲で覆っていなければ

ならない： 
 
ａ. ＸＡ＝３００からＢ－Ｂの間で、側面から見てＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ－ＭＩＮの上端曲線よ

り５０ｍｍ以上下にあるすべての面。 



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  99 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
ｂ. Ｂ－ＢからＸＣ＝－３５０までの間において、Ｚ＝２００以下のサバイバルセルの側面および

下面であって、第１２条３項２に定めるパネルで覆われていない部分。 
 
２５mmの水平線形逓減部が、パネルの前方境界および後方境界に含まれてもよい。 
 
このパネルは、第１２条３項２により規定されるパネルを、すべての接合端部に 低２５mmに渡

って重複させなければならない。複数の部分で構成されている場合、隣り合うすべてのパネルは

低２５mm重複していなければならない。すべての重複部は、両方の部分の厚みの線形率逓減部も

含むことができる。 
 
第１２条２項４に規定されるサバイバルセルの開口部周囲への取付け、データムターゲットシート

および必須の取付具のため、片側で合計３０,０００mm²の切抜き部をこのパネルに作ることが許さ

れる。 
 
第１２条２項５で認められたパネルの凹みは、外側の３枚のザイロンプライのみに限られ、総面積

は片側７５,０００ｍｍ２以下とすることができる。 
 
12.3.4 前面からの侵入 

 
前部衝撃吸収構造体が存在しない場合、衝突時に先行車両の後部衝撃吸収構造体が前面隔壁からサ

バイバルセルに侵入できないことを計算で実証しなければならない。この計算では、サバイバルセ

ルの前面隔壁の任意の場所に、所定の後部衝撃吸収構造体と同じ寸法のパッドを介して［２２０，

０，０］ｋＮの荷重を適用するものとする。パッドはＡＡの後方５０ｍｍ以上サバイバルセル内に

侵入してはならない。この評価では、前部衝撃構造体以外のサバイバルセルに通常取り付けられて

いるすべての構成部品を考慮しなければならない。 
 
12.3.5 コックピット側部構造体 

 
ＲＶ－ＣＨ－ＭＩＤ－ＭＩＮを覆う側面から見えるサバイバルセルは、前部衝撃吸収構造体の衝撃

に対して、 大３５０ｋＮの力で抵抗するように設計されていなければならない。このことは、第

１３条４項８に規定する試験及び計算により証明されなければならない。 
 
ＲＶ－ＣＨ－ＭＩＤ－ＳＴＲＵＣＴの容積は、以下のもののみを含めることができる： 
 
i.  サバイバルセルの構造 
 
ii.  配線束またはケーブル（コネクタ、電気ボックス、その他の電気部品を除く）。 
 
iii.  ドライバーの直接入力が必要な電気部品 
 
iv.  流体配管とその接続具 
 
v.  消火器用ノズル、チューブ、ブラケット 
 
vi.  ドライバーの快適性のためのパッド 
 
vii.  ドライバーおよび/または機械部品および/または電気部品の冷却のみを目的としたダクト。 
 

12.4 ロール構造体 

 
すべての車両は、車両が裏返った際にドライバーの負傷を防ぐために設計された２つのロール構造

体を有していなければならない。 
 
12.4.1 主要ロール構造体 

 
主要構造体は、以下の幾何学的要件を満たさなければならない： 
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ａ. ［ＸＣ＝５５，０，９６８］に構造を持たなければならない。 
 
ｂ. Ｚ＝９５０で構造体を貫通する水平断面は、少なくとも６０００ｍｍ２の領域を囲まなければ

ならない。この平面より下の断面積は、いかなる水平断面においても６０００ｍｍ２を下回っ

てはならない。 
 
ｃ. Ｚ＝９３５より上で、構造体の外面は接線方向に連続しなければならず、凹状の曲率半径を含

んではならない。凸の曲率半径は２０ｍｍ以上でなければならない。 
 
空力ダクトを通すための構造上の開口部を考慮せずに、適合性を評価する。そのような開口部

は、Ｚ＝９５５より下でなければならない。 
 
第１３条３項１に記載されたロードパッドが構造体に接触する箇所、外表面と内部ダクトの開

口部が交差する箇所、カメラ４を取り付ける箇所では、この表面から 小限の局所的なずれを

許容する。 
 
ｄ. Ｚ＝９１０で構造体を貫通する水平断面は、少なくとも１０,０００ｍｍ²の領域を囲まなけれ

ばならない。さらに、この断面は軸に沿った一辺７０ｍｍの正方形を囲まなければならない。 
これらの要件は、この平面より下方すべての水平断面で維持されなければならない。 

 
上記を評価する場合、純粋に主要ロール構造の強度に寄与する部品のみを考慮し、フェアリングは

含まれないものとする。Ｚ＝９３５より上の構造体の部品は、地面と垂直に１５Ｇの衝撃を受けた

ときに車両を支えることができるように設計され、耐摩耗性のある材料で作られていなければなら

ない。 
 
サーキットで停止した車両を迅速に持ち上げるために、主要ロールオーバー構造体は、側面から見

てはっきりと見えるように、断面が６０ｍｍ×３０ｍｍ、内部半径がＲ１５ｍｍ以下の、ストラッ

プが通ることのできる遮蔽物のない開口部を組み込まなければならない。 
 
上記ｂ.とｄ.で要求される面積は、その平面上でロールフープの構造部分を囲む 小の凸多角形の面

積とされる。 
 
この開口部は、Ｚ軸に対して＋４５°から－４５°の間のＺＸ平面上で、ストラップによって上方

向に加えられる２０ｋＮの荷重に耐えることができることを計算によって示さなければならない。

ストラップの通し方が異なるデザインでは、すべての可能性を考慮した計算が出されなければなら

ない。 
 
12.4.2 第２ロール構造体（Ｈａｌｏ） 

 
サバイバルセルの一部とはみなされない第２ロール構造体は、その前方固定軸をＸＣ＝－９７５およ

びＺ＝６６０として、車両中心面に対して対称に配置されなければならない。後方固定具の取り付

け面は、平面Ｚ＝６９５上になければならない。 
 
第２ロール構造体は、ＦＩＡ８８６９－２０１８規格に基づき、ＦＩＡ指定製造者から供給された

ものでなければならない。構造物およびその取り付け部の詳細は、本技術および競技規則の付則に

記載されている。 
 
ＦＩＡは、異なるＦＩＡ指定製造者が供給する第２ロール構造体が同程度の質量であることを保証

するため、適切な措置を講じる。 
 

12.5 コクピットの仕様 

 
12.5.1 入口および出口 

 
ドライバーは、ステアリングホイールあるいは第１２条６項１に定めるヘッドレスト以外は、ドア

を開けたり、車両のその他の部分を取り外したりする必要なくコクピットからの乗降ができなけれ
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ばならない。 
 
ドライバーは、通常に着座し、すべての安全ベルトを締め、通常の運転装備を身につけた状態で、

ステアリングホイールを取り外して車両から脱出することが７秒以内でできなければならず、その

後ステアリングホイールを元の位置に戻すことが合計１２秒以内でできなければならない。 
 
この試験のために、操舵される車輪の位置はＦＩＡテクニカルデリゲートにより決定され、ステア

リングホイールが元の位置に戻された後は、操舵制御が維持されなければならない。 
 

12.5.2 ヘルメットの位置 

 
通常の着座状態では、ドライバーは前方を向いていなければならず、クラッシュヘルメットの 後

部はＸＣ＝－５０とＸＣ＝－１２５の間になければならない。 
 
ドライバーのヘルメットは、第２ロール構造体の前部固定軸と主要ロール構造体の 高点から垂直

方向に下方７５ｍｍの点との間に引かれた線の下になければならない。 
 

12.5.3 ステアリングホイール 

 
ステアリングホイールは、いかなる回転のときでも、第２ロール構造体の前部固定軸と主要ロール

構造体の 高点から垂直方向に下方７５ｍｍの点を結ぶ線の下になければならない。 
 
ステアリングホイールはコックピット開口部の前端から後方５０ｍｍ以上になければならない。 
 
ステアリングホイールはクイックリリースシステムを備えていなければならない。その操作方式は、

ステアリングホイールの後方のステアリングコラム上に設置された同心円状のフランジを引く方法

によるものでなければならない。 
 
ステアリングホイールは、あらゆる角度位置でＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＨＥＬＭＥＴと交差するよ

うに配置しなければならない。 
 

12.5.4 内部コックピット容積 

 
ａ. ステアリングホイール、ペダルアッセンブリー、運転席、および第１２条６項２で要求される

パッドを除き、付則２の第３図に示される外側垂直断面のＸＣ＝－８５０からＸＣ＝－１４１５

の間の広がりから成る容積内に車両のいかなる部分も入ってはならない。 
 
ｂ. ステアリングホイール、ステアリングコラム、運転席、およびペダルアッセンブリーを除き、

車両のいかなる部分も、付則２の第３図に示された内側垂直断面のＸＣ＝－８５０からＸＣ＝－

１５１５の間の広がりから成る容積内に存在してはならない。 
 
ｃ. 車両のいかなる部分もＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＤＲＩＶＥＲで定義された容積内に存在しては

ならないが、以下のものは例外とする。 
 
i. ドライバーの快適性または拘束に必要なもの。例えば、シートおよびその取り付け部、安

全ハーネスおよびその取り付け部、飲料システム、第１２条６項１に定めるパッドなど。 
 
ii. ドライバーの車両操作に必要なもの：ステアリングホイール、ステアリングコラム、ダッ

シュディスプレイ、スイッチパネル、関連配線束、ドライバー用マイクロフォン＆イヤホ

ンなど。 
 
iii. ドライバーが車内に着座する間にアクセスする必要があるもので例えばＳＤＲダウンロー

ドコネクター、ドライバー無線用コネクター、関連配線器、ＥＳドーシングコネクターな

ど。 
 
iv. ドライバーバラスト。 
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v. コネクター、電気ボックス、またはその他の電気構成部品を除く配線束またはケーブル。 
 
vi. 消火器のノズル、チューブ、およびブラケット。 
 
vii.  流体配管とその接続具。 
 
viii.  第８条１０項２で要求された重心に近い加速度計。 
 
ix.  第８条２０項で要求された加速度計。 

 
ｄ. ドライバーは、シートベルトを締めて通常に着座し、ステアリングホイールを外した状態で、

両足をそろえて上げ、膝がステアリングホイールの面を越えて後方に出ることができなければ

ならない。この動作は、車両のいかなる部分によっても妨げられてはならない。 
 

12.5.5 ペダルの位置 

 
前面のペダル面は，非操作時にＸＣ＝－１５１５よりも後方に位置しなければならない。 

 
ペダルは，ブレーキペダルの面がＸＣ＝－１５１５よりも前方に位置するように取り付けることがで

きなければならない。この位置に取り付けた時に、ブレーキペダルは、ペダル移動全体を通して、

それ以上の動きを制限する可能性のある構造物や部品から前後方向に少なくとも１０ｍｍの隙間を

保たなければならない。 
 
12.6 コクピットパッド 
 
12.6.1 ヘッドレスト 

 
すべての車両には、以下の基準を満たす３つのドライバー頭部保護のパッドエリアが装備されなけ

ればならない： 
 

ａ. １つの部品として車両から取り外すことが可能となっていること。 
 
ｂ. 該当する気温に適応できる材質で造られていること。承認される材質の詳細および、使用され

る環境の温度帯が本技術規則の付則に掲載される。 
 
ｃ. ドライバーの頭部がラミネートＰＬ－ＨＥＡＤＲＥＳＴと接触する可能性のあるすべての領域

にわたり、カバーが装着されていること。 
 
ｄ. 事故の際にドライバー頭部にヘッドレスト域方向へ衝撃が加わった場合、ドライバーのヘルメ

ットが 初に接触するように位置していること。 
 

ｅ. パッドが圧縮されていない状態の厚さの５％まで圧縮される自由度を妨げるような特徴を持た

ないカバーと内部構造を有していること。 
 
ｆ. 事故の際に予測されるドライバー頭部の軌跡にて、ドライバーの頭部の動きがどの部分のパッ

ドを完全に圧縮した場合でも、ヘルメットが車両のいかなる構造部分にも触れることのないよ

う設置しなければならない。 
 
ｇ. ドライバーが通常に着座した状態で車両の真上から見て、ドライバーのヘルメットからの視界

を一切妨げてはならない。 
 

後部パッド 
 
第１ドライバー頭部保護パッドエリアは、ドライバーの後方に位置し、少なくとも４０,０００mm²
の面積に渡り幅２６０ｍｍから３８０ｍｍ、７５mm～９０mmの厚さを有するものでなければなら

ない。ドライバーの快適性のみを目的として必要であれば、厚さが１０mm以下の追加パッドをこ

のヘッドレストに取り付けることができるが、同一の素材でできていることを条件とする。 
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側方パッド 
 
ドライバーの頭の両側に２つのパッドを配置しなければならない。これらの領域は、以下の通りで

なければならない。 
 
ｈ. Ｙ＝０に関して対称的な位置にあること。 
 
ｉ. その上面が、全長にわたって少なくともサバイバルセルと同じ高さになるように配置されるこ

と。 
 
ｊ. 上部インボード縁部の半径が１０ｍｍ以下であること． 
 
ｋ. ＸＣ＝－１５０の前方で、２つのパッドの距離が３２０ｍｍ以上となるように配置される。 
 
ｌ. ドライバーの快適性の制約の中で、実行可能な限り高くすること。 
 
ｍ. ＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＨＥＬＭＥＴの前方の面まで、前方向に伸びていること。 
 
ＸＣ＝－７５からＸＣ＝－４００の間、およびＺ＝５４５以上の領域では、車両の側面から見て３５,
７５０ｍｍ²以上の面積に少なくとも厚さ９５ｍｍのパッドがなければならない。この 低厚さは、

サバイバルセルの上端とその全長にわたって維持されなければならない。 低厚さは、車両中心面

に対して垂直で、ｊ.項で要求される半径を適用する前に評価される。 
 
さらに、これらのパッドエリアと上記に規定される後部部分との間にある一切の空間も同一の材質

で完全に塞がれなければならない。 
 
ドライバーの快適性のみを目的として必要であれば、厚さが２０mm以下の追加パッドをこのヘッ

ドレストに取り付けることができるが、その表面の摩擦抵抗が低く同一の素材でできていることを

条件とする 
 
固定方法 
 
ヘッドレストは、明確に示された方法で固定され、工具なしで簡単に取り外すことができるものと

する。固定具は以下のもので構成されていること： 
 
ｎ. 直径が少なくとも６ｍｍで、コックピット開口部の後部に少なくとも１２ｍｍの接合部を持つ

２つの円筒形の縦方向のペグ。 
 
ｏ. 車両の両側でＸＣ＝－２５０±５０ｍｍおよびＺ＝６１０±２５ｍｍの位置にある鍵穴の固定

具。これらの固定具は第１２条６項１ ｅ.項に準拠し、サバイバルセルに取り付けられたレセプ

タクルは、サバイバルセル構造体と同一平面上になければならない。これらの固定具は、ヘッ

ドレストの前方１２ｍｍまでの横方向または垂直方向への移動を防止するものでなければなら

ない。これらはＲＶ－ＣＯＣＫＰＩＴ－ＨＥＬＭＥＴの中にあってはならず、事故時にドライ

バーがこれらに接触しても怪我の危険が 小になるように設計されていること。 
 
ｐ. 車両の両側の前方角で明示されたクイックリリースで固定。ヘッドレストの前部固定具をカバ

ーするのに、テープまたは類似した材質を用いてはならない。 
 
12.6.2 脚部パッド 

 
事故の際に脚部への傷害の危険性を 小限に留めるために、ドライバーの脚の各側面および上部に

追加の保護パッドエリアを取り付けなければならない。 
 

これらの保護パッドエリアは： 
 
ａ. 本技術および競技規則の付則に記される材質で造られていなければならない。 
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ｂ. 全域にわたって２５mm以上の厚さがなければならない。 
 
ｃ. Ｂ－Ｂ面と、作動していない状態のペダルの 後端面の後方１００mmとの間の領域を覆って

いなければならない。 
 
ｄ. 第１２条５項４ ａ.項で定義された容積の下面から上方５０ｍｍの領域を、上記ｃ.項で定義さ

れた全長にわたってカバーすること。 
 
12.7 座席の固定および取り外し 
 

事故の際、負傷したドライバーを座席ごと車両から移動させることができるように、すべての車両

の座席は、しっかり固定されている場合、２本以下のボルトによりそのように固定できなければな

らない。ボルトが使用される場合は、以下が義務付けられる： 
 
ａ. 明瞭にその存在が示されており、レスキュークルーが容易に作業できる状態でなければならな

い。 
 
ｂ. 垂直に装着されていること。 
 
ｃ. すべてのレスキュークルーに提供されている工具により取り外しが可能であり、それはすべて

のチームに共通であること。 
 

座席には、ドライバーを固定するためのベルトと頭部安定化装置の取り付けが可能な固定箇所が装

備されていなければならない。 
 

座席は、シートベルトのどの部分をも切断したり取り外したりすることなく、取り外しが可能でな

ければならない。 
 

上述の工具、固定箇所および頭部安定化装置に関する詳細は本技術および競技規則の付則に掲載さ

れている。 
 
12.8 ドライバーフィット情報 
 

ドライバーフィット情報は、チーム間で転送することができる。そのような情報には、ドライバー

フィッティングに直接関連するＣＡＤジオメトリーや測定値を含めることができるが、構造の詳細

を含めることはできない。 
 
転送できる情報は、シートジオメトリー、ヘルメット位置、ステアリングホイール位置、安全ハー

ネスの装着、肘と膝のクリアランス、ペダル位置、ペダルパッド形状、およびヒールレストジオメ

トリーなどである。 
 
いずれの場合も、交換する情報の内容については、事前にＦＩＡの承認を得なければならない。 

 
 
第１３条 安全構造および公認 
 
13.1 一般原則 
 
13.1.1 本条の目的は、レースに参加できる各車両が関連するすべての要求事項を満たすことを保証するた

めに必要な、車両の安全構造およびすべての公認手順を定義することである。 
 
13.1.2 構造の定義または公認手順のいずれかに基本的な弱点または 適とはいえないレベルの安全性が明

らかになった場合、ＦＩＡは現行適用規則によって別途指示された期限を守らずに関連する規則を

修正する権利を保持するものとする。いかなる場合においても、このような措置は技術諮問委員会

で議論されることになる。 
 
13.1.3 すべての衝撃試験は、ＦＩＡ試験手順０１／００に従い、ＦＩＡテクニカルデリゲートの立会いの
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もと、ＦＩＡテクニカルデリゲートが満足するように較正された測定器を使って実施されなければ

ならない。この試験方法の写しは、本技術および競技規則の付則に記載されている。 
 
13.1.4 テストされた構造物に重大な変更が加えられた場合、その部分はさらなるテストに合格する必要が

ある。 
 
13.1.5 第１３条３項２に記載された試験を除き、すべての静的および動的荷重試験は，第２ロール構造体

（ダミーであるか否かを問わず）を取り外して実施しなければならない。 
 
13.1.6 サバイバルセルに関する、すべての公認テストは、第１２条３項２および第１２条３項３に記載の

ザイロンパネルが装着される前に実施されるものとする。 
 
13.2 サバイバルセル前部衝突試験 
 

厚さ５０mm（±１mm）のアルミニウムプレートを、前部衝撃吸収構造体の取り付け点を通じてサ

バイバルセルの前部隔壁に取り付けること。そのプレートは： 
 
ａ. 幅４３０mm（±１mm）×高さ４３０mm（±１mm）の寸法であること。 
 
ｂ. 車両中心平面に対して左右対称に取り付けられること。 
 
ｃ. ノーズが取り付けられた時の力分配に類似した配分を確実にするために垂直方向に取り付ける

こと。 
 
ｄ. 外側の面に７つのＭ１０×３０ｍｍの穴があり、下図のように格子状に配置されていること。

試験場では、これらの穴に厚さ５ｍｍの４３０ｍｍ×４３０ｍｍの鋼板を５ｍｍの重ねワッシ

ャーで装着する。 
 
試験結果に実質的影響を及ぼす可能性のあるすべての部品は、試験構造体に取り付けられなければ

ならず、その構造体はエンジン取り付け点を通じて台車にしっかりと取り付けられなければならな

いが、それによって衝撃の抵抗力が増大されてはならない。 
 
燃料タンクが取り付けられなければならず、水で満たされなければならない。 
 
第１２条５項に規定されている安全ハーネスを装着した 低７５kgの重量のあるダミーが搭載され

なければならない。しかしながら、安全ハーネスを装着しない状態では、ダミーはコクピットの中

で自由に前方へ動くことができなければならない。ダミーには、ＦＩＡ８８６０またはＦＩＡ８８

５９基準のヘルメットと、ＦＩＡ８８５８のＦＨＲが装備されること（ヘルメットとＦＨＲの質量

が記録されるが、７５kgに含めないこと）。安全ハーネスは、レース状態を表すために締められて

いなければならない。 
 
第１４条１に記載されている消火器も取り付けなければならない。 
 
この試験の目的上、台車と試験構造体の総重量は９００kgから９２５ｋｇの間とし、衝突速度は１

５m／秒以上であること。 
 
衝突壁には、合わせて４５０ｋNを発生させる、以下の７つのカーボンコンポジット製クラッシュ

チューブが取り付けられなければならない： 
 
ａ.Ｔ-ゼロからＴ-終了まで、長さ９００mmの２つのチューブ、低部左右Ｍ１０取付点に導かれる。 
 
ｂ. Ｔ-１００mmからＴ-終了まで、長さ８００mmの１つのチューブ、中央Ｍ１０取付点に導かれ

る。 
 
ｃ. Ｔ-１５０mmからＴ-終了まで、長さ７５０mmの２つのチューブ、中央上部および下部Ｍ１０

取付点に導かれる。 
 
ｄ. Ｔ-２５０mmからＴ-終了まで、長さ６５０ｍｍの２つのチューブ、上部左右Ｍ１０取付点に導
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かれる。 
 
チューブの仕様と取り付け方法の詳細は、本技術および競技規則の付則に記載されている。 
 

 
 

この試験構造体の抵抗力は、衝撃を加えた後サバイバルセルに、また安全ベルトもしくは消火器の

取付点に一切の損傷がないものでなければならない。 
 
累積３ｍｓについてのダミーの胸の 大減速度が報告され、これが３直交軸からのデータの結果と

なる。 
 
この試験は、第１３条１項、第１３条３項２および第１３条４項に示される試験に合格しているこ

とを条件に、一切のサバイバルセルに実施できる。試験はしかしながら、第１３条４項９の試験を

受けたサバイバルセルに実施しなければならない。 
 
Ｔ＝３０ｍｓからのサバイバルセル加速度は少なくとも５２Ｇでなければならない。 
 
Ｔ＝Ｚｅｒｏからのサバイバルセルの 大変位は４２５ｍｍである。 

 
13.3 ロール構造体試験 
 
13.3.1 主要ロール構造体は荷重の７５％（１０５ｋＮ）で以下の静荷重試験のいずれかを受け、次に全荷

重（１４０ｋＮ）でいずれかの試験を受けなければならない。両方の試験は同じ構造体で実施しな

ければならない。試験は無作為に選択された競技参加者に、公認予定日の３週間前に通知される。 

 

ａ. ［８１，８１，－８０］ｋＮの負荷 

 

ｂ. ［－８１，８１，－８０］ｋＮの負荷 

 

ｃ. ［０，０，－１４０］ｋＮの負荷 
 

各テストについて： 
 
i.  初期状態では、パッドはＺ＝９３５より下のロール構造体に接触してはならない。 
 
ii.  試験中いつでも、パッドはＺ＝９００より下の構造体に接触してはならない。 
 
iii.  荷重パッドとロール構造体の間には、厚さ３ｍｍのゴムを使用することができる。 
 
iv.  ピーク荷重をかけるのは３分未満とし、１０秒間維持しなければならない。 
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v.  負荷の下で、変形は負荷軸に沿って測定した場合に２５ｍｍ未満でなければならず、構造上の

欠陥は垂直方向に測定した場合にロール構造体の上端から１００ｍｍより下に制限される。 
 
vi. この試験の間ロール構造体は、その下部を平面に支えられ、エンジン取り付け部を通じて固定

され、第１３条４項２に記述された静荷重試験パッドのいずれかにより側面をくさび止められ

たサバイバルセルに取り付けられていなければならない。 
 
vii. 荷重は、荷重軸に垂直な直径２００ｍｍの堅く平坦なパッドを介して構造体に加えられなけれ

ばならない。 
 
上記に定める物理試験を行う前に、競技参加者は、主要ロール構造およびサバイバルセルが上記の

３つの荷重と以下の荷重に耐えられることを示す詳細な計算書を提出しなければならない： 
 
構造体上部の中央に加える。 
 
ａ. ［１１５，０，－８０］ｋＮ 

 

ｂ. ［－１１５，０，－８０］ｋＮ 

 

ｃ. ［０，１１５，－８０］ｋＮ 
 

ｇ.  直径１０ｍｍのパッドを通して、Ｚ＝９３５より上の構造体外側表面の任意の場所に対して、

垂直方向に５０ｋＮの荷重を加える。 
 
13.3.2 第２ロール構造体は以下の２種類の静荷重試験を受けなければならない。その各試験は： 
 

ａ. 厚さ３mmのゴムを荷重パッドとロール構造体の間に使用することができる。 
 
ｂ. 第１２条４項２に規定される第２ロール構造体が取り付けられなければならない。 
 
ｃ. 荷重は中心が指定された荷重位置にある１５０mmの直径の平坦で堅牢なパッドを使用するこ

と。パッドは、１つの移動角度の自由度しか持たないものとし、これは荷重適用軸に沿う。 
 
ｄ. 各試験について、ピーク荷重を３分未満で加え、５秒間維持しなければならない。 
 
ｅ. ５秒間適用した後、サバイバルセルのいずれかの部分、または構造体とサバイバルセルとの間

のいかなる固着部分も破損してはならない。 
 

中心線試験 
 

［ＸＣ－７８５，０，８３０］の位置に垂直方向で下方へ１３０.１ｋＮ、前後方向で後方へ５１.６
ｋＮ相当の荷重を加えること。その場合以下の２つの方法のどちらかで実施しなければならない： 

 
ａ. 試験荷重（１４０ｋＮ）の１００％に対する物理的試験、または 
 
ｂ. 試験荷重（８０ｋＮ）の５７％に対する物理試験、加えて第１２条４項２に規定する第２構造

体を取り付け、弾性変形としてシミュレーションした場合に、その取付具が試験荷重（１６８

ｋＮ）の１２０％を超えて維持できることを示す詳細な計算。 
 
計算方法は、０ｋＮから８０ｋＮまでの荷重範囲において、上記に規定する物理試験のデータ

で証明されなければならない。荷重と変位は，３つの取付具の垂直変位とともに、荷重の適用

軸に沿って記録しなければならない。 
 

試験中、構造体は、平らなプレートにより下面が支持されたサバイバルセルに取り付けなければな

らず、そのエンジン取り付け点を介して固定されていなければならず、場合によっては前部隔壁お

よび/ あるいは衝撃吸収構造体の下側搭載部を介する。 
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横方向試験 
 
［ＸＣ－５９０，２３３.５，８１０］の位置で、横方向で内側へ１０４.５ｋＮ、前後方向で後方へ

９３.２ｋＮの荷重を構造物の外面に加えること。その場合以下の２つの方法のどちらかで実施しな

ければならない： 
 
ａ. 試験荷重（１４０ｋＮ）の１００％に対する物理的な試験、または 
ｂ. 試験荷重（１００ｋＮ）の７１％に対する物理試験、加えて第１２条４項２に規定する第２構

造体を取り付け、弾性変形としてシミュレーションした場合に、その取付具が試験荷重（１６

８ｋＮ）の１２０％を超えて維持できることを示す詳細な計算。 
 
計算方法は、０ｋＮから５０ｋＮまでの荷重範囲において、上記に規定する物理試験のデータで証

明されなければならない。荷重と変位は、３つの取付具の横方向の変位とともに、荷重の適用軸に

沿って記録しなければならない。 
 
試験中、サバイバルセルは、エンジン取付部を経由して後部隔壁で強力な壁に固定され、下面に沿

って表面プレートによって支持されること。 
 
サバイバルセルはその前端で、サバイバルセルのすべての４カ所の面を包むクレードル（架台）に

よって横方向および垂直方向に抑えることができる。このクレードルは平面Ａ－Ａまで前に伸長で

きるが、ＸＡ＝６００よりさらに後方へは伸長できない。 
 
Ｈａｌｏ試験荷重の適用ポイントと逆側のサバイバルセルの側部は、サバイバルセルの面に一致す

る支持部によって横方向に抑えることができる。これらの横方向の支持部は、ＸＣ＝－１０７５より

さらに前に、またＺ＝５２５より高く伸張することはできない。 
 
支持方法の図面は、本技術および競技規則の付則に記載される。 

 
13.3.3 上述の静荷重試験に加えて、各チームは以下を明確に示す詳細な計算を提出しなければならない。 
 

ａ. サバイバルセルは，第２ロール構造体の各後部取付部に垂直方向で上方へ７５ｋＮの荷重に耐

える。 
 
ｂ. サバイバルセルとブラケットは、第２ロール構造体の前部取付部の軸上で、垂直方向で上方へ

９９ｋＮ、前後方向で後方へ９９ｋＮの荷重に相当する荷重に耐える。 
 
13.4 サバイバルセル負荷試験 
 
13.4.1 すべての静荷重試験に適用される条件 
 

ａ. 使用が予定されているすべてのサバイバルセルに、第１３条４項２～第１３条４項７に記載さ

れた静荷重試験を行わなければならない。この試験の間、内部表面にわたる歪みは第１３条３

項１および第１３条３項２に記述された試験に使用されたサバイバルセルにて起きた歪みの１

２０％を超えてはならない。元の歪みが３ｍｍ未満だった場合、 大許容歪みは３.６ｍｍとす

る。 
 
ｂ. 第１３条４項８、第１３条４項９および第１３条４項１１に述べた試験は、第１３条３項１お

よ第１３条３項２に述べた試験に使用したサバイバルセルに実施しなければならない。 
 
ｃ. 変形および歪みは、別の定めがない限り、円形の負荷パッド域の中心にて計測される。 
 
ｄ. すべての 高荷重はパッドの中心に対してボールジョイント継手を介して３分間未満加えられ

なければならず、 低３０秒加えること。 
 
ｅ. すべての試験は、ＦＩＡテクニカルデリゲートの納得を得た較正が行われた測定機器を使用し

て行われなければならない。 
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ｆ. すべての荷重パッドの端部を３mmの半径で湾曲させることができ、それらと試験構造体の間

に３mm厚のゴム板を置くことができる。 
 
ｇ. 第１３条４項に記述された試験に対し、サバイバルセルの質量比較を行えるようにそれらは常

に同一状況で製造されなければならない。質量が第１３条２項に記述される衝突試験を受ける

ものから、５％を超えて異なる場合、さらに前部および側方衝突試験とロール構造体試験が行

われなければならない。 
 
ｈ. 試験を受けた構造体に対して大幅な改造が行われた場合は、該当部分に対する再試験を実施し

それに合格しなければならない。 
 
ｉ. サバイバルセルは試験されるサバイバルセルの強度または剛性を増加させないという条件で、

どのような向きで取り付けてもよい。 
 
13.4.2 サバイバルセル燃料タンク側面試験 

 
サバイバルセルの形状に合わせた直径２００ｍｍのパッドを、パッドの中心がその部分のサバイバ

ルセルの 下部から高さ１５０ｍｍになるようにサバイバルセルの 外側の側面に配置しなければ

ならない。パッドの中心は、前後方向で燃料タンクの重心を通るＸ平面と一致する。しかし、テク

ニカルデリゲートは、上記の基準が燃料タンクの領域におけるサバイバルセル側面の も弱い位置

に対応しないと考える場合、この試験の前後方向の位置を変更することを選択することができる。 
 
５０ｋＮの一定の横荷重をかけ、その荷重下でサバイバルセルの内側または外側の表面に構造的な

破壊があってはならない。 
 
たわみと変形はパッドの中心で測定される。 
 
荷重を除いた１分後の恒久的変形は１.０mm未満でなければならない。 
 

13.4.3 サバイバルセルホイール接触側面試験 

 
サバイバルセルの形状に適合した直径２００ｍｍのパッドをサバイバルセルの一番外側の側面に当

てなければならない。これらのパッドの中心は以下の通りでなければならない： 
 
ａ. X方向で、 前部の前輪テザーの外側端が内側アタッチメントを中心に旋回したときにサバイ

バルセルと接触する 後端を通るX平面上にあること。 
 
ｂ. Z方向は、その区間の構造物の高さの中点であること。 
 
パッドには４０ｋＮの一定の横荷重がかかり、その荷重下でサバイバルセルの内面または外面に構

造的な損傷があってはならず、総たわみ量は１５ｍｍを越えてはならない。 
 
荷重を除いた１分後の恒久的変形は１.０ｍｍ未満でなければならない。 

 
13.4.4 サバイバルセルフロア試験 
 

サバイバルセルフロア領域中心のＦＩＡテクニカルデリゲートが決めた燃料タンクに対応する位置

に直径２００mmのパッドが置かれなければならず、垂直上方に２５kNの荷重が加えられる。 
 
この負荷が加えられた結果、サバイバルセルの内外部に構造的損傷が生じてはならない。 
 
荷重を除いた１分後の恒久的変形は１.０ｍｍ未満でなければならない。 

 
13.4.5 コクピットフロア試験 
 

サバイバルセルの下の［ＸＣ，Ｙ］＝［－６００，０］地点に、直径２００mmのパッドをおかな

ければならず、垂直の上向き荷重３０ｋNが加えられる。 
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負荷がかけられた結果、サバイバルセルの内側あるいは外側の表面に一切の構造的損傷があっては

ならない。 
 
荷重を除いた１分後の恒久的変形は１.０ｍｍ未満でなければならない。 

 
13.4.6 コクピットリム試験 
 

直径５０mmの２つのパッドを、それらの上端をコクピット側面の 高点と同じ高さにして、その

中心をＸＣ＝－２５０に配し、コクピット縁の両側に位置させなければならない。 
 
そこに、５０kNの一定の横向き水平荷重が車両中心平面に対して９０°の角度で加えられ、その荷

重が加えられた結果、荷重軸に沿って計測した時の変形が１０mm未満であり、サバイバルセルの

内・外部表面に構造的損傷が生じてはならない。 
 
荷重を除いた１分後の恒久的変形は１.０ｍｍ未満でなければならない。 

 
13.4.7 コックピット側面試験１ 

 
荷重を加える位置でサバイバルセルの形状に適合する直径２２５ｍｍのパッドを、［ＸＣ，Ｚ］＝

［－５２０，４００］を中心としてサバイバルセルの 外側の側面に置かなければならない。 
 
競技参加者の判断で、ボールジョイントを通して［０，２００，０］ｋＮまたは［４８.６，１９４，

０］ｋＮのいずれかの荷重を加え、その荷重下でサバイバルセルの内面または外面に構造的な損傷

があってはならず、総変位は１５ｍｍ以内でなければならない。荷重と変位は、荷重をかけた軸に

沿って記録する。 
 
荷重を除いた１分後の恒久的変形は５ｍｍ未満でなければならない。 
 
シャシーの支持条件は，第１３条３項２の横方向試験と同じとするが、この荷重ケースにおけるサ

イバルセルの強度が、支持によって第１３条３項２の配置より増加しない限り、シャーシはどの方

向にも取り付けることができる。 
 
パッドとサバイバルセルの間には，第１２条３項２に規定するパネルと同じ仕様で製作された 大

径３２５ｍｍの一時的なスペーサーを配置してもよい。 
 
13.4.8 コックピット側面試験２ 

 
荷重を加える位置でサバイバルセルの形状に適合する直径２２５ｍｍのパッドを、［ＸＣ，Ｚ］＝

［－５２０，４００］を中心としてサバイバルセルの 外側の側面に当てなければならない。 
 
競技参加者の判断で、ボールジョイントを通して［０，３００，０］ｋＮまたは［７２.９，２９１，

０］ｋＮのいずれかの荷重を加え、その荷重下でサバイバルセルの内面または外面に構造的な損傷

があってはならず、総変位は３０ｍｍ以内でなければならない。荷重と変位は、荷重をかけた軸に

沿って記録すること。 
 
５秒間の負荷適用の後、サバイバルセルに破壊があってはならない。 
 
シャシーの支持条件は，第１３条３項２の横方向試験と同じとするが、この荷重ケースにおけるサ

イバルセルの強度が、支持によって第１３条３項２の配置よりも増加しない限り、シャシーはどの

方向にも取り付けることができる。 
 
パッドとサバイバルセルの間には、第１２条３項２で述べたパネルと同じ仕様で作られた 大径３

２５ｍｍの一時的なスペーサーを配置してもよい。 
 
物理的なテストに加えて、コックピットサイドが［ＸＣ，Ｚ］；［－３２０，４９０］、［－６９０，

４９０］、［－６９０，３２０］、［－５２０，４００］、［－５８５，１５０］、および［－４
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５０，３２０］の６つの位置にかかる３８０ｋＮの横荷重に耐えられることを示す詳細な計算を提

出すること。 
 
計算の方法は，０ｋＮから２７５ｋＮまでの荷重範囲の物理試験によるデータと計算されたケース

を比較して認証すること。 
 
13.4.9 ノーズプッシュオフ試験 

 
この試験中、サバイバルセルは平板の上に置き、しっかりと固定されていなければならないが、試

験される取付部の強度を高めるような方法ではいけない。 
 
この試験には、ダミーの前面衝突構造体を使用することができる。ダミー構造体のうちサバイバル

セルに も近い２５０ｍｍは、第１３条６項２で使用した構造体と同一の設計および構造でなけれ

ばならない。ダミー構造体は、いかなる方法においても、サバイバルセルまたはサバイバルセルと

衝撃構造体との間の取付部の強度を増加させるものであってはならない。 
 
６６.７ｋＮの一定の横向き水平荷重を、ＸＡ＝－７５０で衝撃構造体の片側と第１３条６項２で使

用した構造体の高さの中点に加えなければならない。すべての荷重は、パッドの領域の中心にある

ボールジョイント接合を通して加えなければならない。 
 
３０秒間の負荷適用の後、サイバルセルおよび構造体とサバイバルセルとの間のいかなる取り付け

部にも損傷があってはならない。 
 
さらにチームは，８３ｋＮの荷重がダミー構造体を介してＸＡ＝－７５０に加えられた場合、サバイ

バルセルや構造体とサイバルセルの間のいかなる取り付け部にも破損が生じないことを示す計算を

提出しなければならない。 
 
13.4.10 エンジン分離 

 
エンジンがサバイバルセルから分離するような事故の場合、サバイバルセルが構造的に重大な破壊

を起こさないことを計算で証明しなければならない。 
 
サバイバルセルはシートバック隔壁より前方に拘束する。代替的なエンジンを用いて、［ＸＰＵ＝０，

０，２１０］付近で［ＦＸ，ＦＹ，ＭＺ］＝Ｋ.［－１Ｎ，５Ｎ，３Ｎｍ］の荷重がエンジンマウント

を介してサバイバルセルに作用するようにする。Ｋは 初のエンジンマウント破損まで増加させる。

エンジンマウントが２つだけ残るまで、故障した取り付け部を切り離しながら解析を繰り返すこと。

すべての場合において、故障はエンジンマウントに限定され、燃料電池の著しい露出はないものと

する。 
 
13.4.11 前方サバイバルセル試験 

 
荷重方向に沿って１つの自由度しかもたないＸ方向２００ｍｍ、Ｙ方向３２０ｍｍの硬質パッドを

サバイバルセルの外面に当てなければならない。パッドは、ＲＶ－ＣＨ－ＦＲＯＮＴ－ＭＩＮの上

または外側にあるサバイバルセルの部分、あるいは第１２条２項２ ｃ.ｉ.項に準拠する部分の形状

に適合していなければならない。荷重軸は以下になければならない： 
 
ａ. Ｙ＝０平面上。 
 
ｂ. サバイバルセルの前面とＸＣ＝－１６００の間の位置で、公認の２週間前にテクニカルデリゲ

ートが決定し，チームに通知した位置。 
 
ｃ. サバイバルセルの表面に垂直な方向。 
 
３０ｋＮの一定荷重をかけ、その荷重下でサバイバルセルの内面または外面に構造的な損傷があっ

てはならず、たわみは５ｍｍ未満でなければならない。 
 
サバイバルセルの反対側には、荷重を受け止めるためにクレードル（架台）を使用することができ
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る。 
 

13.5 側部衝撃吸収構造体 
 
13.5.1 側部衝撃吸収構造体の仕様 
 

サバイバルセルの各側面に２つの衝撃吸収構造体が備わっていなければならず、しっかりと固定さ

れていなければならない。これらの構造体の目的は、側方からの衝撃に対しドライバーを保護する

こと、またその保護を実際確実なものとするために、取り付け部強度試験を成功させなければなら

ない。試験手順詳細は、第１３条５項３および第１３条５項４に記載されている。 
 

衝撃吸収構造体の製造とサバイバルセルへの取り付けは、以下の仕様に従って実施されなければな

らない： 
 
ａ. 構造と構造体のジオメトリーは本技術および競技規則の付則に示されている。 
 
ｂ. 角柱状の取付部の主軸が車両の前後方向および垂直方向の中心面に対して垂直であり、入射角

（主軸とＺ＝０とのなす角）が上部構造体では０°、下部構造体では０°から－１０°（ノー

ズアップ）の範囲にあるように取り付けられなければならない。 
 
その 外周の縦垂直断面の面積の中心が以下に位置すること： 

 
ⅰ. 前後方向：上部構造体ではＸＣ＝－５２５とＸＣ＝－４７５の間、下部構造体ではＸＣ＝－

５２５とＸＣ＝－３７５の間。 
 
ⅱ. 垂直方向：上部構造体については、Ｚ＝４６０からＺ＝５５０の間、下部構造体について

は、Ｚ＝１００からＺ＝２４０の間。 
 
ⅲ. 横方向：互いに１５mm以内。 
 
本技術および競技規則の付則にある図面を参照のこと。 
 
２つの側部衝撃吸収構造体は、ボディワークで完全に囲まれていなければならず、したがって、

そのいかなる部分も外部の気流にさらされてはならない。 
 
ｃ. 取付部は、サバイバルセルに構造体が取り付けられるように、恒久的に構造体に接合されなけ

ればならず、その各々は以下でなければならない： 
 

i. 閉鎖された終端部を組み込み、第１３条５項４に規定される側方負荷に耐えうる衝撃吸収

構造体の内部に隣接し、接合部分によって構造上の貢献がないこと。 
 
ii. 衝撃吸収構造体の前後方向垂直横断面の も外側の２９２mmインボード側にある面に内

側に全体が収まること。 
 
iii. 取付部と構造体との間の接触面によって生じる 外表面が、ｃ. ii.項で定義された平面と

構造体の前縁および後縁と交差する垂直面との間に位置する垂直面上に、それぞれ衝撃構

造体の 外縦垂直断面から３５７ｍｍおよび３３２ｍｍよりインボードにないように配置

されること。 
 
ⅳ. 取付部と構造体との間の接合部分の も内側範囲が、上記iii.項に画定される垂直面から

小４４mm車内側にオフセットされるよう配置される。 
 
ⅴ. 接合部分が、上記iii.およびiv.項に画定される も内側と も外側の範囲の間で、構造体の

全体的外側領域を覆うように配置される。 
 
ｄ. 破片を詰めることができるよう構造体の内部容積は、垂直面よりアウトボードの部分が空でな

ければならない。それについて： 
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i. 上部構造体については、衝撃構造体の も外側の前後方向垂直断面より少なくとも３４

２ｍｍインボードで構造体の前縁と後縁とが交差していること。さらに、この平面とｃ.ii.
項で定義された平面との間のＺ平面への構造体の投影面積は７,４４０ｍｍ2より大きくな

ければならない。 
 
ii. 下部構造体については、衝撃構造体の も外側の長前後方向垂直断面から少なくとも３５

７ｍｍインボードで構造体の前縁と後縁とが交差していること。さらに、この平面とｃ. ii.
項で定義された平面との間のＺ平面への構造体の投影面積は、９,２２５ｍｍ2より大きく

なければならない。 
 
ＦＩＡテクニカルデリゲートの意見で、側方からの衝撃が加わった際に衝撃吸収構造体の正常な機

能を果たせなくするような部分が、ＸＣ＝－７００とＸＣ＝－３００の間の容積内に、また基準面の

上方５０mmと６００mmの間に、さらに衝撃吸収構造体の前後方向垂直横断面の も外側から２

８０mmインボードに入った面の外側にあってはならない。 
 

本容積内には、以下の部品が配置されてもよい： 
 

i. ボディワーク 
 
ii. オイル、クーラントシステム、チャージエアクーリングのコンポーネント（二次熱交換器

を除く） 
 
iii. 電気系統（電動ポンプとフィルタを除く） 
 
iv. 空気圧容器（５ｂａｒＧ超の入口圧で作動するレギュレーターを除く） 
 
v. ブレーキシステム、油圧システム、空気圧システム用ホース 

 
ただし、次の条件とする： 
 

i. ＦＩＡテクニカルデレゲートの意見として、横方向からの衝撃の際にサバイバルセルに重

大な損傷を与えないような構造になっていること。 
 
ii. オイル、冷却水システム、充電空気冷却、電気装置、空気圧容器の構成部品が、 も近い

衝撃構造体に対してどの地点でも２０ｍｍを超えないこと。 
 
iii. 電気ユニットと空気圧容器は： 
 

－ サバイバルセルの各面において、２リットルを超えない総容積を有すること。 
 
－ 個々の組み立て密度が１,５００ｋｇ／ｍ３以下であること。 
 
－ 横からの衝撃の際、角や端がサバイバルセルに大きな損傷を与えないような向きであ

ること。 
 

13.5.2 側部衝撃構造体プッシュオフの計算 
 

各チームは、上部および下部の側部衝撃吸収構造体の取付部が以下に耐え得ることを明確に示す計

算詳細を提供しなければならない。 
 
ａ. ボールジョイント･パッドを通じ、上部および下部の側部衝撃吸収構造体それぞれに後方方向へ

同時にかけられる４０kNと６０kNの水平荷重。この場合のパッドは、構造体の形状に沿った

ものとすることができ、高さ１００mm×幅１００mmで、中心が衝撃吸収構造体の も外側

の前後方向垂直断面の中心の１００mmインボード側のところに位置する。 
 
ｂ. ボールジョイント･パッドを通じ、上部および下部の側部衝撃吸収構造体それぞれに前方方向へ
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同時にかけられる４０kNと６０kNの水平荷重。この場合のパッドは、構造体の形状に沿った

ものとすることができ、高さ１００mm×幅１００mmで、中心が衝撃吸収構造体の も外側

の前後方向垂直断面の中心の１００mmインボード側のところに位置する。 
 
ｃ. ボールジョイント･パッドを通じ、下部の側部衝撃吸収構造体に上方方向へ垂直にかけられる３

５kNの荷重。この場合のパッドは、構造体の形状に沿ったものとすることができ、長さ２０

０mm×幅１００mmで、中心が衝撃吸収構造体の も外側の前後方向垂直断面の中心の１０

０mmインボード側のところに位置する。 
 
ｄ. ボールジョイント･パッドを通じ、上部の側部衝撃吸収構造体に下方方向へ垂直にかけられる２

７kNの荷重。この場合のパッドは、構造体の形状に沿ったものとすることができ、長さ２０

０mm×幅１００mmで、中心が衝撃吸収構造体の も外側の前後方向垂直断面の中心の１０

０mmインボード側のところに位置する。 
 
いかなる場合にも、計算によって部品に構造的損傷がないことが示されること。また、ボールジョ

イント・パッドが使用され、ジョイント部がパッド領域の中心にあると想定されること。 
 

13.5.3 側部衝撃構造体プッシュオフ試験 
 

これらの試験は、第１３条３項および第１３条４項の試験に合格していることを条件にサバイバル

セルに実施することができる。試験はサバイバルセルの左右から実施できる。 
 

プッシュオフ試験中、サバイバルセルは平坦な板の上に置かれ、それにしっかりと固定されていな

ければならないが、試験を受ける取り付け部の強度を増すような固定方法を用いてはならない。 
 

第１２条３項２および第１２条３項３に規定されるパネルの一部区域に相当する一時的なスペーサ

ーを、サバイバルセルの衝撃吸収構造体の組み立て品に組み込むことができる。これらのスペーサ

ーは決して試験されるサバイバルセルの強度を向上させるものであってはならない。 
 

ダミーの試験部品を衝撃吸収構造体の代わりに使用できるが、試験部分が第１３条５項１に規定さ

れる取り付け詳細と同じものを組み入れており、決して試験される取り付け部の強度を増すもので

ないことを条件とする。 
 

第１回目の試験中、ボールジョイントあるいはボールジョイント･パッドを通じ、上部および下部の

構造体それぞれに４０kNと６０kNの後方向き水平荷重が同時にかけられなければならない。この

場合のパッドは、ダミーの衝撃吸収構造体の も外側の断面の中心の１００mmインボード側のと

ころに位置する。 
 
第２回目の試験中、ボールジョイントあるいはボールジョイント･パッドを使用し、次に下部の衝撃

吸収構造体に３５kNの上向きの垂直荷重がかけられなければならない。この場合のパッドは、ダミ

ーの下部衝撃吸収構造体の も外側の断面の中心の１００mmインボード側のところに位置する。 
 

負荷適用が５秒間行われた後、構造体とサバイバルセルとの間の一切の構造または取付部に全く損

傷を生じてはならない。 
 
13.5.4 側部衝撃吸収構造体の圧潰試験 
 

この試験は第１３条３項、および第１３条４項に規定される試験を受けた一切のサバイバルセルに

対して実施できる。試験はサバイバルセルの左右から行うことができる。 
 
試験中、サバイバルセルはどのような方法で支持されてもよいが、それが試験を受ける取付部の強

度を増すような方法であってはならない。 
 
第１２条３項２および第１２条３項３に規定されるパネルの一部区域に相当する一時的なスペーサ

ーを、サバイバルセルの衝撃吸収構造体の組み立て品に組み込むことができる。これらのスペーサ

ーは決して試験されるサバイバルセルの強度を向上させるものであってはならない。 
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ダミーの試験部品を衝撃吸収構造体の代わりに使用できるが、試験部分が第１３条５項１に規定さ

れる取り付け詳細と同じものを組み入れており、決して試験される取り付け部の強度を増すもので

ないことを条件とする。 
 
ダミーの上部および下部構造体それぞれに、半球状のパッドあるいはボールジョイントを使用し、

１００kNおよび１５０kNの負荷が横方向に同時にかけられなければならない。その場合の負荷適

用は、両方の衝撃吸収構造体の も外側の前後方向垂直断面から２９２mmの地点の中央断面を経

由する。 
 
負荷適用が５秒間行われた後、サバイバルセルあるいは構造体とサバイバルセルとの間の取付部に

全く損傷を生じてはならない。 
 
各チームは、上部および下部側部衝撃吸収構造体の搭載部が、第１３条５項１ ｃ. i.項の要件を満た

すことを明瞭に示す、計算詳細を提供しければならない。 
 
13.6 前部衝撃吸収構造体 
 
13.6.1 前部衝撃吸収構造体の仕様 
 

サバイバルセルの前には１つの衝撃吸収構造体を備えなければならない。この構造体はサバイバル

セルと一体構造である必要はないが、サバイバルセルにしっかりと取り付けられ、車両中心平面に

対して左右対称に配置されていなければならない。 
 

衝撃吸収構造体は、同じ公称強度の 低４カ所の固定部によってサバイバルセルに取り付けなけれ

ばならない。 
 
その 前部はＸＦ＝－１１５０より前方でなければならない。Ｘ平面Ｄ－ＤとＥ－Ｅは、それぞれ

この 前部の後方５０ｍｍと１５０ｍｍと定義される。 
 
この構造体は、フェアリングや取り外し可能なウイングを除き、次のものを備えていなければなら

ない： 
 

 
ａ. Ｄ－Ｄ面で、単一の外部垂直断面積。Ｙ＝０から１００ｍｍ未満の部分の面積は、９,００

０ｍｍ2を超えなければならない。 
 
ｂ. 平面Ｅ－Ｅで面積が２０,０００ｍｍ2を超える単一の外部垂直断面。 
 
ｃ. 平面Ｄ－Ｄより前方で、Ｚ＝２３５を超える部分がないこと。 
 
ｄ. 平面Ｄ－Ｄの後方で、Ｙ＝０に垂直な平面より上で、平面Ｄ－Ｄの点［Ｙ，Ｚ］［０，２３５］

と平面Ｅ－Ｅの点［０，３０５］を含む部分がないこと。 
 
ｅ. Ｅ－ＥからＸＡ＝－１００までのＸ面外側の各断面は、それぞれ２０,０００ｍｍ2から６０,０

００ｍｍ2までの直線逓減で与えられる値を超える面積を持つ単一断面でなければならない。 
 
ｆ. Ｅ－Ｅの１００ｍｍ後方のＸ平面では、ボディワーク構造のジョグルを除いて、衝撃吸収構造

体の外面の法線はＸ平面に対して２５°を超える角度をとってはならない。 
 
ｇ. ＸＡ＝－１００でとられた断面に対し垂直におよび外側に引かれた線はすべて，車両中心面を

横切ってはならない。 
 
上記ａ.～ｇ.項の要件が満たされた後、機械部品やセンサーのために 小限の開口部を適用すること

ができる。 
 
ｄ.項で定義された平面より前方で、Ｚ＝２３５以上、かつ中心面から１６６ｍｍ未満のボディワー

クは、ラミネートＰＬ－ＬＷＴ－ＦＡＩＲＩＮＧで構成されていなければならない。 
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13.6.2 前部衝撃吸収構造体プッシュオフ試験 
 

これらの試験中、ノーズは第１３条６項３に記載する試験に使用するのと同じ固定具に取り付けな

ければならない。 
 
ａ. 横方向プッシュオフ試験 

 
次に、長さ２００ｍｍ、高さ３００ｍｍのパッドを用いて、衝撃吸収構造体の片側に６６.７ｋ

Ｎの一定の横向き荷重をＸＡ＝－７５０でかけなければならない。 
 
すべての荷重は、パッドの面積の中心にあるボールジョイント接合部を通して加えなければな

らない。 
 
パッドの剛性はチームが自由に決めることができる。 
 
パッドと試験体の間にゴムや発泡材を使用してもよい。 
 
パッドの領域の中心は、上記の平面と、該当する部分の構造体の高さの中点を通過していなけ

ればならない。３０秒間適用した後、構造体または構造体と固定具の間のいかなる取付部分に

も損傷があってはならない。 
 
ｂ. ウイングセクションのプッシュオフ試験 

 
垂直下方に３.２ｋＮ、垂直後方に２.２ｋＮの等しい荷重を、Ｙ＝±２５０ｍｍの位置でウイ

ング部に同時に加えなければならない。荷重ベクトルは、Ｘ方向に測定して、前方ウイング要

素の前縁から後方へ７５ｍｍと２００ｍｍの間のウイングセクションの上面と交差するように

する。 
 
荷重は、Ｙ寸法が１００ｍｍ以下、Ｘ寸法が２００ｍｍ以下の長方形のパッドで、下面がウイ

ングセクションに一致する形状のものを使用し、ボールジョイントを通して加えるものとする。

パッドと試験体の間には３ｍｍのゴムまたは発泡材を使用してもよい。パッドはＹ＝０の平面

から２００ｍｍから３００ｍｍの間に全体が位置していなければならない。 
 
３０秒間の適用後、衝撃構造体や衝撃構造体とウイングセクションの間のいかなる取付部分に

も損傷があってはならない。 
 
13.6.3 前部衝撃吸収構造体の動的試験 
 

車両内部の条件を模倣するため、試験の結果に実質的影響を及ぼす可能性のあるすべての部品は、

ノーズ構造体取り付け点で台車または衝撃壁のいずれかに確実に固定し試験構造体に取り付けなけ

ればならないが、これにより衝突強度が増すことがないように取り付けられる。 
 
試験施設が、余剰の残留エネルギー（ノーズ構造体がすべての実験エネルギーを吸収できない場合）

を管理するためのシステムを含む場合、かかるシステムは、成功した実験中の実験結果を決して変

更することがあってはならない。 
 
この試験の目的上、台車と試験構造体の質量は９００㎏(＋１％／－０)とし、衝突速度は 
１７.０ms-1以上とする。 
 
試験構造体の抵抗力は、衝突時に以下が達成できるものでなければならない： 
 
ａ. 完全なアセンブリの 初の変形からＡＡの前方０.３５４ｍまでのＧで測定された減速プロファ

イルが、１４.１６／Ｘで定義された限界曲線を超えないこと（Ｘ＝試験機関がＡＡからの前後

方向距離をメートルで計算したもの）。 
 
ｂ. 例外的に，ＣＦＣ６０フィルタ（ＩＳＯ６４８７）を用いてフィルタリングした場合、 大累
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積時間１５ｍｓ、絶対上限値２０Ｇで限界曲線を超えることがある。 
 
ｃ. 第１３条６項１に定める衝撃吸収構造体の 初の１５０ｍｍの変形における平均減速度が２.５

Ｇを超える。 
 
ｄ. 減速ピークが４０Ｇを超えない。 
 
ｅ. 衝撃の後、衝撃吸収構造体の残りの長さは１００ｍｍ以上でなければならない。これは、台車

が到達する も遠い地点と次の も前方との間で測定される： 
 

i. 挿入物や開口部など、衝撃吸収構造体の構造に生じた著しい変化。 
 
または 
 
ii. 以下のｆ.に一覧されている構成部品を除く、前部隔壁の前方でサバイバルセルに取り付け

られている機械部品。 
 
ｆ. ＦＩＡテクニカルデリゲートの承認を条件として、以下の構成部品を残り１００ｍｍの長さに

配置することができる： 
 

i. ブレーキリザーバー、それらの取り付けブラケット、関連のパイプおよび取り付け具。 
 
ii. 個別アセンブリ密度が１５００ｋｇ／ｍ３ 以下の電気システム。 
 
iii. 壁厚１.５ｍｍ未満の複合内部車体パネル。 

 
さらに、ノーズの取り付け部には何ら損傷があってはならない。 
 
この試験は第１３条６項２に記述される 初の試験を受ける前部衝撃吸収体に行わなければならな

い。 
 
13.7 後部衝撃吸収構造体 
 
13.7.1 後部衝撃吸収構造体の定義 
 

ギアボックスの後方には、以下の仕様に従った衝撃吸収構造体が取り付けられていなければならな

い： 
 
ａ. ＸＤＩＦ＝３２５からＸＤＩＦ＝７５０の間において、後部衝撃吸収構造体の外形ジオメトリーは

ＲＶ－ＴＡＩＬ－ＲＩＳに準拠し、製造公差は±０.５ｍｍでなければならない。 
 
ｂ. 構造体の 後部表面はＸＤＩＦ＝７５０に位置しなければならない。Ｙ＝０における構造体の上

面はＺ＝３７２.５でなければならない。製造上の理由のみで、±２ｍｍの公差を許容する。 
 
ｃ．サバイバルセルを貫通する構造体が存在する可能性を 小限にするため、その材質の大半がそ

の外周囲を囲んで均等にあるように設計されなければならない。従って、その後面から５

０mm前方と、２００mm前方の間のあらゆるＸ平面の周囲は、統一された構造となっていな

ければならず、厚みが 低１.６mmなければならない。１未満の比重をもつ材質は、この厚み

を計算するにあたり考慮されず、さらに、一切の内側の構造体は、その区域の周辺部のいかな

る部分よりも厚くなってはならない。 
 
衝撃試験の間に、純粋にその性能に寄与し、その目的のみに設計され取り付けられた構造体の部分

のみが、上記の一切についての合致を査定する際に考慮される。 
 
ｄ．後部衝突の際に衝撃構造体の適切な機能を妨げるとＦＩＡテクニカルデリゲートが判断した部

品は、ＸＤＩＦ＝３２５の後方に存在してはならない。 
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後部衝撃吸収構造体は、ＴＲＣに分類される。 
 
13.7.2 後部衝撃吸収構造体の静荷重試験 
 

ギアボックスの強度と後部衝撃吸収構造体のギアボックスへの取り付けを確認するために、ギアボ

ックスと衝撃吸収構造体は３つの静的荷重試験に合格しなければならない。 
 
試験中、ギアボックスはエンジンスタッドによってしっかりと固定されていなければならず、衝撃

構造とギアボックスケースの間の接合部よりも前に試験荷重が反応する可能性がある。支持がない

と、この接合部の強度が増加する場合がある。 
 
ギアボックスと衝撃構造体には、以下の個別試験を実施する： 
 
ａ. ＸＤＩＦ＝５００で構造体の中間の高さに４０ｋＮの横向き荷重を、Ｘ方向１００ｍｍ、Ｚ方向

に少なくとも１５０ｍｍのパッドを使用して加える。 
 
ｂ. ＸＤＩＦ＝５００で車両中心面に垂直上向きに４０ｋＮの荷重を、Ｘ方向１００ｍｍ、Ｙ方向１

００ｍｍ以上のパッドで加える。 
 
ｃ. ＸＤＩＦ＝５００で車両中心面に対して垂直下向き４０ｋＮの荷重を、Ｘ方向１００ｍｍ、Ｙ方

向１００ｍｍ以上のパッドで加える。 
 
これらのパッドは後部衝撃吸収構造体の形状に適合していなければならず、その面積の中心は上記

の平面と、該当するセクションにおける構造体の高さ／幅の中点を通過していなければならない。 
 
すべての荷重パッドの端には３ｍｍの半径が許され、荷重パッドと試験構造体の間には厚さ３ｍｍ

のゴムを置いてもよい。 
 
いずれの場合も荷重はボールジョイントを通して加え、３０秒間加えた後、衝撃構造体、ギアボッ

クス、または衝撃構造体とギアボックスとの間の取付部に損傷があってはならない。 
 
13.7.3 後部衝撃吸収構造体の動的試験 
 

エンジンの後部面より後方に取り付けられ、試験結果に実質的影響を与える可能性のある部品はす

べて､試験構造体に装着しなければならない｡サスペンションメンバーが構造体に搭載されることに

なっている場合は、試験時にも取り付けられなければならない。構造体とギアボックスは地面にし

っかりと固定しなければならず､それに向けて、秒速１１m以上の速度で移動する質量９００kg 
（＋１%/－０)の固形物体を衝突させる｡ 

 
この試験で使用する物体は平坦で幅４５０mm（±３mm）×高さ５５０mm（±３mm）の寸法を

持たなければならず、縁部はすべて半径１０mmの湾曲をもつことができる｡その下端が車両の基準

面と同じ高さ（±３mm）となるよう位置させ、Ｃ－Ｃ面に平行に垂直に構造体を打撃するように

しなければならない｡ 
 
試験中､打撃物はいかなる軸においても旋回してはならず、衝突構造体は試験対象部品の衝撃抵抗力

を高めない限り、どのような方法で固定してもよい｡ 
 
試験構造体の抵抗力は、衝突時に以下が達成できるものでなければならない： 
 
ａ. Ｇで測定された減速プロファイルは、１５＋２６.５ Ｘで定義される限界曲線を超えない。ここ

でＸは試験機関がメートル単位で計算した衝撃の開始点からの前後方向の距離。 
 
ｂ. 大減速度が２５Ｇを超えない。 
 
ｃ. Ｘ＞０.２２５ｍの場合、 大減速度が累積１５ｍｓまでａ.およびｂ.項で定義した限界値を超

える場合がある。 
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さらに、構造的な破損は、すべてＸＲ＝０から後方部分に収まらなければならない｡ 
 
この試験は、第１３条７項２に記載されている試験対象となった後部衝撃吸収構造体について行わ

れなければならない。 
 
13.8 ステアリングコラム試験 
 

第１０条５項５に言及されている部品、およびその他試験結果に実質的影響を与える可能性のある

部品は、すべて試験用モデル構造体に装着しなければならない｡試験構造体は地面にしっかりと固定

されていなければならず、それに向けて秒速７m以上の速度で移動する質量８kg（+1%/-0）の固形

の物体を衝突させる｡ 
 
この試験で使用する物体は、直径１６５mm（±１mm）の半球体でなければならない｡ 
 
この試験では、半球体の中心がステアリングホイールの中心で､ステアリングコラムの主要部分と同

じ軸に沿って構造体を打撃するように衝突させなければならない｡ 
 
試験中、衝突物はいかなる軸においても旋回してはならず､試験構造体は試験対象部品の衝撃抵抗力

を高めない限りどのような方法で支持してもよい｡ 
 
試験構造物は、衝撃を与えられている間、物体の減速ピークが累積３msを超える間、８０Ｇを超過

しないような抵抗力を有していなければならない（これは衝撃が加えられる方向にのみ計測される

こと）｡ 
 
試験後も、すべての実変形はステアリング支柱の範囲内に収まらなければならず、ステアリングホ

イールのクイックリリース機構は正常に機能していなければならない｡ 
 
13.9 ヘッドレストの荷重試験 
 

ヘッドレストは荷重テストに合格しなければならない。適用される荷重はＰ＝（７００×ｍＨＲ）

Ｎで、ここで、ｍＨＲは「ピンク」コンフォフォームを装着したヘッドレスト全体の質量（ｋｇ）

を表す。荷重は以下のいずれかを適用することができる： 
 
ａ. ヘッドレストをダミーコックピットに装着し、ヘッドレスト背面のＺ＝６３０ｍｍとＹ＝±１

３０ｍｍの２箇所に同時に［－Ｐ／２，０，０］の荷重を加える。 
 
または 
 
ｂ. ヘッドレストを車に取り付けた状態で、ヘッドレストの背面、Ｚ＝６３０ｍｍとＹ＝±１３

０ｍｍの位置に［－Ｐ，０，０］の力を２本のプルロッド間で均等に分担して加える。プルロ

ッドは直径２.５ｍｍ以下のヘッドレストの穴を通過するものであること。力は第２ロール構造

体の前方取付部に対して反作用させること。 
 
試験荷重において、ヘッドレスト後部のペグはシャシーまたはダミーシャシーの穴に係合したまま

でなければならず、ヘッドレスト裏側の構造体またはクイックリリース取付部に損傷があってはな

らない。 
 
ロードスプレッダープレートは、それぞれが車の中心面から８０ｍｍ以上１８０ｍｍ未満であるこ

とを条件に、ヘッドレストの後部に荷重を加えるために使用することができる。 
 
 
第１４条 安全装置 
 
14.1 消火器 

 
すべての車両は、コクピットおよびエンジンコンパートメントに放射される消火システムを備えな

ければならない。消火装置は、「競技車両における吊り下げ式消火装置に関するＦＩＡ基準」に従
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って認可されたものでなければならない。 
 
本技術および競技規則の付則のリストにある消火剤が許される。 
 
消火剤の容量は使用される消火剤のタイプにより異なって構わず、その容量一覧が本技術および競

技規則の付則に掲載される。 
 
作動時には、１０秒以上３０秒以内で消火装置の内容量の９５％が一定圧力で放射されなければな

らない。 
 
消火剤入り容器が２つ以上装備されている場合は、同時に作動しなければならない。 
 
加圧システムの場合には、各容器には消火器が作動可能な状態かどうかをチェックする機能が備わ

っていなければならない。作動可能な状態は消火器製造者が定義している。 
 

以下の情報について各消火剤入り容器上に明記されなければならない。 
 

ａ. 消火剤の種類 
 
ｂ. 消火剤の質量もしくは容量 
 
ｃ. 容器の点検日（充填した日から２年以内であること） 
 
消火系統のすべての部品はサバイバルセル内に位置しなければならず、すべての消火装置は耐火性

でなければならない。 
 
車両の主要電気回路に故障が生じた場合でも、すべての消火システムを作動させることができるな

らば、システム自体に動力源を有する放出起動システムが許される。 
 
ドライバーが、安全ベルトを装着し、ステアリングホイールをつけ運転席に通常に着座した  状態で

消火システムを手動により起動させることができなければならない。 
 
さらに、外部起動システムは、第８条７項に記述されるサーキットブレーカースイッチに組み込ま

れていなければならない。それらは、 低線幅４mmで赤く縁取られた 低直径１００mmの白色の

円形内に、 低高さ８０mmで 低線幅８mmの“Ｅ”の文字を赤で描いたマークで表示されなけれ

ばならない。 
 

例え車両が転倒したような場合であっても、システムはどのような状態でも作動しなければならな

い。 
 
すべての消火ノズルは使用する消火剤に適したものを用い、消火装置の公認に含まれ、少なくとも1
つのノズルとドライバーの上腹部に向けられるように設置されること。 

 
14.2 リアビューミラー 
 
14.2.1 すべての車両は車両中心線に左右対称に配置された２つのミラーがなければならず、ドライバーが

後方および車両の左右に視界を得るよう搭載されなければならない。 
 
14.2.2 各ミラーの反射面は、以下の条件を満たさなければならない： 

 
ａ. ＲＶ－ＭＩＲ－ＨＯＵの範囲内に収まり、第３条６項４で定義されるミラーハウジングによっ

てドライバー方向または後ろ方向のいずれもが妨げられてはならない。 
 
ｂ. 幅２００ｍｍ、高さ５０ｍｍ（いずれも＋２ｍｍ／－０ｍｍ）の垂直方向に長い長方形の端に

その４辺が直交して突き出し、各隅に 大１０ｍｍの半径が適用されていなければならない。 
 
ｃ. 全面積において、以下の条件を満たさなければならない： 
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i.  凹んだ部分がないこと。 
 
ii. 接線連続であること。 
 
iii. 通常の曲率半径が４００ｍｍ未満でないこと。 

 
ｄ. Ｚ平面で切られ、コーナーに半径が適用される前の場合： 
 

i.  インボード端の曲線の法線は、Ｘ軸に対して２４度から２８度の角度を持ち、Ｙ＝０平面

を指していること。 
 
ii. インボードとアウトボードの端にある曲線の法線間の角度は、８度を超えていなければな

らない。 
 
疑義を避けるため、ミラーの非反射部分はすべてミラー本体範囲内に収まらなければならない。 
 

14.2.3 チームは要請により、そのミラー配置の視認性について、ＦＩＡにＣＡＤデータの提供が求められ

る。またＦＩＡはミラーの位置が安全要件を満たしていないことが明らかである場合、第３条６項

４ ａ.項に定める容積の位置を修正する権限を保持する。 
 

14.3 リアライト 

 
14.3.1 すべての車両は、以下のとおりの３つのリアライトを装備しなければならない： 

 
ａ. ＦＩＡの指定した製造者によって供給されていること。 
 
ｂ. 後方から明確に認知できること。 
 
ｃ. 車両に正常に着座したドライバーによって点灯できるものでなければならない。 
 

14.3.2 そのような第１ライトは、以下でなければならない： 
 
ａ. Ｘ－平面に後面を持ち、ＸＤＩＦ＝０の後方７５０ｍｍ以上の位置にある。 
 
ｂ. Ｙ＝０上に後面の中心。 
 
ｃ. Ｚ＝２９５とＺ＝３０５の間に後面の中心。 
 

14.3.3 さらに、車両の両側に各１つ、計２つの追加のライトが、第３条１０項７に定めるボディワーク範

囲に取り付けられなければならない。各ライトは、以下でなければならない： 
 
ａ. 第３条１０項７に完全に合致する位置にある。 
 
ｂ. ＬＥＤ 素子のレンズ面において半径２００ｍｍ以上の湾曲が可能であること。 
 
ｃ. ＬＥＤ素子のレンズ面の法線は、Ｘ軸から５°以下でなければならない。 
 
ｄ. Ｚ＝５００からＺ＝８７０の間に全体が存在すること。 
 
ｅ. ＬＥＤ素子のレンズの方向性を遵守する。それは車両の後ろへ向かって平行方向と言える方向を

指す。 
 

14.3.4 リアライトの両方のタイプについての詳細は、ＳＳＣとして分類され、すべての関連詳細について

は、本技術および競技規則の付則に掲載される。 
 
14.4 安全テザー 
 
14.4.1 ホイールテザー 
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各ホイールには、ＦＩＡ基準８８６４－２０２２に準拠した３本のテザーを取り付けなければなら

ない。ＦＩＡテクニカルリストＮｏ.９３に従って、３つの 大吸収エネルギーの合計は少なくとも 

１５ｋＪでなければならない。いかなるサスペンション部材も２つを超えるテザーを含むことはで

きない。 
 
各拘束ケーブルは： 
 
ａ. 小エネルギー吸収は３ｋＪでなければらない。 
 
ｂ. 両端部には、以下のそれぞれ別個の取付部を有していなければならない。 
 

i. 当該サスペンションメンバーの負荷ラインから計測し、４５°の円錐形（狭角）以内でい

ずれの方向にも、７０kNの 低引っ張り強度に耐え得ること； 
 
ii. 小内径１５mmの拘束ケーブル端部の取付具に適合できること。 
 
iii. 共通の留め具を共有せず、1つの取付部の故障が隣接する取付部の故障を直接的に招かな

いように設計されている。 
 

ｃ. 公認中のピーク強度は７０ｋＮ以下でなければならない。 
 

さらに、３つのテザーの少なくとも２つは、以下の取付部を有していなければならない： 
 
ｄ. サバイバルセル上で、２つの取付部の中心で計測して、Ｘ方向に少なくとも３００ｍｍ離れて

いる。 
 
ｅ. ギアボックス上で、２つの取付部の中心で計測して、Ｘ方向に少なくとも２５０ｍｍ離れてい

る。 
 
ｆ. 各ホイール／アップライト組み立て上でホイール回転軸に対して放射状に少なくとも 

９０°離れ、２つの取付部の中心の間で計測して１００ｍｍ離れている。 
 
各チームは、各拘束ケーブルの伸びを４０％と仮定して、第２ロール構造体が装着され、すべての

３本のケーブルが独立して事故の場合にホイールがドライバーの頭部に接触しないような設計であ

ることを示す詳細なジオメトリーを提供しなければならない。 
 
14.4.2 リアウィングテザー 
 

リアウイングアセンブリには、２本のテザーを取り付けなければならない。各テザーは、少なくと

も７ｍｍ2の断面積と５ｋＮ以上の破断強度を有すること。 
 
各テザーの外側端は、平面Ｙ＝０から５００ｍｍと６００ｍｍの間、ＸＲ＝１５０とＸＲ＝４００の

間、Ｚ＝６７５以上のリアウイングアセンブリの反対側に取り付けなければならない。それぞれの

取付部は５ｋＮに耐えなければならず、取付部におけるテザーの 小曲げ半径は３ｍｍである。 
 
各テザーのインボード側の端は、ＸＤＩＦ＝３００より前で、Ｚ＝６１０より下に取り付けること。

固定部は、独立している場合は７.５ｋＮ、共通の場合は１５ｋＮに耐えられるものでなければなら

ない。固定部でのテザーの 小曲げ半径は３ｍｍである。 
 
あるいは、２本のテザーは、少なくとも１４ｍｍ２の断面積と１０ｋＮの 小破壊強度を持つ１本の

テザーに、１５ｋＮに耐えられる取付具を使い、テザーの 小曲げ半径を３ｍｍとして結合しても

よい。このテザーのインボード側の端は、ＸＤＩＦ＝３００の前方、Ｚ＝６１０の下方に、１５ｋＮ

に耐えられる取付具を用い、テザーの 小曲げ半径を３ｍｍとして取り付けなければならない。 
 
チームは、ウイングアッセンブリーが外れてもインボード側の取り付け部が接続されたままである

ことを証明する計算を提出しなければならない。 
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14.4.3 後部衝撃吸収構造体用テザー 
 

後部衝撃吸収構造体は、少なくとも断面積２０ｍｍ2、 低破断強度２４ｋＮ、長さ６００ｍｍのテ

ザーでギアボックスケースに取り付けられるべきである。ギアボックスケースへの取り付けは、ＸＤ

ＩＦ＝３００より前方で、 小曲げ半径６ｍｍのテザーを収容できるものであること。この固定具は、

Ｘ軸から２２.５°まで後方方向に２０ｋＮの荷重に耐えなければならない。ＲＩＳへの取り付けは、

ＸＤＩＦ＝６５０より後方で、 小曲げ半径６ｍｍのテザーを収容できるものであること。この固定

具は、前方方向に２０ｋＮの荷重に耐えるものであること。 
 
14.5 安全ハーネス 

 
ＦＩＡ基準８８５３－２０１６で公認された安全ハーネスの着用が義務付けられる。安全ハーネス

は、安全ハーネス製造者の指示に従い使用し、車両にしっかりと固定されなければならない。承認

されたハーネスはテクニカルリストNo.５７に記載されている。 
 
 
第１５条 材質 
 
15.1 定義 

 
15.1.1 市販のマテリアル 

 
以下のような材質： 
 
ａ. すべての競技参加者が非独占的に、かつ通常の商業的条件下で利用できるもの。 
 
ｂ. ベースラインの機械的特性を改善することを主な目的として、第１５条３項（該当する場合）

に記載された規格より厳しい仕様で供給されないもの。工程管理および／または品質管理に関

する追加仕様は容認される。 
 
ｃ. 供給業者が公然と販売することを妨げるような制限や取り決めがないこと。 
 

15.1.2 第５条における材質の定義 

 
第５条１６項では以下の材質を定義しているが、その定義は車両のどの部分にも適用される： 
 
ａ. Ｘ基合金（例：Ｎｉ基合金）－第５条１６項１参照 
 
ｂ. Ｘ－Ｙ基合金（例：Ａｌ－Ｃｕ基合金）－第５条１６項２参照 
 
ｃ. 金属間化合物材質－第５条１６項３参照 
 
ｄ. 金属基複合材質－第５条１６項５参照 
 
ｅ. セラミック材質－第５条１６項６項参照 
 

15.1.3 形状記憶材質 

 
非機械的な均一刺激（熱、電気、磁気、光学など）のみを受けると、２つ（またはそれ以上）の異

なる形状の間を可逆的に移動するように構成された材質、または、加えられた応力を受けると可逆

的な相変化を示す材質をいう。明確化のため、熱膨張の影響のみから生じる結果的な幾何学的変化

は含まれない。 
 

15.1.4 薄箔の冶金技術 

 
金属箔の圧密（共鍛造、溶接等）により材質または構成部品を製造する工程で、バルク材質の機械

的特性に対して材質の機械的特性を増加させるもの。この定義では、箔は厚さ１ｍｍ未満の材質と
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する。 
 

15.1.5 積層造形に使用される金属材質 

 
デジタルモデルからニアネットシェイプの部品を製造するために使用される粉末状の材質群で、

別々の層に加工され、選択的溶融、接着、または焼結のいずれかによって接合される。 
 
15.2 一般原則 

 
15.2.1 Ｆ１車両の構造（パワーユニットを除く）に使用される材質は、第１５条３項に定義されるもの、

および第１５条５項の特定の例外に限定されるものとする。 
 

15.2.2 パワーユニットに使用される材質は、第５条に定義される。 
 

15.2.3 使用されるすべての材質は、市販されているものでなければならない。 
 

15.2.4 車両のいかなる部品も４０GPa（ｇ/cm3）を上回る特定の弾性率を有する金属性材質で製作されて

いてはならない。規定への合致を確認するための試験がＦＩＡテスト手順０３／０３に従って実施

される。手順書の写しは本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 

15.2.5 チームは、この条文に材質を追加または削除する提案をＦＩＡに提出することができる。この提案

には、機械的特性、コスト、供給に関する考慮事項を含める必要がある。この提案は、各チームが

検討した後、ＴＡＣによって検討される。 
 

15.2.6 許可された材質と直接的に同等の材質は、ＦＩＡに正当な理由を提示することで追加できる。ＦＩ

Ａは、その絶対的な裁量で、主張を裏付けるためにさらなる情報またはテストの実施を要求できる。 
 

15.2.7 チームは、毎年の公認提出物の一環として、車両に使用する材質の提出を求められる。これらは、

第１５条３項のカテゴリーに従ってリストアップされるものとする。この情報は、編集され、匿名

化された上で全チームに回覧される。 
 
15.3 許される材質 

 
第１５条５項に記載されているように、特定の部品に対して特別に許可された材質を除いて、以下

の材質のみを使用することができる： 
 

15.3.1 金属材質 － 積層造形に使用されないもの 

 
ａ. 鉄合金：任意 
 
ｂ. アルミニウム合金： 

 
i. 1xxx、2xxx、3xxx、4xxx、5xxx、6xxx、7xxxシリーズのアルミニウム基の合金で、１％

未満のリチウムを含むもの。 
 
ii. さらに、特定の合金2099、2199、2050、2055が許可されている。 

 
ｃ. NiまたはCoをベースとする超合金： 
 

i. UNS N06625;W.Nr.2.4856 インコネル625 
 
ii. UNS N07718;W.Nr.2.4668 インコネル718 
 
iii. UNS N07001;W.Nr.2.4654 ワスパロイ 
 
iv. UNS R30035;W.Nr2.4999 MP35N 
 
v. UNS R30159 MP159 
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ｄ. チタン合金 

 
i. 少なくとも９７.５％のＴｉを含み、他の元素が１％未満の低合金チタン合金。 
 
ii. グレード9 Ti3Al2.5V 
 
iii. グレード5;グレード23 TiAl6V4、Ti64 
 
iv. UNS R54620, Ti6242、Ti6242Si 
 
v. UNS R56260 Ti6246 
 
vi. UNS R56410 Ti10-2-3 
 
vii. UNS R58153 Ti15-3-3 
 
viii. UNS R58640 オールバック 38-644 
 
ix. Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr Ti5553 
 
x. Ti-15Mo-3Nb-3Al-0.2Si Tiメタル Ti-21S 
 
xi. TiメタルTi1100 
 
xii. Ti 6Cr-5Mo-5V-4Al 

 
ｅ. ２.５％未満のベリリウムを含む銅合金 
 
ｆ. タングステン合金：任意 
 

15.3.2 積層造形に使用される金属材質 

 
積層造形によって製造される構成部品は、以下のリストにある材質から製造することができる。こ

のリストのうち、第１５条２項５の規定に基づく金属の受入に関する適用規格および基準の全リス

トは、本技術および競技規則の付則に記載されている。 
 
ａ. アルミニウム合金； AlSi10Mg、AlSi7MG、Al Cl-30AL、P339AM、EOS アルミニウム 2139 

AM､ Aheadd CP1 
 
ｂ. 微粒子強化材付きアルミニウム合金、A20X、2024-RAM2、6061-RAM2 
 
ｃ. アルミニウム-マグネシウム合金; スカルマロイ､HRL 7A77 
 
ｄ.  タン合金；グレード1、グレード2、Ti6Al4V、Ti6AL4V ELI、Ti 5553、Ti 6242。 
 
ｅ.  鋼合金；316, 304, MS1, 15-5PH, 17-4PH, 300M, 4140. 
 
ｆ. ベリリウムを含有しない銅合金。 
 
ｇ. 超合金（インコネル625、インコネル718、コバルトクロム）。 
 
さらに、積層造形で作られた部品の仕上がり質量は、支持構造を除いてプリント構成部品の質量の

６０％以上であること。 
 

15.3.3 許容されるポリマー複合材質 

 
マトリックスシステム：すべてのポリマー複合材質に利用されるマトリックスシステムは、以下の
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いずれかをベースとしなければならない。 
 
ａ. エポキシ 
 
ｂ. シアネートエステル 
 
ｃ. ビスマレイミド 
 
ｄ. フェノール 
 
ｅ. ポリウレタン 
 
ｆ. ポリエステル 
 
ｇ. 石油化学製品に由来しない熱硬化性樹脂 － 承認を受ける必要がある。 
 
補強材：以下の材質を用いた一方向強化または平面補強が認められる。 
 
ａ. ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）先駆体から製造された炭素繊維で、以下の特性を有するもの。 

 
－ 公称引張弾性率≦５５０ＧＰａ 
 
－ 公称引張強度≦７１００ＭＰａ（すなわち、東レＴ１１００または三菱ＭＲ７０の引張強度

を含む）。 
 
－ 密度≤１.９２ｇ／ｃｍ３ 

 
ｂ. アラミド繊維 
 
ｃ. ポリ（ｐ－フェニレンベンゾビスチアゾール）繊維（例 ザイロン） 
 
ｄ. ポリエチレン繊維 
 
ｅ. ポリプロピレン繊維 
 
ｆ. グラスファイバー 
 
ｇ. 天然繊維（例：亜麻、ヘンプ、リネン、コットン、竹） 
 
コアマテリアル： 

 
ａ. アルミニウムハニカム 
 
ｂ. メタアラミドハニカム（例：ノーメックスまたは同等品） 
 
ｃ. ポリマーフォーム 
 
ｄ. ポリマーシンタクティックフォーム 
 
ｅ. バルサ材 
 

15.3.4 許容されるポリマー材質 

 
ａ. 熱可塑性プラスチック － モノリシック、微粒子充填または繊維長１３ｍｍ未満の短繊維補強 
 
ｂ. 熱硬化性樹脂 － モノリシック、微粒子充填、または繊維長が１３ｍｍ未満の短繊維補強 

 
15.4 特定の禁止事項 



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  127 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
15.4.1 第１５条３項の許可された材質のリストにかかわらず、以下の材質または工程は禁止されている： 

 
ａ. 金属基複合材質。ただし、第１５条３項２で許可された場合を除く。 
 
ｂ. 電気センサーに使用される圧電材質を除く、形状記憶材質。 
 
ｃ. チタン合金は、直径１５ｍｍ未満のオネジを持つファスナーには使用されない。 
 
ｄ. ベリリウムを含む積層造形材質。 
 
ｅ. ポリマー複合材質の三次元ファイバー強化。 
 

15.4.2 第１５条３項の許可された材質のリストにかかわらず、以下の材質または工程は、第１５条５項に

記載されていない限り禁止される： 
 
ａ. 白金、ルテニウム、イリジウム、レニウムおよび金の合計重量が５％を超える合金 
 
ｂ. 薄箔冶金で製造された部品。 
 
ｃ. 金属間化合物。 

 
15.5 特定の例外 

 
以下の材質、部品または工程は、第１５条２項または第１５条３項に準拠する必要はないが、本規

則の他の部分において制限を受ける可能性がある。 
 
ａ. 一体セラミック材質は、回転要素のベアリングの回転部品、高圧燃料ポンプの部品、電気部品、

断熱材、クラッチ摩擦材、球面ベアリングに使用される。 
 
ｂ. セラミックマトリックス複合材質は、摩擦材、シール材、断熱材に使用される。 
 
ｃ. カーボン－カーボン複合材質は、摩擦材として使用することができる。 
 
ｄ. すべての電気構成要素（例：コントロールボックス、配線束、センサー） 
 
ｅ. すべてのシールおよびゴム製部品（例：ゴム製カバー、Ｏリング、ガスケット、一切の流体シ

ール、バンプラバー） 
 
ｆ. 液体（例：水、オイル） 
 
ｇ. タイヤ 
 
ｈ. 熱または電気絶縁を主目的としないコーティングおよびメッキ（例：ＤＬＣ、クロムメッキ）

で、コーティングの総厚みが全軸で下地材の断面厚みの２５％を超えないことが条件。いずれ

の場合も、コーティングは０.８ｍｍを超えてはならない。 
 
ｉ. 塗装 
 
ｊ. 粘着／接着剤 
 
ｋ. 断熱材（例：フェルト、ゴールドテープ反射箔、遮熱材） 
 
ｌ. すべての現在規定されている材質（例：燃料ブラダー、ヘッドレスト、消火剤、緩衝パッド、

プランク） 
 
ｍ. ＦＩＡの単一供給契約に供給される部品に使用される材質。 
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ｎ. 複合部品において、Ｚ－ピン止めが許可されていること。 
 
ｏ. マグネシウム合金は、複合構成部品の挿入物として使用することができる。 
 
ｐ. ナノ粒子は、市販のポリマーまたはポリマー樹脂の一部である場合、許可される。 
 
ｑ. ＵＮＳ Ｒ３００１６（ステライト６－鋳造）、ＵＮＳ Ｒ３０１０６（ステライト６－焼

結）、ＵＮＳ Ｒ３００１６（ステライト６－鍛造）、およびＵＮＳＲ３００１２（ステライ

ト１２）は、Ｚ＝０以上（すなわちＲＶ－ＰＬＡＮＫ内ではない）で使用することができる。 
 
15.6 規定のラミネート 

 
本規則の他の条項で言及されている、規定のラミネートは以下のとおりである： 
 

15.6.1 第１５条６項で言及されている材質は、次のように定義される： 
 
ａ. CC200 - カーボン織布、繊維重量２００ｇｓｍ、エポキシ樹脂プリプレグ。 
 
ｂ. CC100 - カーボン織布，繊維量５０ｇｓｍ以上１５０ｇｓｍ以下，エポキシプリプレグ。 
 
ｃ. KC60 - アラミド織布、繊維重量６０ｇｓｍ、エポキシ樹脂プリプレグ 
 
ｄ. KC170 - アラミド織布、繊維重量１７０ｇｓｍ 
 
ｅ. R135 - １３５ｇｓｍのエラストマー材質 
 
ｆ. R350 - ３５０ｇｓｍのエラストマー材質 
 
ｇ. CC280UHS - カーボン織布、繊維重量２８０ｇｓｍ、Ftu > 6500MPa、エポキシプリプレグ 
 

15.6.2 技術規則全体で使用される、規定のラミネートは以下のとおりである： 
 
ａ. ＰＬ－ＨＡＬＯ：［ＫＣ６０，ＣＣ１００，ＫＣ６０］積層順序は自由である。 
 
ｂ. ＰＬ－ＡＮＴＩ－ＳＰＬＩＮＴＥＲは、以下の３つの仕様のうち１つでよい： 
 

i. ラミネートタイプＡ－強化材の５０％重量以上が、アラミド、ポリ（ｐ－フェニレンベン

ゾビスオキサゾール）（例：「ザイロン」）、ポリエチレン、ポリプロピレンまたは天然

繊維であるラミネート。この場合、追加の予防措置は必要ない。 
 
ii. ラミネートタイプＢ－Ａでカバーされていないラミネートで、補強材の面重量が１,０００

ｇｓｍまでのもの：［Ｂ／２，Ｒ１３５，Ｂ／２］ここでＢ／２はラミネートの半分±１

プライ。 
 
iii. ラミネートタイプＣ－Ａでカバーされていないラミネートで、補強材の面重量が１,０００

ｇｓｍを超えるもの：［Ｃ／２，Ｒ３５０，Ｃ／２］ここで、Ｃ／２はラミネートの半分

±１ プライ。 
 
ｃ. ＰＬ－ＳＵＳ－ＦＡＩＲＩＮＧ：［ＣＣ１００、ＫＣ１７０、ＣＣ１００］または［ＣＣ１０

０、ＫＣ６０、ＫＣ６０、ＣＣ１００］とする。 
 
ｄ. ＰＬ－ＨＥＡＤＲＥＳＴ：［ＫＣ６０、ＫＣ６０］ 
 
ｅ. ＰＬ－ＣＨＡＳＳＩＳ－ＳＩＤＥ：複合外皮とアルミニウムハニカムコアを備えたサンドイッ

チ構造のラミネート。コアの厚さは少なくとも６ｍｍなければならない。ラミネートは、公認

されたラミネートと同じ樹脂系を用い、外皮ごとに 1 層追加（合計２層）したＣＣ２８０ＵＨ

Ｓクロスを使用して、競技規則および技術規則の付則に定義されている「側面貫入試験方法０
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２／０５」に対して公認されなければならない。各外皮における追加プライの方向は、その外

皮における も少ないプライの方向と同じでなければならない。 
 
ｆ. ＰＬ－ＬＷＴ－ＦＡＩＲＩＮＧ［ＣＣ２００，（任意のアラミドコア），ＣＣ２００］ラミネ

ートの端は、フェアリングの周囲から２０ｍｍ以内にＣＣ２００をさらに２枚（該当する場合

はコアの両側に１枚）重ねて補強することができる。 
 
 
第１６条 燃料とエンジンオイル 
 
16.1 基本原則 

 
16.1.1 本条の目的は、フォーミュラワンで使用される燃料とエンジンオイルが、これらの用語が一般的に

理解され意味するところに対応することを保証することである。 

 
16.1.2 燃料について、本条項の詳細にわたる規定は、市販燃料に通常見られる合成物で構成される燃料の

使用を確実にし､特殊な動力向上目的の化学合成物の使用を禁止することを主眼とする。許可される

合成物および合成物の種別は、第１６条２項および第１６条４項３に定義されている。それに加え、

含有低レベル不純物を不在化するために第１６条２項および第１６条４項３の定義以外の合成物が

認められるが、その総量は全燃料量の 大１％ m/mまでに制限される。 

 
16.1.3 承認された燃料（第１６条５項）のみが、燃料噴射装置（第５条１項１２）によりエンジン燃焼室

内に放出できる。 
 
16.1.5 燃料に混入することのできる酸化剤は空気に限られる。 

 
16.1.6 エンジンオイルの機能は、可動部分を潤滑し摩擦を減らしてエンジンの全体的な効率を向上させ、

摩耗を減らすことである。また、可動部品から熱を奪ってエンジンを冷却し、腐食を防ぎ、密閉を

改善し、エンジンを清掃する。エンジンオイルは、燃料の性質を向上させたり、燃焼を活性化して

はならない。エンジンオイルの定義された機能と合理的に関連することができない成分の存在は容

認できないものとみなされる。 
 

16.1.7 この規則の目的を覆すために配合されているように見える燃料またはエンジンオイルは、それ以外

のものとみなされる。 
 

16.1.8 すべての競技参加者は、使用される燃料あるいはエンジンオイルの各タイプについて「材質安全デ

ータシート」を所有していなければならない。このシートは、ＥＣディレクティブ93/112/EECに従

って作成され、そこに記載されたすべての情報は厳密に遵守されなければならない。 
 

16.2 燃料の定義 
 

パラフィン 直鎖および有枝アルカン 
オレフィン 炭素直鎖および有枝モノオレフィンおよびジオレフィン 

パラフィン側鎖を伴う、あるいは伴わない単環式モノオレフィン（環内

に５つ以上の炭素原子を持つ） 
ジオレフィン パラフィン側鎖を伴う、あるいは伴わない、１分子につき２つの二重結

合を含む直鎖、または有枝、あるいは単環式の炭化水素（どの環内にも

５つ以上の炭素原子をもつ） 
ナフテン パラフィン側鎖を伴う、あるいは伴わない単環式アルカン（環内に５つ

以上の炭素原子を持つ） 
芳香族性物質 パラフィン側鎖を伴う､およびそれを伴わない単環式および双環式芳香族

環 
酸素添加物 酸素を含有する有機化合物 
先進的持続可能成分 先進的持続可能成分とは、第二世代のバイオコンポーネント、または非

バイオの炭素捕捉と再利用から製造されたコンポーネントのことであ

る。回収と再利用のプロセスは、ＦＩＡの承認を受けなければならな



2024  F1 TECHNICAL REGULATIONS 

2024 F1 Technical Regulations  130 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

い。定量化のために、所与の分子の先進的持続可能成分の寄与は、質

量％で、分子全体に対する先進的持続可能成分由来の炭素、水素、酸素

原子の割合と定義される。 
第２世代バイオ成分 第２世代バイオ成分とは、リグノセルロース系バイオマス、藻類、農業

残渣や廃棄物、食糧生産に適さない限界的な土地で栽培された非食用エ

ネルギー専用作物など、様々な種類の非食用バイオマスから製造される

成分のことである。食用作物からのバイオ成分は、すでに食用としての

目的を果たした場合のみ、第二世代とみなすことができる（例：植物油

の廃棄物は、すでに使用され、人間の消費には適さないため）。RED II
の定義に該当するすべてのバイオ成分が含まれる１ 

金属 金属は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、アクチニド、ラ

ンタニド、外部遷移金属およびメタロイドと定義される 
アルカリ金属 水素を除く第１族元素 

1 ANNEX IX - Directive(EU) 2018/2001のパートA. 
 
16.3 燃料の特性 
 

使用が許可される燃料は、下記の特性を有するガソリンに限定される。 
属性 単位 最低値 最高値 試験方法 

(RON+MON)/2  87  ASTM D 2699/D 2700 
酸素 wt% 3.45  Elem Analysis 
窒素 mg/kg  500 ASTM D 5762 
ベンゼン wt%  1 GC-MS 
ＤＶＰＥ kPa 45 68 EN13016-1 
鉛 mg/l  5 ASTM D 3237またはICP-OES 
マンガン mg/l  2 ASTM D 3831またはICP-OES 
金属（アルカリ金属を除く） mg/l  5 ICP-OES 
酸化作用 分 360  ASTM D 525 
硫黄 mg/kg  10 EN ISO 20846 
伝導率 pS/m 200  ASTM D 2624 

終沸点 C°  210 ISO 3405 
蒸留残留物 %v/v  2 ISO 3405 

燃料の許可または却下はASTM D3244に基づき、９５％の信頼限度をもって決定される。 
 
16.4 燃料の組成 
 
16.4.1 ガソリンの組成は以下の仕様詳細に合致するものでなければはならない。 
 

組成要素 単位 最低値 最高値 試験方法 
芳香族性物質 wt%  40 GCMS 
オレフィン wt%  17 GCMS 
ジオレフィン総量 wt%  0.1 GCMS 
ｽﾁﾚﾝおよびｱﾙｷﾙ 
誘導体総量 

wt%  0.1 GCMS 

 
さらに、燃料は外部の酸素が入らない状態で発熱反応を起こすことが可能な物質を一切含んではな

らない。 
 
16.4.2 濃度が総燃料量の５％ m/m未満の炭化水素成分の各要素の総含有量は少なくとも燃料の炭化水素成

分の３０％ m/mでなければならない。 
 
16.4.3 許可される酸素添加物は、 終沸点が２１０℃以下のパラフィン・モノアルコールおよびパラフィ

ン・モノエーテル。 
 
16.4.4 燃料の 小１０％(m/m)は、先進的持続可能なエタノールを含まなければならない。 
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16.5 燃料の承認 
 
16.5.1 フォーミュラ１選手権で燃料が使用される前に： 
 

ａ. 供給業者は、技術規則付則４の１.２項に定められた要求事項に適合していなければならない。 
 
ｂ. ５リットルの２つ別々のガソリンサンプルを適切な容器に入れて分析・承認のためにＦＩＡに

提出しなければならない。 
 
ｃ. 燃料を使用するすべてのチームが使用する燃料ブラダーおよびシール材と適合することを、本

技術および競技規則の付則に規定されたテストに合格することで示さなければならない。 
 
16.5.2 ＦＩＡの書面による承認前の燃料を競技で使用することは認められない。 
 
16.6 競技でのサンプル抽出および試験 
 
16.6.1 燃料のサンプルはすべて、ＦＩＡフォーミュラ１燃料サンプリング手順に従い抽出される。手順書

の写しは本技術および競技規則の付則に掲載されている。 
 
16.6.2 燃料密度も検査され、事前に承認された分析で得られた数値の０.１５％以内でなければならない。 

 

16.6.3 競技期間中に抽出された燃料サンプルは、承認された燃料とガスクロマトグラフィー（色層分析）

技術を使用して比較され、規定への合致を検査する。抽出サンプルと承認済みの燃料との差異が蒸

発損失によるものであれば、合致しているものとみなされる。しかしながらＦＩＡは、ＦＩＡの承

認する研究所にて、燃料サンプルをさらに試験する権限を留保する。 
 
16.6.4 抽出サンプルおよび基準燃料のそれぞれのＧＣ(ガスクロマトグラフィー)ピーク域が比較される。

いかなる所与のピーク域であっても、隣接するピーク域に対して１２％を超える変化がある場合、

あるいは濃度が０.１０％以下の合成物については絶対量が０.１％を超える場合は、合致していると

はみなされない。 
ピークが対応する基準燃料に存在しない抽出サンプルに検出され、そのピーク域が燃料の総ピーク

域の０.１０％を超える場合、その燃料は合致しているとはみなされない。 
ＧＣにより観察された（上記の）逸脱が、チームの使用にＦＩＡが承認したもう１つのフォーミュ

ラ１燃料を混合したことによるものであることが示された場合、混ぜた燃料のサンプル中の含有率

が１０％以内であることを条件に、燃料サンプルは合致しているとみなされる。混合燃料の体系的

な誤用は、合致していないものと見なされる。 
 

16.7 エンジンオイルの定義 

 
エンジンオイル（第１６条１項５の目的を果たし）は、以下に定義するベースオイルおよび添加剤

を含まなければならない。 
 
ベースオイル一般： 
 
ａ. ベースオイルはベースストックまたはベースストックのブレンドである。 
 
ｂ. ベースストックは、単一の製造業者によって製造される潤滑剤成分である。ベースストックは、

蒸留、溶媒精製、水素処理、オリゴマー化、エステル化、および再精製を含むがこれらに限定さ

れない種々の異なるプロセスを用いて製造することができる。 
 
すべてのベースストックは５つの一般的なカテゴリーに分けられる： 
 
ａ. グループＩのベースストックは、９０％未満の飽和物および／または０.０３パーセント超の硫

黄を含有し、粘度指数が８０以上１２０未満であることを下記の表に示す試験方法を用いて測

定する。 
 
ｂ. グループIIのベースストックは、９０％以上の飽和物および０.０３％以下の硫黄を含有し、粘
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度指数が８０以上１２０未満であることを下記の表に示す試験方法を用いて測定する。 
 
ｃ. グループIIIのベースストックは、９０％以上の飽和物および０.０３％以下の硫黄を含有し、粘

度指数が１２０以上であることを下記の表に示す試験方法を用いて測定する。 
 
ｄ. グループIVのベースストックはポリアルファオレフィン（ＰＡＯ）である。 
 
ｅ. グループVのベースストックには、グループＩ、II、III、またはIVに含まれない他のすべての

ベースストックが含まれる。 
 
ベースストックの分析方法を以下に定義する： 

属性 試験方法 

飽和 ASTM D2007 

粘度指数 ASTM D2270 

硫黄 
（リストされた方法を１つ使用する） 

ASTM D1552 

ASTM D2622 

ASTM D3120 

ASTM D4294 

ASTM D4927 

 

添加剤とは、エンジンオイルの性能特性を改善する低濃度でベースオイルに添加される化学化合物

と定義される。 
 

16.8 エンジンオイルの特性 

 
エンジンオイルは、次の特性を満たさなければならない。 
 

属性 単位 最低値 最高値 試験方法 
動粘度（100℃） cSt 2.8  ASTM D445 
150℃でのHTHS粘度お

よびせん断速度106s -1 
mPa.s 1.4  ASTM D4741 

初期沸点 ℃ 210  ASTM D7500 
引火点 ℃ 93  ASTM D3828 

 
オイルは、ASTM D 3244に従って、９５％の信頼限界で受け入れられるかまたは拒否される。 

 

16.9 エンジンオイルの組成 

 

16.9.1 初期沸点試験（ASTM D7500）が沸点が２１０℃未満の化合物の存在を示唆する場合、試料は

GCMSによりさらに分析される。沸点が２１０℃未満の成分の合計は０.５％m/mを超えてはならな

い。 
 
16.9.2 エンジンオイルは、有機金属ガソリン添加物または他のオクタン価向上ガソリン添加物を含有して

はならない。 
 
16.10 エンジンオイルの承認 

 
16.10.1 フォーミュラ１選手権でエンジンオイルを使用する前に： 
 

ａ. 供給業者は、技術規則付則４の１.２項に定められた要求事項に適合していなければならない。 
 
ｂ. 適切な容器に入れた１リットルのサンプル２つを分析と承認のためにＦＩＡに提出しなければ

ならない。 
 
16.10.2 ＦＩＡの事前の書面による承認なしに、エンジンオイルを競技で使用することはできない。 
 
16.10.3 競技で使用するために承認されたエンジンオイルに加えて、１種類のダイノエンジンオイルがＦＩ
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Ａによって承認される場合がある。 
 
16.11 競技でのサンプル抽出および試験 

 
16.11.1 各競技参加者は、各競技に先立って、競技中に各自のエンジンで使用されるオイルを宣言しなけれ

ばならない。 
 
16.11.2 参照目的のために、オイルを競技で使用する前に、オイルの参照番号とともにサンプルをＦＩＡに

提出しなければならない。 
 
16.11.4 競技中に採取されたエンジンオイルサンプルは、フーリエ変換赤外（ＦＴＩＲ）技術を使用して適

合性がチェックされ、競技会の開始時に提出されたサンプルと比較される。参照エンジンオイルと

異なるサンプルであっても、通常のエンジン運転の結果として、燃料希釈、エンジン流体汚染およ

びオイルエージングと一致するものは適合すると考えられる。チームが競技で使用するためにＦＩ

Ａによって承認された、他のエンジンオイルとの混合に合致する基準エンジンオイルと異なるサン

プルは、サンプル中の混和オイルが全部で１０％以下の存在であることを条件に、準拠していると

みなされる。この公差は、承認されたダイノエンジンオイルとの混合にも適用されるが、新しいエ

ンジンが初めて使用される競技に限られる。しかし、ＦＩＡは、ＦＩＡが承認した試験所で、オイ

ルサンプルをさらに試験する権利を留保する。 
 
 
第１７条 コンポーネントの分類 
 
17.1 定義 

 
本第１７条において 
 
「提携者（Associate）」とは、選手権に出場する競技参加者（およびその競技参加者を代表する団

体）に関し： 
 

ａ. （直接的あるいは間接的に）以下に該当するその他の個人あるいは団体（法人または非法人を

含む）： 
 

ⅰ. 競技参加者の株式資本金あるいは事業資産を所有している、または 
 
ⅱ. 競技参加者に関する投票権を行使する権限を有する、または 
 
ⅲ. 監査役員会、取締役会、あるいは法的に競技参加者を代表する団体のメンバーを任命する

権限を有する、または 
 
ⅳ. 定款や契約書などにより、競技参加者の業務を遂行する権限を有する、および 
 

ｂ. 随時、競技参加者と同じ法的グループ構造にある他の個人または法人；および 
 
ｃ. 本第１７条の要件を回避するために、競技参加者によって手配された、または使用される（法

人または非法人を含む）代理人、契約人（あるいは下請け人）あるいはその他一切の者。 
 

「外部調達」とは商品またはサービスを外部の供給業者との契約の下で調達することをいう。 
 
「設計仕様書」とは、あるコンポーネントに関して、その部品に関連するすべての設計（３次元形

状、公差、材質、表面仕上げ、設計基準を含む）、製造、設置、運用に関する情報を意味する。 
 
そして、この技術規則の目的のために、この第１７条に含まれる： 
 
「知的財産」とは： 
 
ａ. 特許、発明の権利、意匠、著作権と関連する権利、データベースの権利、商標および商号、体

裁の権利および関連する営業権、パッシングオフ（詐称通用）または不正競争を訴える権利
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（いずれの場合も登録済み、登録可能、未登録を問わない）。 
 
ｂ. ドメイン名に関する所有権 
 
ｃ. 企業秘密、ノウハウ、および機密情報を使用する権利、およびその機密性を保護する権利。 
 
ｄ. 当該権利の延長および更新を含む申請、および登録を申請する権利、および登録を受ける権利 
 
ｅ. 世界のあらゆる場所で、同様の性質または同等の効果を持つその他のすべての権利。 

 
17.2 一般原則 
 
17.2.1 分類 
 

ａ. 第１７条２項１ ｄ.項に従い、Ｆ１車両に使用される全てのコンポーネント（第１２条４項２に

定義される第２ロール構造体と第１３条５項１に定義される側部衝撃吸収構造体を除く）およ

び選手権期間中に競技参加者の活動を支援するために使用されるすべての機器は、それぞれ第

１７条３項から第１７条６項（を含む）に定義されているように、リスティッド・チーム・コ

ンポーネント（ＬＴＣ）、スタンダード・サプライ・コンポーネント（ＳＳＣ）、トランスフ

ァラブル・コンポーネント（ＴＲＣ）、オープン・ソース・コンポーネント（ＯＳＣ）に分類

される。 
 
ｂ. 別段の定めがない限り、当該部品／機器は、ＬＴＣに分類される。 
 
ｃ. 本技術規則の第３条に記載されている空力部品は、ＳＳＣまたはＯＳＣと特に定義されない限

り、すべてＬＴＣである。 
 
ｄ. 技術規則付則３の表の「定義－第５条１項２」欄にＩＮＣと記載されているパワーユニットコ

ンポーネントは、第１７条に定められた４つのカテゴリーのいずれにも該当しない。 
 
ｅ. 疑義が生じた場合はＦＩＡに相談し、特定のコンポーネントまたは機器の分類を決定するもの

とし、それが上記の第１７条２項１ ｂ.項に記載されたデフォルトの分類と異なる場合は、ＦＩ

Ａがそれを決定するものとする。 
 
17.2.2 本第１７条の残りの規定の目的上、競技参加者とは（ａ）当該競技参加者の提携者、および（ｂ）

外部の団体（（i）競技参加者のために活動している、または（ii）自らの目的のために活動し、そ

の後競技参加者にその作業結果を提供している）を含むものとする。 
 
17.2.3 本第１７条の残りの規定の目的上、「構成部品‐コンポーネント」という表現は、完全な組立品を

指すこともある。 
 
17.2.4 いかなる競技参加者も、本第１７条の要件を回避する目的で、直接または外部団体を経由して、他

の競技参加者との間で人員（従業員、コンサルタント、請負業者、出向者、その他の立場の正社員

または派遣の人員）の移動を利用してはならない。 
 
17.2.5 ＦＩＡは、競技参加者が第１７条に関連する特定の情報を、（ａ）安全上の理由のみでＦＩＡが他

の競技参加者と共有するために、または（ｂ）技術規則の将来の改正を検討する際にＦＩＡを支援

するために、ＦＩＡと共有することを随時要請することができるが、いずれの場合も、ＦＩＡから

適切な秘密保持の保証を受けることを条件とする。 
 
17.2.6 本技術規則またはＦＩＡによって明らかに許可されている場合を除き、いかなる競技参加者も、受

け取った競参加技者のパフォーマンスに影響を与える可能性が高い知的財産を、直接的または間接

的に他の競技参加者に開示または譲渡してはならず、またいかなる競技参加者も、直接的または間

接的に他の競技参加者から同じものを（いかなる手段によっても）入手してはならない。 
 
17.2.7 競技参加者は、本技術規則に基づき、自己の車両に使用するコンポーネントの安全性、非互換性、

および／または信頼性に関する問題を提起する責任を負う場合、その責任と矛盾するような請求を

他の当事者に対して行わないものとする。 
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17.2.8 競技参加者は、他の競技参加者に対して、風洞やダイナモメーター（それらに限られることなく）

の試験施設や設備を提供することができる。このような共有施設の運営に関わる知的財産は、共有

者が使用することができ、また共有者に開示することがでるが、このような施設で実施された実験

または試験作業の結果は、その作業の発案者のみが使用することができる。設備を共有する場合は、

共通の担当者を通じて知的財産の移転が行われないように、また、すべてのデータにはその作業の

発案者のみがアクセスできるように、強固なプロセスを導入しなければならない。そのような施設

の共有は、実施される作業の完全な説明とともに、ＬＴＣ（第１７条３項４で要求される）、ＴＲ

Ｃ（第１７条５項８で要求される）、またはＯＳＣ（第１７条６項１１で要求される）の性能向上

につながる知識の移転を導く可能性のある情報交換を回避するために導入されるプロセスについて、

ＦＩＡに申告しなければならない。 
 
17.3 リスティッド・チーム・コンポーネント（ＬＴＣ） 
 
17.3.1 「リスティッド・チーム・コンポーネント」（ＬＴＣ）とは、その設計、製造、知的財産が、単一

の競技参加者またはその代理人によって独占的に所有および／または管理されているコンポーネン

トをいう（付則５でそのように特定されたコンポーネントを含むが、これに限定されない）。 
 
17.3.2 競技参加者は、自ら設計（疑義を避けるために、その三次元形状及びそれに至る進化の歴史、予備

設計、シミュレーション、風洞実験及び分析を含む）し、自ら製造したフォーミュラワン車両にの

みＬＴＣを使用することができる。ただし、競技参加者が研究開発、エンジニアリングおよび／ま

たはＣＡＤデザイン、および／またはいかなるＬＴＣの製造を第三者（疑いを避けるために、当該

競技参加者の提携者を含む）に外部委託することを妨げるものではない。ただし、以下を条件とす

る： 
 

ａ. 競技参加者は、Ｆ１に参戦している限り、Ｆ１でＬＴＣを使用する独占的権利を保持する。 
 
ｂ. ＬＴＣの製造が委託される第三者は、他の競技参加者又は他の競技参加者の提携者であっては

ならない。 
 
ｃ. ＬＴＣの設計が委託される第三者は、他の競技参加者、他の競技参加者の提携者、または他の

競技参加者のために直接または間接にＬＴＣまたはＴＲＣを設計する者であってはならない。 
 
17.3.3 すべての競技参加者が潜在的に入手可能でなければならない情報を用いて、競技参加者のＬＴＣの

デザインやコンセプトに影響を受けることは許されるが、この情報は競技またはテスト（それぞれ

競技規則第５条および第１０条１に定義される）でのみ入手可能であり、いかなる競技参加者も他

の競技参加者のＬＴＣの「リバースエンジニアリング」に基づいて自らのＬＴＣを設計することは

できない。本条の目的上、「リバースエンジニアリング」とは以下を意味する： 
 

ａ. 写真や画像を点群、曲線、サーフェスに変換するソフトウェアと組み合わせて使用したり、写

真や画像にＣＡＤジオメトリを重ね合わせたり抽出したりすること。 
 
ｂ. ステレオフォトグラメトリー、３Ｄカメラ、または３Ｄ立体視技術の使用 
 
ｃ. あらゆる形態の接触または非接触表面スキャン 
 
ｄ. リバースエンジニアリングプロセスを容易にするために、表面に点または曲線を投影するあら

ゆる技術 
 

競技参加者のＬＴＣの孤立した特徴が他の競技参加者のＬＴＣの特徴に酷似している場合、この類

似性がリバースエンジニアリングの結果であるか、または正当な独自の作業の結果であるかを判断

するのはＦＩＡの役割である。以下の追加規定が適用される： 
 

ｅ. すべての競技参加者は、要求に応じて、本条の遵守を証明するために必要なデータやその他の

情報をＦＩＡに提供しなければならない。 
 
ｆ. 選手権期間中に使用されるすべてのＬＴＣについて、本条に記載された制限は、選手権のカレ
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ンダー年以前に実施された活動を含む、その設計プロセス全体に適用される。 
 
ｇ. ＦＩＡは、本条の要件および制約事項をより具体的に定義するために、随時ガイダンスを発行

することができる。 
 
17.3.4 競技参加者は、直接または第三者を介して、以下の行為を行ってはならない： 
 

ａ. 自己のＬＴＣに関する情報（データ、デザイン、図面、その他の知的財産を含むがこれらに限

定されない）を他の競技参加者に伝えたり、他の競技参加者からその競技参加者のＬＴＣに関

する情報を受け取ったりすること。 
 
ｂ. ＬＴＣに関連して他の競技参加者からコンサルティングその他のサービスを受けること、また

は他の競技参加者にそのようなサービスを提供すること、または 
 
ｃ. ＬＴＣの性能を向上させるために使用できる方法論（シミュレーションソフトウェア、分析ツ

ール等を含むがこれに限定されない）を他の競技参加者に譲渡すること、または他の競技参加

者からそのような方法論を受け取ること。 
 
本条にかかわらず、ＴＲＣの供給元パワーユニット製造者または供給先競技参加者は、自己の供給

する部品と顧客競技参加者の隣接するＬＴＣ部品との組立てを行うことができる。この場合、顧客

競技参加者は、自己が組み立てる必要のあるＬＴＣの 小限の組立て情報を供給競技参加者または

パワーユニット製造者に提供することができる。ＦＩＡは、このような取引をその絶対的な裁量で

承認し、それが第１７条３項の規定を回避するための手段として使用されないことを納得しなけれ

ばならない。 
 
17.3.5 競技参加者（またはその代理人）は、そのフォーミュラワン車両に搭載されているＬＴＣに関する

あらゆる性質の権利、情報またはデータ（設計、製造、ノウハウ、操作手順、特性および較正のす

べての側面を含むがこれに限定されない）を独占的に所有していなければならない（または、競技

参加者は選手権で使用する独占的権利を有していなければならない）。ただし、前記にかかわら

ず： 
 

ａ. ＬＴＣに関しては、第三者の専門的な知的財産や技術の使用が認められているが、その知的財

産や技術がすべての競技参加者にとって商業的に利用可能であることが条件である。当該コン

ポーネントの主要なパラメータは、いかなる場合も競技参加者が決定し、他の競技参加者が入

手できないようにしなければならない。 
 
ｂ. 同様に、すべての競技参加者に対して市販されているものであれば、ＬＴＣに関して市販のサ

ブコンポーネントやサブアセンブリを使用することが認められる。この規定は、これらのコン

ポーネントまたはサブアセンブリがＬＴＣとして特別にリストアップされていない場合に適用

される。ＦＩＡは、競技参加者に対し、当該サブコンポーネントのリストとその技術仕様の提

供を求めることができる。ＦＩＡは、これらのサブコンポーネントまたはサブアセンブリが本

第１７条の目的を回避するために工夫されていると判断した場合、これらをＬＴＣに分類する

ことができる。 
 
17.4 スタンダード・サプライ・コンポーネント － 標準供給部品（ＳＳＣ） 
 
17.4.1 「スタンダード・サプライ・コンポーネント」（ＳＳＣ）とは、その設計および製造がＦＩＡによ

って指定された供給業者によって行われ、各競技参加者に同一の技術的および商業的ベースで供給

されるコンポーネント（付則５でそのように指定されたコンポーネントを含むが、これに限定され

ない）をいう。 
 
17.4.2 選考の結果、ＳＳＣに分類された部品の供給業者が指名されなかった場合、または何らかの理由で

そのような供給業者との取り決めが解除された場合、ＦＩＡはＳＳＣをＬＴＣ、ＴＲＣあるいはＯ

ＳＣに再分類し、この部品の技術仕様とコストを管理するために、本技術規則の関連条文に適切な

技術規則を導入する権利を有する。 
 
17.4.3 ＳＳＣとして提供されたコンポーネントは、本技術および競技規則の付則で明らかに許可された軽
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微な変更は除いて変更を加えてはならず、供給業者が指定した通りに取り付け、操作しなければな

らない。ただし、各競技参加者は、ＳＳＣの互換性、信頼性、安全性に関する問題について、常に

ＦＩＡに情報を提供しながら、関連するＳＳＣ供給業者に直接連絡を取る責任がある。これには、

競技参加者が、必要なレベルの安全性、互換性、信頼性を確保するために、コストや性能への影響

を常に考慮した上で行うべきと考えるＳＳＣの修正案を提出することも含む場合もある。ＦＩＡは、

関連するＳＳＣ供給業者と協議の上、協議過程で提起されたすべての問題（および提案された修正）

を誠実に検討し、何らかの措置を講じるか否かを独自の裁量で決定する。例外的に、競技参加者が

ＳＳＣに決定的な互換性のなさ、信頼性のなさ、安全性のなさを確認した場合、ＦＩＡは独自の裁

量により、互換性、信頼性、安全性の問題を解決するために、当該競技参加者にＳＳＣの改造実施

または代替部品の使用を許可することがある。このような改造実施や代替部品の使用の許可は、全

競技参加者に通知され、関連供給業者が信頼性、互換性、安全性の問題を解決する新しい仕様を導

入するまで適用される。信頼性、互換性または安全性の懸念の重大性に応じて、ＦＩＡは修正ＳＳ

Ｃの段階的な導入を許可することができる。その場合、競技参加者及び供給業者と協議の上、ＦＩ

Ａは段階的導入の期間、およびＳＳＣの旧仕様と新仕様のいずれを使用しても性能上の優位性（質

量など）が得られないことを保証するために講じる必要がある措置を定める。 
 
17.4.4 ＳＳＣの使用は必須であり、ＳＳＣの特定の機能を他の部品でバイパス、置換、複製、補完しては

ならない。この規定は、競技規則に規定されるＴＣＣにも適用される。例外的に、ＦＩＡは独自の

判断で代替部品の使用を許可することがある。 
 
17.4.5 いかなる競技参加者も、直接または第三者を介して、ＳＳＣの性能を向上させるための情報（デー

タ、ノウハウ、操作手順、特性、較正を含むがこれに限定されない）や方法論（シミュレーショ

ン・ソフトウェア、分析ツールなどを含むがこれに限定されない）を他の競技参加者に渡したり、

他の競技参加者からそのような方法論を受け取ったりしてはならない。 
 
17.5 トランスファラブル（譲渡可能な）コンポーネント（ＴＲＣ） 
 
17.5.1 「トランスファラブル・コンポーネント」（ＴＲＣ）とは、設計、製造、および知的財産が単一の

供給競技参加者または第三者に存在するが、他の顧客競技参加者に供給することができるコンポー

ネントをいう（付則５でそのように特定されたコンポーネントを含むが、これに限定されない）。 
 
17.5.2 本第１７条５の規定は、供給競技参加者または第三者による顧客競技参加者への当該ＴＲＣコンポ

ーネントの供給に関するものである。ＴＲＣに分類されたコンポーネントがいかなる顧客競技参加

者にも供給されない場合、当該コンポーネントに適用される規則は、ＬＴＣに適用される規則と同

一である。さらに、ＴＲＣに分類された一切のコンポーネントについては、特定のコンポーネント

に関して供給競技参加者と顧客競技参加者の関係で運営されていない２つのチームはすべて、ＬＴ

Ｃに適用されるすべての規則を遵守しなければならない。 
 
17.5.3 供給競技参加者（またはその代理人）は、ＴＲＣに関するあらゆる性質の権利、情報および／ある

いはデータ（設計、製造、ノウハウ、操作手順、特性、および較正のすべての側面を含む）を所有

および／または管理しなければならないが、当該ＴＲＣを他の競技参加者に供給することができる。 
 
17.5.4 供給競技参加者が顧客競技参加者にＴＲＣとして提供するコンポーネントは、供給側競技参加者が

同一選手権または前回の選手権で使用したものと同一のコンポーネントでなければならない。いか

なる場合においても、供給競技参加者が顧客競技参加者の特定の使用のために特注のＴＲＣの設計

または製造を行うことは認められない。ただし、顧客競技参加者は、ＴＲＣのサブコンポーネント

の交換または変更を選択することができるが、その場合、関連するすべての追加作業（研究開発、

シミュレーション、設計、製造等を含むがこれらに限定されない）は、顧客競技参加者またはその

代理人によって行われなければならない。例外的な状況において、ＦＩＡの事前承認を得て、供給

競技参加者は、ＴＲＣに関する信頼性または安全性の問題を解決するために、顧客競技参加者に支

援を提供することができる。 
 
17.5.5 供給競技参加者は、ＴＲＣの設計（本条では、一切の研究開発、エンジニアリング、ＣＡＤ設計を

意味する）及び／または製造を第三者（疑義を避けるために、当該競技参加者の提携者を含む）に

委託することができるが、以下を条件とする： 
 

ａ. ＴＲＣの製造が委託される第三者は、他の競技参加者であってはならない。および、 
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ｂ. ＴＲＣの設計が委託される第三者は、他の競技参加者、または他の競技参加者のためにＴＲＣ、

またはＬＴＣの設計を直接または間接的に行う者であってはならない。 
 
17.5.6 供給競技参加者（またはその代理人）は、そのフォーミュラワン車両に搭載されているＴＲＣに関

するあらゆる性質の権利、情報またはデータ（設計、製造、ノウハウ、操作手順、特性および較正

のすべての側面を含むがこれらに限定されない）を独占的に所有および／または管理しなければな

らない。ただし、上記にかかわらず： 
 

ａ. ＴＲＣに関して、第三者の専門的な知的財産または技術を使用することが認められているが、

その知的財産または技術がすべての競技参加者にとって商業的に利用可能であることが条件で

ある。このようなコンポーネントの主要なパラメータは、いかなる場合も競技参加者が決定し、

他の競技参加者が利用できないようにしなければならない。 
 
ｂ. 同様に、ＴＲＣに関して、すべての競技参加者が商業的に入手可能であれば、商業的に入手可

能なサブコンポーネントまたはサブアセンブリを使用することが認められる。 
 
17.5.7 競技参加者とは無関係の第三者は、他の顧客である競技参加者に対しても同様の商業的条件でＴＲ

Ｃを提供することを条件に、顧客である競技参加者にＴＲＣを提供することができる。 
 
17.5.8 第１７条３項４の条件に関連して、競技参加者に伝えられた、あるいは受け取ったＴＲＣに関する

情報、あるいはＴＲＣに関連して競技参加者が関与するコンサルティングやその他の種類のサービ

スは、ＴＲＣを車両の設計に組み込むために必要な設計や図面、および／またはＴＲＣを車両上で

正しく作動させるために必要なＴＲＣのデータに厳密に限定されるものとする。疑義を避けるため

に、以下のような情報の受け渡しは厳禁とする： 
 

ａ. 特定のサーキットやレースに特化した情報（例：サスペンションのセットアップ情報）。 
 
ｂ. ＴＲＣの性能を 適化するためのソフトウェアや手法（例：シミュレーション・ソフトウェ

ア）。 
 
17.6 オープンソースコンポーネント（ＯＳＣ）について 
 
17.6.1 「オープンソースコンポーネント」（ＯＳＣ）とは、本条第１７条６に定める仕組みを通じて、設

計仕様および知的財産がすべての競技参加者に利用可能とされるコンポーネントをいう（付則５に

定めるコンポーネントを含むが、これに限定されない）。 
 
17.6.2 全競技参加者が使用するすべてのＯＳＣにおいて、「設計仕様書」は、ＦＩＡが指定する指定サー

バーに置かれ、全競技参加者がアクセスできなければならない。サーバー、アクセス資格、ファイ

ルの命名およびフォーマットの規則についての詳細は、本技術および競技規則の付則に記載されて

いる。 
 
17.6.3 競技参加者は、ＯＳＣを新規に設計する場合、または以前のＯＳＣの「設計仕様書」を変更する場

合は、新しい「設計仕様書」を本技術および競技規則の付則に定める指定のサーバーにアップロー

ドしなければならない。 
 
17.6.4 ＯＳＣの「設計仕様書」を新規に作成した、または既存の「設計仕様書」を変更した、あるいは設

計仕様に製造されたＯＳＣを変更した競技参加者は、すべての他の競技参加者に対し、本技術規則

で意図された範囲内で、当該ＯＳＣまたは「設計仕様書」に含まれる知的財産を使用および変更す

るための、取消不能、無償、非独占的な全世界でのライセンスを付与する。 
 
17.6.5 第１７条６項３に定めるサーバーへのアクセス、または第１７条６項４に定めるライセンスに基づ

く権利の行使を希望する競技参加者は、ＦＩＡが適宜定める「ＦＩＡオープンソースコンポーネン

トライセンス（以下「ＦＯＳＣＬ」）」に同意し、ＦＩＡの指定サーバーに適用される条件に拘束

されることを了承した場合にのみアクセスすまたは行使することが出来る。 
 
17.6.6 ＯＳＣまたはＯＳＣの「設計仕様書」に第三者供給業者の所有権情報および／または知的財産が含
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まれている場合、ＯＳＣの「設計仕様書」をアップロードする際に競技参加者はその旨を明らかに

しなければならず、また、本技術規則に従って権利を行使する他の競技参加者によるアップロード

された「設計仕様書」（およびその設計仕様書に基づいて製造されたＯＳＣ）の使用は、その第三

者供給業者の書面による承認を得なければならず、その承認書のコピーは要求に応じてＦＩＡに提

供されなければならない。機密情報を削除する必要が生じた場合は、アップロードされた「設計仕

様書」は以下の通りとしなければならない： 
 

ａ. 問題となる供給業者への明確な言及を含むこと。 
 
ｂ. 他の競技参加者が、その供給業者に同一の部品を注文できるような十分な情報を含むこと。 
 
ｃ. 他の競技参加者が、自身の車両にＯＳＣを搭載するために必要な情報がすべて含まれているこ

と。 
 
17.6.7 すべての競技参加者は、自己の車両に搭載されたＯＳＣのバージョンをＦＩＡに申告する義務を負

う。この情報は、すべての競技参加者に公開される。 
 
17.6.8 ＯＳＣの搭載および操作（機能、性能、信頼性、互換性、安全性に関する事項を含む）に関する一

切の責任は、そのバージョンのＯＳＣを使用する競技参加者が負う。本規定にかかわらず、特定の

バージョンのＯＳＣに機能、信頼性、互換性、安全性の問題が発生した競技参加者は、指定された

サーバーを通じてＦＩＡおよび他のすべての競技参加者にその情報を提供する義務がある。 
 
17.6.9 ＯＳＣは、供給競技参加者から顧客競技参加者に提供される仕様が、供給競技参加者が利用する仕

様と同じであることを条件に、ある競技参加者から別の競技参加者に提供することができる。この

ような場合、その供給は、ＴＲＣに関する第１７条５に詳述された全ての規定に準拠すべきである

が、これらの制限は、競技参加者が第１７条６で要求されるＯＳＣに関する義務を履行することを

妨げないものとする。 
 
17.6.10 あるコンポーネントが初めてＯＳＣとして指定された年（Ｎ）には、その前年（Ｎ－１）の競技参

加者は翌年（Ｎ）の技術規則への適合性に関わらず、その前年（Ｎ－１）の７月１５日までに、そ

の前の選手権（Ｎ－１）で使用されていた同等の部品の設計をアップロードしなければならない。 
 
17.6.11 競技参加者は、ＯＳＣの性能を向上させるために利用できる情報（データ、ノウハウ、操作手順、

特性、および較正を含むがこれに限定されない）や方法論（シミュレーションソフトウェア、解析

ツール等を含むがこれに限定されない）を、直接または第三者を介して他の競技参加者に提供した

り、他の競技参加者からそのような情報や方法論を受け取ったりしてはならない。 
 
17.7 ＬＴＣ、ＳＳＣ、ＴＲＣ、ＯＳＣの一覧表 
 

部品の分類の完全なリスト、および各アセンブリーの周囲の定義は、付則５に記載されている。 
 
あるアセンブリーの一部である部品は、特に指定がない限りそのアセンブリーの分類状態を仮定す

る。 
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付則１：レギュレーション・ボリューム（規定容積） 
 
 
1 一般的な定義 

 
1.1 この付則は、合法性を評価するために規則全体で使用されるCAD基準セクション、基準面、基準容

積の構造を定義する。これらの参照容積と参照表面の主な用途は、第3条と関連した空気力学的合法

性である。しかしながら、このような定義が他の条文で使用されることも多数ある。 
 
1.2 特に断りのない限り、各条項から宣言された基準セクション、基準表面、基準容積のみを合法性の

評価に使用することができる。これらのセクション、表面または容積の構築中に使用される他のす

べてのジオメトリーは、参照目的のみに考慮されなければならない。 
 
1.3 オブジェクト（表面表面または容積）が表面を使用してトリムされる場合、これはまずオブジェク

トと表面の交差部を見つけ、この交差部でオブジェクトを分離して2つに分割することによって行わ

なければならない。これらの2つの部分のうちの1つは、関連する条文に従って取り除き、トリミン

グされたオブジェクトの残りは、処理後に残っているすべてである。 
 
1.4 すべての容積は、車両中心面に対して暗黙のうちに対称となる。 
 
1.5 接頭語 "RV-"は常に基準容積を意味し、接頭語"RS-"は基準表面を意味する。 
 
1.6 本付則に記載されたすべての容積と表面のCADモデルは、標準的なパラメータとともに、チームが

ダウンロードできるようになっている。FIAは、要請があれば、チームに特定のモデルを提供する。 
 
1.7 本条に概説された手順を用いて手動で生成された容積と、§1.6に概説されたプロセスによってダウ

ンロードされた容積との間に矛盾が生じた場合、FIAはその都度該当する容積を判定し、矛盾や誤り

があると判定されたものを修正する。 
 
2 フロアボディプランフォーム参照面(RS-FLOOR-PLAN) 

 
RS-FLOOR-PLANは、以下の要素で構成される： 
 

2.1 平面Z=450上の、以下の周辺要素で囲まれた表面。 
a. [XF=650, 0]と[XR=450, 0]の間の線。 
b. [XR=450, 0]と[XR=450, 375]の間の線。 
c. [XR=-350, 495]と[XR=-350, 650]の間の線。 
d. [XF=1290, 800]と[XF=2000, 800]の間の線。 
e. [XR=-350, 495]から[XR=450, 375]まで伸び、[XR=450, 375]でXに接する、半径一定の小円弧。 
f. [XF=1290, 800]から[XF=960, 685]まで伸び、半径2000mmの小円弧で、曲率中心がXF=960の後

方にあるもの。 
g. [XF=650, 0]から[XF=960, 685]まで続く半径2000mmの小円弧で、曲率中心はXF=960の後方にあ

る。 
h. 半径一定の小円弧で、[XR= -350, 650]から[XF=2000, 800] まで伸び、[XF=2000, 800]でXに接す

る。 
 
2.2 §2.1の曲面を完全に定義したら、§2.1bから§2.1hの10mm以内の表面の領域は取り除かなければな

らない。下から見たときにRV-FLOOR-EDGEによって隠されている表面領域も取り除かなければな

らない。 
 
2.3 平面Z=0の、曲率中心がXF=1000より前方で、[XF=475, 505]から[XF=1550, 800]まで伸びている、一

定半径2120mmの小円弧。 
 
2.4 §2.3のセクションが完全に定義されたら、Zに沿ってZ=500まで押し出し、§2.2の表面をトリムする

ために使用し、押し出し部のアウトボードの物はすべて取り除かなければならない。 
§2.4で完全に定義された表面が、RS-FLOOR-PLANである。 
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3 フロアボディ中間基準面(RS-FLOOR-MID) 
 

RS-FLOOR-MIDは、以下の要素で構成される： 
 
3.1 平面Z=0上の、以下の境界要素からなるセクション： 

a. [XF=575, 0]と[XR=-550, 0]の間の線。 
b. [XR= -550, 0]と[XR= -550, 150]間の線. 
c. [XF=575, 0]と[XF=575, 50]の間の線 
d. [XF=575, 50]から [XF=1800, 270]まで伸び、曲率中心がXF=1800より後方にある、一定半径 

6000mm の小円弧。 
e. [XR=-550, 150]から[XR=-1380, 270]まで伸び、[XR=-1380, 270]でXに接する一定半径の小円弧。 
f. [ XF=1800, 270]、[XR= -1380, 270]の間の線。 
§3.1で完全に定義された曲面が、RS-FLOOR-MIDである。 

 
4 フロアボディリア基準面（RS-FLOOR-REAR) 

 
RS-FLOOR-REARは、以下の要素で構成される： 
 

4.1 平面Y=350上で、以下の3点を頂点とする三角形：[XR, Z]=[-290, 65]、[440, 65]、[440,180]。 
§4.1で完全定義された表面がRS-FLOOR-REARである。 

 
5 フロアボディの参照容積 (RV-FLOOR-BODY) 
 

RV-FLOOR-BODYは、以下の要素で構成される： 
 
5.1 §2.1の完全定義表面をZに沿ってZ=0に押し出したもの。 
 
5.2 平面Z=0上で、以下の周辺要素で囲まれた面： 

a. [XF=650, 0]と[XR=450, 0]の間の線。 
b. [XR=450, 0]と[XR=450, 365]の間の線。 
c. [XR=450, 365]から[XR=-350, 430]まで伸び、[XR=450, 365]でXに接する、一定半径の小円弧。 
d. [XF=2000, 590]から[XR=-350, 430]まで伸び、[XF=2000, 590]でXに接する、一定半径の小円弧。 
e. [XF=2000, 590]から[XF=960, 685]に伸び、[XF=2000, 590]でXに接する、一定半径の小円弧。 
f. [XF=650, 0]から[XF=960, 685]まで伸び、曲率中心がXF=960の後方で、一定半径が2000mmの小

円弧。 
 
5.3 §5.2の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=450まで押し出されなければならない。 
 
5.4 平面Y=0で、以下の要素からなるセクション： 

a. [XR=-450, 70]と[XR=450, 200]の間の線。 
b. [XR=-450, 70]から[XF=2000, 50]まで伸び、一定半径の小円弧で、[[XF=2000, 50]でXと接する。 
c. [XF=550, 175]から[XF=2000, 50]まで伸び、[XF=2000, 50]でXに接する、一定半径の小円弧。 

 
5.5 §5.4のセクションが完全に定義されたら、Yに沿ってY=800まで押し出さなければならない。 
 
5.6 §5.3の容積が完全に定義されたら、§5.5の押し出し部分を用いてトリミングし、押し出し部分より

上のすべての物を取り除かなければならない。 
 
5.7 §5.1と§5.6の容積が完全に定義されたら、§5.1で定義された容積から§5.6で定義された容積を引き、

残りの１つの統合容積を残さなければならない。 
 
5.8 点[XF, Y, Z]=[635, 630, 42], [550, 0, 25], [2200, 800, 0]を通る平面。 
 
5.9 §5.7の容積が完全に定義されたら、§5.8の平面を用いてトリミングし、平面より下の物はすべて取

り除かなければならない。 
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5.10 平面Z=0で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 
a. [XF=325, 0]と[XF=325, 25]の間の線。 
b. [XF=325, 0]と[XR=450, 0]の間の線。 
c. [XR=450, 0]と[XR=450, 100]の間の線。 
d. [XF=325, 25]から[XF=2100, 375]まで伸び、[XF=2100, 375]でXに接する、一定半径の小円弧。 
e. [XR=450, 100]から[XR=-350, 180]まで伸び、[XR=450, 100]でXに接する、一定半径の小円弧。 
f. [XF=2100, 375]から[XR= -350, 180]まで伸び、[XF=2100, 375]でXに接する、一定半径の小円弧。 

 
5.11 §5.10の表面を完全に定義したら、Zに沿ってZ=450まで押し出し、§5.9の容積と合体させて、残る

１つの統合容積を残さなければならない。 
 
5.12 平面Y=0において、以下の要素で構成されるセクション： 

a. [XR=527, 110]と[XR=450, 310]の間の線。 
b. [XR=-527, 110]から[XR=-750, 91]まで伸びる一定半径1000mmの小円弧で、曲率中心がZ=0の上

にある。 
c. [XR=-750, 91], [XF=2100, 110]の間の線。 
d. [XF=325, 425]から[XF=2100, 110]まで伸び、曲率中心がZ=0の上にある、一定半径が8000mmの

小円弧。 
 
5.13 §5.12のセクションが完全に定義されたら、Yに沿ってY=800まで押し出し、§5.11の容積をトリミン

グするために使用し、押し出し部分より上の物はすべて取り除かなければならない。 
 
5.14 平面 Z=0上で、点 [XF, Y] = [2100, 0], [2100, 375]、 [XR, Y] = [-527, 0], [-527, 205] を頂点とする ４ 

辺単純多角形が Z方向に沿ってZ=450まで押し出されて定義される体積をいう。 
 
5.15 平面Y=0上の、次の要素からなる断面： 

a.  [XR=-700, 75], [XR=-527, 110]の間の線。 
b.  [XR=-700, 75], [XF=2100, 110]の間の線。 

 
5.16  §5.15の部分が完全に定義されたら、Y方向に沿ってY=800まで押し出し、押し出し部分より下のす

べての物を取り除き、§5.14の体積をトリミングするために使用しなければならない。 
 
5.17  §5.13と§5.16の体積が完全に定義されたら、§5.16で定義された体積を§5.13で定義された体積から

差し引き、統合されたひとつの容積を残さなければならない。 
 
5.18 平面Z=0で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XF=1000, 700]と[XF=1000, 800]の間の線。 
b. [XF=1000, 800]と[XR=-350, 800]の間の線。 
c. [XR=-350, 800]と[XR=-350, 495]の間の線。 
d. [XF=1000, 700]と[XF=2000, 700]の間の線。 
e. [XR=-350, 495]から[XF=2000, 700]まで伸び、[XF=2000, 700]でXに接する、一定半径の小円弧。 

 
5.19 §5.18の曲面が完全に定義されたら、Z=450に沿って押し出されなければならない。 
 
5.20 平面Y=0上の、次の要素からなるセクション： 

a. [XR= -350, 45]と[XR= -700, 45]の間の線。 
b. [XR= -700, 45]と[XF=2000, 80]の間の線。 
c. [XF=970, 325]から[XF=2000, 85]まで伸び、一定半径3000mmの小円弧で、曲率中心がZ=0より

上にあるもの。 
 
5.21 §5.20のセクションが完全に定義されたら、Yに沿ってY=800まで押し出し、押し出し部分より下の

すべての物を取り除き、§5.19の容積をトリミングするために使わなければならない。 
 
5.22 §5.17と§5.21の容積が完全に定義されたら、§5.21の容積を§5.17の容積から引いて、統合された１

つの容積を残さなければならない。 
 
5.23 次の3点を通る平面： 
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a. [XF= 425, 0, 50], [XF= 325, 0, 450], [XF= 325, 25, 450]。 
 
5.24 §5.23の平面が完全に定義されたら、平面より下の物はすべて取り除き、§5.22で定義されたボリュー

ムをトリミングするために使用しなければならない。 
 
5.25 次の3点を通る平面： 

a. [XF= 2100, 375, 0], [XR= -350, 375, 0], [XF= 2100, 800, 15] 。 
 
5.26 §5.25の平面が完全に定義されたら、それは§5.24で定義された容積をトリミングするために使われ、

平面より下の物はすべて取り除かなければならない。 
§5.26で完全に定義された容積が、RV-FLOOR-BODYである。 

 
6 フロアフェンス基準面(RS-FLOOR-FENCE) 
 

RS-FLOOR-FENCEは以下の要素で構成される： 
 
6.1 §2.3のセクションが完全に定義されたら、Zに沿ってZ=450まで押し出されなければならない。

XF=760より前方の押し出しおよびXF=1290より後方の領域は、すべて取り除かなければならない。 
 
6.2 §5.5の押し出し部分はZ方向に+50mm移動し、§6.1の完全定義表面のトリミングに使用し、押し出

し部分より上の物はすべて破棄されなければならない。 
 
6.3 §5.8 の平面を Z 方向に +15mm 移動し、6.2 の完全定義表面をトリミングするために使用し、移動

した平面より下の物はすべて取り除かなければならない。 
 
6.4 点[XF, Y, Z] = [1290, 0, 60], [500, 0, 450], [500, 800, 450]を通る平面は、§6.3の完全定義面のトリミ

ングに使用されなければならず、平面より後方のすべての物は取り除かなければならない。 
6.4で完全に定義された表面が、RS-FLOOR-FENCEである。 

 
7 フロアフェンス基準容積（RV-FLOOR-FENCE） 
 

RV-FLOOR-FENCEは以下の要素で構成される： 
 
7.1 平面Z=0上で、以下の周辺要素で囲まれた表面。 

a. [XF=1290, 800]と[XF=1700, 800]の間の線。 
b. [XF=1700, 800]と[XF=1700, 0]の間の線。 
c. [XF=1700, 0]と[XF=550, 0]の間の線。 
d. [XF=550, 0]と[XF=550, 50]の間の線。 
e. [XF=475, 505]と[XF=475, 625]との間の線。 
f. [XF=550, 50]から[XF=730, 520]まで伸び、一定半径 2000mmの小円弧で、曲率中心はXF=730よ

り後方にあるもの。 
g. [XF=1290, 800]から [XF=960, 685]まで伸び、曲率中心がXF=960より前方で、一定半径が

2000mmの小円弧。 
h. [XF=960, 685]から[XF=475, 625]まで伸び、曲率中心がXF=700より前方の一定半径2000mmの小

円弧。 
i. [XF=475, 505]から[XF=730, 520]まで伸び、曲率中心がXF=600の前方にある、一定半径2120mm

の小円弧。 
 
7.2 §7.1の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=450まで押し出さなければならない。 
 
7.3 §5.12のセクションが完全に定義されたら、Yに沿ってY=800まで押し出し、§7.2の容積をトリミン

グするのに使い、押し出し部分より上の物はすべて取り除かなければならない。 
 
7.4 平面Y=800上で、[XF=475, 385]と[XF=650, 0]の間の線。 
 
7.5 §7.4のセクションが完全に定義されたら、Yに沿ってY=400まで押し出し、§7.3の容積をトリムする

ために使用し、押し出し部の前方のすべての物を取り除かなければならない。 
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7.6 §7.5の容積が完全に定義されたら、§5.8の平面を用いて、平面より下にあるすべての物を取り除き

トリムしなければならない。 
§7.6で完全に定義された容積が、RV-FLOOR-FENCEである。 

 
8 フロアエッジ基準容積(RV-FLOOR-EDGE) 
 

RV-FLOOR-EDGEは、以下の要素から構成される： 
 
8.1 平面Z＝0上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XF=1700, 800]と[XF=2000, 800]の間の線。 
b. [XF=1700, 700]と[XF=2000, 700]の間の線。 
c. [XF=1700, 800]と[XF=1700, 700]の間の線。 
d. [XR=-350, 475]と[XR=-350, 650]の間の線。 
e. [XR=-350, 650]から[XF=2000, 800]まで伸び、[XF=2000, 800]でXに接する一定半径の小円弧。 
f. [XR=-350, 475]から[XF=2000, 700]まで伸び、[XF=2000, 700]でXに接する一定半径の小円弧。 

 
8.2 §8.1の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=75まで押し出し、平面XR= -700でトリミングし、

平面より後方の物はすべて取り除かなければならない。 
 
8.3 §8.2の容積が完全に定義されたら、§5.8の平面を用いてトリムし、平面より下の物はすべて捨てな

ければならない。 
 
8.4 §8.3の容積が完全に定義されたら、§5.25の平面を用いてトリムし、平面より下の物はすべて捨てな

ければならない。 
§8.4で完全に定義された容積が、RV-FLOOR-EDGEである。 

 
9 フロントボディワークリ基準容積(RV-BODY-FRONT) 
 

RV-BODY-FRONTは、以下の要素で構成される： 
 
9.1 平面Y=0上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XB=-100, 645]と[XC=-350, 645]の間の線。 
b. [XC=-350, 645]と[XC=-350, 770]の間の線。 
c. [XC= -350, 770]と[XC=0, 770]の間の線。 
d. [XC=0, 770]と[XC=0, 970]の間の線。 
e. [XC=0, 970]と[XC=300, 970]の間の線。 
f. [XC=300, 970]と[XC=300, 0]の間の線。 
g. [XC=300, 0]と [XB=0, 0]の間の線。 
h. [XB=0, 0], [XB=0, 195]間の線。 
i. [XA=0, 553]から[XB=-100, 645]まで伸び、[XB=-100, 645]でa.項に接する一定半径の円弧。 
j. [XA=0, 553]からXF=-1350まで伸び、[XF=-1300, 235]を通り、[XA=0, 553]でi.項に接する半径一定

の円弧。 
k. [XB=195]から[XA=220]まで伸びる、半径6000mmの円弧。円弧の曲率中心はZ=0より下になけれ

ばならない。 
l. [XF=-1100, 110]から[XA=0, 220]まで伸び、[XA=0, 2220]でk.項に接するの一定半径の円弧。 
m. [XF=-1350, 110]からj.項の終点までの、XF=-1350上にある線。 
n. [XF=-1350, 110]と[XF=-1100, 110]の間の線。 

 
9.2 §9.1の表面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=400まで押し出さなければならない。 
 
9.3 平面Z=0上の、以下の要素からなるセクション： 

a. [XF= -1350, 165]と[XA=0, 205]の間の線。 
b. [XA=0, 205]と[XB=-140, 265]の間の線。 
c. [XB= -140, 265]と[XC= -400, 400]の間の線。 

 
9.4 §9.3のセクションが完全に定義されたら、Zに沿ってZ=645mmまで押し出し、セクションのアウト
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ボードのすべての物を取り除き、§9.2で定義された容積をトリミングするために使用しなければな

らない。 
 
9.5 点[XC=20, 125, 0]と[XC=300, 400, 970]で定義される対角線を内部に持つ、軸合わせされた立方体。 
 
9.6 §9.5の容積が完全に定義されたら、§9.4で定義された容積から減算して、１つの統合された容積を

作成しなければならない。 
 
9.7 点[XC=0, 175, 770]と[XC=20, 400, 970]で定義される対角線１本を内部に持つ、軸合わせされた立方

体。 
 
9.8 §9.7の容積が完全に定義されたら、9.6で定義された容積から差し引かれ、１つの統合された容積を

作成しなければならない。 
§9.8で完全に定義された容積が、RV-BODY-FRONTである。 

 
9.9 RV-BODY-FRONTは、第12条1.4で定義された平面によってさらに分割される： 

a. RV-CH-NOSEは、平面A-Aの前方のRV-BODY-FRONTのサブパーツである。 
b. RV-CH-FRONTは、平面A-Aと平面B-Bとの間のRV-BODY-FRONTのサブパーツである。 
c. RV-CH-MIDとは、平面B-Bより後方のRV-BODY-FRONTのサブパーツである。 
§9.9aで完全に定義された容積が、RV-CH-NOSEである。 
§9.9bで完全に定義された容積が、RV-CH-FRONTである。 
§9.9cで完全に定義された容積が、RV-CH-MIDである。 

 
10 サバイバルセル前部最小基準容積(RV-CH-FRONT-MIN) 
 

RV-CH-FRONT-MINは、以下の要素から構成される： 
 
10.1 XAとXBで囲まれた容積で、Y=0について対称でなければならず、任意のX平面で切断したとき、そ

のセクションは以下の通りでなければならない： 
a. Zに平行な2辺を持ち、4辺のセクションを含む。 
b. 幅は、XAで300mmからXA=500で380mmまで直線的に変化し、XB=0で490mmまで直線的に変

化するものである。 
c. Y=0での高さは、XAで305からXB=0では415まで直線的に変化する。 
d. 上方から見える側面は凸の円弧で、半径はXAでR=575からXB=0でR=2500まで直線的に変化す

る。 
e. 下から見える側を凸の円弧とし、半径をR=2500でと一定とする。 
 

10.2 §10.1の容積が完全に定義されたら、曲率半径50mmの凸の半径を、両表面の接線と境界線に垂直に

引いた前後方向の端部に適用しなければならない。 
§10.2で完全に定義された容積が、RV-CH-FRONT-MINである。 

 
11 ノーズ基準表面(RS-CH-NOSE) 
 

RS-CH-NOSEは、以下の要素で構成される： 
 
11.1 平面Z=0において、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XF= -1150, 0]と[XF= -1125, 100]の間の線。 
b. [XF= -1125, 100]と[XA=0, 150]の間の線。 
c. [XA=0, 150]と[XA=0, 0]の間の線。 
d. [XA=0, 0]と[XF= -1150, 0]の間の線。 
§11.1で完全に定義された表面が、RS-CH-NOSEである。 

 
12 リアボディワーク基準容積(RV-BODY-REAR) 
 

RV-BODY-REARは、以下の要素から構成される： 
 
12.1 平面Z=0上で、以下の周辺要素で囲まれた面： 
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a. [XF=900, 450]と[XF=900, 0]の間の線。 
b. [XF=900, 0]と[XR=-50, 0]の間の線。 
c. [XR= -50, 0]と[XR= -50, 350]の間の線。 
d. [XR= -50, 350]と[XC= 450, 775]の間の線。 
e. [XC= 450, 775]と[XF= 1300, 775]の間の線。 
f. [XF=1300, 775]と[XF=900, 450]の間の線。 

 
12.2 §12.1の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=600まで押し出さなければならない。 
 
12.3 次の3点を通る平面： 

a. [XC, 0, 600], [XC, 675, 600], [XR= -50, 0, 350]。 
 
12.4 §12.3の平面が完全に定義されたら、それは§12.2で定義された容積をトリミングするために使用さ

れなければならず、平面より上の物はすべて取り除かなければならない。 
 
12.5 RV-BODY-REARはさらに次のように分割される： 

a. RV-RBW-SPODは、XF=1300より前方のRV-BODY-REARのサブパーツを指す。 
b. RV-RBW-COKEは、XF=1300より後方のRV-BODY-REARのサブパーツを指す。 
§12.5.aで完全に定義された容積が、RV-RBW-SPODである。 
§12.5.bで完全に定義された容積が、RV-RBW-COKEである。 

 
13 ミラーハウジング基準容積（RV-MIR-HOU） 

 
RV-MIR-HOUは以下の要素で構成される： 

 
13.1 平面Z=640上で、以下の周辺要素で囲まれた面： 

a. [XC= -830, 470]と[XC= -730, 470]の間の線。 
b. [XC= -730, 470]と[XC= -650, 680]の間の線。 
c.  [XC= -650, 680]と[XC= -750, 680]の間の線。 
d. [XC= -750, 680]と[XC= -830, 470]の間の線。 
 

13.2 §13.1の面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=720まで押し出されなければならない。 
§13.2で完全に定義された容積が、RV-MIR-HOUである。 

 
14 ルーバー開口部基準表面(RS-RBW-APERTURE) 
 

RS-RBW-APERTUREは、以下の要素から構成される： 
 
14.1 平面Z=400上で、以下の周辺要素で囲まれた面： 

a. [XC= -400, 400]と[XR= -850, 100]の間の線。 
b. [XR= -850, 100]と[XR= -850, 400]の間の線。 
c. [XR= -850, 400]と[XC=0, 675]の間の線。 
d. [XC=0, 675] と [XC= -400, 675]の間の線。 
e. [XC= -400, 675] と[XC= -400, 400]間の線。 
§14.1で完全に定義された表面が、RS-RBW-APERTUREである。 

 
15 ルーバー開口部基準容積（RV-RBW-APERTURE) 
 

RV-RBW-APERTUREは以下の要素で構成される： 
 
15.1 §14.1の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=700まで押し出されなければならない。 
 
15.2 §15.1の容積が完全に定義されたら、次の2つの平面でトリムされなければならない： 

a. 3点[Xc=-400, 400, 675], [XR=-850, 100, 700], および[XR=-850, 400, 675]で定義される平面で、そ

の平面より上の物はすべて取り除かれる。 
b. §12.3で定義された平面に平行で、その下に200mmオフセットされた平面で、その平面より下

の物はすべて取り除かれる。 
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§15.2で完全に定義された容積が、RV-RBW-APERTUREである。 
 
16 エンジンカバー基準容積（RV-RBW-EC) 
 

RV-RBW-ECは以下の要素で構成される： 
 
16.1 平面Y＝0上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XC=300, 0]と[XR=-50, 0]の間の線。 
b. [XR= -50, 0]と[XR= -50, 580]の間の線。 
c. [XR= -50, 580]と[XC=600, 970]の間の線。 
d. [XC=600, 970]と[XC=300, 970]の間の線。 
e. [XC=300, 970]と[XC=300, 0]の間の線。 

 
16.2 §16.1の表面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=450まで押し出さなければならない。 
 
16.3 点[XC=20, 125, 0]と[XC=300, 450, 970]で定義される１本の対角線を内部に持つ、軸合わせされた立

方体。 
 
16.4 点[XC=-350, 400, 0]と[XC=20, 450, 770]で定義される１本の対角線を内部に持つ、軸合わせされた立

方体。 
 
16.5 §16.2、§16.3、§16.4の容積が完全に定義されたら、それらをすべて結合して、１つの統合された容

積を作らなければならない。 
 
16.6 §12.1 d.項で定義したセクションをZに沿って、Z=770まで押し出したもの。 
 
16.7 §16.6のセクションが完全に定義されたら、§16.5の容積をトリミングするために使われ、押し出し

部のアウトボードのすべての物は取り除かなければならない。 
 
16.8 平面Y=0において、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XC=600, 500]と[XC=600, 970]の間の線。 
b. [XC=600, 970]と[XR=-200, 735]の間の線。 
c. [XR= -200, 735]と[XR=-50, 500]の間の線。 
d. [XR= -50, 500]と[XC=600, 500]の間の線。 

 
16.9 §16.8の表面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=25まで押し出されなければならない。 
 
16.10 §16.9と§16.7の容積が完全に定義されたら、それらは１つの統合された容積を作るために結合され

なければならない。 
 
16.11 §16.10の容積が完全に定義されたら、RV-RBW-COKEをそこから引いて、残りの１つの統合された

容積を残さなければならない。 
§16.11で完全に定義された容積が、RV-RBW-ECである。 

 
17 エンジンカバー基準面(RS-RBW-EC) 
 

RS-RBW-ECは以下の要素で構成される： 
 
17.1 平面Y=0において、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XR= -53, 50]と[XR= -53, 500]の間の線。 
b. [XR= -53, 500]と[XR= -200, 550]の間の線。 
c. [XR= -200, 550]と[XR= -200, 727]の間の線。 
d. [XR= -200, 727]と[XR= -325, 727]の間の線。 
e. [XR= -325, 727]と[XC= 300, 967]の間の線。 
f. [XC= 300, 967]と[XC= 300, 50]の間の線。 
g. [XC= 300, 50]と[XR= -53, 50]の間の線。 
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17.2 §17.1で定義された表面は、§5.5で完全に定義された押し出し部分を用いて、押し出し部分より下の

すべての物を取り除きトリミングされる必要がある。 
§17.2で完全に定義された表面が、RS-RBW-ECである。 

 
18 テール基準容積(RV-TAIL) 
 

RV-TAILは以下の要素で構成される： 
 
18.1 平面Y=0上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XDIF=-110, 0]と[XDIF=-110, 480]との間の線。 
b. [XDIF=-110, 480]と[XDIF=10, 480]の間の線。 
c. [XDIF=10, 480]と[XDIF=625, 380]の間の線。 
d. [XDIF=625、380]と[XDIF=760、380]の間の線。 
e. [XDIF=760, 380]と[XDIF=760, 175]の間の線。 
f. [XDIF=760, 175]と[XDIF=625, 175]の間の線。 
g. [XDIF=625, 175]と[XDIF=10, 0]の間の線。 
h. [XDIF=10, 0]と[XDIF=-110, 0] の間の線。 

 
18.2 §18.1の曲面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=150まで押し出さなければならない。 
 
18.3 平面Z=0上で、次の要素からなるセクション： 

a. [XDIF=-110, 150] と [XDIF=10, 150] の間の線。 
b. [XDIF=10, 150]と[XDIF=410, 60]の間の線。 
c. [XDIF=410, 60]と[XDIF=760, 60]の間の線。 

 
18.4 §18.3のセクションが完全に定義されたら、Zに沿ってZ=480mmまで押し出さなければならない。 
 
18.5 §18.4で定義された押し出し部は、§18.2で定義された容積をトリミングするために使用され、押し

出し部のアウトボードの物はすべて取り除かなければならない。 
§18.5で完全に定義された容積が、RV-TAILである。 

 
19 排気基準容積(RV-TAIL-EXH) 
 

RV-TAIL-EXHは次の要素で構成される： 
 
19.1 平面Y=0上で、次の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XR = -53, 425]と[XR = -53, 580]の間の線。 
b. [XR = -53, 580]と[XR = 565, 525]の間の線。 
c. [XR=565, 525]と[XR=565, 375]の間の線。 
d. [XR = 565, 375]と[XR= -53, 425] の間の線。 

 
19.2 §19.1の表面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=75まで押し出さなければならない。 

§19.2で完全に定義された容積が、RV-TAIL-EXHである。 
 
20 RIS基準容積(RV-TAIL-RIS) 
 
20.1 平面XDIF=750上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [0, 227.5]と[0, 372.5]の間の直線。 
b. [46.5, 231]から[46.5, 369]までの半径270mmの小円弧で、その中心はY=46.5のインボードにあ

る。 
c. [0, 227.5]から[46.5, 231]までの小円弧で、[0, 227.5]でYに接するもの。 
d. [0, 372.5] から[46.5, 369]までの小円弧で、[0, 372.5]でYに接するもの。 

 
20.2 §20.1のプロファイル面が完全に定義されたら、Xに沿ってXDIF=325まで押し出されなければならな

い。 
 
20.3 §20.2の容積が完全に定義されたら、曲率半径20mmの凸の半径を両アウトボードの角に適用し、両
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表面に接し、境界線に垂直に描かなければならない。 
§20.3項で完全に定義された容積が、RV-TAIL-RISである。 

 
21 フロントウィング基準容積(RV-FW) 
 

RV-FWを定義するために使用される容積は、以下の要素で構成される： 
 
21.1 XF=-1350を通る平面上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [0, 135]と[0, 280]の間の線。 
b. [0, 280]と[250, 315]の間の線。 
c. [250, 315]と[650, 315]の間の直線。 
d. [650, 315]と[900, 200]の間の直線。 
e. [900, 200]と[900, 475]の間の直線。 
f. [900, 475]と[975, 475]の間の線。 
g. [975, 475]と[975, 100]の間の線。 
h. [975, 100]と[900, 100]の間の線。 
i. [900, 100]と[125, 135]の間の直線。 
j. [125, 135]と[0, 135]の間の直線。 

 
21.2 §21.1節の表面が完全に定義されたら、Xに沿ってXF=-450まで押し出されなければならない。 
 
21.3 次の3点を通る平面： 

a. [XF= -825, 975, 100], [XF= -475, 975, 125], [XF= -475, 350, 160]。 
 
21.4 §21.3の平面が完全に定義されたら、それは§21.2で定義された容積をトリミングするために使用さ

れなければならず、平面より下のすべての物は取り除かれる。 
 
21.5 XF=-1350を通る平面上に、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [0, 110]と[0, 160]の間の線。 
b. [0, 160]と[445, 160]の間の線。 
c. [445, 160]と[165, 110]の間の直線。 
d. [165, 110]と[0, 110]の間の線。 

 
21.6 § 21.5の表面が完全に定義されたら、Xに沿ってXF=-450まで押し出さなければならない。 
 
21.7 §9.1 (l)で定義されYに沿ってY=445まで押し出されたセクション。 
 
21.8 §21.7の表面が完全に定義されたら、§21.6の容積をトリミングするために使用されなければならず、

押し出し部分より下の物はすべて取り除かなければならない。 
 
21.9 §21.8 の容積が完全に定義されたら、§21.4の容積と統合して、１つの容積を作らなければならない。 
 
21.10 平面Z=0において、以下の境界要素からなる開口セクション： 

a. [XF= -1350, 0]と[XF= -975, 975]の間の線。 
b. [XF= -975, 975]と[XF= -475, 975]の間の線。 
c. [XF= -475, 975]と[XF= -475, 900]の間の線。 
d. [XF= -475, 900]と[XF= -550, 350]の間の線。 
e. [XF= -550, 350]と[XF= -800, 0]の間の線。 

 
21.11 §21.10のセクションが完全に定義されたら、Zに沿ってZ=500まで押し出されなければならない。 
 
21.12 §21.11で定義された押し出しセクションを用いて、§21.9で定義された容積をトリミングし、セクシ

ョンの外側の物をすべて取り除かなければならない。 
 
21.13 §21.12で定義された容積は、いくつかの平面によってさらに分割される。 

a. RV-FW-PROFILESは、この容積のY=900よりインボードにあるサブパーツである。 
b. RV-FW-EPは、この容積のZ=200より上、Y=900よりアウトボードのサブパーツである。 
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c. RV-FW-TIPは、a.項またはb.項に明示的に定義されていない本容積の残りの部分を指す。 
 
21.14 RV-FW-EPは次の3点を通る平面でさらにトリミングされなければならない。 

a. [XF= -975, 975, 200], [XF= -975, 900, 200], [XF= -825, 975, 475]。 
この平面より前方の物はすべて取り除かなければならない。 

 
21.15 RV-FW-TIPはさらにトリミングされなければならず、Y=910よりインボードにありZ=170より上に

あるすべての物は取り除かなければならない。 
 
21.16 §21.13.aで完全に定義された容積が、RV-FW-PROFILESである。 

§21.14で完全に定義された容積が、RV-FW-EPである。 
§21.15で完全に定義された容積が、RV-FW-TIPである。 
RV-FWはRV-FW-PROFILES、RV-FW-EPおよびRV-FW-TIPの組合せである。 

 
22 フロントウィングダイブプレーン基準容積（RV-FW-DP）。 
 

RV-FW-DPは、以下の要素から構成される： 
 
22.1 点[XF= -960, 900, 200]と点[XF= -475, 1000, 350]で定義される対角線１本を内部に持つ、軸合わせさ

れた立方体。 
 
22.2 §22.1の容積が完全に定義されたら、§21.9で定義された平面によってトリミングされなければなら

ず、平面より前方の物はすべて取り除かなければならない。 
§22.2で完全に定義された容積が、RV-FW-DPである。 

 
23 フロントウィングエンドプレートボディ基準面 (RS-FWEP-BODY) 
 

RS-FWEP-BODYは以下の要素で構成される： 
 
23.1 平面Y=900上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XF= -950, 200]と[XF= -525, 200]の間の線。 
b. [XF= -525, 200]と[XF= -525, 470]の間の線。 
c. [XF= -525, 470]と[XF=-775, 425]の間の線。 
d. [XF= -775, 425]と[XF=-950, 200]の間の線。 
§23.1で完全に定義された表面は、RS-FWEP-BODYである。 

 
24 フロントウィングプロファイル基準表面(RS-FW-PROFILES) 
 

RS-FW-PROFILESは、以下の要素から構成される： 
 
24.1 平面Z=400上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XF= -1320, 0]と[XF= -990, 900]の間の線。 
b. [XF= -990, 900]と[XF= -525, 900]の間の線。 
c. [XF= -525, 900]と[XF= -525, 800]の間の線。 
d. [XF= -525, 800]と[XF= -1320, 0]の間の線。 
§24.1で完全に定義された表面が、RS-FW-PROFILESである。 

 
25 フロントウィングダイブプレーン基準面(RS-FW-DP) 
 

RS-FW-DPは、以下の要素で構成される： 
 
25.1 平面Z=100上で、点[XF= -850, 900]と点[XF= -535, 997]で定義される１つの対角線を持つ軸合わせさ

れた矩形表面。 
§25.1で完全に定義された表面がRS-FW-DPである。 

 
26 フロントウィングプロファイル基準セクション(RS-FW-SECTION) 
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RS-FW-SECTIONは、以下の要素で構成される： 
 
26.1 次の3点を通る平面： 

a. [XF= -1350, 0, 0], [XF= -975, 975, 0], [XF= -1350, 0, 500]。 
§26.1で完全に定義された平面が、RS-FW-SECTIONである。 

 
27 リアウィングエンドプレート基準容積（RV-RWEP-BODY） 
 

RV-RWEP-BODYは、以下の要素で構成される： 
 
27.1 平面XR=140上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [410, 325]と[430, 515]の間の線。 
b. [430, 515]と[480, 660]の間の線。 
c. [480, 660]と[555, 660]の間の線。 
d. [555, 660]と[490, 515]の間の線。 
e. [490, 515]と[460, 325]の間の線。 
f. [460, 325]と[410, 325]の間の線。 

 
27.2 §27.1の表面が完全に定義されたら、Xに沿ってXR=680まで押し出さなければならない。 
 
27.3 平面Y=0上で、以下の境界要素からなる開口セクション： 

a. [XR=140, 660]と[XR=270, 325]の間の線。 
b. [XR=270, 325]と[XR=470, 325]の間の線。 
c. [XR=470, 325]と[XR=680, 375]の間の線。 
d. [XR=680, 375]と[XR=680, 675]の間の線。 

 
27.4 §27.3のセクションが完全に定義されたら、Yに沿ってY=600まで押し出さなければならない。 
 
27.5 §27.4で定義された押し出し部分を用いて、§27.2で定義された容積を、セクションの外側のすべて

の物を取り除き、トリミングしなければならない。 
§27.5で定義された容積が、RV-RWEP-BODYである。 

 
28 リアウィングプロファイル基準容積(RV-RW-PROFILES) 
 

RV-RW-PROFILESは、以下の要素から構成される： 
 
28.1 平面Y=0上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XR=140, 670]と[XR=140, 825]の間の線。 
b. [XR=140, 825]と[XR=355, 825]の間の線。 
c. [XR=355, 825]と[XR=530, 910]の間の線。 
d. [XR=530, 910]と[XR=555, 910]の間の線。 
e. [XR=555, 910]と[XR=555, 670]の間の線。 
f. [XR=555, 670]と[XR=140, 670]の間の線。 

 
28.2 §28.1の表面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=480まで押し出されなければならない。 

§28.2で完全に定義された容積が、RV-RW-PROFILESである。 
 
29 リアウィングチップ基準容積(RV-RW-TIP) 

 
RV-RW-TIPは、以下の要素から構成される： 
 

29.1 平面XR=140上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 
a. [480, 660]と[480, 910]の間の線。 
b. [480, 910]と[615, 910]の間の線。 
c. [615, 910]と[615, 775]の間の線。 
d. [615, 775]と[555, 660]の間の線。 
e. [555, 660]と[480, 660]の間の線。 



2024 F1 TECHNICAL REGULATIONS - Appendix 1 - 6 
 

2024 F1 Technical Regulations  152 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

 
29.2 §29.1の表面が完全に定義されたら、Xに沿ってXR=680まで押し出さなければならない。 
 
29.3 §28.1 b.とc.項で定義されYに沿ってY=800まで押し出されたセクション。 
 
29.4 §29.3のセクションが完全に定義されたら、それらは§29.2の容積をトリミングするために使用され、

押し出し部より上のすべての物は取り除かなければならない。 
 
29.5 平面XR=555において、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [580, 910]と[480, 910]の間の線。 
b. [480, 910]と[480, 685]の間の線。 
c. [480, 685]と[580, 785]の間の線。 
d. [580, 785]と[580, 910]の間の線。 

 
29.6 §29.5の表面が完全に定義されたら、Xに沿ってXR=680まで押し出さなければならない。 
 
29.7 §29.6の容積が完全に定義されたら、§29.4で定義された容積から取り除き、１つの統合された容積

を残さなければならない。 
§29.7で定義された容積が、RV-RW-TIPである。 

 
30 リアウィングビーム基準容積(RV-RW-BEAM) 
 

RV-RW-BEAMは以下の要素で構成される： 
 
30.1 点[XR= 270, 0, 325]と[XR= 550, 490, 500]で定義される対角線１本を内部に持つ軸合わせされた立方

体。 
 
30.2 §27.3 c.項で定義されYに沿ってY= 490まで押し出されたセクション。 
 
30.3 §30.2の表面が完全に定義されたら、それは§30.1の容積をトリミングするために使用されなければ

ならず、押し出し部分より下のすべての物は取り除かなければならない。 
 
30.4 一旦§30.3の容積が完全に定義されると、それは、点[XR, Y, Z] = [270, 460, 325], [550, 460, 325], [270, 

490, 515]を通る平面で、平面よりアウトボードのすべての物は取り除かてトリミングされなければ

ならない。 
§30.4で完全に定義された容積が、RV-RW-BEAMである。 

 
31 リアウィングエンドプレート基準面(RS-RW-RWEP) 
 

RS-RW-RWEPは、以下の要素で構成される： 
 
31.1 平面Y=350上で、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XR=625, 400]と[XR=670, 770]の間の線。 
b. [XR=670, 770]と[XR=150, 770]の間の線。 
c. [XR=150, 770]と[XR=290, 370]の間の線。 
d. [XR=290, 370]と[XR=625, 400]の間の線。 
§31.1で完全に定義された表面が、RS-RW-RWEPである。 

 
32 リアウィングビーム基準面(RS-RW-BEAM) 
 

RS-RW-BEAMは、以下の要素から構成される： 
 
32.1 平面Z=300上で、点[XR= 270, 0]と点[XR= 550, 460]で定義される対角線１本を持つ軸合わせされた矩

形の表面。 
§32.1で完全に定義された表面が、RS-RW-BEAMである。 

 
33 リアウイングパイロン基準容積RV-RW-PYLON） 
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RV-RW-PYLONは、以下の要素で構成される： 
 
33.1 平面Y=0において、以下の周辺要素で囲まれた表面： 

a. [XR= -50, 250]と[XR= -50, 580]の間の線。 
b. [XR=-50, 580]と[XR=50, 860]の間の線。 
c. [XR=50, 860]と[XR=300, 860]の間の線。 
d. [XR=300, 860]と[XR=300, 725]の間の線。 
e. [XR=300, 725]と[XDIF=160, 250]の間の線。 
f. [XDIF=160, 250]と[XR=-50, 250]の間の線。 

 
33.2 §33.1の表面が完全に定義されたら、Yに沿ってY=100まで押し出さなければならない。 

§33.2で完全に定義された容積が、RV-RW-PYLONである。 
 
34 フロントホイールスクープ基準容積(RV-FWH-SCO) 
 

RV-FWH-SCOは、以下の要素から構成される： 
 
34.1 YW=-6を通る平面上で、[0, 0]を中心とし、ZW=200とZW=-100の間の物だけを保持してYWに沿って

YW=150まで押し出された半径220.3mmの円。 
 
34.2 次の3点を通る平面： 

a. [XW = 0, 150, 20], [XW = 50, 150, 20], [XW = 0, 0, -100]。 
 
34.3 §34.2の平面が定義されたら、それを使って§34.1の容積をトリミングし、平面より下の物はすべて

取り除かなければならない。 
 
34.4 次の3点を通る平面： 

a. [XW = 0, 150, 20], [XW = 100, 150, 200], [XW = 200, 0, -100]。 
 
34.5 §34.4の平面が定義されたら、それは§34.3の容積をトリミングするために使用され、平面よりイン

ボードにあるすべての物は取り除かなければならない。 
§34.5で完全に定義された容積が、RV-FWH-SCOである。 

 
35 リアホイールスクープ基準容積(RV-RWH-SCO) 
 

RV-RWH-SCOは、次の要素で構成される： 
 

35.1 YW=-6を通る平面上で、YWに沿ってYW=100まで押し出され、ZW=0より上の物だけを保持する[0, 0]
を中心とする半径220.3mmの円。 
§35.1で完全に定義された容積が、RV-RWH-SCOである。 

 
36 リアスクープリップ基準容積(RV-RWH-LIP) 
 

RV-RWH-LIPは、以下の要素で構成される： 
 
36.1 平面YW=-6で、半径195mmと325mmの円で囲まれた表面で、両者の中心は[0, 0]でYWに沿って

YW=50まで押し出され、ZW=195とZW=0の間の物だけを保持し、XW=0より後方の物はすべて取り除

いたもの。 
 
37 ビブ基準容積(RV-BIB) 
 

RV-BIBは、以下の要素で構成される： 
 
37.1 平面Z=0上で、以下の5点を頂点とする5角形の境界を持つ表面： 

a. [XF= 425, 0]。 
b. [XF= 425, 85]。 
c. [XF= 800, 150]。 
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d. [XC=-700, 150]。 
e. [XC=-700, 0]。 

 
37.2 点[XF=425, 0, 50]と[XC=-700, 0, 95]を含むY=0に垂直な平面 
 
37.3 §37.1の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=100まで押し出し、§37.2の平面でトリミングし、

この平面より上の物はすべて取り除かなければならない。 
§37.3で完全に定義された容積が、RV-BIBである。 

 
38 ビブステイ基準容積(RV-BIB-STAY) 
 
38.1 平面Z=0上で、点[XF=425, 0]と[XF=625, 10]で定義される１つの対角線を持つ、軸合わせされた矩形

表面。 
 
38.2 §38.1のされたが完全に定義されたら、Zに沿ってZ=275まで押し出さなければならない。 

§38.2で完全に定義された容積が、RV-BIB-STAYである。 
 
39 プランク基準容積(RV-PLANK) 
 

RV-PLANKは、以下の要素で構成される： 
 
39.1 平面Z=0において、次の点を頂点とする5角形の単純多角形で囲まれた表面： 

a. [XF=430, 0]。 
b. [XF=430, 75]。 
c. [XF=690, 125]。 
d. [XR=-600, 125]。 
e. [XR=-600, 0]。 
 

39.2 §39.1の表面が完全に定義されたら、半径25mmのフィレットを頂点b.に、半径2000mmのフィレッ

トを頂点c.に適用しなければならない。 
 
39.3 §39.2の表面が完全に定義されたら、Zに沿ってZ=-10まで押し出さなければならない。 
 
39.4 §39.3の容積が完全に定義されたら、XR=-600の下縁に6mm×150mmの面取りを施し、残りの下縁に

6mm×12mmの面取りを施さなければならない。 
 
39.5 §39.4の表面が完全に定義されたら、直径50mmの穴をZ軸と平行に、中心を[XF=500, 0], [XF=1080, 

75], [-825 ≥ XR ≥ -1025, 0]容積に開けなければならない。 
 
39.6 §39.5で完全に定義された容積が、RV-PLANKである。 
 
40 カメラ2基準容積(RV-CAMERA-2) 
 

RV-CAMERA-2は、以下の要素で構成される： 
 
40.1 点[XF=-150, 0, 325]と点[XF=-450, 330, 550]で囲まれた対角線１本を持つ軸合わせされた立方体。 
 
40.2 3点[XF=-1300, 0, 220], [XA=0, 0, 550], [XA=-0, 200, 550]で定義される平面。 
 
40.3 §40.1の立方体は、§40.2で定義された平面でトリミングされなければならず、この平面より上の物

はすべて取り除かなければならない。 
 
40.4 [XF=-1125, 85, 0], [XA=0, 135, 0], [XA=0, 135, 200] の3点によって定義される平面 
 
40.5 §40.3の容積は、§40.4で定義された平面でトリミングされなければならず、この平面よりインボー

ドにある物はすべて取り除かなければならない。 
§40.5で完全に定義された容積が、RV-CAMERA-2である。 
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41 CADモデルによって定義された合法の容積または表面 
 
41.1 ここに一覧となっている合法の容積と表面は、CADデータによってのみ定義され、FIAのCADポー

タルからダウ ンロードすることができる。特にその他の断りのない限り、容積はモデルの原点を与

えられた所与の座標に置き、モデルの軸を対応する車両の軸と平行に、かつ同じ方向に配置しなけ

ればならない。 
 

容積または表面 CADパーツ番号 改訂 備考 

RV-CASSETTE FIA-LEG-0005 C.1  [XDIF=0, 0, 0] に位置 

RS-CASSETTE FIA-LEG-0011 A.1  [XDIF=0, 0, 0] に位置 

RV-CH-MID-MIN FIA-LEG-0001 E.1  [XC=0, 0, 0] に位置 

RV-CH-MID-STRUCT FIA-LEG-0015 C.1  [XC=0, 0, 0] に位置 

RV-COCKPIT-ENTRY FIA-LEG-0004 C.1  [XC=0, 0, 0] に位置 

RV-COCKPIT-DRIVER FIA-LEG-0006 D.1  [XC=0, 0, 0] に位置 

RS-FWD-FUEL-LIMIT FIA-LEG-0010 C.1  [XC=0, 0, 0] に位置 

Appendix 1 Volumes FIA-00004401 F.1  [XA=0, 0, 0] に位置 

 XF、XC、XDIF、XRによって実施するパラメ

トリックモデル。 

RV-COCKPIT-HELMET FIA-LEG-0012 B.1  [XC=0, 0, 0] に位置 

RS-FWH-DRUM FIA-LEG-0008 F.1  [XW, YW, ZW] = [0, 0, 0] (前輪) 

 に位置 

RS-RWH-DRUM FIA-LEG-00014 F.1 
あるいは 

G.1 

 [XW, YW, ZW] = [0, 0, 0] (後輪) 

 に位置 

RS-FWH-DEFL FIA-LEG-0009 C.1  [XW, YW, ZW] = [0, 0, 0] (前輪) 

 に位置 

RS-RWH-DEFL FIA-LEG-0016 E.1  [XW, YW, ZW] = [0, 0, 0] (後輪) 

 に位置 

RS-FWH-COV FIA-LEG-0013 D.1  [XW, YW, ZW] = [0, 0, 0] (前輪) 

 に位置 

RS-RWH-COV FIA-LEG-0007 D.1 [XW, YW, ZW] = [0, 0, 0] (後輪) 

 に位置 

 

 
 
  



2024 F1 TECHNICAL REGULATIONS - Appendix 1 - 6 
 

2024 F1 Technical Regulations  156 / 169 6 December 2023 
Issue 3 

付則２：図 

 
 

 
  

クランクフロント 

リアジャーナル 

クランクフロント 

メインジャーナル 

質量定義は前後のメインベアリングジャーナルの 

中間位置の間の、組み立て品の重量 

（つまり、釣り合いおもり、ボルト、栓、Ｏリングなどを含む） 

第１図 クランクシャフト質量 

第２図 車載カメラ位置 

カメラ搭載位置 

計測ﾄﾗﾝｽﾎ゚ ﾝﾀ゙  ー

搭載位置 
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第３図 コクピット横断面型板 

外側の型板 
 

 

内側の型板 

第１２条５項４参照 
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付則３：パワーユニットシステム、機能、構成部品および供給範囲 
 

項目

番号 

 
 

パワーユニット（ＰＵ）一覧 
機能/システム/構成部品 

第5条
1.2 

第5条
4.7 

第5条
5.1 

第5条
5.2 

第5条
23 App. 4  App.4-5)&7) 

定義 合法 
範囲 質量 重心 封印 

周囲 
PU 
公認 

供給

範囲 PU関連要素 

1 

競技規則第２８条に従い封印されたすべ

てのエンジンケーシングおよび部分組み

立て品（例：カムカバー、シリンダーヘ

ッド、クランクケース、サンプなどのエ

ンジンケーシングとそれらの中のエンジ

ン構成部品）  

INC INC INC INC INC INC INC ICE 

2 

ＰＵ 過給構成部品（例：ホイールを含

む吸気口から排気口までのコンプレッサ

ー； ホイールを含む吸気口から排気口

までのタービン；シャフト、ベアリング

およびハウジング）  

INC INC INC INC INC INC INC TC 

3 ウエストゲート、ポップオフバルブある

いは同様の部品  INC INC INC INC EXC INC INC ICEまたはTC 
またはｴﾝｼﾞﾝ排気ｼｽﾃﾑ 

4 
エンジンプレナム入口からシリンダーヘ

ッドまでのＰＵエンジン空気取り入れ装

置（例：プレナム、トランペット、スロ

ットル）  

INC INC INC INC EXC INC INC ICE 

5 エンジン排気システム 
（留め具＆シールを除く） INC INC INC EXC INC INC EXC ｴﾝｼﾞﾝ排気ｼｽﾃﾑ 

6 
ＰＵ搭載燃料システム構成部品（例：高

圧燃料ホース、フュエルレール、燃料噴

射装置、貯蔵器）  
INC INC INC INC EXC INC INC ICE 

7 
ＰＵ搭載電気構成部品（例：合法容積内

の配線、センサー、作動装置、点火コイ

ル、オルタネータ、スパークプラグ）  
INC INC INC INC EXC INC INC 

ICEまたはTC 
またはMGU-H 
またはMGU-K 

またはｴﾝｼﾞﾝ排気ｼｽﾃﾑ 

8 

以下のすべての関連構成部品を含む、す

べてのＰＵ冷却ポンプ、オイルポンプ、

スカベンジポンプ、オイル/空気分離器

および高圧ポンプ（１０barG超）： 
モーター、作動装置、フィルター、ブラ

ケット、支持部、スクリュー、ナット、

合わせくぎ、ワッシャ、ケーブル、オイ

ルあるいは空気シール。２８項目に記載

のない、PU構成部品の間のすべてのチ

ューブあるいはホース。 
油圧ポンプおよび9項目に記載のERS部

品を除く。  

INC INC INC INC EXC INC INC ICE 

9 

PU合法容積内に入れることが部分的に

も全体的にも義務付けられないERS構成

部品のための、冷却ポンプ（および関連

のモーター、作動装置、関連のフィルタ

ー、ブラケット、支持部、スクリュー、

ナット、合わせくぎ、ワッシャ、ケーブ

ル、パイプ、ホース、オイルあるいは空

気シール） 

INC EXC INC EXC EXC INC INC 

ICE 
またはES 

またはMGU-H 
or MGU-K 
またはCE 

10 

PU主要オイルタンク、キャッチタン

ク、およびPUに連結される一切のブリ

ーザーシステム、および関連のフィルタ

ー、ブラケット、支持部、スクリュー、

ナット、合わせくぎ、ワッシャ、ケーブ

ル、パイプ、ホース、オイルあるいは空

気シール。ただし、１１列に記載の部品

を除く。 

INC INC INC INC EXC INC INC ICE 

11 PUと第5条2.12で参照されているオリフ

ィスとの間を通すブリーザーシステム。 EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

12 
機械動力トランスミッション構成部品、

MGU-Kトルクセンサーハウジングアッ

センブリーおよび取り付け付属品を除く
MGU-K  

INC INC INC INC INC INC INC MGU-K 
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13 
MGU-K機械動力トランスミッション構

成部品、MGU-Kトルクセンサーハウジ

ングアッセンブリーおよび取り付け付属

品  

INC INC INC INC EXC INC INC ICE 
またはMGU-K 

14 機械動力トランスミッション構成部品お

よび取り付け付属品を除くMGU-H  INC INC INC INC INC INC INC MGU-K 

15 MGU-H機械動力トランスミッション構

成部品および取り付け付属品  INC INC INC INC EXC INC INC TC 
またはMGU-K 

16 第5条5.3に定義されるES部品  INC EXC EXC EXC INC INC INC ES 
17 第5条5.3に定義される部品を除いた ES  INC EXC EXC EXC EXC INC INC ES 

18 一切のECUおよびMGU-Kの位相の間に

ある配線  INC EXC INC EXC EXC INC INC MGU-K 
またはCE 

19 一切のECUおよびMGU-Hの位相の間に

ある配線  INC EXC INC EXC EXC INC INC MGU-H 
またはCE 

20 一切のECUおよびESのすべての間にあ

る配線  INC EXC INC EXC EXC INC INC ESまたはCE 

21 
PU-CEに入らないものは、関連のブラケ

ット、支持部、スクリュー、ナット、合

わせくぎ、ワッシャあるいはケーブル。 
INC EXC INC EXC INC INC INC CE 

22 
２１項目に列記された部品に関連するブ

ラケット、支持部、スクリュー、ナッ

ト、合わせくぎ、ワッシャ、またはケー

ブル。  

INC EXC INC EXC EXC INC INC CE 

23 ＦＩＡ標準のＥＣＵ INC EXC EXC EXC EXC INC EXC - 

24 
ＰＵの機能を常に保つために必要な一切

の作動装置（特定の除外物を除く）  INC INC INC INC EXC INC INC 
ICEまたはTCまたは

ES 
またはｴﾝｼﾞﾝ排気ｼｽﾃﾑ 

25 エアフィルターを含みそこまでのコンプ

レッサー吸気口上流の吸入口 EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

26 ヒートシールドおよび関連の搭載ハード

ウエア  EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

27 冷却剤ヘッダータンク EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

28a 
28b以外の熱交換器およびそれに関連の

付属品（ハウジング、パイプ、ホース、

支持部、ブラケットおよび留め具を含む

が、それらに限らない）。  

EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

28b 

エンジン吸気熱交換器およびその関連付

属品（ハウジング、支持部、ブラケッ

ト、留め具、および吸気ライン用の最大

2本の単純なスムースボアのアウトレッ

トパイプを含むがこれらに限定されな

い）。  

EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

29 
ＰＵ制御のためのサーボバルブおよび作

動装置を除く、油圧システム（例：ポン

プ、貯蔵器、マニフォールド、サーボバ

ルブ、ソレノイド、作動装置）  

EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

30 ＰＵ制御のための油圧システムサーボバ

ルブおよび作動装置  INC INC INC INC EXC INC INC ICEまたはTC 
またはｴﾝｼﾞﾝ排気ｼｽﾃﾑ 

31 
10barG未満の燃料供給ポンプとそれに

関連する付属品（パイプ、ホース、支持

部、ブラケットおよび留め具を含むが、

それらに限らない）。  

EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

32A PUエアバルブ調整器 
INC EXC EXC EXC EXC INC EXC ICE 

32B 
調整器などの、PUエアバルブに関連す

る一切の補助装置。  例）空気圧ボト

ル、ホース、充填バルブ 
INC EXC EXC EXC EXC EXC EXC  

33 
タービン排出口とWG排出口を過ぎた排

気装置、および関連のブラケット、支持

部、スクリュー、ナット、合わせくぎ、

ワッシャ、またはケーブル。  

EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

34 PUをシャシーあるいはギアボックスに

搭載するために使用するスタッド  EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

35 フライホイール INC EXC EXC EXC EXC EXC INC - 

36 PUとギアボックスの間のクラッチおよ

びクラッチ作動システム EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

37 燃料 EXC EXC EXC EXC EXC INC EXC 燃料 
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38 エンジンオイル EXC EXC EXC EXC EXC INC EXC エンジンオイル 
39 燃料およびエンジンオイル以外の液体 EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

40 
PUに搭載される2kgまでのバラスト。こ

れは第4条4を条件として認められるが、

2kgを超えるものはすべてPU質量計測の

前に取り除かれる。  

INC INC INC INC EXC EXC INC - 

41 PUに搭載される２kgを超えるバラス

ト。  EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

42 動力装置の通常の部分ではない配線用ハ

ーネス。 EXC EXC EXC EXC EXC EXC EXC - 

43 高圧燃料ポンプドライバーユニット INC EXC INC EXC EXC INC INC - 

44 
項目28bに含まれる構成要素の下流で、

項目4に含まれる構成要素の上流にある

PUエンジンエアインレットシステム。 
INC EXC INC EXC EXC INC EXC ICE 

A 

F1世界選手権のすべての競技および

5000kmのテスト走行用PUとスペア。1
チームあたりの最低PU数は、（競技規

則に基づく各ドライバーのシーズン毎の

PU数）×2＋5000kmのテスト走行に必

要な台数とする。事故や故障、その他チ

ーム側の原因により使用できなくなった

PUの交換に必要なスペアパーツは、供

給範囲外となり、追加料金が発生する。 

      INC - 

B デモイベント パワーユニット       EXC  

C 製造工場から競技会会場までのパワーユ

ニットとサポート機器の輸送       EXC  

D 
テストおよびレースイベントでパワーユ

ニットをサポートするための人員（5
人） 

      INC  

E サポート要員の旅費、宿泊費、および合

理的な費用       EXC  

F 製造者指定燃料およびオイルの数量       EXC  

G 製造者が義務付ける車載機器（例：バッ

テリーマネージメント）       INC  

H ガレージIT機器、工場との接続、サーバ

ー、テレメトリー、無線、チームウェア       EXC  

I 搭載構成部品のベンチテスト（Y時間ま

たはkm)       EXC  

上表の最後の欄に複数のＰＵ要素が記載されている場合、ＰＵ製造者は、仕様の変更を希望するすべてのアイテムについて、更新

されたホモロゲーション資料の中で、どのＰＵ要素に属するかを指定しなければならない。仕様変更のたびに、同じＰＵ要素に関

連付けることは義務付けられない。 
 

上記の７行目、２４行目、および３０行目の項目については、直接影響を受ける個々のコンポーネントごとに、以下の表のような

独立した仕様変更が認められる。 
 

PU要素およびシーズン毎の 

仕様アップグレード最大許容仕様数 2022年 
2022年 

仕様変更 

期限 

2023- 
2025年 

エンジン（ICE） 1 2022年3月1日 0 

ターボチャージャー（TC） 1 2022年3月1日 0 

モータージェネレーターユニット-ヒート（MGU-H） 1 2022年3月1日 0 

モーター・ジェネレータ・ユニット-キネティック（MGU-K） 1 2022年9月1日 0 

エネルギー貯蔵(ES) 1 2022年9月1日 0 

コントロールエレクトロニクス（CE）* 1 2022年9月1日 0 

エンジン排気システム 1 2022年3月1日 0 

燃料 1 2022年3月1日 0 

エンジンオイル 1 2022年3月1日 0 

*上記の制限は、それぞれのコントロール・エレクトロニクス・ユニットに個別に適用される。 
上表において、「0」は、技術規則付則4で認められた例外を除き、前選手権シーズンの仕様を維持しなければならないことを意味

する。  
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付則４：２０２２－２０２５年版パワーユニット、燃料、エンジンオイルの公認 
 
1 義務および申告または通知の期限 
 
1.1 競技参加者にパワーユニットを供給するための義務 

 
競技参加者にパワーユニットを供給しようとするパワーユニット製造者は、以下のことを行わなけ

ればならない： 
 

a. パワーユニットが供給される年の前年の1月1日（またはすべてのパワーユニット製造者とFIA
との間で書面により合意された他の日）までに、FIAに書面によりその意思を通知しなければな

らない。 
 
b. 国際モータースポーツ競技規則、技術規則、競技規則、財務規定、懲罰規律および裁判規定、

その他すべての関連および適用されるFIA規則および／または規定（随時補足または修正される）

に拘束され、さらにこれらを遵守することに同意すること；および 
 
c. FIAの内部司法および懲戒機関の司法権に服することに同意すること。 

 
1.2 競技参加者に燃料およびエンジンオイルを供給するための義務 
 

競技参加者に燃料および／またはエンジンオイルを供給しようとする供給者は、以下のことを行わ

なければならない： 
 

a. 燃料および／またはエンジンオイルを供給する年の前年の1月1日（またはすべての供給者と

FIAとの間で書面により合意された他の日）までに、FIAにその意思を書面により通知すること。 
 
b. 国際モータースポーツ競技規則、技術規則、競技規則、懲罰規律および裁判規定、その他すべ

ての関連および適用されるFIA規則および／または規定（随時補足または修正される）に拘束さ

れ、さらにこれらを遵守することに同意すること；および 
 
c. FIAの内部司法および懲戒機関の司法権に服することに同意すること。 

 
1.3 パワーユニット製造者が顧客である競技参加者に提供する情報 
 

選手権期間中に競技参加者が使用するパワーユニットを公認しようとするパワーユニット製造者は、

以下のことを行わなければならない： 
 

a. 前年の8月1日までに、顧客である競技参加者に以下の情報を提供したことをFIAに宣言するこ

と。 
i. チームがパワーユニットを取り付けるために必要なすべての物理的インターフェイスの詳

細と位置を含む、パワーユニットの最初の完全な外部空間モデル。 
ii. 排熱、燃料の質量と密度、クラッチシャフトの剛性、エンジンの剛性などの重要な運転パ

ラメータの予備的な 推定値。 
 

b. 前年の11月1日までに、顧客である競技参加者に以下を提供したことをFIAに宣言すること。 
i. チームがパワーユニットを取り付けるために必要なすべての物理的インターフェイスの詳

細と位置を含む、パワーユニットの最終的な完全外部空間モデル。 
ii. 排熱、燃料の質量と密度、クラッチシャフトの剛性、エンジンの剛性など、重要な運転パ

ラメー ターの確固たる予測。 
iii. パワーユニットを設置し、意図したとおりに運転するためにチームが必要とするその他の

部品、手順、運転条件、制限、またはその他の情報の初期詳細。 
 

8月1日以降、前回連絡時と比較して大幅な変更があった場合、下記5項に定める手続きによりFIAが
認めたものを除き、適宜、顧客競技参加者に通知しなければならない。顧客競技参加者は、その変

更が車両に搭載されたパワーユニットに不合理な影響を与えると考える場合、通知から7日以内に
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FIAに連絡することができる。FIAは調査を行うため、当該パワーユニット製造者および顧客競技参

加者に連絡する。FIAは、その絶対的な裁量により、これらの変更が許容されると判断した場合、

14日以内にパワーユニット製造者および顧客競技参加者に対し、その変更が実施されてもよいこと

を確認する。 
 
2 公認ドシエ 
 
2.1 2022年から2025年の選手権で1つ以上の競技参加者が使用するパワーユニットを公認しようとする

パワーユニット製造者は、表示された選手権期間中に使用するパワーユニットを供給しようとする

年の3月1日までにFIAにパワーユニット公認ドシエを提出しなければならない。各パワーユニット

製造者は、当該期間に関して１つの公認ドシエのみを提出することができ、承認された公認は、

2025年選手権の終了まで有効となる。 
 
2.2 公認ドシエは以下の通りでなければならない： 

 
a. 技術規則付則３の「付則４ PU公認」欄に「INC」と記載されているすべての部品の詳細を含

むこと。 
 
b. 本付則の1項で要求されるすべての書類を含むこと。 
 
c. 本規則の付則に詳述されている手順に従い、提出および更新されること。 

 
2.3 パワーユニットは、関連するパワーユニット製造者が完全な公認ドシエを提出し、FIAの承認を受け

た時点で、競技参加者のために公認される。この承認は、公認ドシエの提出から14日以内に行われ

るものとする。 
 
2.4 各パワーユニット製造者は、供給しようとする、すべての競技参加者に適用される１つの公認ドシ

エを提出しなければならない。燃料仕様、エンジンオイル仕様、およびパワーユニットの配線およ

び下記5.4の規定に従って付随的な変更を受けた軽微な部品のみ、競技参加者間で異なって構わない。

この場合、公認ドシエの専用セクションで別々に申告しなければならない。 
 

１つのパワーユニット製造者が供給するすべてのパワーユニットは、同じように運用されなければ

ならない。従ってそれらは、以下の通りでなければならない： 
 

a. 競技参加者ごとに提出されたドシエに基づき、同一であること。および 
 

競技参加者がFIA技術部に以下のいずれかを拒否する旨の連絡をしない限り、以下でなければならな

い： 
 

b. PU制御のための同一のソフトウェアで動作し、正確に同じ方法で操作できなければならない。 
 
c. 顧客競技参加者が別の供給者を希望しない限り、同一の仕様のエンジンオイルおよび燃料を使

用して動かす。 
 
2.5 パワーユニットが公認された後、下記4項および5項で許可されたその後の変更は、新たなドシエを

構成せず、最初のドシエに対する更新とみなされる。変更された部品に関連する文書は、本規則の

付則に記載された手順に従い、ドシエの中で適宜更新されるものとする。 
 
3 電源ユニットの最大供給価格 
 

技術規則の付則3の該当欄に記載された電源ユニットの供給範囲は、最大価格1500万ユーロで供給

されるものとする。本付則に記載されていない追加の物品またはサービス（パワーユニット製造者

と競技参加者の間で合意されるものとする）の供給には、追加料金が発生し、その金額は、選手権

における部品およびサービスの供給市場において一般的に認識され尊重されている使用および慣行

に基づくものとする。 
 

本3項の規定に重大な違反があるとされる場合、または重大な不履行があるとされる場合、FIAは、
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FIA国際法廷において、当該パワーユニット製造者に対して手続を行うことができるものとする。国

際法廷が、国際モータースポーツ競技規則および懲罰規定および裁判規定の規則に従い、パワーユ

ニット製造者が本3項に重大な違反をし、または重大な不履行をしたと裁定した場合、国際法廷は、

当該パワーユニット製造者に対し、罰金を課すことができ（課すことのできる他の制裁を除く）そ

の額は1500万ユーロ以下で、事案のメリットと状況に応じて個別に決定されるものとする。[2014-
2025]期間内の最初の2つの選手権シーズン（またはその一部）においては、連続するか否かにかか

わらず、製造者は上記の最高価格を遵守する必要はない。 
 
4 2022-2025年期間中のPUエレメントの仕様 
 
4.1 本条において、仕様のアップグレードとは、下記5.1項に掲げる目的以外の目的のために公認部品を

変更することと定義する。 
 
4.2 競技規則第28条2項を参照して、各パワーユニット製造者は、下記5項に定める手続きに従ってFIA

が認めた変更を除き、選手権シーズン中に技術規則付則3の第2表に定めるPU要素の仕様アップグレ

ードの最大数のみを供給することができるものとする。 
 
4.3 登録されるためには、少なくとも1台のパワーユニット製造者のユニット搭載車両が、以下の期限ま

でに仕様のアップグレードを使用しなければならない。 
 

 技術規則付則3の第2表で指定された期限後の最初の競技会（少なくとも1台が競技規則第28条3
項の罰則を受けない場合）。 
 

 技術規則付則3の第2表で指定された締め切り後の5番目の競技会（競技規則第28条3項の罰則を

すべての車両が受ける場合）。 
 

4.4 許可された仕様アップグレードを伴う部品の公認要求は、公認申請日の少なくとも14日前までに提

出しなければならない。 
 
4.5 競技規則第40条3を参照し、予選走行後にパワーユニット部品を4.2項に従って異なる仕様のものと

交換した場合、交換したパワーユニット部品は設計上同一で、あるいは質量、慣性、または機能に

おいて類似しているものとはみなされないものとする。 
 
4.6 顧客である競技参加者は、新しいパワーユニット要素の車両への取り付けに問題がある場合、仕様

のアップグレードを拒否し、または延期を要求することができる。顧客である競技参加者は、書面

にてFIA技術部に申請し、必要なすべての情報を提供しなければならない。FIAは、その絶対的な裁

量により、取り付けに関する問題が真正であると判断した場合、顧客である競技参加者およびパワ

ーユニット製造者に承認を確認する。この場合、下記6.2項の規定は適用されない。 
 
5 公認されたパワーユニット要素に対する許可された修正事項 
 
5.1 製造者は、公認期間中に、信頼性、安全性、コスト削減、または下記5.4項で認められる最小限の付

随的な変更のみを目的として、公認対象パワーユニット要素の改造をFIAに申請することができる。 
 

申請書は、FIA技術部宛に書面にて提出し、必要なすべての情報を提供しなければならない（必要な

場合、故障の明確な証拠も含む）。FIAはこの文書をすべてのパワーユニット製造者に回覧し、意見

を求める。FIAは、その絶対的な裁量により、これらの変更が容認されると判断した場合、当該パワ

ーユニット製造者に変更が行えることを確認する。 
 
このような要請は、現実的であれば、公認希望日の少なくとも14日前までに提出しなければならな

い。 
 
パワーユニット製造者が依頼する際に使用しなければならない手順および関連文書のテンプレート

は、規則の付則に掲載されている。 
 
5.2 変更は、信頼性への影響が全くないか極めて限定的で、部品の設計に変更がない場合（例：供給元

の 変更、部品番号の変更...など）、または幾何学的な変更が軽微である場合、軽微なものと見なす
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ことができるが、この属性はFIAの独自の判断で承認される。これらの修正は、依頼書に軽微なもの

であることを明記しなければならず、他のPUメーカーおよびFIAの承認を経て登録される。このよ

うな軽微な変更の場合、PU製造者は、改造部品の使用と並行して、既存の部品の在庫を使い切る可

能性を要求することもでき、該当する場合は、その旨も要求書に明記しなければならない。この場

合、PU製造者が供給する競技参加者間で、改造部品の優先的な割り当てが行われてはならない。 
 
5.3 公認開始後に発生した公示済み規則の改正は、その改正に関係するコンポーネントの変更に使用す

ることができる。 
 
5.4 パワーユニットの以下の構成部品については、車両搭載を目的とした最小限の付帯的な変更を行う

ことができる： 
 
a. 配線について 
 
b. 排気系。ただし、排気系の主要なパラメータ（直径、長さなど）が基本的に変更されない場合

に限る。 
 
c. ターボコンプレッサーの位置（ICEに対して当初の位置より20mm以内）、ターボクロック、タ

ーボサポート 
 
d. ハウジングとパイプを伴うウェストゲートの位置 
 
e. ハウジングとパイプを伴うポップオフバルブの位置 
 
f. 付則3の第1表の項目44に定義されるエアインレットシステム。ただし、システムの主要な定義

パラメータ（直径、長さなど）が基本的に変更されていない場合に限る。 
 
5.5 シールされた外周部の内側にある部品（すなわち、競技規則付則3の「第5条23項 封印周囲」欄に

"INC" と記載されている部品）について認められる改造は、新しいパワーユニット要素にのみ適用

することができ、既に使用されている要素（競技規則第28条）の改造は認められない。 
 
5.6 燃料およびオイルの供給元の変更は、そのような変更が性能上の理由ではなく、商業的な目的であ

る場合に限り、認められる。 
 
5.7 競技規則第40条3を参照し、予選走行後にパワーユニット部品が、本5項で許可された１つ以上の改

造によってのみ異なる別のものと交換された場合、交換されたパワーユニット部品は、設計上同一

で、質量、慣性および機能において類似しているとみなされる。 
 
5.8 損傷または故障の後、同じ材料で作られたパッチまたは複合材料で作られたパッチという形でPU構

成部品を修理する要求は、局所的で最小限のものであれば受け入れられる場合がある。そのような

修理が認められた場合、利用可能なすべての構成部品に適用することができるが、一時的なものに

限られる。同じ材料で作られていない場合、次の選手権シーズンで使用される構成部品には存在し

てはならない。 
 
6 改良されたパワーユニット部品の競技会における導入スケジュール 
 
6.1 4項および5項で許可された改造部品からなるパワーユニットが、パワーユニット製造者のユニット

搭載車両のいずれかに初めて使用される場合、各競技参加者に全く同じ仕様のパワーユニットを最

低1つ用意しなければならな いものとする。各競技参加者は、競技初日の終了まで、これらのパワ

ーユニットのうち1つを優先的に使用することができる。 
 
1つのメーカーが2名を超える競技参加者にパワーユニットを供給する場合、真に供給上の問題があ

る場合、FIAの絶対的な裁量により、1つの選手権シーズンあたり1つの例外が認められることがあ

る。この要請は、FIA技術部に対して書面にて行われ、供給問題に関するすべての必要な情報と証拠

を提出しなけれ ばならない。FIAが納得した場合、変更された部品が初めて使用される競技会では、

すべての競技参加者が使用できるパワーユニットの最低必要数を2つに減らすことができる。 
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6.2 競技会で初めて使用される新しいパワーユニット要素は、そのPU製造者がユニットを搭載する車両

のいずれかで既に使用されているパワーユニット要素に含まれるすべての改造を常に含まなければ

ならない。 
 
6.3 6.1項および6.2項の要件は、5.2項に定義される軽微な修正には適用されない。 
 
6.4 パワーユニット要素は、車両のタイミング・トランスポンダーがピットレーンを離れたことを示し

た時点で使用されたものとみなされる。 
 
7 パワーユニットの公認ドシエとの適合性 
 

すべてのパワーユニットは、競技規則第28条5項に基づき要求されるシールが取り付けられるよう

に納品されなければならない。パワーユニット製造者および公認されたパワーユニットの使用者は、

競技で使用されるパワーユニットが対応するパワーユニットの公認ドシエに適合していることを証

明するために、FIA技術局がその絶対的裁量で要求するあらゆる措置をいつでも取らなければならな

い。 
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付則５：コンポーネントの分類および付属品関連 
 

次の表は、Ｆ１車両およびサポート機器のコンポーネントの分類を定義している。 
 

Ref. 構成部品名 
およびアッセンブリー 

規則 
条項 クラス システムの概要と 

境界線 
含まれるｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 

（ﾘｽﾄはすべてではない） 除外されるｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ 

1 サバイバルセルアイテムと安全構造 

1A サバイバルセルと主要ロ

ール構造体 
12 LTC コックピットを含む構造体で、サスペンシ

ョン荷重や空力荷重を受け、その荷重を

FIS固定具を介してFISと、エンジンスタッ

ドおよび第12条4項1に定義されるロール

構造体を介してパワーユニットとの間で

伝達する 

公認に提出された接着された構成部品 FIAテストに必要のない追加の接着

部品、FIAテストのために取り付けら

れ、その後取り外された部品 

1D 前部フロア 
構造体 

12.2.7 OSC 前部フロアアセンブリー 前部フロア構造とサバイバルセルとの間に

ある前部フロア構造、その取り付けブラケッ

ト、および一切の装置または構造体（およ

びそれらの取り付けブラケット） 

フェアリング 

1G 前部衝撃吸収構造体 13.6.1 LTC フロントウイングからの空力負荷をシャ

シーに伝えるための構造 
FIS、ハンガー、FISアセンブリの一部であ

るシャシーへの固定具 
フェアリング、カメラブラケット 

1H 後部衝撃吸収構造体 13.7.1 TRC ディファレンシャル後方でギアボックスの

後部に取り付けられた構造体 
ギアボックスキャリアに接着されている部

品。リアウィングビーム取付用フランジの詳

細（プロファイルの詳細を除く）。 

フェアリング、ボルト留め部品 

1K ペダル  OSC ペダルアセンブリー ブレーキマスターシリンダーに接続するプッ

シュロッドを含むブレーキペダルアッセンブ

リー、スロットルダンパー、ヒールレスト、搭

載ブラケットを含むスロットルペダル、およ

び局所的な電気および電子部品 

サバイバルセルへの固定具 

1L ミラーレンズ 12.2.7 OSC ミラーレンズ ミラーレンズ 裏側構造体 

2 空力構成部品 

2A 空力コンポーネント（特に

明記されていない限り） 
3 LTC    

2B プランクアセンブリ 3.5.9 LTC 3.5.9に定義されているプランクアセンブ

リ 
プランク構造とスキッド  

2C リアウィングアジャスター

（DRS） 
3.5.8 LTC- リンケージを含むDRSアクチュエータ 機械加工されたDRSアクチュエータ、リンケ

ージ、局所的な電気および電子部品 
ホース、リアウイングフラップに堅牢

に取り付けられている部品 
2E ホイールドラムとドラムデ

ィフレクター 
3.13.1 - 
3.13.6 

LTC  供給されたジオメトリーに忠実なドラムとデ

ィフレクタ、およびリム内のすべてのブレー

キダクト部品 

 

2F ホイールカバー 3.13.7 SSC    

3 トランスミッション 

3A ギアボックスキャリア 9.5 TRC カセットを支持し、後部衝撃吸収構造体

を取り付けし、サスペンション荷重と空力

荷重を受け、その荷重をエンジンスタッド

を介してパワーユニットに伝達する構造 

ギアボックスキャリア、関連する留め具、内

部のヒートシールド 
RIS、インボードサスペンションコンポ

ーネント、エンジンマウント 

3B ギアボックスカセット 9.5 TRC ドライブラインコンポーネントとギアチェン

ジコンポーネントを、すべての関連する

カバーを含めて、ギアボックスキャリアに

統合されているかいないかに関わらず、

直に囲むハウジング 

カセット、フロントカバー、ディファレンシャル

ルキャップ、シール、留め具、クロスシャフト

カバー 

 

3C クラッチ 9.2 TRC 回転クラッチアセンブリと、必要に応じて

PUまたはギアボックスへの固定具 
クラッチバスケットアセンブリ、プレート、ス

プリング、PUまたはギアボックスへの固定

具、スピゴットベアリング 

 

3D クラッチ作動システム 9.2 TRC センサーと冷却シュラウドを含むクラッ

チ・アクチュエータ・アセンブリおよびセン

サー 

クラッチアクチュエーター、アクチュエーター

サポート、局所的な電気および電子部品、

PUまたはギアボックスへの固定具、冷却シ

ュラウド 

サーボバルブ 

3E クラッチシャフト 9.2 TRC クラッチとギアボックスの間のシャフト

（PU取り付けされる場合）またはPU（ギ

アボックス取り付けされる場合） 

クラッチシャフト、中間サポートベアリング、

ブラケット（必要な場合） 
クラッチシャフトのトルクセンサー 

3F クラッチシャフトトルクセン

サー 
9.2 SSC    

3G ギアボックス内部 9.5 TRC ギアボックスの入力シャフトとドライブシ

ャフトの間のトルク伝達に関わる全ての

構成部品及びギアボックスの機能に不

可欠な構成部品。 

第9条1項に定める駆動系およびギアチェン

ジ構成部品 
サーボバルブ 

3K 補助部品（オイルシステ

ム、リバースギアなど） 
9.5 TRC ドライブラインコンポーネントあるいはギ

アチェンジコンポーネントには含まれな

いが、これらのコンポーネントと直接作

用し合い、ギアボックスの機能に不可欠

なコンポーネント 

油圧ポンプ、スカベンジポンプ、オイルフィ

ルター、オイルタンク、リバースギアアイドラ

ー＆アクチュエーター、ディファレンシャル

ル・アクチュエーター、局所的な電気および

電子部品 

オイルクーラー 

3L ドライブシャフト 9 OSC ギアボックスのドライブラインコンポーネ

ントからアクスルに荷重を伝達するアセ

ンブリ 

ドライブシャフト、ジョイント、ベアリング、必

要な固定具、トルクセンサーおよび／ある

いはトリガーホイール（ある場合） 

 

4 サスペンションとステアリング 

4A インボード・フロントサスペ

ンション 
10.4 TRC プッシュ/プルロッド接続部とサバイバル

セルの間にあるフロントサスペンションの

すべての部品 

ロッカー、スプリング、ARBシステム、ダン

パー、ベアリング、局所的な電気および電

子部品、車高調整、サバイバルセルと一体

化していないブラケット。一連のセットアッ

プ・オプション 
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4B フロントサスペンションメン

バー 
10.3 TRC アップライトとサバイバルセル、ステアリ

ング、あるいはインボードサスペンション

をつなぐ構造部材 

ウィッシュボーン／リンク、トラックロッド、プ

ッシュ／プルロッド、ベアリング、サバイバ

ルセルに組み込まれていないインボードブ

ラケット、留め具、ホイールテザー、局所的

な電気および電子部品 

第3条14項に定義されるサスペンショ

ンフェアリング 

4C フロントアップライトアッセ

ンブリー（アクスル、ベアリ

ング、ナット、保持システ

ムを除く 

10.6 TRC サスペンションメンバーへの接続部とホ

イールベアリングの間のアップライトアセ

ンブリ 

アップライト、ブラケット-セットアップ変更の

ためのバリエーションを含む、留め具、局所

的な電気および電子部品、アップライト・ル

ーム 

第11条に記載されているあらゆるブ

レーキシステム部品 

4D フロントアクスル（ホイール

スペーサーとの接触面の

内側）およびベアリング 

 TRC ホイールスペーサーとの接触面の内側

にあるアクスルジオメトリとホイールベア

リングアセンブリ 

ホイールスペーサー、ホイールベアリング、

およびスペーサーとの接触面の内側にある

アクスルジオメトリ、インターフェース、およ

びブレーキディスクベルへの取り付け 

 

4E フロントアクスル（ホイール

スペーサーとの接触面よ

り外側）、ナットおよび保持

システム 

10.9 OSC ホイールスペーサーとの接触面の外側

にあるアクスルジオメトリ、ホイールナッ

ト、および緩んだ場合にナットを保持する

デュアルステージ機構 

ホイールスペーサー、アクスルナット、ホイ

ールナット、留め具、ホイールナット保持装

置との接触面から外側に出ているアクスル

ジオメトリ 

 

4F インボードリア 
サスペンション 

10.4 TRC プッシュ/プルロッドへの接続部とギアボ

ックスキャリアの間にあるリアサスペンシ

ョンの全パーツ 

ロッカー、スプリング、ARBシステム、ダン

パー、イナーター、ハイドロガススプリング

システム、ベアリング、局所的な電気および

電子部品、車高調整、ギアボックスキャリア

と一体化していないブラケット。一連のセッ

トアップ・オプション 

 

4G リアサスペンションメンバ

ー 
10.3 TRC アップライトとギアボックスケースまたは

インボードサスペンションをつなぐ構造部

材 

ウィッシュボーン/リンク、トラックロッド、プッ

シュ/プルロッド、ベアリング、ギアボックスキ

ャリアに組み込まれていないインボードブラ

ケット、留め具、ホイールテザー、局所的な

電気および電子部品 

第3条14項に定義されるサスペンショ

ンフェアリング 

4H リアアップライトアッセンブ

リー（アクスル、ベアリン

グ、ナットおよび保持シス

テムを除く 

10.6 TRC サスペンションメンバーへの接続部とホ

イールベアリングの間のアップライトアセ

ンブリ 

アップライト、ブラケット（セットアップ変更の

ためのバリエーションを含む）、留め具、局

所的な電気および電子部品 

第11条に記載されているあらゆるブ

レーキシステム部品 

4I リアアクスル（ホイールス

ペーサーとの接触面の内

側）およびベアリング 

 TRC ホイールスペーサーとの接触面の内側

にあるアクスルジオメトリとホイールベア

リングアセンブリ 

ホイールスペーサー、アクスルナット、ホイ

ールナット、留め具、ホイールナット保持装

置との接触面の内側にあるアクスルジオメ

トリ 

 

4J リアアクスル（ホイールス

ペーサーとの接触面より

外側）、ナットおよび保持

システム 

10.9 OSC ホイールスペーサーとの接触面の外側

にあるアクスルジオメトリ、ホイールナッ

ト、および緩んだ場合にナットを保持する

デュアルステージ機構 

ホイールスペーサーとの接触面の外側にあ

るアクスルジオメトリ、アクスルナット、ホイ

ールナット、留め具、ホイールナット保持装

置 

 

4L パワーアシスト・ステアリ

ング 
10.5.3 TRC ステアリングコラムへの取り付けからトラ

ックロッド用のクレビスまでのステアリン

グユニット、油圧システムへの接続、電

気配線機への接続 

ラック・アセンブリ、局所的な電気および電

子部品、保護カバー、サバイバルセルへの

固定具、さまざまな補助のためのオプション 

 

4M ステアリングコラム 10.x OSC ステアリングホイールQDからパワーア

シストステアリングへと荷重を伝達する

アセンブリ 

前方および後方のコラム、ベアリング、取り

付けブラケット、シャシーへの搭載部、衝撃

試験に合格するために必要な部品。局所

的な電気および電子部品 

サバイバルセルへの 
固定具 

4N ステアリングホイールとク

イックリリース 
 OSC ドライバーからステアリングコラムに荷重

を伝達するアセンブリ 
ステアリングホイール、クイックリリース機

構、ギアシフトおよびクラッチパドル、局所

的な電気および電子部品、アセンブリに組

み込まれたSECU要素 

クイックリリースの操作で取り外せな

い構成部品 

4P ホイールリム 10.7 SSC BBSホイールリムアセンブリ リム、ドライブペグ、スペーサー、バルブ TPMSセンサー、ホイールカバー 
4Q タイヤ空気圧センサー

(TPMS) 
 SSC BF1 TPMS 取付部 タイヤバルブ 

4R タイヤ 10.8 SSC    

5 ブレーキ      

5A ブレーキディスク、ディスク

ベル、パッドアセンブリ 
11 OSC  車軸からのトルクをブレーキディスクに伝え

る構造的なブレーキディスクベル、ブレーキ

ディスクおよびパッド 

構造的ディスクベルにボルトで取り付

けられている構成部品（例：デフレクタ

ー） 
5B ブレーキキャリパー 11 OSC  機械加工されたブレーキキャリパー、ピスト

ン、シール、QD、局所的な電気および電子

部品 

ホース、パイプ、アップライトへの取付

けシステム 

5C リアブレーキコントロール

システム（BBW） 
12 OSC  BBWマスターシリンダーとアクチュエータ、

サーボまたはソレノイドバルブ、直接取り付

けられた局所的な電気および電子部品マ

スターシリンダー、バランスバーアセンブリ 

ホースおよびパイプ 

5D ブレーキマスターシリンダ

ー 
12 OSC  マスターシリンダー（含複数）、プッシュロッ

ド、ブレーキバランスシステム、局所的な電

気および電子部品 

サバイバルセルへの固定具 

6 燃料システム 

6A コレクター 6.6.4, 
6.6.6 

OSC 装着されている場合、コレクターアセンブ

リと加圧システム 
加圧システム、局所的な電気および電子部

品、レベルセンサー、フィルター、AVマウン

ト、搭載留め具を含む） 

ホース、パイプ 

6B メインポンプ、およびフレ

キシブルパイプとホース 
6.6.2, 
6.6.3 

SSC メインポンプ、およびメインポンプと分離

バルブの間の配管 
メインポンプ、フレキシブルパイプとホース

およびポンプと分離バルブの間の接続具、

燃料流量計入口圧力と温度センサー 

コレクターの一部に分類される構成

部品。ポンプの上流にある構成部品 
メインポンプと分離バルブの間の

OSCとしてリストアップされている部

品。 
6C 燃料ブラダー 6.1 LTC    
6D OSC、またはSSC、ある

いはLTCとして掲載されて

いない燃料システムコン

ポーネント 

6.2, 6.3, 
6.5, 6.6 

TRC   燃料ブラダー 
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6E 6.6項の回路図に記載さ

れている燃料系統の油圧

レイアウト 

6.6.1, 
6.6.3, 
6.6.4, 
6.6.5, 
6.6.6 

OSC リフトポンプ入口フィルターからシャシー

分離バルブ、またはオプションの入口フ

ィルターを含む高圧燃料ポンプまでの低

圧燃料システム（装着されている場合） 

圧力開放バルブ（PRV）、逆流防止バルブ

（NRV）、分離バルブ、フィルター、リフトポ

ンプ、オプションのダンパー、硬質パイプ、

マニホールドとそれらの接続具、FIA サンプ

ル、コレクタ充填／排出ポート、コレクタ圧

力センサ、ランニングブリードオプション図

に示されていない追加部品で、図に示した

油圧回路が正しく動作するために必要と思

われる、FIA技術部の承認を得たもの。 

燃料電池の加圧システム。燃料電池

の充填/排出口，およびベント。 
メインポンプ、フレキシブルパイプとホ

ースとその接続具、燃料流量計とそ

の入口圧および温度センサー。 

6F 燃料タンク圧力センサーと
PRV 

6.1.4, 
6.6.4 

LTC 6.1.4で指定され、図6.6.4で示されるセ

ンサーとPRV。 
燃料ブラダーへのセンサー及び接続具。燃

料ブラダーへのPRVと接続具 
燃料ブラダー 

7 油圧系システム      

7A 油圧ポンプおよび油圧ア

キュムレーター 
 TRC  油圧ポンプ、油圧アキュムレーター、局所

的な電気および電子部品、PUへのユニット

取り付けに必要な部品 

 

7B 油圧マニホールド、センサ

ー＆コントロールバルブ 
 TRC  油圧マニホールドブロック、サーボバルブ、

ソレノイドバルブ、フィルター、局所的な電

気および電子部品、AVマウント 

 

7C 油圧ポンプ、油圧マニホ

ールドおよびギアボック

ス、またはエンジンアクチ

ュエータ間の配管 

 TRC  パイプ、接続具、QDコネクター クーラーへ/からのパイプ、ギアボック

スやPU（BBW、PASなど）に関連しな

いアクチュエータへ/からのパイプ 

9 オイル＆冷却システム 

9C 第1次熱交換器 7.4.1b LTC 第7条4項1bに定義された熱交換器組立

品 
溶接されたクーラー、クーラーに直接取り付

けられた電気および電子部品 
接続具、ホース、パイプ、AVマウント 

9D 第2次熱交換器 7.4.1c TRC 第7条4項1cに定義された第2次熱交換

器ユニット 
熱交換器ユニット、直付け電気および電子

部品 
冷却空気供給用ダクト、パイプ、ホー

ス、AVマウント 

10 パワーユニット付属品とセンサー 

10A ES IVTセンサー 5.3.2 SSC    
10B 燃料流量計 5.11.3 SSC 規定の燃料流量計  接続具、ホース、パイプ、AVマウント 
10C パワーユニット 圧力・温度

センサー 
5.14.3 SSC    

10D パワーユニットのギアボッ

クスおよびサバイバルセ

ルへの取り付け 

5.4.8 TRC PUとサバイバルセルの間のスタッド、

PUとギアボックスの間のスタッド 
スタッド、ナット、トップハットブッシュ、バレ

ルナット 
サバイバルセルまたはギアボックス

のキャリアに組み込まれたインサート 

10E 高圧燃料ポンプ 5.11.6 SSC    
10F タービンとウェイストゲート

出口を越えた排気系 
3.8.2 TRC タービン出口／ウェイストゲート出口より

下流側の排気管およびウェイストゲート

管 

パイプ、クランプ  

11 電気システムハードウェア 

11B 電気配線ハーネス  TRC メインシャシーの電気系統とPUシステ

ム、トランスミッションシステムとその他

の周辺制御あるいは計測システムとの

間をつなぐ配線ハーネス 

メインシャシー配線ハーネスは、局所的な

PU配線ハーネス、トランスミッション配線ハ

ーネス、または周辺制御あるいは計測シス

テムのための他の局所的な配線ハーネス

へのコネクタを含むそこまでは、別々の部

品で作ることができる 

第8条15項1とつなげられる試験設備

用配線ハーネス 

11C 車両からチームテレメトリ 8.6.1 SSC    
11D ドライバー無線 8.9 SSC    
11E 事 故 デ ー タ 記 録 装 置

（ADR） 
8.10.1 SSC    

11F 高速カメラ 8.10.3 SSC    
11G インイヤー型加速度計 8.10.4 SSC    
11H 生体認証グローブ 8.10.5 SSC    

11J マーシャリングシステム 8.12 SSC    
11K タイミングトランスポンダー 8.16 SSC    
11L TVカメラ 8.17 SSC    
11S 標準電子コントロールユニ

ット(SECU) 
8.1.4 SSC    

11T SECU FIAアプリケーショ

ン 
 SSC    

11U SECUチームアプリケーシ

ョン 
 LTC    

12 安全装置      

12A 消火器 14.1 OSC   パイプ、ホース、サバイバルセルへの

取付部 
12B リアライト 14.3 SSC   局所的な電気配線ハーネス 

13 その他の構成部品      

13A ウォータードリンクシステ

ム 
 OSC   パイプ、ホース、サバイバルセルへの

取付部 
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付則６：２０２５年に向けて承認済み変更点 
 
注：第１０条８項４「タイヤの処理」および第１０条８項５「タイヤ加熱システムの設計に関する指示」の変

更は無効となった。 




